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白
氏
文
集
金
澤
文
庫
本
の
復
元
に
つ
い
て

―

巻
三
十
三
を
中
心
に
し
て
―

太 

田 

次

男

曩

に

筆

者

は

、

白

氏

文

集

金

沢

文

庫

本

に

つ

い

て

私

見

を

述

べ

、

そ

の

本

文

は

、

校

合

注

に

従

っ

て

多

く

の

個

所

で

改

変

さ

れ

、

書

写 

直

後

の

原

本

文

(
校

訂

に

よ

る

改

変

の

加

え

ら

れ

る

以

前

の

本

文

。

こ

の

語

に

就

て

は

後

述

す

る

)

と
、

改

変

後

の

本

文

と

の

間

に

は

著

し

い

相

違

の

存

す

る

こ

と

、

従

っ

て

、

こ

の

本

を

他

の

写

本

や

刊

本

と

校

比

す

る

よ

う

な

場

合

、

厳

密

に

い

え

ば

、

原

本

文

と

改

変

後

の

(1
)

本

文

と

を

、

二

種

の

異

る

本

文

と

し

て

区

別

し

て

取

扱

う

必

要

の
あ

る

こ

と

を

述

べ

た

。

そ

し

て

、

更

に

、

巻

三

十

一

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

た

結

果

、

こ

の

巻

の

底

本

は

、

従

来

一

般

に

考

え

ら

れ

て

い

た

よ

う

な

、

唐

鈔

本

に

連

る

恵

蓴

系

の

古

鈔

本

で

は

な

く

、

宋

刊

本

で

あ

る

と

見

做

し

て

略

>
間

違

い

な

く

、

し

か

も

、

原

本

文

の

中

に

見

ら

れ

る

欠

筆

の

あ

(2
)

る

文

字

か

ら

年

代

を

判

断

す

れ

ば

、

実

物

の

現

存

し

な

い

北

宋

刊

本

で

あ

る

可

能

性

も

存

す

る

こ

と

を

明

か

に

し

た

。

現

存

金

沢

文

庫

本

の

各

巻

巻

末

識

語

、

及

び

、

本

文

そ

の

も

の

の

筆

致

か

ら

す

れ

ば

、

本

文

の

書

写

は

少

く

と

も

三

人

以

上

(
唯

寂

房

.
 

奉

重

.
伹

馬

房

と

い

う

三

名

の

名

前

は

識

語

に

み

え

る

。

但

し

、

名

前

が

不

明

で

、

し

か

も

、

こ

の

三

人

と

は

異

筆

の

本

文

も

あ

る

)

に

一
八
三



一
八
四

よ

り

行

わ

れ

、

諸

種

の

事

情

が

あ

っ

て

か

、

そ

の

書

写

は

必

ず

し

も

巻

次

順

に

は

行

わ

れ

て

い

な

い

。
書

写

さ

れ

た

本

文

に

は

、

少
く
と 

も

二

種

(
ぅ

ち

、

一
本
は
宋
刊
本
、

他

は

古

鈔

本

系

)

の

本

文

に

よ

っ

て

、

校

合

が

行

わ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

校

訂

作

業

の

進

め

方

も

、
 

本

文

書

写

時

と

同

様

に

、

巻

次

と

は

直

接

無

関

係

に

行

わ

れ

て

い

る

。

後

に

述

べ

る

如

く

、

校

訂

者

は

全

巻

を

通

し

て

豊

原

奉

重

一

人

と
み

て

よ

く

、

校

訂

の

過

程

に

於

て

、

こ

れ

か

ら

取

上

げ

る

卷

三

十

三 

は
、

巻

三

十

一

と

、

本

文

に

関

し

て

極

め

て

近

い

関

係

に

あ

る

こ

と

が

既

に

気

付

か

れ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

何

故

な

ら

ば

、

金
沢
本
の 

他

の

巻

の

本

文

は

、

「
摺

本

」

(
宋
刊
本
、
以
下
同
じ
)

と

あ

る

校

注

と

、

何

れ

も

か

な

り

大

き

く

相

違

す

る

の

に

、

こ

の

ニ

巻

の

本

文

は

、

共

に

、

「
摺

本

」

と

あ

る

校

注

と

か

な

り

近

い

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

両

卷

が

他

の

巻

に

比

べ

て

異

質

で

あ

る

こ

と

は

、

近

時

の

研

究

に

於

(
3
)

て

は

無

論

、

既

に

説

か

れ

て

い

る

。

い
ま
、

既

に

巻

三

十

一

に

関

し

て

行

っ

た

と

同

じ

方

法

、

操

作

に

よ

っ

て

、

こ

、
に
、

天

理

図

書

館

蔵

本

で

あ

る

文

集

巻

三

十

三

に

つ 

い
て
、

そ

の

原

本

文

の

復

元

を

企

図

し

、

併

せ

て

、

校

訂

者

に

よ

っ

て

加

え

ら

れ

た

校

訂

作

業

の

全

過

程

を

迎

り

、

復

元

さ

れ

た

本

文

の 

系

統

に

つ

い

て

も

考

察

す

る

。

巻

三

十

一

に

閨

す

る

前

稿

と

関

連

す

る

事

項

の

う

ち

、

こ

、
で

補

訂

を

要

す

る

場

合

に

は

、

当

該

個

所

に 

於

て

訂

正

を

加

え

る

が

、

特

に

、

前

稿

で

は

未

だ

不

充

分

で

あ

っ

た

校

合

注

に

関

す

る

事

項

な

ど

も

、

金

沢

本

全

巻

と

の

関

連

に

於

て

、
 

出

来

得

る

限

り

実

物

に

即

し

て

、

更

に

、

詳

細

な

吟

味

を

加

え

る

こ

と

に

す

る

。

先

ず

初

め

に

、

こ

の

巻

三

十

三

の

尾

題

の

次

の

行

に

小

字

双

行

に

て

書

入

れ

ら

れ

て

い

る

本

奥

書

(
図

版

に

掲

げ

る

写

真

に

み

ら

れ

る 

よ

ぅ

に

、

こ

れ

は

恵蓦

の

本

奥

書

で

あ

る

)
が

本

文

と

如

何

な

る

関

係

に

あ

る

か

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

る

。

若

し

、

こ
の
本
奥
書
と
本



文

と

が

一

筆

で

あ

る

な

ら

ば

"

遡

っ

て

考

え

れ

ば

、

こ

の

本

文

は

、

恵

摹

系

本

文

で

あ

る

可

能

性

を

も

つ

が

、

若

し

異

筆

と

確

認

さ

れ

れ 

ば

、

こ

の

本

奥

書

は

、

校

訂

時

に

、

他

本

か

ら

移

写

さ

れ

た

可

能

性

が

強

く

、

従

っ

て

、

本

来

本

文

と

は

直

接

関

係

が

無

い

こ

と

に

な 

る
。

比

較

の

た

め

、

本

文

の

一

部

と

、

奥

書

と

を

図

版

に

示

す

(
図

版

1
参

照

)
。

こ

の

写

真

で

も

略

>
明

か

な

如

く

、

本

文

と

本

奥

書

と

は

別

筆

で

あ

る

(
後

述

す

る

が

、

「
寛

喜

三

年

四

月

…

…
書

写

了

」

の

一

行

は

、
 

本

文

書

写

者

の

筆

で

あ

り

、

尾

題

、

本

奥

書

、

及

び

、

「
貞

永

ニ

年

…

…

」

以

下

「
建

長

四

年

…

…

」

ま

で

は

、

校

訂

者

、

豊

原

奉
重
の 

筆

と

認

め

ら

れ

る

)
。

と

す

れ

ば

、

本

奥

書

の

頭

に

あ

る

「
本

云

」

も

、

こ

の

本

奥

書

が

、

こ

の

本

文

の

底

本

に

元

来

存

し

た

こ

と

を

示 

す

よ

り

も

、

他

の

本

か

ら

本

文

と

は

別

個

に

、

移

写

さ

れ

た

も

の

と

み

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

そ

こ

で

、

次

に

こ

の

本

奥

書

の

転

写

の

時

、
 

及

び

、

そ

の

筆

者

が

問

題

に

な

る

。

こ

の

写

真

で

、

更

に

、

も

う

一

つ

気

付

く

こ

と

は

、

一
筆
で
あ
る
本
文
と
、

尾

題

の

七

字

と

が

、

こ
れ
亦
、

明

か

に

異

筆

で

あ

る

と

い 

う

こ

と

で

あ

る

。

恐

ら

く

は

、

本

文

書

写

の

際

、

尾

題

を

書

き

落

し

て

あ

り

、

校

訂

の

際

に

、

補

わ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

。

実

は

、

こ
の
尾 

題

の

筆

跡

が

、

本

奥

書

の

筆

を

解

明

す

る

手

懸

り

に

な

る

の

で

、

先

ず

、

こ

の

尾

題

の

筆

跡

か

ら

検

討

す

る

。

金

沢

本

各

巻

の

本

文

、

及

び

、

そ

の

巻

の

尾

題

を

比

較

す

る

と

、

こ

の

巻

三

十

三

を

除

け

ば

、

両

者

総

て

一

筆

で

あ

る

(
外

に

、

巻
十 

七

は

尾

題

を

欠

き

、

そ

の

ま

、
補

わ

れ

て

い

な

い

)
。

識

語

に

明

か

な

如

く

、

巻

三

十

三

の

本

文

は

唯

寂

房

の

筆

に

な

り

、

尾

題

の

み

補 

筆

さ

れ

た

。

こ

の

尾

題

の

筆

跡

と

同

筆

の

も

の

を

他

巻

に

求

め

れ

ば

、

卷

ニ

+

ニ

•
五

十

四

•
六

十

三

の

三

巻

の

そ

れ

が

該

当

し

、

こ
の 

三
巻
は
、

本

文

•
尾

題

と

も

、

す

べ

て

こ

れ

と

同

筆

で

あ

る

。

参

考

の

た

め

、

こ

れ

を

図

版

に

て

示

す

(
図

版

2
参

照

)
。

各

巻

の

識

語

、

及

び

、
本

文

の

筆

致

そ

の

も

の

か

ら

み

て

も

、

唯

寂

房

の

書

写

に

か

か

る

巻

が

最

も

多

い

中

で

、

こ

こ

に

示

し

た

三

巻 

の
本
文
は
、

無

論

首

尾

題

を

も

含

め

て

、

明

か

に

唯

寂

房

の

と

は

異

筆

で

あ

り

、

こ

の

本

文

の

筆

者

に

つ

い

て

、

三

巻

の

夫

々

の

書

写

識

一
八
五



語

を

み

れ

ば

、

(
巻
ニ
ニ
)

寛

喜

三

年

三

月

廿

六

日

書

写

了

右

衛

門

少

尉

豊

原

奉

重

(
巻
五
四
)

貞

永

ニ

年

四

月

十

九

日

書

写

了\

右

金

吾

校

尉

原

奉

重

(
巻
六
三
)

寛

喜

三

年

六

月

五

日

書

写

了

右

金

吾

校

尉

原

奉

重 

と

あ

り

、

何

れ

も

、

豊

原

奉

重

の

筆

で

あ

る

こ

と

が

分

る

。

従

っ

て

、

尾

題

「
文

集

巻

三

十

三

」

も

奉

重

の

筆

と

判

明

す

れ

ば

、

当

然

、

次

の

行

の

本

奥

書

「
本
云
会
昌
…

…

」

な
る
小
字
双
行
の 

筆

、

及

び

、

そ

の

次

の

行

の

校

合

識

語

の

筆

と

、

尾

題

の

筆

と

の

関

連

が

問

題

に

な

る

。

何

故

な

ら

ば

、

尾

題

の

一

行

の

み

が

、

本
文
と 

も

識

語

と

も

、

全

く

別

筆

と

い

う

こ

と

は

、

稍

>
奇

異

に

感

ぜ

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

と

す

れ

ば

、

差

し

当

り

、

尾

題

と

本

奥

書

ニ

行

の

筆

を

比

較

し

、

こ

れ

が

同

筆

で

あ

る

こ

と

が

証

明

し

得

ら

れ

、
ば

よ

い

わ

け

で

あ
 

る
。

写

真

で

み

れ

ば

、

一
見
、

こ

の

両

者

は

別

筆

で
あ

る

か

に

み

え

る

が

、

果

し

て

そ

う

で

あ

ろ

う

か

。

成

程

、

一
見
す
れ
ば
、

尾

題

と

本

奥

書

ニ

行

と

は

、

別

筆

の

ご

と

く

み

え

る

が

、

よ

く

見

れ

ば

、

全

く

異

質

の

筆

と

も

思

わ

れ

な

い

。 

尾

題

の

方

は

比

較

的

丁

寧

に

書

か

れ

、

一

方

本

奥

書

は

稍

ミ

行

書

体

に

近

く

な

っ

て

い

る

こ

と

が

、

比

較

を

妨

げ

て

い

る

に

過

ぎ

な

い

。 

そ

こ

で

、

前

に

示

し

た

、

尾

題

と

同

筆

の

本

文

を

も

つ

巻

二

十

ニ

•
五

十

四

•
六

十

三

の

三

巻

の

本

文

中

に

、

稍

>
行

書

体

に

な

っ

た

個 

所

、

或

い

は

、

望

み

得

べ

く

ば

、

小

字

双

行

の

個

所

な

ど

で

、

字

の

大

き

さ

も

同

程

度

の

個

所

に

於

て

、

本

奥

書

と

同

じ

筆

致

の

字

を

求 

め

る

こ

と

に

す

る

。

三

巻

の

う

ち

、

こ

の

条

件

を

満

し

易

い

巻

五

十

四

を

先

ず

取

り

上

げ

る

。

こ

の

巻

全

体

を

通

し

て

調

べ

る

と

、

巻

の

半

ば

以

下

に

、

稍 

>
筆

の

乱

れ

が

み

ら

れ

、

従

っ

て

、

筆

致

の

比

較

に

於

て

、

条

件

が

近

く

、

好

都

合

で

あ

る

。

そ

の

上

、

途

中

に

、

本

文

と

同

筆

と

思

わ



れ

る

継

足

し

部

分

も

あ

り

、

そ

れ

が

ま

た

、

本

文

よ

り

も

幾

分

行

書

体

に

近

い

の

で

、

そ

の

筆

致

も

併

せ

て

比

較

の

対

象

に

な

し

得

る

か 

ら

で

あ

る

。

継

足

し

分

を

一

応

別

と

す

れ

ば

、

無

論

、
全

巻

一

筆

で

書

か

れ

て

い

る

。

巻

五

十

四

の

本

文

は

、

本

文

の

文

字

と

し

て

は

稍

ミ

細

筆

で

あ

り

、

且

つ

、

丁

寧

に

書

か

れ

て

は

い

る

が

、

そ

れ

で

も

、

後

半

に

な

る 

に

従

っ

て

、

速

筆

に

な

っ

た

た

め

か

、

筆

が

稍

>
乱

れ

、

正

に

そ

れ

に

伴

っ

て

、

巻

三

十

三

の

本

奥

書

の

筆

致

に

類

似

す

る

個

所

が

認

め 

ら

れ

る

。

こ
れ
は
、

処

々

に

挿

入

さ

れ

て

い

る

小

字

双

行

の

注

文

に

於

て

、

類

似

は

一

層

顕

著

に

な

る

。

い

ま

試

み

に

、

こ
の
本
奥
書
の 

個

々

の

文

字

と

類

似

の

も

の

を

、

巻

五

十

四

全

巻

の

中

——

特

に

後

半

——

に

求

め

れ

ば

、

そ

の

殆

ん

ど

す

ベ

て

の

文

字

に

就

て

、

同

筆 

と

認

め

ら

れ

る

も

の

を

見

出

す

こ

と

が

出

来

る

。

こ

れ

を

実

物

に

即

し

て

、

写

真

に

よ

り

そ

の

一

端

を

示

せ

ば

、

図

版

3

の

通

り

で

あ 

る

(
便

宜

上

、

巻

五

十

四

本

文

中

の

該

当

文

字

に

限

ら

ず

、

同

筆

の

巻

二

士

一

、

六

十

三

を

も

並

置

し

た

。

ま

た

、

巻

三

十

一

本

奥

書

、
 

巻

三

十

三

の

裏

書

の

文

字

を

も

、

巻

三

十

三

本

奥

書

と

同

筆

で

あ

る

こ

と

を

証

す

る

た

め

に

併

列

し

た

。

写

真

傍

に

註

の

数

字

の

な

い

の 

は
、

卷

三

十

三

奥

書

の

文

字

、

数

字

は

巻

数

を

示

す

)
。

こ

こ

に

示

さ

れ

た

比

較

か

ら

す

れ

ば

、

巻

五

十

四

本

文

の

筆

(
巻

二

十

ニ

•
六

十

三

を

含

め

て

)

と
、

巻

三

十

三

本

奥

書

の

そ

れ

と 

は
、

一
筆
で
あ
る
と
見
做
し
て
、

略

ミ

間

違

い

な

い

で

あ

ろ

ぅ

。

こ

の

両

者

が

一

筆

で

あ

る

こ

と

を

更

に

明

瞭

に

し

、

ま
た

、

そ

の

年

代

を

も

推

定

せ

し

め

る

に

足

る

の

が

、

同

じ

く

、
巻

五

十

四

に

加 

え

ら

れ

た

、

継

足

し

^

^

の

筆

致

で

あ

る

。

後

に

も

触

れ

る

如

く

、

巻

五

十

四

は

底

本

と

な

る

べ

き

鈔

本

が

見

出

し

得

な

か

っ

た

の

で

、

摺

本

を

底

本

と

し

て

書

写

し

た

旨

が

識

語 

に

明

記

さ

れ

て

い

る

。

従

っ

て

、

他

巻

と

異

な

り

、

菅

家

の

古

鈔

本

が

、

識

語

に

も

そ

の

旨

を

明

記

し

て

校

合

に

使

用

さ

れ

(
尤

も

菅 

家

本

が

校

合

に

使

用

さ

れ

る

の

は

、

巻

五

十

二

に

も

み

ら

れ

る

が

、

そ

こ

で

は

識

語

に

そ

の

旨

は

明

記

さ

れ

て

い

な

い

。
)
、

摺

本

に

は

収

一
八
七



一
八
八

め

ら

れ

て

い

な

い

篇

が

「
菅

大

府

卿

本

以

下

有

十

五

篇

詩

而

摺

本

無

之

」

と

い

う

注

記

通

り

、

「
晚

起2
4
8
6
」

の
次
に
、

「
松

江

亭

携

楽

観 

漁

宴

宿2
4
8
8
J

以

下

十

五

篇

の

詩

と

し

て

継

足

さ

れ

て

い

る

(
数

字

は

作

品

番

号

。

花

房

英

樹

『
白

氏

文

集

の

批

判

的

研

究

』
所

載

「
綜 

合

作

品

表

」

及

び

平

岡

武

夫

校

定

『
白

氏

文

集

』

(
ニ
)

に

拠

る

。

以

下

同

じ

)
。

こ

の

部

分

の

料

紙

は

同

巻

の

他

の

部

分

よ

り

稍

ミ

厚

手 

の

裴

紙

が

使

用

さ

れ

、

界

高

の

み

、

白

界

(
前

の

部

分

と

同

じ

高

さ

)

で

示

さ

れ

て

い

る

。

従

っ

て

、

字

の

大

き

さ

も

本

文

の

部

分

よ

り 

も

幾

分

小

さ

く

、

行

間

も

縮

め

ら

れ

、

一

行

の

字

数

も

当

然

多

く

な

っ

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

、

こ

、
に
、

筆

致

の

上

で

、

稍 
> 

疑

問

の

個

所

が

あ

る

。

こ

の

菅

家

本

か

ら

の

継

足

し

分

直

前

の

篇

、

「
晩

起

」

の
題
の
書 

か

れ

た

行

ま

で

は

、

巻

頭

よ

り

こ

、
ま

で

の

本

文

の

筆

が

同

筆

で

続

い

て

い

る

の

で

、

こ

れ
を
除
き
、

題

の

次

の

、

本

文

三

行

を

み

る 

と
、

次

の

菅

家

本

よ

り

の

継

足

し

分

と

、

筆

致

は

極

め

て

近

く

、

両

所

同

一

人

の

筆

で

は

あ

る

が

、

三

行

す

ベ

て

の

字

に

は

稍 
> 

擦
れ
が 

認

め

ら

れ

、

次

の

菅

家

本

よ

り

の

継

足

し

分

の

字

と

同

時

に

書

加

え

ら

れ

た

の

か

、

稍

ミ

疑

問

を

懐

か

せ

る

。

つ
ま
り
、

こ

の

三

行

は

、
 

貞

永

ニ

年

の

本

文

書

写

、

寛

元

五

年

の

菅

家

本

よ

り

の

校

注

書

入

•
本

文

の

継

足

し

の

行

わ

れ

た

後

の

、

こ

れ
に
続
く
、

建

長

四

年

校

訂 

時

の

筆

で

は

な

か

ろ

う

か

と

い

う

疑

問

で

あ

る

。

し

か

も

、

こ

の

継

足

し

の

三

行

は

同

筆

同

時

の

筆

で

あ

る

の

に

、

第

一

行

の

紙

と

は

別 

に
、

ニ

•
三

行

の

ニ

行

分

の

み

は

、

同

質

の

料

紙

で

は

あ

る

が

、

明

か

に

、

改

め

て

、

継

足

さ

れ

て

い

る

。

更

に

、

菅

家

本

継

足

分

の

、

は

じ

め

の

部

分

の

上

欄

に

は

、

前

述

の

如

く

、

「
菅

大

府

卿

本

以

下

有

…

…

J

と

菅

家

本

よ

り

の

継

足

し 

で

あ

る

こ

と

が

明

記

さ

れ

て

い

る

が

、

「
晩

起

」

の

上

欄

に

は

、

「
摺

本

有

題

無

詩

」

と

の

み

あ

り

、

そ

の

通

り

、
本

文

の

詩

篇

は

、
題
と 

は
別
に
、

前

述

の

通

り

別

筆

で

補

校

さ

れ

た

が

、

そ

れ

が

何

本

よ

り

補

わ

れ

た

の

か

は

、

全

く

触

れ

ら

れ

て

い

な

い

。

と

す

れ

ば

、

こ
の 

本

文

三

行

の

み

は

、

或

い

は

、

最

後

の

建

長

四

年

の

筆

で

あ

る

可

能

性

も

あ

り

得

る

。
菅

家

本

よ

り

の

加

筆

と

、

建

長

四

年

の

筆

と

の

間 

に

は

十

五

年

の

距

り

が

あ

り

、

さ

す

れ

ば

、

擦

れ

た

、

稍

ミ

歳

月

の

経

過

を

思

わ

し

め

る

筆

に

な

る

の

も

当

然

で

あ

ろ

う
と

い

う

推
論
を



加

え

て

も

、

強

ち

無

理

と

は

い

え

な

い

。

然

し

な

が

ら

、

尚

、

念

の

た

め

に

、

r

晚

起

」

の

本

文

三

行

と

、

菅

家

本

よ

り

の

継

足

し

分

と

、

そ

の

文

字

を

詳

細

に

比

較

し

て

み

る 

と
、

「
晩

起

」

の

三

行

を

建

長

四

年

の

筆

と

見

做

し

、

菅

本

家

の

寛

元

五

年

の

筆

と

の

間

に

、

果

し

て

、

そ

れ

程

明

瞭

な

差

異

が

あ

る

か 

と

い

う

疑

念

も

生

ず

る

。

若

し

「
晩

起

」

の

本

文

三

行

が

建

長

四

年

の

筆

と

す

れ

ば

、

こ

の

本

文

三

行

は

、

菅

家

本

々

文

に

も

欠

け

て

い

た

と

い

う

こ

と

に

な 

る
。

後

に

述

べ

る

如

く

、

建

長

四

年

に

校

合

に

使

用

さ

れ

た

一

本

も

、

唐

鈔

本

に

連

な

る

わ

が

古

鈔

本

系

の

本

文

で

あ

り

、

当

然

、

菅

家 

本

と

同

系

統

で

あ

る

わ

け

で

あ

る

。

そ

れ

に

も

拘

ら

ず

、

菅

家

本

に

こ

の

「
晩

起

」

の

本

文

を

欠

く

と

見

做

す

こ

と

に

は

、

稍

>
無
理
が

あ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

改

め

て

、

上

欄

の

「
摺

本

有

題

.

.
」

と

「
菅

大

府

卿

本

.

.
」

の
書

入
文

字

を

比

較

す

る
と
、
両

筆

は

同

筆

で

あ

る

こ
と
は

勿

論

、

同

時

に

書

入

れ

ら

れ

た
と
覚

し

く

、

墨

色

も

極

似

し

て

い

る

こ
と
に

気

が

付

い

た

。

と

す

れ

ば

、

「
晩

起

」

上

欄

の

「
摺

本

有

題

…

…

」

の

書

入

れ

も

、

菅

大

府

卿

本

よ

り

の

継

足

し

の

際

に

、

同

時

に

書

入

れ

ら

れ

、

三 

行

の

本

文

も

、

そ

の

時

同

じ

く

補

校

さ

れ

た

と

見

做

す

こ

と

も

充

分

可

能

で

あ

り

、

本

文

の

系

統

上

の

問

題

を

も

踏

え

て

考

え

れ

ば

、

こ 

の

方

が

余

程

筋

が

通

っ

て

い

る

。

そ

こ

で

題

「
晩

起

」

ま

で

と

、

継

足

し

の

本

文

三

行

、

菅

家

本

よ

り

の

継

足

し

の

部

分

の

、

夫

々

の

料

紙

の

質

を

更

に

よ

く

調

べ

る 

と
、
•
巻

首

よ

り

題

「
晚

起

」

の

次

の

一

行

ま

で

は

同

質

の

裴

紙

で

は

あ

る

が

、

そ

れ

に

続

く

ニ

行

分

の

紙

は

表

面

が

滑

か

で

な

く

、

又

、
 

菅

家

継

足

し

分

は

、

最

も

厚

手

且

つ

表

面

は

最

も

滑

か

で

あ

る

。

「
晩

起

」

の

本

文

三

行

の

う

ち

、

ニ

•
三

行

に

特

に

字

の

擦

れ

が

認

め 

ら

れ

る

の

は

、

こ

の

紙

質

の

相

違

の

為

で

あ

ろ

う

。

そ

こ

で

、
改

め

て

、
継

足

し

三

行

分

と

、

菅

家

継

足

し

分

を

蛍

光

燈

の

光

で

透

視

し 

て

比

較

す

る

と

、

後

者

の

墨

色

の

方

が

稍

>
淡

い

が

、

こ
れ
は
、

後

者

の

紙

質

が

厚

手

、

且
つ

、

表

面

が

滑

か

で

あ

る

こ

と

に

よ

る
の
か

一
八
九



一
九
〇

も

知

れ

な

い

。

そ

れ

故

、

「
晚

起

」
本

文

三

行

の

文

字

—

特

に

ニ

•
三
行
—

と
、

菅

家

本

継

足

し

分

の

そ

れ

と

を

異

時

と

す

る

推

定

は

、
 

文

字

の

擦

れ

な

ど

と

い
う
外

形

的

相

違

に

稍

そ
執

す

る

見

解

と

し

て

、

撤

回

す

べ

き

で
あ
ろ
う
。

以

上

、

こ

の

問

題

を

縷

々

採

り

上

げ

た

真

意

は

、

時

を

同

じ

く

し

て

書

か

れ

た

文

字

で

す

ら

、

字

の

大

き

さ

や

紙

の

質

な

ど

、

そ
の
時 

の

種

々

の

条

件

の

相

違

に

よ

り

、

書

か

れ

る

文

字

に

も

幅

が

あ

る

こ

と

を

示

す

好

例

と

し

て

取

上

げ

た

わ

け

で

あ

る

。

と

は

い

え

、

本

文

を

最

初

に

書

写

し

た

貞

元

ニ

年

と

、

菅

家

本

よ

り

継

足

し

た

寛

元

五

年

と

の

間

に

は

十

五

年

の

距

り

が

あ

り

、

同
一 

人

の

筆

で

あ

っ

て

も

、

明

か

に

筆

致

上

若

干

の

相

違

が

生

じ

て

い

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

例

え

ば

、

本

文

で

あ

る

貞

永

ニ

年

の

筆

に

於 

て

特

に

目

立

っ

た

「
分

」

「
又

」
「
秋

」

な

ど

の

、

斜

下

に

延

ば

す

字

画

の

個

所

に

認

め

ら

れ

る

、

斜

に

細

く

延

び

る

鋭

い

筆

勢

も

、

継
足 

し

分

の

、

寛

元

五

年

以

降

に

な

る

と

、

次

第

に

そ

の

影

を

潜

め

、

寧

ろ

そ

の

先

端

を

太

く

止

め

る

よ

う

な

筆

致

へ

と

変

化

が

み

ら

れ

、

時 

の

経

過

が

、

筆

致

の

変

化

の

上

に

如

実

に

示

さ

れ

て

い

る

。

以

上

の

こ

と

を

踏

え

て

、
菅

家

本

よ

り

の

継

足

し

部

分

、

及

び

、

「
晚

起

」

の

継

足

し

三

行

と

、

巻

三

十

三

本

奥

書

の

文

字

と

を

比

較 

す

れ

ば

、

こ

、
で
も
、

同

筆

と

認

め

ら

れ

る

文

字

を

見

出

す

こ

と

が

出

来

る

。

そ
う
判

定

す

る

為

に

、

こ

れ

を

図

版

3
と
同

様

の

方

法

に 

よ

り

、

遂

一

検

討

し

た

が

、

同

筆

で

あ

る

と

断

定

す

る

に

足

る

結

果

が

得

ら

れ

た

。

以

上

、

奉

重

の

、

外

的

条

件

の

相

違

に

よ

る

、

可

変

的

な

筆

致

を

種

々

検

討

し

た

結

果

、

こ

れ

ら

の

筆

と

、

巻

三

十

三

尾

本

奥

書

と 

は
、

す

べ

て

一

筆

で

あ

る

こ

と

は

最

早

動

か

す

こ

と

は

出

来

な

い

。

(6
)

巻

五

十

四

の

外

に

も

、

奉

重

の

筆

に

な

る

巻

は

、

巻

二

十

ニ

•
六

十

三

に

も

み

ら

れ

、

外

に

巻

十

七

の

本

文

の

一

部

に

も

認

め

ら

れ 

る
。

巻

二

十

ニ

*

ハ
十
三
は
、

夫

々

、

寛

喜

三

年

三

月

、

及

び

同

六

月

に

書

写

さ

れ

、

巻

五

十

四

と

同

様

、

巻

三

十

三

の

本

奥

書

と

同

筆 

で

あ

る

こ

と

が

、

明

か

に

認

め

ら

れ

る

の

で

、

こ

れ

以

上

縷

説

し

な

い

。



最

後

に

、

同

じ

く

奉

重

の

筆

と

認

め

ら

れ

る

も

の

で

、

見

逃

す

こ

と

の

出

来

な

い

の

が

、

巻

三

十

三

「
王

元辅

可

左

羽

林

衛

将

軍

知

軍 

事

制

1
5
8
3
」

の

裏

に

増

校
さ
れ

た

「
廬

元

輔

可

吏

部

郎

中

制3
7
5
9
」

の

筆

致

で

あ

る

。

(一
5
8
3

)
篇

の

末

行

左

旁

上

部

に

「
。
有

裏

或
本
」 

(
こ

の

文

字

を

奉

重

筆

と

断

定

す

る

迄

に

は

至

っ

て

い

な

い

)

と

書

入

れ

ら

れ

て

い

る

の

で

、

「
或

本

」

よ

り

裏

書

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う 

が

、

こ

の

本

が

何

を

指

す

か

は

未

詳

で

あ

る

。
巻

三

十

三

首

に

、

中

書

制

誥

舊

体
 

凡

二

十

八

道

と

あ

り

、

別

に

ニ

篇

多

い

本

文

を

有

す

る

一

本

も

存

し

た

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

こ

の

裏

書

ー

篇

は

或

い

は

「
ィ
」
本
の
ニ
篇
の
う
ち
の
一

篇

と

重

複

す

る

か

も

知

れ

な

い

が

、

元

来

は

別

個

の

本

に

収

め

ら

れ

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

つ
ま
り
、

r

ィ

」
本

よ

り

の

ニ

篇

は

共

に

、

補

(

7

〕

わ

れ

ず

に

、

逸

せ

ら

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

巻

三

十

三

の

料

紙

は

比

較

的

薄

手

で

あ

り

、

裏

書

の

墨

が

、

ま

、
表

に

ま

で

薄

く

滲

透

し

、

そ

の

文

字

も

表

か

ら

明

か

に

認

め

ら 

れ
る
程

で

あ

る

。

裏

書

を

写

真

に

よ

り

示

す

(
図

版

4
参

照

)
。

書

写

者

は

料

紙

の

質

を

も

考

慮

し

た

の

か

、

写

真

に

み

ら

れ

る

通

り

、

裏

書

は

小

字

細

筆

で

あ

る

。

そ

し

て

筆

致

か

ら

す

れ

ば

、

前
記 

奉

重

筆

の

巻

二

十

ニ

•
五

十

四

•
六

十

三

の

本

文

と

一

筆

で

あ

る

こ

と

は

疑

を

容

れ

る

余

地

は

な

い

。

(
判

定

に

当

り

、

こ

、
で
も
、

裏 

書

各

文

字

を

、

巻

二

十

ニ

•
五

十

四

•
六

十

三

全

巻

に

直

っ

て

、

詳

細

に

比

較

検

討

し

た

)
。

但

し

、

こ

の

三

巻

の

筆

致

の

何

れ

に

比

し 

て
も
、

最

も

丁

寧

且

つ

美

麗

で

あ

る

。

そ

の

意

味

で

、

筆

者

は

、

こ

れ

は

最

後

の

建

長

四

年

の

筆

と

み

る

よ

り

は

、

貞

永

ニ

年

正

月

の

校 

合

時

に

於

て

、

底

本

に

附

載

さ

れ

て

い

た

も

の

か

、

或

は

、

「
或

本

」

と

呼

ば

れ

る

他

の

本

か

ら

増

校

、

裏

書

し

た

も

の

と

推

定

す

る

。

後

に

も

触

れ

る

が

、

「
或

本

」

よ

り

の

加

注

は

巻

三

十

三

全

体

で

五

個

所

に

も

足

ら

ず

、

ま

た

、

こ

の

本

に

関

し

て

は

、

校

合

識

語

に

も

(8
)

全

く

触

れ

ら

れ

て

い

な

い

の

で

、

如

何

な

る

本

か

明

か

で

は

な

い

。

一
九一



一
九
二

巻

三

十

三

に

関

連

し

て

、

更

に

一

つ

、

前

述

の

如

く

、

こ

れ

と

同

じ

く

底

本

を

摺

本

と

す

る

巻

三

十

一

の

う

ち

、

既

に

前

稿

に

於

て

も 

触

れ

た

継

足

し

分

で

、

本

文

と

は

異

筆

の

部

分

に

も

言

及

し

よ

う

。

筆

者

は

前

稿

に

於

て

、

こ

の

巻

三

十

一

に

み

ら

れ

る

継

足

し

の

四

篇

及

び

編

目

に

継

足

さ

れ

た

そ

の

篇

名

、

並

び

に

、
恵蓦

本
奥
書
の 

三

個

所

の

筆

を

同

一

と

認

め

、

本

文

は

唯

寂

房

筆

、
恵蓦

本

奥

書

は

底

本

に

初

め

か

ら

書

入

れ

ら

れ

て

い

た

も

の

で

は

な

く

、

継

足

し

分 

を

収

め

る

、

系

統

を

異

に

す

る

古

鈔

本

か

ら

転

写

さ

れ

た

も

の

と

推

定

し

た

。

但

し

、

前

稿

書

了

の

時

点

に

於

て

は

、

そ

れ

が

何

人

の

筆 

で

あ

る

か

、
未

詳

の

ま

、
保

留

し

、

同

時

に

、

巻

三

十

一

.
三

十

三

夫

々

に

記

載

の

恵

暮

本

奥

書

の

両

筆

は

異

筆

で

あ

ろ

う

と

述

べ

た

。

こ

の

両

巻

の

校

合

作

業

は

殆

ん

ど

相

前

後

し

て

行

わ

れ

、

底

本

の

同

系

統

で

あ

る

こ

と

と

相

俟

っ

て

、

客

観

的

条

件

か

ら

す

れ

ば

、

切 

離

す

こ

と

の

出

来

な

い

関

連

を

有

す

る

答

で

あ

る

(
両

卷

の

校

訂

時

に

関

し

て

は

註

(9)
参

照

)
。
卷

三

十

三

記

載

の

恵蓦

本

奥

書

を

、

卷 

二

十

ニ

•
五

十

四

•
六

十

三

の

本

文

と

共

に

、

奉

重

の

筆

と

し

て

認

め

た

い

ま

、

巻

三

十

一

の

恵蓦

本

奥

書

を

も

再

検

討

す

れ

ば

、

時
代 

に

伴

っ

て

若

干

変

化

を

示

す

こ

の

奉

重

の

筆

と

見

做

し

得

べ

く

、

図

版

5

の

写

真

の

示

す

通

り

、

巻

三

十

一

の

前

記

継

足

し

個

所

の

筆

も 

同

筆

と

認

め

て

差

支

え

な

い

で

あ

ろ

う

。

い

ま

前

稿

を

訂

正

す

る

。

従

っ

て

、

巻

三

十

ー

恵蓦

本

奥

書

に

も

、

巻

五

十

四

に

継

足

さ

れ

た

、

筆

に

み

ら

れ

る

特

徴

が

明

瞭

に

認

め

ら

れ

る

の

で

、
当

然

、

巻 

三

十

一

•
三

十

三

の

恵蓦

本

奥

書

が

同

じ

く

奉

重

筆

で

あ
る
と

い

う

点

で

も

、

同

じ

く

、

前

稿

を

補

正

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

金

沢

本

各

巻

の

書

写

奥

書

を

み

れ

ば

、

唯

寂

房

書

写

の

巻

の

、

同

人

に

よ

る

書

写

奥

書

の

み

は

、

次

行

以

下

と

は

明

か

に

異

筆

で

あ

る 

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

次

行

、

「
朱

点

」

「
委

点

」
等

の

終

了

を

示

す

月

日

、

更

に

、

唐

本

と

の

比

校

終

了

月

日

、

並

び

に

貴

所

の

本

よ

り 

の

校

合

•
移

点

の

記

事

は

、

行

書

体

で

あ

り

、

時

に

草

書

体

に

近

く

、

各

巻

に

み

ら

れ

る

そ

の

筆

致

を

す

べ

て

一

筆

で

あ

る

と

断

ず

る

こ 

と

を

憚

か

ら

し

め

る

が

、

そ

の

う

ち

、

巻

二

十

ニ

•
六

十

三

な

ど

数

巻

の

、

比

較

的

楷

書

体

に

近

い

字

で

書

か

れ

て

い

る

書

写

奥

書

の

各



行

を

仔

細

に

検

す

れ

ば

、

各

行

が

す

べ

て

同

筆

で

あ

り

、

恐

ら

く

は

、

こ

れ

も

奉

重

筆

と

認

め

ら

れ

る

。

こ

れ

は

後

述

す

る

が

、

更

に

、

巻

三

十

三

に

施

さ

れ

て

い

る

校

合

注

•
音

義

注

そ

の

他

の

書

入

れ

の

総

て

の

筆

致

を

検

討

し

た

結

果

、

若

干

不

明

の

個

所

を

留

め

は

す

る

が

、

そ

の

大

部

分

が

奉

重

の

筆

で

あ

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

う

ち

、

保

留

の

個

所

も

異

筆

で

あ

る

こ

と

を

積

極

的

に

認

め

得

る

も

の

は

全

く

見

当

ら

な

い

。

こ
れ
は
、

こ

の

巻

の

校

合

が

、

殆

ん

ど

総

て

奉

重

の

手

に

よ

っ

て

行

わ

れ

た

こ

と

を

示

す

。

そ

し

て

、

こ

の

点

に

関

し

て

は

、
他

卷

に

於

て

も

殆

ん

ど

同

様

で

あ

る

。

こ

れ

迄

の

記

述

に

於

て

、

「
奉

重

の

筆

」
或

い

は

「
奉

重

の

手

」

と

い

う

表

現

を

使

っ

て

き

た

が

、

そ

れ

は

必

ず

し

も

豊

原

奉

重

の

自

筆

を

意

味

す

る

も

の

で

は

な

い

。

奉

重

の

名

を

冠

し

て

、

実

際

に

校

訂

作

業

を

行

う

人

が

別

に

存

す

る

こ

と

も

あ

り

得

る

か

ら

で

あ

る

。

(
9
)

然

し

な

が

ら

、

巻

四

十

七

巻

末

識

語

(
図

版

6
参

照

)

の
う
ち
、

「
自

校

」

と

い

う

個

所

が

注

目

さ

れ

、

朱

筆

の

こ

の

一

行

の

筆

致

は 

無

論

「
奉

重

」

の

二

字

を

も

含

め

て

、

金

沢

本

各

巻

の

識

語

と

一

筆

で

あ

り

、

こ

れ

は

同

時

に

、

巻

二

十

ニ

•
五

十

四

、

六
十
三
本
文
の 

筆

致

と

も

同

筆

と

し

て

先

ず

間

違

あ

る

ま

い

。

ま

た

、

巻

四

十

七

の

校

合

注

総

て

を

検

討

し

た

結

果

か

ら

し

て

も

、

加

注

の

文

字

は

、

何 

れ
も

、

奉

重

筆

と

し

て

扱

っ

て

き

た

筆

致

に

一

致

す

る

。

と

す

れ

ば

、

奉

重

筆

と

し

て

扱

っ

た

筆

は

、

正

し

く

豊

原

奉

重

の

自

筆

と

断

定 

し

て

よ

か

ろ

う

。

以

上

、

奉

重

の

筆

を

金

沢

本

全

巻

に

亘

り

点

検

し

た

結

果

か

ら

す

れ

ば

、

奉

重

の

白

氏

文

集

金

沢

文

庫

本

の

書

写

並

び

に

校

訂

に

対

す

る

活

動

は

、

本

文

の

書

写

こ

そ

多

く

は

な

い

が

、

そ

の

主

な

仕

事

は

本

文

の

校

訂

作

業

に

あ

り

、

現

存

本

だ

け

に

限

っ

て

も

、

巻
十
四
の

加

点

の

と

き

、

寛

喜

三

年

(一
231

)

二

月

二

日

か

ら

、
巻

五

十

九

へ

の

貴

所

の

御

本

よ

り

の

移

点

が

終

了

す

る

建

長

四

年(一

2S

)
三
月
八

日

ま

で

、

断

続

的

に

で

は

あ

る

が

、

延

べ

二

十

年

を

超

え

る

歳

月

を

費

し

て

•
殆

ん

ど

独

力

を

以

て

こ

の

校

訂

事

業

を

行

っ

た

も

の

と

推 

(
9
)

定

さ

れ

る

。
後

註

に

表

示

し

た

通

り

、

こ

の

校

訂

作

業

は

彼

の

手

に

よ

っ

て

、

か

な

り

の

速

度

を

以

て

果

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

一
九
三



一
九
四

金
沢
本
の
書
写
並
び
に
そ
の
校
訂
作
業
の
基
本
問
題
に
も
触
れ
、
論

点

が

や

、
多
岐
に
分
れ
た
が
、

こ
こ
で
の
論
述
の
主
眼
は
、
飽
迄 

も
、

巻
三
十
三
の
恵
暮
本
々
奥
書
と
本
文
と
の
関
係
の
検
討
に
あ
っ
た
。

以
上
の
結
果
か
ら
、

前
稿
に
於
け
る
巻
三
十
一
の
場
合
と
同 

様
、

こ
の
本
奥
書
は
元
来
本
文
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
校
合
の
段
階
に
於
て
古
鈔
本
か
ら
——

恐
ら
く
は
第
三
次
校
訂
時
に
於
て
——

豊 

原
奉
重
の
手
に
よ
り
転
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ゾ
確
認
さ
れ
る
。

註

⑴

⑵

拙

稿

r
M
I
g
l
g

白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
の
復
元
的
研
究
」
(
上
)
(
「
か
が
み
」

一
五
号
)
。
同

「
白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
私
見
—

卷
三
十
一
を
中
心 

に
し
て
I

」
(
「
史
学
」
四
四
—

三
)

⑶

平

岡

武

夫

校

定

『
白
氏
文
集
』
(
ニ
)
{g
l

g

lWA

TIJ*
}
序
説
参
照
。

⑷

『
経
籍
訪
古
志
』
に
よ
れ
ば
、

こ
の
巻
三
十
三
は
巻
二
十
八
と
共
に
、
曾
て
、
「
求
古
楼
蔵
」
本

(
掖
斉
所
蔵
本
)
で
あ
り
、

こ
の
ニ
巻
の
み
は
、
 

栗
皮
表
紙
で
あ
り
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
の
そ
れ
と
は
異
る
。

慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
白
氏
文
集
那
波
古
活
字
本
(
「平
安
堀
氏
時
習
斉
蔵
」
「
賜
蘆
文
庫
」
「
松
方
文
庫
」
の
朱
蔵
書
印
を
押
す
)
巻
三
十
三
尾
に
、
 

朱
筆
に
て
、

(
五
年
)

右
一
卷
液
斉
所
蔵
以
金
沢
古
鈔
本
天
保
甲
午
十
一
月
十
四
日
/
与
村
尾
融
対
机
校
読 

と
み
え
る
。
筆
者
は
、

こ
の
本
の
所
蔵
者
兼
校
訂
者
新
見
正
路
で
あ
り
、
掖
斉
の
歿
年
は
翌
六
年
で
あ
る
。

(5)
こ

の

巻

の

初

め

か

ら

r

晚
起
」

の
題
の
書
か
れ
た
行
迄
は
同
筆
で
あ
り
、

次
行
で
あ
る
本
文
の
第
一
行
は
こ
れ
と
は
異
筆
、

次

で

ニ

.
三
行
は 

第
一
行
と
同
筆
で
あ
る
。

こ
の
異
筆
三
行
分
が
別
紙
で
継
足
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
至
極
当
然
な
こ
と
と
し
て
納
得
出
来
る
が
、
何
故
か
、

ニ

.
三 

行
分
の
み
が
、
同
紙
で
継
足
さ
れ
て
い
て
、
第

一

行

は

題

「
晩
起
」
ま
で
の
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
説
明
と
し
て
、
私
見
で
は
、

こ
の
巻
の
一
紙
の
長
さ
は
四
九
.
六
極
あ
り
、

「
晚
起
」

の
次
の
一
行
分
(
各

行

の

幅

は

ニ

.
 

一~

ニ

.
ニ 

極
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
稍
>
幅

広

く

ニ

•
九
極
あ
る
)
を
残
し
て
、
丁
度
、
次
の
紙
を
継
ぐ
個
所
に
当
っ
て
い
る
。
本
文
書
写
に
当
り
、
上
欄
註



記
に
あ
る
通
り
、
こ
の
巻
の
底
本
で
あ
る
刊
本
は
、
本

文

(
本
文
書
写
時
で
は
、
こ
の
本
文
が
何
行
分
あ
る
か
分
ら
な
い
答
で
あ
る
)
を
欠
い
て 

い
た
の
で
、
書
写
者
は
取
敢
え
ず
、
最
後
の
一
行
分
の
み
を
空
白
に
し
て
、
次
の
紙
を
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。

原
形
に
復
し
て
考
え
れ
ば
、
次
の
菅
家
本
よ
り
の
継
足
し
分
は
、
こ
の
書
写
時
に
は
未
だ
継
足
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
菅
家
継
足
し
分
の
後
の 

「鸚
鵡
」(

2
5
0
4
)

が
こ
れ
に
続
い
て
い
た
答
で
あ
る
。

系
統
の
異
る
こ
と
か
ら

起
る
、
こ
の
本
文
の
欠
落
は
、

後
に
述
べ
る
如
く
、

菅
家
本
に
よ
り
増
校
さ
れ
た
。

処
が
、

空
白
は
一
行
分
で
あ
る 

が
、
こ
の
本
文
は
、
実
際
に
は
三
行
を
要
す
る
分
量
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ニ
行
分
の
紙
が
継
足
さ
れ
、
こ
の
計
三
行
に
、
題

r

晚
起
」
ま
で
の
筆 

致
と
は
異
な
る
奉
重
の
筆
に
よ
り
、
菅
家
継
足
し
分
と
同
じ
時
に
、
書
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(6) 

巻
十
七
は
寛
喜
三
年
三
月
十
三
日
、
唯
寂
房
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
。

但
し
、
本
文
中
、

「
風
雨
晚
泊1

0
5
9
」

よ

り

「
送
蕭
錬
師
歩
虚
詩
十
首
巻
後 

以
ニ
絶
継
之1

0
7
5
」

ま
で
の

十
六
篇
は
奉
重
筆
で
あ
る
。

そ
の
他
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

巻
三

十

一

.
三
十
三
を
は
じ
め
、

他
の
巻
に
於
て
も
、
 

本
文
中
欠
字
を
補
う
よ
う
な
個
所
に
奉
重
の
筆
が
み
ら
れ
る
。
ニ
の
注
⑴
参
照
。

(7) 
裏
書
の
ー
篇
は
、
文
苑
英
華
本
卷
三
八
九
.
全
唐
文
卷
六
六
一
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

尚
、
文
苑
英
華
本
に
は
、

「制
」
と
し
て
は
こ
の
他
に

「
授
庾
敬
休
監
察
御
史
制
」

「授
徐
綰
兵
部
員
外
郎
李
光
嗣
右
司
員
外
郎
制
」
が
あ
る
。

巻
三
十
三
の
他
の
ー
篇
は
、
こ
の
中
の
何
れ
か
の
ー
篇 

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

(8) 

「
或
本
」
よ
り
の
校
合
注
は
、
巻
三
十
三
に
五
ヶ
所(一

5

00
3
,1

5
8
4
，

一

5
00
9, 

1
5
9
2
,
1
5
9
2
)

に
施
さ
れ
、
う

ち

「
。
有
裏
或
本
」
の
注
を
含
め
、
 

四
ヶ
所
の
筆
致
は
奉
重
筆
と
す
る
に
は
稍
；
疑
い
が
残
る
。

も
う
一
ヶ
所
の
朱
筆
は
細
筆
で
あ
り
、(一

5
8
3

)
の
裏
書
の
筆
致
に
完
全
に
一
致
す 

る
。

(9) 
文
集
金
沢
本
卷
四
十
四
は
現
在
し
な
い
が
、
こ
の
巻
末
識
語
が
白
氏
文
集
元
和
古
活
字
版
巻
四
十
四
末
尾
(
大
垣
市
立
図
書
館
蔵
.
慶
應
義
塾
図 

書
館
蔵
.
林
i

斎
旧
蔵
神
田
喜
一
郎
氏
蔵
.
蓬
左
文
庫
蔵
)
に
転
写
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五



一
九
六

貞
永
元
年
七
月
廿
七
日
書
写
了

唯
寂
房
書
写
了
\
貞
永
元
年
八
月
八
日
自
校
朱
了

右
金
吾
校
尉
\
嘉
禎
ニ
年
四
月
四
日
比
校
与
唐
\
嘉
禎 

三
年
十
一
月
十
七
日
/
申
請
諫
議
桑
門
之
御
本
校
点
了

凡
此
点
本
并
御
本
先
度
比
校
摺
本
毎
所
相
違
若
自
摺
本
之

改
相
叶
御
本
之
時
不
加
点
於 

摺
本
了\

建
長
四
年
二
月
七
日
伝
下
貴
所
之
御
本
重
移
点
了 

(注
)
* 

i

斉

本

.
蓬
左
本
.
慶

應

本r

于
唐
本
」
に
作
る
。

と

あ
り
、
こ
こ
に
も
「
自
校
朱
了

」

と
あ
る
。
こ
の
四
字
を
含
む
校
合
了
の
識
語
が
書
か
れ
た
貞
永
元
年
八
月
八
日
の
二

日

後
に
同
じ
く
「
自
校 

了

」
と

い

ぅ

識
語
が
巻
四
十
七
に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
。r

自
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
識
語
は
こ
の
ニ
巻
の
外
に
は
現
存
本
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

⑽

白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
の
校
訂
作
業
の
全
体
を
、
諸
種
の
点
で
よ
り
よ
く
理
解
す
る
一
助
と
し
て
、
各

巻

(
但
し
、
巻

八

.
二
十
三
.
三
十
五
.
 

四
十
九
は
校
合
識
語
を
欠
く
た
め
こ
れ
を
省
く
)
の
書
写
者
、
本
文
書
写
の
順
序
、
三
次
に
亘
る
校
合
注
の
、
各
の
、
施
さ
れ
た
順
序
等
を
一
覧 

表

と

し
て
掲
げ
る
。
 

〔
「本
文
書
写
順
序
」
欄
の
旁
注
「
田
中
」
は
田
中
穣
氏
蔵
、
「
天
理
」
は
天
理
図
書
館
蔵
本
、r

大
垣
」
は
大
垣
市
立
図 

書
館
蔵
白
氏
文
集
那
波
古
活
字
本
書
入
校
合
識
語
で
あ
り
、
同
様
、r

読
」
は
読
耕
斎
本
の
、
「蓬
」
は
蓬
左
文
庫
本
の
、
「陵
」
は宫

内
庁
書
陵
部 

蔵
本
の
、r

慶
」
は
慶
應
義
塾
図
書
館
本
の
、
夫
々
の
書
入
識
語
を
示
す
。
旁
注
の
な
い
巻
は
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
で
あ
る
。

ま
た
、r

但
」
「奉
」
は
本
文
書
写
者
を
示
し
、r

但
」
は

r

但
馬
房
」
を
、
「奉
」
は
豊
原
奉
重
を
、
ま
た
、
旁
注
な
き
は
唯
寂
房
の
筆
で
あ
る
。
 

そ
の
外
、r

異
」
と
あ
る
は
、
以
上
の
筆
と
異
な
り
、
し
か
も
筆
者
名
の
明
か
で
な
い
巻
で
あ
る
。

第

ー

.
ニ

.
三
次
校
訂
の
欄
の
番
号
で
、
[ ]
を
附
し
た
の
は
、
何
れ
が
先
か
明
か
で
な
い
も
の
を
、

一
応
推
定
で
示
し
、
( )
を
施
し
た
の
は
、
同 

日
に
校
注
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
〕

(
本
文
書
写
順
序
) 

(
第
一
次
校
訂
順
序
)

(
田

中

)

(1231) 

(
但
) 

(
寛
喜
三
)

丨
卷
一
四
寛
喜
三
.
正

.
ニ
五 

1
同

ニ

.

ニ
加
点
了

(
第
二
次
校
訂
順
序
) 

(第
三
次
校
訂
順
序
) 

(123
6)

,,,

嘉

植
ニ
•
三

-
一 

t

建

長
四
•
正

•
三 

3

比
校
唐
本
了 

4

ハ#
所
御本

；,

校
扃
又
了



き賢
同U  同^  
日= 月含

I : 中、
旬
校
合
移
点
了

<
:
寛
查

5

へ
ニ
)

2
周

同

ニ

ー

三

点

了

(

"

〕(ニ
)

3
同

同

.
ニ
〇3
朱
点
了

_
嘉
植
第
二
暮
春
十
日 

_
比
校
摺
本
了

(一
23

S

-嘉
禎
ニ
.
三

.
八 

~
比
校
唐
本
了

本
聊
比
校
校
了

5
1 1
—

四
以

，
建
長
三
.
一
二
.
四 

ズ
同
)
移
点
了

(1251)

、
建
長
三
•
一
二
•
ニ 

乂
貴
所
御
本
)
移
点
了

广
同
)
校
合
又
畢

5

1

2

卷九寛喜三 

3

巻

六

"

4
 

巻

ニ

ー

"

5

巻
一
七 

"

ニ

ニ

ー

〇

ニ
ニ三

ニ
ニ

6 
卷

ニ

ー

" 

7

巻

…

一

" 

8

巻
ニ
四

"

9
巻

ニ

八

"

(
天
理
〕

lo
t

一

三

" 

：=

巻
-

K

三

"

ニ
ー

(
奉
)

ニ
六

ニ
六

(
但
)ニ

六

.

(
K

12

卷

三

一

"
.
一
二
.
一
六 

13

巻
四
一
貞
永
元
.
七

.
一
九

(
"
)
(三
)

 

-

6
同

同

.
二
八
朱
委
点
了

(
I
)

28
貞

永

ニ

.
五

.
五
朱
点
了

(
寛
喜
三
)
(
三
)

7
周

同

.
二
八
両
点
了 

(1233}

29
天
福
元
•
五

•
一
一 

朱
了 

30

ク

•
同

•
一
三
委
点
了

22
貞
永
ニ
•
正

•
五
校
合
了 

24
"
•
同
ニ
七
朱
了

26

"

•

一
一
•
天

委

点

了

1

?
:
_
a
7T

23
貞
永
ニ
•
正

•
八
朱
点
了 

25
同 

•
ニ
ニ
一
六
委
点
了

(貞
永
元
•
七
)

8
同

.
ニ
〇
校
朱
了

s
s
—

i

1

ー

以

_

I H

7-
二
三
以

10
讓

 4

7!
ー 

六

1

比
校
唐
本
訖

-

1

221
嘉
禎
三
•一

1

.1

〇
(
吉
田
本
)
加
点
了

，
建
長
四
•
正

.
一
一 

▽
(

同
)
重
比
校
之
了

建
長
四
•
正

•
一
二 

.
(
同
)
移
点
了

I

建
長
四
•
正

•
ニ
四 

一
同
重
校
点
了

1，建
長
四
•
正

•
一
 

五 

(
同
)
重
移
点
了

18
P

 
四

.
ニ

ニ

九

(
同
)
重
移
点
了

o

建
長
四
•
正

•
ニ
ニ 

1

(
同
)
移
点
了

4

建
長
四
•
ニ

•
四 

1

(
同
)
移
点
了

14

卷
四
四 

〃

•
七
ニ
ー
七

9
貞

永

元

•
八

•
八
自
校
朱
了

231
嘉
禎
三
.一

一

•
一
七
(
吉
田
本
)校
点
了

5

建
長
四
*

一

•
七 

1

(
同
)
重
移
点
了一

九
七



一
九
八

15
卷

四

七

"

.

八

三

16

卷

五

ニ

〃

.八*

(
一
異
ー
)

C

田
中
ノ

17
卷

五

九

"

.

九

•
ニ
六

18

卷

六

ニ

"

.

九

.
ニ
七 

(
大

垣

•
陵

.
慶
)

19
卷

六

ー 

"
•
閏

九

•
一
七 

20
卷

六

五

〃

.
一
〇

.
一
一 

21
卷

六

八 

"
•
一
 

〇

ニ

九
 

22
卷

三

八

"
•
一
二
.
ニ

一

23
卷
三
九
貞
永
ニ
•
正

•
ニ
0

.

-
 

(奉
)
 

24
卷
五
四 

"•四
-九

(
貞
永
元
•
八
)

10
同

•
一
 

〇
自
校
了

(
夷
永
元
•
八
)

n

同

•
二
八
校
点
了

,0
爽
永
元
•
九

ニ
七
朱
点
了 

同
委
点
了

同
ニ
〇
委
点
了

一
九
委
点
了

vfi??

(
貞
永
元
)

17
同
ニ
ー

20
ク

(
貞
永
元
)

14
同

ニ 

〇

 

19
同

•
一一

(
夷
永
元
)

16
同

•
一
一

 

18
"

同

(貞
永
元
一
〇
)

15
同

•二
八
一
校
了 

g

同

一一
•
一
九
朱
了

(
貞
永
ニ
)

28
同

ニ

ニ

•
六
朱
墨
点
両
点
了

(
貞
永
ニ
)

27
同

ニ

ニ

•
五
委
点
了

15
嘉
禎
ニ
•
四

•
五
比
校
唐
—

24
嘉
禎
三
•
一
一
•
一
九
(
吉
田
本
)
委
点
了

6

嘉
禎
ニ
•
四

•
七
聊 

1

比
校
唐
本

7

嘉
禎
ニ
•
四

-

八 

1

比
校
摺
本
了

%

嘉
禎
ニ
•
四

•
ニ
ー 

ひ
比
校
唐
本
了

8

嘉
禎
ニ
•
西

-
一〇 

1

比
校
唐
本
了

o

嘉
禎
ニ
•
四

•
ニ
ニ 

2

比
校
于
唐
本
訖

1

嘉
禎
ニ
•
四

•
ニ
五 

2

比
校
于
唐
本
訖

nM
-

-

二
八

2

嘉
植
ニ
•
三

•
ニ
九 

1

比
校
与
摺
本
訖

(1247)

5
宽

元
五
•
正

•
三
借
請 

2 

(
管
家
)
証
本
移
両
点

1

(
同
)
重
移
点
了

1

建
長
四
•
ニ

2 

(
同
)
重
移
点
了

2 

(
同
)
重
移
点
了

8)
建
長
四
•
ニ 

ひ

(
同
)
重
移
点
了

7

建
長
四
•
ニ 

1

(
同
)
重
移
点
了

9

建

長

四

-一 

1

(
同
)
重
移
点
了

o

建
長
四
•
ニ 

2 

(
同
)
重
点
了

2

建
長
四
•
正 

1

(
同
)
移
点
了

3

建
長
®

-

一
 

1

(
同
)
重
移
点
了

22
8I
P

ニ
七 

八
九 八 

ニ
ニ 

ニ
四 

ニ
九

ニ

前

述

の

如

く

、

筆

者

は

前

稿

に

於

て

、

本

文

書

写

直

後

の

金

沢

本

各

巻

を

原

金

沢

本

と

称

し

て

、

現

在

わ

れ

く

が

み

る

訂

正

の

手

が
 

加

え

ら

れ

た

後

の

本

文

と

区

別

し

て

取

扱

ぅ

べ

き

で
あ
る
と

述

べ

た

。

こ
の
見

地

に

立

っ

て

、

こ
の
巻

三

十

三

に

つ

い

て

も

、

先

ず

、

こ



れ

に

加

え

ら

れ

た

校

合

の

作

業

を

、

実

地

に

跡

づ

け

て

、

原

金

沢

本

卷

三

十

三

本

文

を

復

元

し

、

そ

れ

が

如

何

に

改

変

さ

れ

た

か

、

そ
の 

変

化

過

程

を

述

べ

る

。

こ

の

章

で

は

.
先

ず

、

本

文

の

書

写

に

つ

い

て

、
次

で

、
校

合

注

を

中

心

に

し

て

、
検

討

を

加

え

る

。

巻

末

識

語

に

あ

る

通

り

、

こ

の

本

文

は

唯

寂

房

の

筆

に

成

っ

た

巻

で

あ

り

、

前

述

の

裏

書

ー

篇

を

除

け

ば

、

大

部

分

が

一

筆

で

あ

る

。 

こ

、
で
大
g

と

い

う

限

定

を

加

え

た

の

は

、

本

文

中

に

異

筆

の

個

所

が

認

め

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

大

部

な

本

の

書

写

に

際

し

て

、

数

人

で

分

担

す

る

こ

と

は

普

通

よ

く

見

受

け

ら

れ

、

ま

た

、

あ

る

写

本

が

全

巻

殆

ん

ど

一

筆

で

書

か

れ 

て

い

る

の

に

、

途

中

何

篇

か

に

、

纏

っ

て

異

筆

が

交

る

例

も

屢

々

み

ら

れ

る

。

と

こ

ろ

が

、

こ

の

巻

で

は

、

一
、

ニ

行

か

数

文

字

、

更 

に
、

そ

の

数

も

多

い

が

、

一
字

の

み

と

い

う

よ

う

に

、

挿

入

さ

れ

た

よ

う

な

形

で

、

異

筆

が

認

め

ら

れ

る

。

本

文

の

途

中

に

異

筆

で

文

字

が

補

充

さ

れ

る

個

所

の

認

め

ら

れ

な

い

他

の

巻

を

、

蛍

光

燈

で

透

視

し

て

み

る

と

、
書

出

し

の

濃

墨

が

次 

第

に

薄

く

な

り

、

墨

継

ぎ

が

行

わ

れ

て
ま

た

濃

墨

に

な

る

。

こ
う
い
う

規

則

的

な

濃

淡

の

変

化

が

一

種

の

調

和

を

な

し

て

い

る

の

に

、

こ 

の
巻
で
は
、

突

然

淡

墨

の

個

所

が

現

わ

れ

る

と

い

う

よ

う

に

、

極

め

て

不

規

則

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

の

巻

の

異

筆

挿

入

の

一

例

を 

写

真

で

示

す

(
図

版

7
参

照

)
。

写

真

に

示

し

た

例

は

、

何

れ

も

比

較

的

明

瞭

に

異

筆

と

認

め

ら

れ

る

個

所

を

選

ん

だ

し

、

特

に

、

「
絶

謁

託

」

の

「
託

」

な

ど

は

、
本 

文

の

「
偽

」

の

上

に

重

な

っ

て

い

て

、

三

字

が

、

明

か

に

後

補

の
こ
と
を

示

す

が

、

中

に

は

見

落

す

惧

れ

が

あ

る

程

に

、
筆

致

並

び

に

墨 

色

か

ら

み

て

、

一
見
、

本

文

の

文

字

と

異

る
こ
と
が

見

分

け

難

い
こ
と

も

あ

る

。

そ

こ

で

、

全

巻

に

亘

り

、

裏

か

ら觉

光

燈

で

透

視

し 

て
、

異

筆

を

確

認

し

た

〔
そ

の

後

、

こ

の

巻

の

精

密

な

写

真

(
三

の

註

⑴

参

照

)

に

よ

り

再

確

認

を

加

え

た

〕
。

こ

の

方

法

に

よ

れ

ば

、
 

異

筆

の

個

所

は

、

何

れ

も

、

本

文

の

文

字

よ

り

墨

色

が

明

か

に

薄

い

の

で

、

識

別

は

比

較

的

容

易

で

あ

る

。

異

筆

と

確

認

し

得

た

個

所

の 

す

べ

て

を

次

に

挙

げ

る

〔
(

)

内

が

異

筆

の

個

所

を

示

す

〕
。

一
九
九



⑴
冊

廻

鶄

可

汗

加

號

(
文

)

⑵
…

…

賜

紫

金

魚

袋

張

愉

(
可

岳

州

刺

史

同

制

) 

⑶
恵

寧

威

(
制

鱗

恬

)
草

偃 

⑷
仍

1

戎

職

留

(
事

憲

)
簡

章

綾

一

加

於

諒 

⑶
裴

通

除

検

校

左

敬

騎

常

侍

(
兼

)
御

史

大

夫

(1
58
5
)

 

ィ
无

(
那
波
本
、
「
託
」
を

「
偽
」
に
作
る
)

(6) 
亦

能

遏

(
絶

謁

託

)
偽

振

張

紀

綱

(7) 
升

降

揖

譲

進

退

閑

(
習

)

⑶
今

之

通

事

舎

人

近

(
此

)

選
也

(9) 
仲

尼

(
誨

)

日

愛

而

(
恕

)
可

以

容

困

(10) 
今

醴

泉

人

与

(
蒲

)
相

(
類

宜

)
用

此

道

往

訓

養

之

(11) 
不

加

優

秩

何

(
厚

吾

)

風

ニ
〇
〇

(12) 

言

公

度

廉

(
明

)
有
守

(13) 
噫

華

陰

(
当

)
東

道

往

来

(14) 
敬

長

畏

法

无

(
嬡

乃

)
官

(15) 

先

(
考

)
其

能

然

授

以

事

(16) 
励

精

為

理

(
績

)
茂

課

高

g

且

(
移

大

)
郡

稍

展

其

才

以

(
昊

)

早

著

戎

功 

(18)
習

俗

(
従

)

宜

宜

守

厳

道 

⑽
多

得

其

俊

(
材

楽

)
告

以

善

道

i

〃ソ
 

以
下
摺
本
无

S

勉

思

所

立

各

服

乃

官

(
可

依

前

件

) 

g

尔

当

是

命

得

不

勉

哉

(
可

依

前

件

)

以

上

の

二

十

一

例

は

、

何

れ

も

、

筆

致

並

び

に

墨

色

(
透

視

の

結

果

)

の

両

面

か

ら

み

て

、

後

補

で
あ
る
こ
と
は

明

か

で
あ
る
が
、

こ 

の
外
に
、

(1571)

S

実

来

告

予

日

予

(
一
人
)
実

降

冊

命 

(
i
)

闼

爾

安

(
得

)

不

副

吾

所

急

用

爾

所

長 

S

宜
M s

籌

(
謀

)
用

光

慰

薦

(1
585

)

闼

昔

魏

用

崔

琰

毛

(
玢
)
典

吏

曹

一

時

之

士

(1
5
90
) 

〔塗
抹
以
前
〕
(後

「韋J

に
改
む
)

¢26
唐

州

刺

史

(
集

)
彪



の
五
例

は

、

透

視

の

結

果

か

ら

す

れ

ば

、

明

か

に

淡

墨

色

で

あ

る

の

で

、

補

筆

と

思

わ

れ

る

値

所

で

あ

る

が

、

¢1}
ま

で

の

筆

致

と

同

一

で 

あ

る

か

、

稍

>
疑

わ

し

い

個

所

で

あ

る

。

以

上

の

例

の

う

ち

、

(21)
ま

で

の

ニ

十

ー

個

所

の

補

筆

の

筆

致

は

、

明

か

に

奉

重

の

も

の

と

認

め

ら

れ

、

(26)
ま

で

の

五

例

も

、

何

れ

も

奉 

重

筆

に

か

な

り

近

く

は

あ

る

が

、

こ
れ
は
、

断

定

す

る

こ

と

を

一

応

留

保

す

る

。

こ

の

欠

字

の

個

所

に

補

充

さ

れ

た

文

字

を

み

る

と

、

⑶

(6)
1

な

ど

は

、

或

い

は

、

書

写

者

が

不

明

の

個

所

と

し

て

欠

字

に

し

て

置

い

た 

と
も
推

察

さ

れ

、

⑷(9)
(ll)
(14)
(16)
(19)
(25)
s

の

諸

例

も

、

こ

れ

と

同

類

と

見

做

し

得

る

。

ま

た

、

⑵

(201
(21)
の

三

例

は

、

何

れ

も

「
摺

本

无

」

と 

旁

注

が

施

さ

れ

て

い

る

の

で

、

本

文

の

系

統

上

の

相

違

(
こ

れ

は

原

本

文

が

何

れ

も

「
摺

本

」

と

同

じ

本

文

で

あ

る

こ

と

を

意

味

し

、

本 

文

の

系

統

を

考

察

す

る

上

で

貴

重

で

あ

る

。

こ

の

点

は

後

述

す

る

)

と

し

て

理

解

出

来

る

し

、

⑴

の

例

は

書

写

者

が

書

き

落

し

た

個

所

で 

あ

ろ

う

。

と

こ

ろ

が

、

⑸
(7)
(8)
(12)
(13)
(15)
g

(18)
(22)
(23)
(24)
の

十

一

例

は

、

本

文

の

途

中

の

字

で

あ

る

の

で

、

書

き

落

し

と

は

考

え

ら

れ

ず

、

ま

た

、

書
 

写

に

当

り

、

字

そ

の

も

の

も

特

に

不

明

に

な

る

虞

れ

が

な

い

よ

う

な

例

で

あ

り

、

欠

字

に

な

っ

て

い

る

理

由

が

稍

"
解

し

難

い

。

た
だ
、
 

(12)
の

個

所

を

み

る

と

「
明

」

の

右

旁

に

「
摺

本

字

不

見

」

と

い

う

註

記

が

、

曾

て

書

入

れ

ら

れ

て

あ

り

、

こ

れ

が

塗

抹

さ

れ

て

い

る

。

こ 

の

書

入

れ

の

五

字

は

奉

重

の

筆

と

認

め

ら

れ

る

。

こ

の

旁

注

か

ら

判

断

す

れ

ば

、

本

文

書

写

の

際

、

及

び

、

嘉

禎

ニ

年

唐

本

よ

り

の

校

合 

に

当

っ

て

、

こ

の

個

所

の

文

字

が

共

に

欠

落

し

て

お

り

、

最

後

の

建

長

四

年

校

合

の

段

階

に

於

て

、

始

め

て

、

補

わ

れ

た

と

解

し

得

よ 

う

。

と

す

れ

ば

、

こ

の

欠

字

の

個

所

は

、

本

文

の

系

統

を

知

る

上

で

、

多

く

の

示

唆

を

与

え

る

こ

と

に

な

る

。

そ

こ

で

、

念

の

た

め

に

、

底

本

が

宋

刊

本

系

で

あ

る

こ

と

の

明

か

な

巻

三

十

一

に

つ

い

て

、

同

様

の

欠

字

^

>

補

筆

と

い

う

個

所

が

存 

す

る

か

を

点

検

す

る

と

(
前

稿

、

巻

三

十

一

本

文

の

検

討

に

際

し

て

は

こ

の

問

題

に

は

触

れ

て

い

な

い

)
、

巻

三

十

三

の

場

合

と

同

様

の

ニ
〇

一



ニ
〇

ニ

(1
)

個

所

が

二

十

八

個

所

に

認

め

ら

れ

、

そ

れ

が

校

合

の

段

階

に

於

て

、

異
筆

——

こ

れ

も

巻

三

十

三

と

同

様

奉

重

筆

—

に

よ

っ
て
補
足
さ 

れ

て

い

る

こ

と

が

分

っ

た

。

こ
う

い

う

、

底

本

に

於

け

る

墨

釘

と

思

わ

れ

る

個

所

の

頻

出

は

、

卷

三

十

一

.
三

十

三

以

外

の

巻

に

は

殆

ん 

ど

認

め

ら

れ

な

い

。

巻

三

十

一

に

就

て

は

、

前

稿

で

考

証

の

結

果

、

そ

の

底

本

が

摺

本

で
あ
る

こ

と

が

略
i

明
か
に
な
っ
た
。

と
す
れ 

ば

、

こ

の

卷

三

十

三

の

欠

字

も

、

恐

ら

く

は

、

墨

釘

と

推

測

さ

れ

、

底

本

が

摺

本

で
あ
る

こ

と

の

傍

証

に

も

な

り

得

る

。

文

集

金

沢

本

卷

五

十

四

の

巻

末

識

語

の

中

に

、

此

卷

書

写

之

本

欠

之

間

尋

摺

本

書

入

之

処

摺

本

又

摺

消

所

々\

多

之

(
下
略
)

と

あ

り

、

ま

た

同

卷

廿

ニ

校

合

識

語

の

中

に

も

、

嘉

禎

ニ

年

三

月

十

七

日

以

唐

本

比

校

之

但

証

本

之

文\

字

所

々

摺

乱

銷

幽

也

字

体

#

髴

之

所

(
下
略
)

(
註
)

旁

点

を

施

し

た

「
証
」
、
本
文
原
字
を
塗
抹
し
、
そ
の
上
に
加
う
。
「
証
」
と
断
定
し
得
ず
。

と

あ

る

。

こ

れ

は

宋

版

本

一

般

に

も

屢

々

認

め

ら

れ

る

が

、

奉

重

が

使

用

し

た

宋

版

本

に

は

、

r

摺

消

」

「
摺

乱

」
と
い
う
よ
う

な

不

明
の
個
所
が 

(2
)

存

し

た

わ

け

で

あ

る

。

と

す

れ

ば

、
巻

三

十 

一

•
三

十

三

と

同

様

、
巻

五

十

四

に

も

、
本

文

と

異

筆

の

補

充

の

個

所

が

存

し

て

も

よ

い

答

で

あ

る

が

、

こ
の
巻 

は

本

文

書

写

者

も

奉

重

自

身

で

あ

る

の

で

、
或

い

は

元

来

は

欠

字

の

個

所

が

あ

っ

て

、
後

に

こ

れ

が

奉

重

の

手

に

よ

っ

て

補

わ

れ

た

の

か 

も

知

れ

な

い

が

、
本

文

と

補

填

の

個

所

と

が

同

筆

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

個

所

を

、
筆

致

に

よ

っ

て

、

特

に

識

別

す

る

こ

と

は

必

ず

し

も

容 

易

で

は

な

い

。

(
尚

、觉

光

燈

を

透

視

し

て

、

巻

五

十

四

全

巻

を

点

検

し

た

限

り

で

は

、

後

筆

で

補

わ

れ

た

と

認

め

得

る

個

所

は

発

見

す 

る

こ

と

が

出

来

な

か

っ

た

。
)



以

上

、
卷

三

十

三

本

文

に

ま

、
、

異

筆

が

混

入

す

る

こ

と

は

、

そ

の

底

本

自

体

に

欠

字

が

あ

る

も

の

と

推

測

さ

れ

、

こ
れ
は
、
底
本
が 

摺

本

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

卷

三

十

一

に

於

て

も

同

様

で

あ

る

こ

と

を

考

え

併

せ

れ

ば

、

こ

の

卷

三

十

三

の

底

本

も

摺
本
と

見

做

す

推

定 

も
生

れ

て

く
る
。

但

し

、
卷

三

十

三

の

欠

字

の

個

所

、
中

で

も

(5)
~

1

の

十

ー

個

所

に

つ

い

て

み

れ

ば

、
欠

字

の

個

所

が

稍

ミ

多

き

に

失

す

る

感

が

あ 

り

、

そ

の

原

因

が

す

べ

て

刊

本

に

於

け

る

欠

字

、

つ

ま

り

墨

釘

に

起

因

す

る

か

否

か

、
猶

、
疑

問

は

残

る

。

こ

れ

迄

に

述

べ

た

欠

字

を

補

う

こ

と

も

、
無

論

巻

三

十

三

の

校

訂

作

業

の

一

過

程

で

あ

る

が

、

更

に

、

こ

の

巻

の

校

訂

作

業

の

経

過

を 

こ

こ

で

全

体

と

し

て

述

べ

る

。

ー
の
註
(9)
、

現

存

金

沢

本

全

卷

の

識

語

類

の

表

が

示

す

通

り

、
若

干

の

卷

を

除

け

ば

、

金

沢

本

本

文

が

書

写

さ

れ

た

後

、
間

も

な

く

、
 

第

一

次

校

訂

作

業

が

始

め

ら

れ

る

。

例

え

ば

、

(
巻
六
) 

唯
寂
房
書
写
了 

朱

寛

喜

三

年

二

月

廿

二

日

寂

有

\

同

甘

四

日

点

了

右

金

吾

校

尉

原

豊

重

と

あ

る

の

は

、
寂

有

に

よ

り

、

底

本

よ

り

訓

点

の

施

さ

れ

な

い

白

文

の

ま

、
の

本

文

が

書

写

さ

れ

、

そ

の

直

後

に

、

そ

の

同

じ

底

本

の

訓

点

が

、

奉

重

の

手

に

よ

り

加

え

ら

れ

た

と

み

て

よ

か

ろ

う

。

但

し

、

後

に

も

触

れ

る

通

り

、

恐

ら

く

寂

有

書

写

の

本

文

に

み

ら

れ

る

誤

字

、
脱

字

等

も

こ

の

段

階

に

於

て

、

同

時

に

補

正

さ

れ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

こ

う

い

う

操

作

の

順

序

は

、
巻

三

十

三

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

り

、
唯

寂

房

の

本

文

書

写

が

寛

喜

三

年

四

月

十

八

日

に

終

了

し

た
後

、

r

貞

永

ニ

年

正

月

五

日

校

合

了

」

「
同

十

七

日

朱

了

」

「
同

二

月

廿

八

日

委

点

了

」

ま

で

、
本

文

書

写

了

と

校

合

作

業

と

の

間

に

若

干

距

り 

(
3
)

が

あ

る

に

し

て

も

、

こ

の

貞

永

ニ

年

の

校

合

や

訓

点

の

書

入

れ

作

業

は

、

唯

寂

房

が

使

用

し

た

底

本

か

ら

の

も

の

で

あ

り

、

底

本

と

は

別 

の

一

本

が

校

合

に

使

用

さ

れ

た

わ

け

で

は

な

か

ろ

う

。

そ

の

意

味

で

、

こ

、
で

の

「
校

合

」

と

は

、

校

合

作

業

を

も

含

む

が

、
寧

ろ

、

唯

ニ
〇

三



ニ
〇
四

寂
房
書
写
本
文
に
対
す
る
、
奉
重
の
謂
わ
ば
校
正
作
業
を
主
と
す
る
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
次
で
、
そ
れ
よ
り
三
年
後
の
嘉
禎
ニ
年
三 

月
に
は
、
唐
本
と
の
校
合
、
更
に
そ
れ
よ
り
十
六
年
後
の
建
長
四
年
に
、
更
に
別
の
一
本
と
の
校
合
が
行
わ
れ
て
、

こ
の
巻
の
、

二
十
年 

を
超
え
る
校
訂
作
業
は
す
べ
て
終
了
し
た
。

そ
こ
で
、

こ
の
巻
の
行
間
に
施
さ
れ
て
い
る
複
数
の
校
合
注
を
、
巻
末
識
語
の
校
合
日
時
と
照
合
し
、
ま
た
、
内
容
的
検
討
を
も
加
え 

つ
、
、
校
合
注
の
夫
々
が
、

三
次
に
亘
る
校
合
作
業
の
何
れ
の
時
の
も
の
に
該
当
す
る
か
に
検
討
を
加
え
る
。

先

ず

、

こ
の
巻
に
施
さ
れ
て
い
る
校
合
注
の
総
て
を
分
類
す
れ
ば
、
次
の
様
に
な
る
。

S

特
に
そ
の
典
拠
が
示
さ
れ
な
い
校
合
注 

こ

の

巻
の
全
巻
に
亘
り
、
総
て
墨
筆
に
よ
り
百
二
十
ヶ
所
に
施
さ
れ
て
い
る
。
後
に
述 

ベ

る

如
く
、
本

文

の

誤

写

•
欠
字
な
ど
が
、
こ

の

時
に
補
正
さ
れ
る
こ

と

が

特
に
多
い
。

㈣

r

ィ
」
と
あ
る
校
合
注 

全
巻
に
亘
り
朱
墨
両
様
が
あ
り
、

墨
筆
の
も
の
百
四
十
一
ヶ
所
、

朱
筆
の
も
の
六
ヶ
所
が
あ
る
。r

ィ 

无

」

と
あ
る
も
の
を
も
こ
こ
に
含
め
れ
'は
、
墨
筆
の
も
の
十
五
ヶ
所
、
朱
筆
の
も
の
七
ヶ
所
が
あ
る
。

㈧

「
摺
本
」
と
あ
る
校
合
注 

全
巻
に
亘
り
、
す
べ
て
墨
筆
で
二
十
四
ヶ
所
に
施
さ
れ
て
い
る
。

外
に
、

「
摺
本
無
之
」
と
あ
る
も 

の
一
ヶ
所
、
「
以
下
摺
本
无
」

と
あ
る
も
の
ニ
ヶ
所
が
あ
る
。

㈡
こ

の

外
、
以
上
のs

㈣
㈧
の

三
種
に
比
し
て
数
は
少
な
い
が
、

「
ィ
本
」
と
あ

る

も
の
ニ
ヶ
所
、

「
一
本
」
と
あ

る

も
の
ニ
ヶ
所
、
 

「
或
本
」
と
あ

る

も

の

五
ヶ
所
が
あ

る

。

こ

の

う

ち

、

「
イ
本
」
の

う

ち

の

一
ヶ
所
の
朱
筆(一

5
7
2

)

を

除
け
ば
、
他
は
墨
筆
で
あ

る

。

$

二
種
の
典
拠
を
示
す
校
合
注 

こ

の

う

ち

最

も

多

い

の

は

「
□
尉
本
无
之
」
と
あ
る
も
の
で
、
三
十
ニ
ヶ
所
に
み
ら
れ
る
。
「
摺
本 

无
之
」

の

「
之

」

は
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

ま

た

「
イ
」

が
常
に
右
側
に
あ
る
と
は
限
ら
ず
、

左
右
が
入
れ
替
っ
て
い
る
こ
と
も
あ 

る
。
但

し

、

こ

の

r

ィ

」

と

「
摺
本
無
之
」

と
が
、
左
右
何
れ
の
側
に
あ
る
か
は
、

こ
の
小
字
双
行
注
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
先
に
書
入
れ



ら
れ
た
か
を
知
る
上
で
、
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
を
含
む
の
で
後
述
す
る
。

他
に
、
例

え

ば

「
鳥
騎
指
本J

 

(
目
)
と
か
、
「
響1

摺
本
」(一

5
7
1

)
と

い

う

形
で
、

二
つ
の
校
合
注
が
施
さ
れ
て
い
る
例
が
、
九
ヶ
所
に
認 

め
ら
れ
る
。

㈧

こ
れ
は
校
合
注
で
は
な
く
、
音
義
注
や
語
句
の
出
典
を
示
す
書
入
れ
で
、
十
六
ヶ
}
^
に
施
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
、
訓
点
を
除
く
書
入
れ
の
総
て
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
入
れ
の
筆
致
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
書
入
れ
の
時
期
こ
そ
別
で
は 

あ
ろ
う
が
、
若
干
の
も
の
を
保
留
す
る
外
は
、

そ
の
殆
ん
ど
す
ベ
て
奉
重
の
筆
で
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

こ

れ

を

写

真

で

示

す

。

(
図
版
8
参
照
)
〔
金
沢
本
全
巻
よ
り
集
め
る
方
法
を
取
ら
ず
、

こ

、
で
は
、
卷
三
十
三
の
う
ち
、

行
間
に
加
え
ら
れ
た
注
と
、

同
じ
く 

行
間
の
注
の
う
ち
、
塗
抹
さ
れ
肉
眼
に
よ
っ
て
は
認
め
難
い
個
所
を
、
新

し

く

撮

影

し

た

写

真

(
三
の
註
⑴
参

照

)

に
よ
っ
て
示
す
。

こ 

れ
に
よ
リ
、
塗
抹
さ
れ
た
校
注
も
、
奉
重
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
知
ら
れ
る
。
〕

こ
の
う
ち
、
数
の
上
か
ら
み
て
も
、
^
;
^
^
が
校
合
注
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
^

の

う

ち

「
ロ
跑
本
无
」
と
い
う 

校
注
も
、
数
は
多
い
が
、

こ
れ
は
㈣

㈧
が
複
合
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

三
次
に
亘
る
校
訂
作
業
に
於
て
も
、S

㈣

㈧

三
種
の 

注
の
原
に
な
っ
た
三
本
の
本
文
が
、
主
と
し
て
校
合
に
使
用
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
う
ち
、
㈧

は

「
摺
本
」

で
あ
り
、

こ
れ
は 

当

然

r

嘉
禎
ニ
年
三
月
甘
六
日
比
校
唐
本
訖
」

の

「
唐
本
」

に
該
当
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
残
り
のs

㈣

の
、
何
れ
が
貞
永
ニ
年
及
び
建 

長
四
年
の
校
合
に
使
用
さ
れ
た
か
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
貞
永
ニ
年
と
建
長
四
年
の
間
は
十
九
年
の
距
り
が
あ
り
、
 

そ
れ
に
応
じ
て
、
校
合
注
を
書
入
れ
た
奉
重
の
手
も
変
化
を
示
し
て
は
い
る
が
、s

㈣

の
時
代
決
定
の
決
め
手
を
、

こ
の
筆
跡
の
変
化
に 

よ
っ
て
生
ず
る
相
違
に
求
め
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
。

た
だ
、
副
次
的
役
割
を
負
せ
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
先
ず
校
合
注
を
個
々
に
検
討
し
、
特
に
、
本
文
と
関
連
さ
せ
て
、
意
味
や
内
容
の
上
か
ら
吟
味
し
て
み
よ
う
。

ニ
0
五



ニ
〇
六

は
じ
め
に
、
特
に
そ
の
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
いS

の
校
注
百
二
十
ヶ
所
の
検
討
で
あ
る
。

こ
れ
を
内
容
上
、

四
つ
に
区
別
す
る
こ
と 

が
出
来
る
。

⑴
唯
寂
房
書
写
の
本
文
に
み
ら
れ
る
誤
字
•
脱
字
の
補
正
。

こ
れ
は
例
え
ば
、

(一
572

)
能

事

大

(
圑
)
遠

納

忠

貢

誠

丄

「
團
」
を

「
圖
」
に
改
む
。

諸

本

「
圖
」
に
作
る
。

(一
5
7
7

)
能

英

繁

詞

(
到

)
蔽
句

i
「
到
」
を

「
劉
」
に
改
む
。

諸

本

S
J
に
作
る
。

I ：

幹〕

〔守〕

(一
5
9
4

)
因

改

諒

守

寿

命

公

(
幹

)
(
字

)
守

泗

丄

「
幹
」
「字
」
を

「
幹
」
「
守
」
に
改
む
。

諸

本

「
幹
」
「
守
」
に
作
る
。

s
(一

5
7
1

)
惟

北

之

気

積

厚

而

霊

。
発
象
生 

諸
本
下
の
「
霊
」
も
有
り
。

終

(一
5
8
3

)
宜

励

初

。
副

茲

寵

任 

諸

本

「
終

」
有
り
。

註
初
め
の
三
例
中
に
あ
る
(

)

〔

〕

は、
(一

9
7
2

)
で
い
え
ば
、

(

)

内

「
団
」
は

書
写
直
後
の
誤
字
を
示
し
、
校
合
注
「
図
」
を
施
し
、
 

こ
の
注
に
従
い
誤
字
を
訂
正
す
る
た
め
に
、
「
団J

を
胡
粉
に
よ
り
塗
抹
し
、
そ
の
上
に
重
ね
て
「
図
」
に
改
め
て
あ
る
。
〔

〕
に
入
れ
た
の
は
、
 

そ
の
後
、
校

注

「
図
」
も
同
じ
く
塗
抹
し
て
あ
る
こ
と
を
示
す
。
次
の
、
ニ
、
三
例
も
同
様
。
以
下
、
例
文
中
の
(
)
〔〕

も
同
じ
。
こ
の
塗 

抹

.
訂
正
の
操
作
は
金
沢
本
現
存
本
全
巻
に
み
ら
れ
、
本
文
検
討
上
重
要
な
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
改
め
て
後
述
す
る
。

の
ご
と
く
、
本

文

書

写

者

の

誤

写

•
脱
字
が
補
正
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
り
、

こ
れ
は
こ
の
巻
全
巻
に
亘
り
九
十
ヶ
所
を
越
え
、
典
拠
が
示 

さ
れ
て
い
な
い
校
注
の
ぅ
ち
で
は
、

こ
の
類
の
訂
正
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

⑵

こ
れ
は
無
論
誤
写
で
は
な
く
、
本
文
の
文
字
が
正
字
で
書
か
れ
て
い
て
、
宋
刊
本
を
は
じ
め
刊
本
類
も
こ
れ
と
同
字
で
あ
る
が
、
書 

写
当
時
の
写
本
類
に
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
字
体
に
改
め
ら
れ
た
例
で
あ
り
、

〔寛
〕

(一
5
8
5

)
(
寛

)
裕 

「
寛

」
を

塗

抹

し

「
寛

」

に
改
む
。
次
で
、
校
注
も
同
じ
く
塗
抹
す
。
名

義

抄

「宽

」
を
俗
字
と
す
る
も
、
正



字

「
寛

」

ょ
り
先
に
記
載
す
。

(一
579

)
柳
_ 

こ

の

篇

に

「
傑

」
が
三
ヶ
所
あ

り

、

最

初

の

個

所

は

「
傑

」

に
旁
注
は
な

く

、

直

接

加

筆

し

て

「
傑

」

に
改
む
。
 

名
義
抄
に
は
、
「
傑

」
を
正
字
と
し
、
「
傑

」
「
擦

」
「
傑

」
を
俗
字
と
し
て
載
せ
る
。

(一
596

X O
I
O
不
敢
忘 

「
賞

」
を
胡
粉
に
て
塗
抹
し
、
そ

の

上

「
賞

」

に
改
む
。
校
注
も
塗
抹
す
。
文
集
金
沢
本
の
他
巻
に
は
、
 

多

く

「
賞

」

に
作
る
。
名
義
抄
、
両
字
共
登
載
す
。

と

い

ぅ

例
で
示
さ
れ
る
。

こ
れ
と
同
類
の
例
は
十
九
ヶ
所
に
み
ら
れ
る
。
巻
三
十
一
と
こ
の
巻
を
除
き
、
金
沢
本
の
他
の
巻
で
は
、
何
れ 

も
、

こ
の
校
注
に
み
ら
れ
る
俗
字
体
が
、
そ

の

ま

、
本
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
種
の
校
注
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

そ
の
理 

由
に
就
て
は
後
述
す
る
。

⑶
以
上
⑴

⑵

の
例
は
、
書
写
さ
れ
た
本
文
に
対
し
、
奉
重
が
補
正
を
加
え
た
例
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
、

(
一

5
7

2

長
子
孫 

原

字

の

「
使

」
を
塗
抹
し
、
「
吏

」

に
改
む
。
校

注

「
吏

」
を
も
消
す
。

諸

本

「
使

」

に
作
る
も
、

本
文 

と
し
て
は
、
こ

の

金

沢

本

の

校

注

「
吏

」
が
正
し
い
。

(
一

5
7
8
)

晉

魏

已

還

右

於

左
 

原

字

「
卑

」
を
塗
抹
し
、
「
減
」

に
改
む
、
校
注
を
も
消
す
。
管

見

抄

•
文

苑

英

華

「
減
」
に
作 

る
外
は
、
諸

本

「
卑

」

に
作
る
。

(一
5
9
0
)

且
移
大
郡
稍
展C

奇}

才 

原

字

r

奇

」
を

塗

抹

し

「
其

」

に
改
む
。
校
注
を
も
消
す
。
金

沢

本

•
文

苑

英

華

「
其

」

に
作 

る
外
は
、
諸

本

r

奇

」

に
作
る
。

(一
592

)
故

商

以

。
参
其
選
焉 

「
下
」
、
諸
本
無
し
。

な
ど
の
諸
例
——

同
類
は
こ
の
巻
で
二
十
ヶ
所
に
認
め
ら
れ
る
——

を
み
れ
ば
、
そ
の
数
は
多
く
は
な
い
が
、
本
文
書
写
上
の
誤
り
の
単

ニ
〇
七



ニ
〇
八

な
る
補
正
に
止
ま
ら
ず
、
本
文
の
改
変
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

但

し

、

こ
の
、
諸
本
に
は
み

ら

れ

な

い

校
合
注
の
文
字
が
如

何

な

る

本
に 

拠
っ
た
の
か
、

そ
の
典
拠
が
示
さ
れ
ず
、
ま
た
、
手
懸
り

に

な

る

よ

ぅ

な

、

そ

れ

ら

し

き
書
入
も

見

当

ら

な

い

。

⑷
次
の
類
は
、
果
し
て
そ
の
全
部
を
こ

こ

に

入
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
、
稍

<
疑
問
が
あ
る
が
、
さ

り

と

て
、
適
当
な
分
類
も
出
来 

な
い
し
、
誤
写
の
訂
正
が
主
で
あ
る
の
で
、
⑴

⑵

に
準
ず
る
も

の

と

し
て
、

一
応
こ
の
部
類
に
入
れ
る
。

こ
れ
は
行
間
に
校
合
注
を
加
え 

る
こ
と
な
し
に
、
本
文
の
文
字
を
直
接
塗
抹
の
後
、
訂
正
の
文
字
を
そ
の
上
に
書
入
れ
る
か
、
或
は
、
本
文
の
文
字
に
直
接
墨
筆
を
以
て 

加
筆
す
る
か
、
又
は
、
字
画
の
一
部
を
胡
粉
に
て
塗
抹
し
て
、
訂
正
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

④

全
^
^
金

(
目
の1

5
7
7

) 

宮
^

，官
(
目
の1
5
7
9

) 

失
隊
害
—

失
墜
咨(一

571

) 

子
^
>
予
(

〃

) 

輸
^

>

翰(一
577

) 

士
^
>
古(一

5
7
4
)

 

即—
>茚

(一
579

) 

舎—

.食

1
5
8
4

 
) 

再一
> 

用(一
587 

)

®
剌
^

，判
(
目
の1

5
9
2

) 

无
^
>
无(一

5
7
3

 .

他
に
も
頗
る
多
い
) 

頻
^
>
規(一

573

)

©

京一

>京(一
571

) 

景一

，景

(I

) 

職一

>職(一
5
7
3

 .

他
に
九
例
あ
り
)

典一

>典(一
580) 

庶—

>鹿(一
578

)

鐵
-
->

鐵
(
1
2
5
)

 

玄

-
-
>玄

(
目
)

以
上
の
ぅ
ち
©

は
該
文
字
を
塗
抹
後
、
改
め
て
、
訂
正
さ
れ
た
文
字
を
書
入
れ
る
か
、
又
は
直
接
加
筆
し
て
訂
正
し
て
あ
る
。
®

は
字 

画
の
一
部
を
塗
抹
し
て
文
字
を
訂
正
し
た
例
。2

:

は
誤
り
で
は
な
い
原
文
字
を
、
当
時
通
行
の
字
体
に
改
め
た
例
で
あ
り
、
(
但
し
、r

玄
」 

は
欠
筆
の
問
題
あ
り
、
後
述
す
る
。
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
本
文
上
特
に
問
題
は
な
い
が
、

©(一
574

)
分

領

者

多

会

有

(
政

)
歳
時
罷
走 

本

文

の

原

字

「
政

」

の

偏

に

加

筆

「
故

」

に
改
む
。

文

苑

英

華

本

•
全

唐

文

本
 

「
故

」

に
作
る
外
は
、
諸

本

「
政

」

に
誤
る
。

(一
591

)
夫

自

家

所

以

(
刑

)
国 

本

文

の

原

字

「
刑

」

の

旁

に

加

筆

「
形

」

に
改
む
。

管

見

抄

本

「
形

」

に
作
る
外
は
、

諸
本



「
刑

」

に
作
る
。

(一
595

)
及

領

(
擢

)
管
漕
運
之
務
属
陵
寝
郊
丘
之
礼 

本

文

の

原

字

r

擢

」

の

「
羽
」

の

部

分

に

加

筆

「
榷

」

に
改
む
。

那
波 

本

、
及

び

高

麗

本

「
櫂

」

に
作
る
。

こ
の
例
は
、
訂
正
が
誤
写
に
止
ら
ず
、
明
か
に
本
文
の
系
統
上
の
相
違
に
及
ん
で
い
る
。
©

〜
©

の

個

所

の

合

計

は

六

十

九

ヶ

所

で

あ 

り
、
©

は
数
か
ら
い
え
ば
、

七
ヶ
所
と
、
多
く
は
な
い
が
、

こ
の
、
異
系
統
の
本
文
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
本
文
の
改
変
は
、
⑶

の
例
と
同 

様
で
あ
り
、
校
訂
に
用
い
ら
れ
た
そ
の
本
文
が
何
に
拠
っ
た
か
、

こ
こ
で
も
、
無
論
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
例
も
、

こ
こ
に
分
類
す
る 

の
は
不
適
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
応
こ
こ
に
入
れ
る
。

以
上
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
に
つ
い
て
、

そ
の
総
て
を
検
討
し
た
結
果
、

こ
の
中
で
は
、
本

文

に

対

す

る

誤

字

•
脱
字
の
補
正
が 

主
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、r

ィ
」
と
あ
る
校
注
に
つ
い
て
吟
味
す
る
。
対
照
の
便
の
た
め
、

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
の
場
合
と
同
じ
分
類
に
、

更
に
一 

項
を
加
え
て
⑴
丨

⑸
(

但
し
、
⑷

は
該
当
注
な
し
)

に
分
け
て
述
べ
る
。

⑴
唯
寂
房
書
写
の
本
文
の
誤
字
•
脱
字
の
補
正
の
例
。

(一
571

)
宜

乎

有

人

有

士

本

文

の

「
士
」

は
誤
字
。

諸

本

「
土

」

に
作
る
。

C

泗
ィ
)

(
§

4
)

命

諒

守

(
洒

)

^

>

本

文

原

字

r

洒

」
を

「
泗

」

に
改
む
。

諸

本

r

泗

」

に
作
る
。

C

良
ィ
〕

(一
581

)
朕

方

思

(
量

)
吏
以
活
元
元
^

>

本

文

原

字

「
量

」
を

「
良

」
に
改
む
。
諸

本

「
良

」
に
作
る
。
(
但
し
、
「
良

」
が

何

故

「
量

」

(
5
)

に
誤
写
さ
れ
た
か
、
若
干
疑
問
が
存
す
る
。
)

(一
583

)
通

吏

。
之
事 

本
文
書
写
時
の
脱
字
な
ら
ん
。
諸

本

「
理
」
あ
り
。

ニ
〇
九



ニ
ー 

0

な
ど
は
、
本
文
書
写

者

の

誤

写

•
脱
字
が
補
正
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
同
類
の
例
は
五
十
ヶ
所
を
少
し
超
え
る
。
前
項
、
典
拠
の
示
さ
れ
な 

い
校
注
で
は
、

こ
の
類
の
注
が
最
も
多
く
認
め
ら
れ
た
。

こ
こ
で
も
、
そ
の
数
は
必
ず
し
も
少
く
は
な
い
が
、

こ
の
類
で
の
中
心
的
役
割 

を
果
す
程
で
は
な
い
。

⑵
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
の
場
合
の
⑵

と
同
じ
く
、
本
文
の
文
字
も
誤
字
で
は
な
い
が
、
当
時
通
用
の
字
体
を
校
注
と
し
、
或
い
は
、
 

こ
れ
に
拠
り
本
文
を
改
め
た
例
で
あ
り
、

a
5
7
1
}

日
月
之
所
照
威
綏
仁
薰 

名
義
抄
、
「
薫

」

の

俗

字

と

し

てr

熏
」

を
載
す
。

I

ィ
(
一

5
7
8
)

惟
有
立
者
可
以
糾
吏 

名
義
抄
、
先

ず

「轧

」
を
挙
げ
、
次

で

r

糾

古

」
と
し
て
、
本
文
原
字
を
も
載
t
 

な
ど
、
十
五
例
が
み
ら
れ
る
。
前
の
遺
漏
が
補
わ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
ぅ
。

⑶

こ
れ
も
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
の
場
合
の
⑶

と
同
じ
く
、
本
文
と
異
る
文
字
、
或
い
は
、
本
文
に
無
い
文
字
が
、
校
合
注
と
し
て 

加
え
ら
れ
、
後
に
、
本
文
も
こ
れ
に
拠
っ
て
改
め
ら
れ
る
。
或
い
は
、
補
入
も
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

一:

降
ィ
〕

(一
571〕

予

一

人

実

(
鄰

)
冊
命 

原

字

の

「
鄰

」
を
塗
抹
し
、
「
降

」

に
改
む
。
校

注

「
降

」
も
抹
消
す
。
諸

本

「
鄰J

に
作
る
0 

(一
573

)
人

爵

貴

而

(
心

)
益

恭

原

字

の

「
心

」
を
塗
抹
し
、
「
身

」

に
改
む
。
校

注

「
身

」
も
抹
消
す
。

金

沢

本

•
文
苑
英
華 

本

「
身

」

に
作
る
の
外
は
、
諸

本

「
心

」

に
作
る
。

必
信
必
ィ

(
1
5
9
6

)
展

四

體

而

竭

一

心

。
誠 

r

必
信
必
」

の
三
字
、r
ィ
」
本
の
外
は
、
管
見
抄
本
三
字
を
有
す
る
を
除
き
、
諸
本
無
し
。

以
下
摺
本
无

(
一

5
9
8
)

爾
当
是
命
得
不
勉
哉
可
依
前
件 

「
可
依
前
件
」

の
四
字
は
、
前
述
の
通
り
、
本
文
と
異
筆
後
補
。
金

沢

本

•
文
苑
英
華 

本
こ
の
四
字
を
有
す
る
の
他
は
、
諸
本
四
字
無
し
。

な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、

こ
の
巻
で
八
十
五
ヶ
所
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
⑴
⑵
⑶
項
の
ぅ
ち
で
は
、

こ
の
、
本
文
と
系
統
を
異
に
す
る



校
合
注
が
数
の
上
で
は
最
も
多
く
'

こ
れ
が
、
「
ィ
」

と
あ
る
校
注
に
於
て
は
、
主
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

前
項
の
、

典
拠
の
示 

さ
れ
な
い
注
の
場
合
は
、
既
述
の
通
り
、

こ
の
類
の
数
は
比
較
的
少
な
い
。

⑷
本
文
の
文
字
に
直
接
加
筆
し
て
改
め
る
例
は
、

一
括
し
て
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
の
⑷

に
収
め
た
の
で
、
該
当
例
は
な
い
。

A

f
 

措
本
モ
之

(■5)
こ
れ

は

前

項

に

は

な

い

がr

充

。
廻
鶴
」

の
ご
と
く
、

r

ィ
」
本
に
は
あ
り
、

そ

れ

に

「
摺
本
无
之
」
と
い
う
注
も
同
時
に
、r

ィ
」 

と
双
行
で
附
い
て
い
る
校
合
注
で
あ
る
。

一
例
を
示
せ
ば
、

王
^
^
議
ィ
習
*
^
"
已

(
一

5
8
6
)

重

授

李

晟

通

事

舎

人

。
制 

こ

の

r

ィ
」

の
注
、
及
び
文
苑
英
華
本
に
、

四
字
を
有
す
る
外
は
、
諸
本
四
字
無
し
。

(一
5
9
6
)

崔

元

(
傭

)

原

字

の

「
傭

」
を
塗
抹
し
、
「
略

」

に
改
む
。

後

、
校
注
を
も
抹
消
す
。

こ

の

「
ィ
」
本

、
及
び
、
管
見
抄 

本

「
略

」

に
作
る
外
は
、
諸

本

「
傭

」

に
作
る
。

a
5
9
5

)
无

忘

増

修

可

守

。
兵
部
侍
郎 

こ
の
補
入
注
、
及
び
、
文

苑

英

華

本

「
依

」
「
前

」
を
有
す
る
外
は
、
諸
本
二
字
無
し
。
 

(
註
)

(一
5

00
6
)
の
書
入
、
「
諮

議

ィ

摺

本

无

」
、
同
じ
く
、(一

596

)
の

「
略

ィ
摺
本
无J

、
(一

595

)
の

「前

ィ
摺
本
无
」

は
、
原
本
で
は
、
夫

 々

「
ィJ

が

「摺
本
无J

の

「措
」
の
右
旁
に
、
双
行
に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
、
便
宜
上
改
め
た
。

の
如
く
で
あ
り
、

こ
の
巻
全
部
で
三
十
数
例
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
例
も
、
校

注

で

あ

る

「
ィJ

本
の
原
本
が
、
巻
三
十
三
本
文
と
系
統
を 

異
に
す
る
こ

と

を

示
す
と
共
に
、

こ
の
巻
の
本
文
と
摺
本
の
そ
れ
と
が
、
本
文
上
極
め
て
近
い
こ

と

を

明
か
に
示
し
て
い

る0

以
上
、
巻
三
十
三
に
施
さ
れ
た
校
注
の
う
ち
、
数
の
上
で
、
最
も
多
い
二
種
の
注
に
就
い
て
、
内
容
に
も
触
れ
て
、

こ
れ
に
検
討
を
加 

え
た
。

い
ま
、

こ
の
二
種
の
注
を
更
に
比
較
検
討
す
る
前
に
、
既
に
校
合
時
が
明
か
で
あ
り
、
最
早
検
討
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
は
あ 

る
が
、
も
う
一
つ
、
「
措
本
」
と
あ
る
校
合
注
の
内
容
を
検
討
し
て
、
若
干
附
言
す
る
。

こ
の
注
の
内
容
を
検
す
れ
ば
、

ニ

ニ



ニ
ニ
一

〔九

摺

S

(
1
5
7

1)'咨

爾

(
丸

)
姓
廻
鶄
君
登
里
羅
羽
録
没
蜜
施
句
主
録
毗
伽
可
汗 

原

字

「
丸

」
を
塗
抹
し
、
「
九
」

に
改
む
。

後

、

注
も 

抹
消
す
。
諸

本

「
九
」

に
作
る
。

(一
578

)
右

散

騎

常

侍

上

(
桂

)
国 

原

字

「
桂

」

の

旁

に

加

筆

し

て

「
柱

」

に
改
む
。
注
も
塗
抹
す
。
諸

本

「
柱
」

に
作
る
。

府
少
摺
本

(一
571

)
副

使

朝

議

大

夫

守

少

。
監 

諸

本

「
府
少
」

の
二
字
あ
り
。

(
目

.15
7
4

)
賜
紫
金
魚
袋
張
.愉
可
岳
州
刺
史
同
制 

「
可
」
以
下
七
字
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
本
文
と
は
異
筆
、
奉
重
に
よ
る
加 

筆
個
所
。
校
注
の
文
字
は
そ
れ
と
同
筆
。
諸
本
七
字
無
し
。

な
ど
の
如
く
、
「
摺

本

」
と
あ
る
校
合
注
が
本
文
の
文
字
と
異
る
例
は
殆
ん
ど
無
く
、
校
合
注
と
し
て
施
さ
れ
る
の
は
、

た
ゾ
、

誤
字
の 

訂
正
、
脱
字
の
補
入
に
止
ま
る
。

外
に
、
最

後

の

例

と

同

様

「
摺
本
无
之
」
と
し
て
、
文
字
が
奉
重
の
筆
に
よ
り
補
わ
れ
て
い
る
例
も
、
 

他
に
ニ
例
み
ら
れ
る
。

以
上
、
「
措

本

」
と
あ
る

校
合
注
三
十
三
ヶ
所
を
吟
味
し
た
結
果
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
巻
三
十
三
本
文
は
、
「
摺
本
」

と
あ
る

本
文
と
極 

め
て
近
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

以
上
、
巻
三
十
三
に
施
さ
れ
た
、
数
の
多
い
三
種
の
校
合
注
を
、
本

文

と

比

較

し

つ

、
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
。

そ
の
う
ち
、
典
拠

の
示
さ
れ
て
い
な
い
校
注
と
、r

ィj

と
あ
る
校
注
と
を
比
較
す
れ
ば
、
前
者
は
、

誤
写
や
脱
字
の
補
正
が
そ
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
か

に
み
え
る
の
に
反
し
、
後
者
は
、

こ
れ
に
よ
り
、
同

じ

く

誤

字

•
脱
字
の
補
正
と
い
う
、
謂
わ
ば
基
礎
的
操
作
も
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、

そ
の
主
た
る
目
的
は
、
校
合
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、

こ
れ
を
巻
末
識
語
の
日
付
に
即
し
て
考
え
る
と
き
、
前
者
は
、
第

(6
)

一
次
校
訂
の
貞
永
ニ
年
に
、
後
者
は
、
第
三
次
校
訂
の
建
長
四
年
に
加
え
ら
れ
た
と
見
做
す
の
が
穩
当
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
建
長
四
年
の 

校
合
識
語
に
、
「
重
移
点
了
」

と
あ
り
、

こ

の

「
重

」

は

校

合

•
移
点
が
既
に
一
度
行
わ
れ
た
と
い
う
意
味
に
解
し
て
よ
か
ろ
う
。



こ
の
、

二
種
の
校
合
注
の
施
さ
れ
た
時
を
推
定
す
る
こ
と
は
、
単
に
内
容
の
検
討
の
上
か
ら
の
み
で
な
く
'
本
文
へ
の
、

三
種
の
校
注 

の
加
え
ら
れ
て
い
る
位
置
の
検
討
と
い
う
、
外
形
上
の
考
察
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

先
ず
初
め
に
、

こ
れ
は
校
合
注
が
施
さ
れ
る
場
合
一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
巻
及
び
他
の
巻
全
体
を
通
じ
、
校
合
注
は
原
則 

と
し
て
、
先
ず
右
傍
に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の

事
を
認
め
た
上
で
、
本
文
の
或
る
個
所
に
複
数
の
校
合
注
が
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
と 

き
に
、
異
種
の
注
の
書
入
れ
ら
れ
る
順
序
が
、
多
く
の
例
で
共
通
す
る
処
か
ら
、

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
、

「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
、
 

「
ィ
」
と
あ
る
校
注
の
三
種
の
校
合
注
が
、
如
何
な
る
順
序
で
書
入
れ
ら
れ
た
か

を

推

定

し
よ

う

と

す

る
の
で
あ
る
。

⑴
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
と
、
「
摺
本
」
と
あ
る
校
注
。

?

嚮
〕

(一
571

)
威

綏

仁

董

罔

不

(
響

)
化
^
>
嚮 

原

字

「
響

」
を
塗
抹
し
、r

嚮

」

に
改
む
。
右

旁

注

r

嚮

」
を
も
同
じ
く
塗
抹
す
。
こ

響

摺

本

れ
は
、
典

拠

の

示

さ

れ

な

い

校

注r
嚮

」
が
先
ず
書
入
れ
ら
れ
、

そ
れ
に
拠
っ
て
原
本
文
が
改
め
ら
れ
た
。
次
の
校
合
の
段
階
で
、
 

摺
本
が
校
比
に
使
用
さ
れ
た
時
、

摺
本
の
字
は
、

本
文
原
字
と
同
一
で
あ
る
た
め
に
、

左
旁
に
書
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ 

る
。

こ
の
場
合
、
先
ず
摺
本
の
文
字
が
注
と
し

て

書

入

れ

ら

れ

る
こ

と

は

有
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

こ
れ
は
明
か
に
、
典 

拠
の
示
さ
れ
な
い
注
が
先
と
い
う
こ

と

に

な

る

。

〔鑒
〕 

，
(一

5
8
0
)

往

者

来

者

(
監

)
予
心
焉
^
>
鑒 

原

字

r

監

」
を
塗
抹
し
、

r

鑒

」

に
改
む
。

右

旁

注

r

鑒

」
を
も
同
じ
く
塗
抹
す
。

監

摺

本

こ
れ
も
前
例
と
全
く
同
様
の
例
で
あ
る
。

勸勤摺本

(一
590

)
今

以

彪

宦

久

年

高

。
於
為
政 

本
文
書
写
に
際
し
、
「
高

」

の
次
の
一
字
脱
字
が
あ
る
。

先
ず
、

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注 

と

し

て

r

勸

」
が
補
入
さ
れ
、
次
の
段
階
で
、
「
摺
本
」

と

あ

る

注

と

し

て

「
勤

」
が
そ
の
下
に
書
入
れ
ら
れ
た
。
「
摺
本
」
と
あ
る 

注
の
方
が
、
後
に
書
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
「
勘

」

は
こ
の
注
の
外
に
、
文
苑
英
華
本
に
み
ら
れ
、

そ
の
他
は
、

諸

ニ
ニ
ニ



ニ
ー
四

本

「
勤
」
に
作
る
。

(
1
5
8
8
)

故
我
以
朝
散
賛
善
ニ
大
夫
之
爵
加
(
号
)
爾
身
1

乎 

原

字

「
号
」
は
無
論
誤
写
で
あ
る
が
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注

〔乎
摺
本
〕

も
同
じ
く
、
誤
読
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
保
留
の
つ
も
り
か
、
同
じ
字
で
あ
る
こ
の
注
字
「号
」

は
朱
筆
で
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
次 

の

段

階

で

「摺
本
」
と

あ

る

注

「乎
」
が
書
入
れ
ら
れ
、

こ
れ
に
拠
っ
て
本
文
も
「乎
」
に
改
め
ら
れ
、
左
旁
の
校
注
も
消
さ
れ
て 

い
る
。
右

旁

朱

筆

「
号
」
も
塗
抹
さ
れ
た
が
、
そ
の
上
に
、
墨

筆

で

「
予

ィ

」

が
新
た
に
書
加
え
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、

「措
本
」
と 

あ
る
注
が
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
の
後
に
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、

r

ィ
」
と
あ
る
注
は
、
「摺
本
」
と
あ
る
注
の
更
に 

後
に
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
例
と
同
類
は
、

こ
の
巻
に
外
に
数
例
み
ら
れ
、

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
と
、

「摺
本
」
と
あ
る
注
の
二
つ
が
書
入
れ
ら
れ
る
場 

合
、
「摺
本
」
と
あ
る
注
が
右
旁
に
、

つ
ま
り
、
先
に
書
入
れ
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
は
一
例
も
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
若
干
の
例
を
加
え
る
。

方
摺
本

(一
571

)
風
靡
山
立
清
寧
一
(
方
)

^

，万 

原

字

「
方
」

の

起

筆

「
、
」

の
み
塗
抹
し
、
「
万
」
に
改
む
。
諸

本

「方
」
に
作
る
。
 

こ
の
改
変
は
何
か
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(一
579}

貯

畜

？

}

行
^
^
材 

原

字

「
才
」
に

加

筆

し

て

「
材
」
に
改
む
。

こ
の
例
と
、
文
苑
英
華
本
の
外
は
、
諸

本

「才
」
 

に
作
る
。

同
じ
例
は
、
他
に
も
ニ
例
認
め
ら
れ
る
。
原
字
に
加
筆
、
或
い
は
字
画
の
一
部
を
塗
抹
し
て
、

こ
れ
を
改
変
す
る
例
に
就
で
は
前
述
し 

た
が
、

こ
こ
で
、
「摺
本
」

と
あ
る

校
注
の
書
入
れ
は
、
無
論
、
原
字
の
改
変
以
後
で
あ
り
、

こ
の
改
変
作
業
が
、

前
述
の
よ
う
に
、
典 

拠
の
示
さ
れ
な
い
注
の
書
入
れ
と
同
時
の

も
の
と

見
做
し
得
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
例
も
、

「摺
本
」
と

あ
る
注
の
書
入
れ
が
、
典
拠



の
示
さ
れ
な
い
注
の
書
入
れ
以
後
で
あ
る
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
資
料
に
な
る
。

⑵

「
摺
本
」
と
あ
る
校
注
と
、r

ィ
」
と
あ
る
校
注
。

*

摺本

(
目
)
鄭
絪
鳥
重
胤
馬
惣
劉
悟
李
佑
田
布
薛
平 

本
文
原
字
の
誤
り
は
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
が
、
無
論
、
「
烏

」
が
正
し
い
。

こ
れ 

は
、
「
摺
本
」

と
あ
る
注
が
、

「
ィ
」

と
あ
る
注
よ
り
先
に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

(
但
し
、

校

注

「
烏

」 

r

鸯

j

の
書
き
方
は
逆
で
は
な
い
か
。
稍
ミ
疑
問
が
存
す
る
。
)

^ t
摺本ィ

(一
582

)
除

賛

善

洗

馬

衛

佐

賜

緋

。
同

制

(
原
本
、
注
のr

ィ
」

は

「
摺

本

」

の
左
旁
に
あ
り
。

い
ま
、
印
刷
の
都
合
に
よ
り
、

下 

に
移
す
)
校
注
の
う
ち
、

「
並

」
及

び

「
摺
本
」

は
同
時
の
筆
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、

そ

れ

に

比

し

左

旁

のr

ィ
」

は
稍
佃 

筆
で
あ
る
。
「
措
本
」
「
ィ
」

の
書
か
れ
て
い
る
位
置
か
ら
み
て
も
、
「
ィ
」

の
方
が
後
に
加
え
ら
れ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。 

但
し
、

こ
の
個
所
を
蛍
光
燈
を
通
し
て
、
墨
色
を
検
討
す
る
と
、

「
並
」
が
稍
ミ
淡
墨
、

「
摺
本
」
「
ィ
」
が
共
に
同
色
で
、

こ
れ
よ 

り
濃
墨
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
「
摺
本
」

の

方

が

r

ィ
」

よ
り
先
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
(
尚
、
現
存 

刊
本
類
で
、

こ

の

「
並
」

の
あ
る
本
は
一
本
も
無
い
の
で
、
或
い
は
、

「
摺
本
」

は

「
摺
本
无
」

の
誤
か
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、

い 

ま
は
保
留
す
る
。
)

a
g
oo
)
爵

加

(
号
)
爾
身
^

，乎 

原

字

r

号
」

は

塗

抹

し

て

「
乎
」

に
改
む
。

こ
れ
は
既
に
⑴

の
例
に
も
示
し
た
の
で
詳
細
は

〔乎
摺
本
〕

略
す
。
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
、
— |
摺
本
」

と
あ
る
注
、
「
ィ
」

と

あ

る

注

(
こ
の
注
は
、
右

旁

「
号
」

を
塗
抹
し
た
上
に
重
ね
て
加 

え
ら
れ
て
い
る
)
が
、
順
次
に
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
。

■暇摺
本

(
一

5
7
8
)

惟

有

立

者

可

以

糾

吏

惟

无

(
睽
)
者
可
以
律
^

，瑕 

本

文

原

字

は

恐

ら

く

「
暇
」

を
誤
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
摺
本
」

'瑕
〔ィ
〕

に

よ

り

「
暇
」
が
加
注
さ
れ
た
が
、

こ
の
段
階
で
は
行
間
に
併
記
す
る
に

止
ま
り
、
本
文
を
改
変
す
る

迄
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
次

ニ
ー
玉



ニ
ー
六

に
、
「
ィ
」

と

あ

る

校

注

「
瑕
」

を
加
え
、

こ
れ
に
よ
り
、
本

文

も

「
瑕
」
に

改

め

ら

れ

た

(
但

し

、
本
文
改
変
後
は
、
左

旁

の

「
ィ
」 

と
あ
る
注
も
塗
抹
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
仔
細
に
点
検
し
た
が
、
「
ィ
」
が
塗
抹
さ
れ
て
い
る
に
止
っ
て
い
る
)
。
尚
、

こ
の 

個
所
を
、
宋

刊

本

•
朝

鮮

銅

活

字

本

は

「
瑕
」

に
作
り
、

朝

鮮

古

活

字

本

•
那

波

本

は

「
暇
」

に
誤
る
。

こ
の

例
も
、
「
摺
本
」

と 

あ
る
注
が
、r

ィ
」

と
あ
る
注
よ
り
も
先
に
施
さ
れ
例
で
あ
る
。

以
上
の
例
に
よ
り
、
内

容

•
外
.形
の
上
か
ら
み
て
も
、
「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
の
方
が
、r

ィ
」

と
あ
る
校
注
よ
り
も
、
順
序
と
し
て
、
 

先
に
施
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
、

こ

の

「
摺
本
」

と
あ
る
注
と
、
「
ィ
」

と
あ
る
注
と
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
、
更
に
、
傍
証
と
な
る
べ
き

例
を
挙
げ
る
。

王
府
諮
議
昏
柰
之

(
目

.
1
5
00
6
)
重

授

李

晟

通

事

舎

人

。
制 

(
原
本
で
は
、
^

 ̂

r

ィ
」
が

「
…
議
」
の
斜
右
下
に
、
「措
本
无
之
」
は
少
し
左
へ
寄
る
)

ゝ
摺
本
无

(
1
5
7
6
}

兼

御

史

大

夫

充

。
廻
鶄
弔
祭
冊
立
使
制

I

摺
本
无

(
一

5
7
8
}

蓋

所

。
急
賢
俊
扶
政
教

に
み
ら
れ
る
、
補

入

注

に

「
ィ
」

「
摺
本
无
」

と
い
ぅ
二
つ
が
附
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
通
り
、

全
巻
に
三
十
ニ
例
が
み 

ら
れ
、
何
れ
も
、
「
摺

本

」
「
ィ
」

と
あ
る
校
注
の
施
さ
れ
る
順
序
を
知
る
資
料
と
な
る
。

そ
の
何
れ
に
つ
い
て
も
、
校
注
の
文
字
は
す
べ
て
同
筆
で
あ
り
、
然
も
同
時
に
書
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
原

則

と

し

て
 

(
目

.1

5
00
6
)
の
例
の
如
く
、
「
ィ
」
が

、
補
入
文
字
の
斜
右
下
に
書
入
れ
ら
れ
、
「
摺
本
无
之
」

は
そ
の
左
旁
に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
 

但
し
、
「
摺
本
无
之
」

の
書
入
れ
ら
れ
る
べ
き
余
白
が
狭
い
場
合
等
に
は
、(

一
5
7
6

)(
1
5
7
8
)

の
例
の
如
く
、
「
ィ
」

の
右
旁
に
書
入
れ
ら 

れ
る
が
、
理
由
も
な
く
、
妄
り
に
左
右
が
変
更
さ
れ
て
い
る
例
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
の
書
入
れ
ら
れ
た
位
置
か
ら
み
て
も
そ
ぅ
で



あ
る
が
、
同
時
に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
「
摺
本
无
之
」
が

、
順

序

と

し

て

「
ィ
」
の
後
に
書
入
れ
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
よ
ぅ
。

こ

の
r

ィ
」
「
摺
本
无
」

の
書
入
れ
の
前
後
関
係
を
、
更
に
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
の
個
所
を萤

光
燈
の
光
線
に
よ
っ
て
透
視
す
る
と
、
 

次
の
こ
と
が
明
か
に
認
め
ら
れ
る
。

⑴

(一
571

〕
宜

。
人

〔
補

入

個

所

乎

有

g

本

モ

〕

補

入

の

「
乎
有
」
が

稍

$
淡

墨

、r

ィ
」
「
摺
本
无
」
が

、

全
く
同
程
度
で
共
に
そ 

れ
よ
り
濃
墨
で
あ
る
。

こ
の
例
は
、
：̂

に
十
三
例
が
認
め
ら
れ
る
。

⑵
(

目

.1
5
7
6

)
充

。
廻

鶄

〔
補

入

個

所

入

別
本

无

之

〕

補

入

の

「
入
」
及

び

「
ィ
」

「
摺
本
无
之
」

の
三
ヶ
所
が
同
じ
濃
さ
の
墨
色 

で
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
例
で
、

こ
の
例
は
、
外
に
八
例
が
認
め
ら
れ
る
。

⑶

(一
5
7
4
)

岳

州

刺

。

〔
補

入

個

所

史

1
本
无
〕

補

入

の

「
史
」
が
最
も
濃
墨
で
、

「
ィ
」

「
摺
本
无
」

は
全
く
同
程
度
で
こ
れ
よ
り 

淡
墨
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
(
原
本
、r

ィ
」

は

r

史
」

の
斜
右
下
、

「
摺
本
无
」

は
更
に
そ
の
右
)

⑷

(一
577

)
祠

曹

員

外

。

〔
補

入

個

所

郎

g
本
£
〕 

補

入

の

「
郎

」
及

び

「
ィ
」
が
全
く
同
程
度
の
墨
色
で
、
「
摺
本
无
」
の
み
が
、
 

こ
れ
よ
り
濃
墨
で
あ
る
。
但
し
、
筆
致
や
字
の
大
き
さ
か
ら
み
て
、

「
摺
本
无
」
が
後
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
例
は
、
外
に
三
例 

が
認
め
ら
れ
る
。

⑸

(一
5
9
6
)

一
心
。
誠

〔
補
入
個
所
必
信
必
び
本
无
〕

補

入

の

「
必
信
必
」
及

び

「
ィ
」
が

、
全
く
同
程
度
の
濃
墨
、
「
摺
本
无
」
の

(
7
)

み
が
こ
れ
よ
り
淡
墨
で
あ
る
。
前
項
同
様
、
「
摺
本
无
」
が
後
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、

こ
れ
一
例
だ
け
で
あ
る
。

以
上
、r
一
〜

i
S

迄
の
例
の
中
、

迄
の
例
は
、
「
ィ
」

と

「
擢
本
无
」
と
が
時
を
同
じ
く
し
て
書
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
、
^
!
〜 

3

は

「
ィ
」

の

方

が

「
措
本
无J

よ
り
も
先
に
書
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。

「
措
本
无
」

の
方
が
先
に
書
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
例 

は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

と
す
れ
ば
、
⑴

〜
⑶
迄
の
例
も
、
墨
色
は
同
じ
で
あ
っ
て
、

一
緒
に
書
入
ら
ら
れ
た
に
し
て
も
、
必
ず
や
書
入

ニ
ー
七



ニ
ー
八

れ
に
は
前
後
の
順
序
が
あ
る
箸
で
、
 

a
5
8
6

 
)
通

事

舍

人

。
制

〔
補

入

注

王

府

諮

議

J

本
L

と
い
う
同
例
で
も
、
(
目

.
1
5
8
5
)

は
⑵

に
、
本

文

(
一
5
8
6

)
は
⑷

に
属
す
る
と
い
う
例
か
ら
み
れ
ば
、
前

者

も

「
ィ
」
が
先
と
み
る
べ
き 

で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
ィ
」

と

「
摺
本
无
」
が
同
じ
墨
色
で
あ
る
例
は
、

す

べ

て

「
ィ
」

の

方

が

「
摺
本
无
」

に
よ
り
も
先
で
あ
る
と
見
做 

す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

こ

、
で
、
改
め
て
、
⑴

〜
⑶

迄
の
二
十
四
例
に
つ
い
て
、

「
ィ
」

と
、

「
渠

无

」

と
の
、

二
つ
が
書
入
れ
ら
れ 

て
い
る
位
置
の
方
か
ら
再
検
討
し
た
が
、
何

れ

も

「
ィ
」
が
先
で
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ハ
?»8
。

以
上
の
ご
と
く
、
「
ィ
」

と

「
措
本
无
之
」

と
が
、
特
に
、
⑴

〜
⑶

に
み
ら
れ
る
通
り
、
同
時
に
書
入
れ
ら
れ
、

し
か
も
、

順
序
と
し 

て

は

r

ィ
」

の
方
が
先
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
ィ
」

と
あ
る
校
合
注
が
書
加
え
ら
れ
た
時
、

つ
ま
り
、r

ィ
」
本
に
よ
る
校
合
作
業
が 

行
わ
れ
て
い
る
段
階
に
於
て
、
同
時
に
摺
本
も
参
照
さ
れ
た
と
み
る
の
が
穩
当
で
あ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
如
く
、

金
沢
本
の
校
合
作
業 

は
、
何
れ
の
回
次
も
奉
重
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

と
す
れ
ば
、

r

ィ
」

と
あ
る
校
注
が
書
入
れ
ら
れ
る
際
、

奉
重
の
手
元
に
は
、
同 

時
に
摺
本
も
あ
り
、

こ

れ

が

r

ィ
」
本
の
校
合
に
当
り
、
並
用
さ
れ
た
と
み
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、

こ
こ
に
、
次
の
ニ
例
を
参
考
の
た
め
に
挙
げ
る
。(

r

歟
」

は
原
本
、
何

れ

も

r
>t
」
、

い
ま
改
む
。
以
下
同
)

(一
576

)
授

冊

与

節

臨

軒

遣

之

(
麻

)
も
遠
而
有
光
華一
，̂底

こ
れ
は
明
か
に
書
写
者
に
よ
る
誤
写
で
あ
り
、
恐
ら
く
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
を
加
え
る
段
階
に
於
て
、
先

ず

r

麽

歟
」
という
 

注
が
加
え
ら
れ
た
。
但

し

、

こ
れ
は
校
注
者
自
身
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
判
断
は
保
留
さ
れ
て
い
た
と
思 

わ
れ
る
。
処
が
、
他
に
根
拠
が
見
出
せ
た
の
で
あ
ろ
う
、

こ

の

「鹿

」

に
合
点
を
施
し
、
更

に

r

歟

」
も
、
斜
線
を
以
て
抹
消
さ
れ
て
い 

る
。

こ
の
、
合
点
と
抹
消
の
ニ
筆
は
、
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
筆
致
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
次
で
、
原

字

に

加

筆

さ

れ

て

「
庶
」

に



訂
正
さ
れ
、
校
注
も
塗
抹
さ
れ
た
。

こ
の
例
で
は
、
「廣

」

に
作
る
別
の
本
が
あ
っ
た
為
、
合
点
を
施
し
て
こ
れ
を
示
し
、
次
で
"

「
欺
」 

を
も
抹
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
も
う
一
例
に
、

(
1
5
7
5

)
以
爾
庹
動
循
道
理
語
必
信
直
励
其
志
節
有
類
行
成

が
あ
る
。
諸

本

「
動
」

に
作
り
、
「
勤
」

に
作
る
の
は
こ
の
注
一
例
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
「
動
」

を
誤
と
遽
に
断
ず
る
こ
と
は
出
来
な 

い
。

こ
の
校
注
も
前
例
と
同
様
に
、
恐
ら
く
典
拠
が
示
さ
れ
な
い
校
注
が
加
え
ら
れ
る
段
階
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

処 

が

、

こ

の

r

歟

」

の

上

に

r
ィ
」

と
、
異
筆
で
書
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ニ
筆
は
重
っ
て
い
る
の
で
、
注
意
し
て
見
な
い
限
り
、
 

r

ィ
」

の
下
の
字
は
見
落
さ
れ
る
。
但
し
、
透
視
し
て
よ
く
見
れ
ば
明
瞭
に
二
字
を
認
め
得
る
し
、
下

の

「
歟

」

と

「
勤
」

と
は
筆
致
か 

ら
み
て
同
時
に
書
か
れ
、
上

の

r

ィ
」

は
肉
太
で
、

「
勤
」

と
は
異
時
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
典
拠
の 

示

さ

れ

な

い

注

(
或
い
は
そ
の
段
階
で
の
書
入
)

と
、r

ィ

」

と
あ
る
注
と
の
、
前
後
関
係
を
示
す
に
足
る
例
と
い
え
よ
う
。

こ
の
例
を
考
慮
に
入
れ
つ
、
、
「
ィ
」
「
摺
本
无
」

の
前
後
を
考
え
れ
ば
、

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
が
、

r

ィ
」

と
あ
る
注
よ
り
も
先
で 

あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
と
共
に
、
「
摺
本
」

と
あ
る
注
よ
り
も
先
で
あ
る
。

し
か
も
、

校
合
識
語
を
み
れ
ば
、

明
か
に
第
二
次
校
合
に
摺
本 

が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
_

ず
か
ら
、r

ィ
」

と
あ
る
校
注
が
、
第
三
次
の
校
合
時
に
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、r

ィ
」
「
摺
本
无
」

と
い
う
二
つ
の
典
拠
を
も
つ
補
入
注
に
於
て
、r

ィ
」
が
先
、
「
摺
本
无
」
が
時
間
的
に
後
で
あ
る
に
し 

て
も
、r

ィ
」
本
の
校
合
時
に
、
摺
本
も
手
元
に
あ
っ
て
参
照
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
筋
は
通
る
。

つ
ま
り
、

第
二
次
校
合
時
に
使
用
さ
れ 

た
摺
本
が
、
そ

の

ま

、
奉
重
の
手
元
に
留
め
ら
れ
、
引
続
い
て
、
第
三
次
の
校
合
時
に
も
併
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

以
上
、
諸
種
の
観
点
よ
り
、

三
種
の
校
合
注
の
書
入
れ
ら
れ
た
順
序
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

そ
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、

次

の

如
 

く
、
略

*
決
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
次
の
校
合
が
、
貞
永
ニ
年
に
行
わ
れ
、

こ
の
時
に
は
、
書
写
さ
れ
た
本
文
の
補
正
が
中
心

ニ
ー
九



ニ
ニ
〇

で

あ

り

、

従

っ

て

、

施

さ

れ

た

校

注

に

は

、
「
ィ

」

そ

の

他

、
何

も

書

き

加

え

ら

れ

な

か

っ

た

。
こ
れ
迄
、
根

拠

の

示

さ

れ

な

い

注

、
と
呼 

ん

だ

の

が

こ

れ

に

当

る

。

次

で

、
嘉

禎

ニ

年

に

、
摺

本

に

よ

る

校

合

が

行

わ

れ

、

こ

の

巻

の

本

文

が

、
計

ら

ず

も

宋

刊

本

系

統

で

あ

っ

た 

た

め

、

校

注

は

他

巻

に

比

す

れ

ば

多

く

は

な

い

。

こ
れ
迄
、

「
摺

本

」

と

あ

る

注

、

と

呼

ん

だ

の

が

こ

れ

に

当

る

。

そ

し

て

、

最

後

に

、
 

建

長

四

年

に

、

「
貴

所

之

御

本

」

と

い

わ

れ

る

、

唐

鈔

本

に

連

る

わ

が

国

古

鈔

本

系

の

本

に

よ

る

校

合

が

行

わ

れ

、

原

本

文

は

こ

れ

に

よ 

り
、

か

な

り

多

く

の

個

所

に

於

て

改

変

を

加

え

ら

れ

た

。

r

ィ
」

と

あ

る

注

、

と

呼

ん

だ

の

が

こ

れ

に

当

る

。

最

後

に

、

校

合

注

の

分

類

に

関

し

て

、
若

干

の

補

足

を

加

え

る

。

こ

れ

迄

述

べ

て

き

た

典

拠

の

示

さ

れ

な

い

校

注

と

、

「
ィ
」

と

あ

る

校

注

は

、

二

つ

の

異

っ

た

本

に

拠

る

も

の

で

あ

り

、

別

系

統

の

本 

に

相

違

な

い

が

、
実

際

に

校

合

注

と

し

て

書

入

れ

ら

れ

て

い

る

も

の

を

個

々

に

つ

い

て

検

す

れ

ば

、
果

し

て

二

種

が

正

確

に

区

別

し

て

書 

入

れ

ら

れ

て

い

る

の

か

、
稍

>
疑

わ

し

い

個

所

も

認

め

ら

れ

る

。

二

種

の

校

注

を

、
唯

、

機

械

的

に

分

類

す

る

こ

と

は

、

必

ず

し

も

当

を 

得

て

い

な

い

と

思

わ

れ

る

。

い
ま
、

こ

の

点

に

関

す

る

若

干

の

例

を

挙

げ

る

。

〔将
ィ
〕

(
一

5
7
8
)

而

不

致

於

急

官

要

職

者

(
安

)
(
司

)

以

紀

綱

庶

政

本

文

原

字

「
安

」

「
司

」

の

二

字

の

う

ち

、

「
安

」

の

み

塗

抹

し

「
将

」

に

改

め

、

「
司
」

(
元

来

は

「
可

」

の

誤

写

で

あ

ろ

う

)

は
加
筆 

し

て

「
何

」

に

改

む

。

校

注

も

消

す

。

こ

の

訂

正

個

所

の

外

、
管

見

抄

本

•
文

苑

英

華

本

•
全

唐

文

本

は

「
将

何

」

に

作

り

、

刊

本

系

本 

は

何

れ

も

「
安

可

」

に

作

る

。

「
可

」

に

加

筆

し

て

「
何

」

に

改

め

ら

れ

た

こ

と

が

、

何

れ

の

校

合

時

に

於

て

ゾ

あ

る

か

、

加

筆

或

は

字 

画

の

一

部

を

塗

抹

し

て

本

文

の

原

字

を

改

変

す

る

場

合

は

、

そ

の

根

拠

を

示

そ

う

に

も

そ

の

術

が

な

い

。

こ

の

「
司

」

の

場

合

は

、
恐
ら 

く

、

「
将

」

と

共

に

r

ィ
」

で

表

わ

さ

れ

る

本

に

拠

っ

て

「
何

」

に

改

め

ら

れ

た

の

で

あ

ろ

う

。

加

筆

或

は

字

画

の

一

部

を

塗

抹

し

て

原 

字

を

改

変

す

る

作

業

は

、
前

述

の

如

く

、

一
応
、

典

拠

の

示

さ

れ

な

い

校

注

書

入

作

業

の

一

環

と

し

て

分

類

し

た

。

改

変

内

容

を

み

れ



ば

、
そ
の
多
く
は
、

こ
の
分
類
で
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
に
挙
げ
た
例
か
ら
す
れ
ば
、

或

は

「
措
本
」

に
よ
る
校
合
時
に
、

或
は 

r

ィ
」
本
に
よ
る
校
合
時
に
属
す
る
も
の
も
、
当
然
含
ま
れ
得
る
可
能
性
が
存
す
る
。

そ
れ
故
、
そ
の
実
数
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
も
、
 

そ
れ
程
意
味
が
な
い
。

こ
の
場
合
は
、
上

の

r

将
ィ
」

と
の
関
連
で
判
断
し
た
が
、
総
て
を
決
定
分
類
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

(一
5
7
3

)
重
酬
輔
導
以
綬
精
粋
辯
博
有
先
儒
之
風

韋

綬

の

「
絞
」
、
諸

本

「
綾
」

に
作
る
が
、
金
沢
本
の
み
、

す

べ

て

校

合

注

と

し

て

「
緩
」

を
書
入
れ
、

或
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
よ

り
原
本
文
も
改
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
篇
中
、

他
に
三
ヶ
所
が
あ
り
、

何

れ

も

「
ィ
」

を
附
す
る
が
、

こ
こ
に
挙
げ
た
例
の
場
合
の
み

に
、
「
ィ
」
が
無
い
。
恐
ら
く
は
付
け
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
例
か
ら
み
れ
ば
、

こ
の
巻
の
中
、

同
様
に
、

「
ィ
」

を
落
す
と
い
う
例

は
他
に
も
存
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

簡
〔
ィ
〕

(
I

鄭
絪
可
吏
部
尚
書
制

管

見

抄

本

「
網
」

に
作
る
。
諸

本

「
絪
」

に
作
る
。

こ
の
篇
の
う
ち
、
他
の
個
所
で
は
、
校

注

「綻

」

を
書
入
れ
、

こ
れ
に
拠
り
本
文 

を
改
め
、
注
も
抹
消
し
て
あ
る
。

ま
た
、

こ
の
個
所
の
外
、

(
一
5
9
1

)

で
は
、

本

文

の

「鄭
絪
」

に

加

筆

し

て

「
綢
」

に
改
め
て
あ
る
。
 

こ
こ
に
挙
げ
た
例
で
は
、
「
ィ
」

の
み
を
塗
抹
し
て
あ
る
。r
ィ
」
本
に
よ
る
校
合
時
に
抹
消
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
特
に
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
注
と
、r
ィ
」

と
あ
る
注
と
の
間
で
、
若
干
の
数
の
異
動
入
替
が
あ
る
べ
き
で
、
 

従
っ
て
、

そ
の
加
注
個
所
も
、
概
数
で
は
大
き
く
変
る
こ
と
は
無
い
と
し
て
も
、
最
終
的
に
確
定
数
を
挙
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 

註

⑴

卷
三
十
一
に
み
ら
れ
る
本
文
と
異
筆
の
個
所
〔
(

)

内
の
文
字
〕
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

但
し
、

古
鈔
本
よ
り
の
継
足
し
四
篇
「
張
徹
宋
申
錫 

並
可
監
察
御
史
制151.4

」
「
郭
豊
貶
康
州
端
溪
尉
制4

0
0
4
」

「第
十
二
妹
四
人
各
封
長
公
主
制3

7
6
0
J

「
王
建
除
秘
書
郎
制3

7
5
6
」

は
除
く
。

5

 

(
1
5
1
5

 

.
題
)
(
楊
子
留
後
殷
彪
授
金
州
刺
史
兼
侍
御
史
河
陰 

令
韋
同
憲
授
南
鄭
令
韋
弁
授
絳
州
長
史
三
人
同
制
)



ニ
ニ
ニ

⑵

(一
517

)
刑
獄
有
未
合
(
於
)
理
者 

⑶

(
"
)
固

不

(
専
於
掌
)
侍
奉
讃
詔
命
而
已 

⑷

(
"
)
中
大
夫
行
諫
議
大
夫
雲
(
騎
尉
榮
陽
県
陽
県
開
国
男 

食
邑
三
百
戸
鄭
覃
清
)
節
直
行

3
(

"
)
先
臣
之
風
(
藹
然
猶
在
自
居
首
諫
益
.励
謇
誇
擢
)
領 

是
職

(6) 

(

"
)
知

吾

(
奨
骨鲠

)
之
臣
来
諫
(
諍
)
之
道
也

(7) 

(
1
5
1
00
)(<

小
)
等
苟
佐
吾
丞
相

(8) 

(
1
5
2
0
)

或
先
加
寵
而
後
責
(
功
蓋
宜
便
)
有
後
先

(9) 

(

"
)
司

会

(
踰
)
月
綱
条
甚
張

(10) 

(
1
5
2
1
)
崔
戎
可
戸
部
員
外
郎
(
制
)

の
二
十
ニ
所
が
あ
り
、
こ
の
外
、
墨
色
は
確
か
に
前
後
と
異
る
が
、
筆
致
の
上
か
ら
、
異
筆
と
断
定
す
る
こ
と
を
留
保
す
る
例
と
し
て
、

⑽

(
1
5
1
7
)

讃

詔

命

(
而
)
已 

M 

(一
522

)
善
其
職
者
(
多
登
)
大
任 

g

 

(
1
5
1
8
)

命
虞
仲
戎
向
会
等
為
庶
寮
(俾
)
咨

度

焉

<23)
(

"
)
可

守

(
尚
書
)
戸
部
侍
郎 

g

 

(一
5
2
0
)

其

(
道
)
不
一
或
先
施
労
而
後
受
賞 

一
(
一

5
3
5

 

•
題
)
(
姚
)
成
節
授
右
神
武
将
軍
知
軍
事
制 

の
六
所
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
巻
三
十
一
は
宋
刊
本
を
底
本
と
し
た
巻
で
あ
り
、
こ
の
原
本
文
に
欠
字
の
個
所
が
生
じ
た
一
因
は
、
或
い
は
刊
本
そ
の
も
の
の
欠
字
、

つ 

ま

り

墨
釘
に
依
る
も
の
と
す
る
に
し
て
も
、
数
が
稍
*
多
き
に
失
し
、
そ
れ
だ
け
が
唯
一
の
原
因
と
す
る
こ
と
を
躊
躇
せ
し
め
る
。
何
故
、
卷
三

(11) 

(
1
5
2
2
)
受
寵
有
憂
色
(
納
)
忠
多
苦
言
朕
心
知
之
(
何
用
) 

不
可

(12) 

(
1
5
2
3
)
昔
我
太
宗
(
文
皇
帝
嘗
)
謂
尚
書
丞
百
職
綱
維

(13) 

(

"
)
因

命

(
戴
曹
魏
徴
)
及
杜
正
倫
劉
泪
輩

(14) 

(

"
)
分
居
左
右
官
(
修
事
)
理
人
到
于
今
称
之
(
故
我
) 

前
命
崔
従
持
左
綱

g
(

"
)
衆
ロ 

(
籍
)
籍
頗
為
得
(
人
况
)
丞
宜
端
誌
勤
敏

(16)
(
1
5
2
4
)
尚
書
エ
部
員
外
郎
上
(
柱
)
国 

〔以
下
摺
本
无
〕

g
(
1
5
3
2
)

可
兼
御
史
中
丞
(
餘
如
故
)

(18)
(
1
5
3
5
)
今
吾
用
汝
猶
前
志
也
(
環
)
拱
之
職
得
不
勉
歟



十

一

•
三
十
三
の
両
卷
に
限
っ
て
、
原
本
文
に
欠
字
が
多
い
か
は
、
猶
、
疑
問
点
と
し
て
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
、
少
く
と
も
(18)
迄
の
異
筆
補
充
の
個
所
は
奉
重
の
筆
と
み
て
略
ミ
間
違
い
な
く
、
校
訂
時
に
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
(19)
~
(24)
の
該
当
個 

所
の
字
も
奉
重
の
筆
に
近
い
。

(2)
白
氏
文
集
の
版
本
に
於
け
る
欠
文
の
例
と
し
て
は
、

那
波
古
活
字
版
に
み
ら
れ
る
七
十
三
行
に
亘
る
例
が
あ
る
(
巻
三
十 

一•一
5
2
5
—

1
5
3
2
)
。 

こ
の
刊
本
の
底
本
と
見
做
さ
れ
る
朝
鮮
刊
本
も
同
個
所
を
欠
く
。
こ
れ
は
朝
鮮
刊
本
の
祖
本
で
あ
る
宋
刊
本
に
於
て
既
に
こ
の
個
所
を
欠
い
て
い 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑶

金
沢
文
庫
本
の
現
存
本
全
巻
に
就
て
、
本
文
書
写
了
か
ら
第
一
次
校
合
作
業
了
迄
の
時
間
的
距
り
を
検
す
れ
ば
、
大
部
分
の
巻
は
、
本
文
に
例
示 

し
た
#
六
の
如
く
、
そ
の
間
は
極
め
て
短
期
間
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
巻
二
十
ニ
.
六
十
三
(
共
に
本
文
書
写
者
、
奉
重
)
、

巻
二
十
八
(
本
文 

書
写
者
、
但
馬
房
)
と
、
本
文
の
書
写
者
が
唯
寂
房
で
は
あ
る
が
、
卷
三
十
一
.
三
十
三
の
ニ
巻
は
、
第
一
次
•
第
二
次
終
了
迄
か
な
り
永
い
。
 

こ
の
最
後
の
両
巻
に
、
或
い
は
、
奉
重
は
校
訂
に
関
し
て
、
特
別
の
意
識
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑷

金
沢
本
各
巻
の
巻
末
識
語
を
み
る
と
、
第
一
次
校
訂
終
了
に
つ
い
て
の
表
現
は
様
々
で
あ
り
、
殆
ん
ど
卷
毎
に
相
違
す
る
。
こ
れ
を
挙
げ
れ
ば
、
 

「朱
点
了
」
(巻

六

*

ニ
ー
)

「点
了
」
(
巻
九
)

「校
合
移
点
了
」
(
巻
ニ
ー
)

「
加
点
了
」
(巻
一
四
)

「
校
畢
」
(
巻
一
七
)

「朱
委 

点
了 

(巻
ニ
ー
)

「
両
点
了
」
(
巻
ニ
四
)

「朱

了

.
委
点
了
」
(
巻
二
八
•
六
ニ
)

「朱
点
了 

•
委
点
了
」
(
巻
三
一
.
五
九
*
ハ
三
) 

「朱
墨
両
点
了
」
(卷
三
八
)

r

委
点
了
」
(
巻
三
九
)

「
校
朱
了
」
(
巻

四一
)

r

自
校
朱
了
」
(
巻
四
四
)

r

自
校
了
」
(巻
四
七
)

「
校 

点
了
」
(
巻
五
ニ
)

「
比
校
了
.
朱
了
」
(
巻
六
五
)

「
校

了

.
朱
了
」
(
巻
六
八
)

と
あ
る
。
各
巻
毎
に
異
な
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
各
巻
の
校
合
や
訓
点
に
関
す
る
内
容
的
点
検
を
す
れ
ば
、
殊
更
、
相
違
は
み
ら
れ
ず
、
何
れ
の 

巻
に
於
て
も
ほ
ぼ
同
様
に
、
誤

写

.
脱
字
の
補
正
、
校
比
、
訓
点
を
加
え
る
作
業
が
こ
の
段
階
で
行
わ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

⑸
字
形
か
ら
す
れ
ば
「
量
」
「良
」
が
誤
ら
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、

前
後
の
行
に
も
「
量
」
の
字
は
無
い
。

無
論
諸
本
の
う
ち
「
量
」

ニ
ニ
三



ニ
ニ
四

に
作
る
本
は
一
本
も
み
ら
れ
な
い
。

但
し
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な

誤
写
例
が
こ
の
巻
に
み
ら
れ
る
の
で
、
若
干
挙
げ
れ
ば
、

(一
5

00
00
)
況
以
時
制
之
年
知
好
請
老 

「
好
」
、
校
注
に
拠
り
「終
」
に
改
む
。
諸

本

「終
」
に
作
る
。

(
1
5
7
3
)

皆
重
任
清
母
子
无
愛
焉 

「
母
」
「
子
」
(
「
子
」
に
見
せ
消
ち
を
施
す
)
、
校
注
に
よ
りr

秩
」r

予
」
に
改
む
。
「
母
」
は
諸
本r

秩
」 

に
作
り
、
「
子
」
は
朝
鮮
版
本
の
み
「
子
」
に
誤
る
。

(
1
5
9
7

)
況
公
侯
之
厚
約
有
通
才 

「
厚
」
、
校
注
に
拠
りr

後
」
に
改
む
。
諸

本

「
後
」
に
作
る
。

な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
誤
写
さ
れ
た
文
字
は
、
何
れ
も
本
文
の
正
し
い
字
に
比
し
、
特
に
誤
ら
れ
易
く
は
な
い
。

(6) 

「
建
長
四
年
正
月
十
五
日
伝
下
貴
所
之
御
本
重
移
点
了
」
の
傍
点
部
を
、
注
(4)
と
同
様
、
金
沢
本
各
卷
の
建
長
四
£

語
の
当
該
部
の
そ
れ
を
比 

較
す
れ
ば
、

「
移
点
了
」
(巻

六

•
九

.
ニ
ニ
.
三
一
.
三
八
•
四 

一
)

r

聊
比
校
校
了
」
(巻
ニ
ー
)

「校
点
又
了
」
(
巻
一
四
)

「重
移
点
了
」
(巻
一 

七

.
三
九
.
四
四
.
四
七
•
五
二
.
五
四
.
五
九
.
六

二

•
六

三

•
六
五
)

「重
比
校
々
了
」
(
巻
ニ
ー
)

「重
校
点
了
」
(卷
ニ
四
.
ニ
八
) 

「
重
点
了
」
(巻
六
八
)

と
あ
り
、

卷
三
十
三
と
同
様
「
移
点
」
と
の
み
記
す
巻
が
多
い
が
、
「
比
校
」
「
校
点
」
と
あ
る

卷
も
み
え
、
そ
れ
ら
の
巻
の
、
校
訂
の
加
え
ら
れ 

方
を
み
れ
ば
、
何
れ
も
同
様
と
み
ら
れ
る
の
で
、
建
長
四
年
の
校
訂
作
業
も
単
に
「
移
点
」
の
み
が
行
わ
れ
る
に
止
ま
っ
た
と
み
る
よ
り
は
、
校 

合
等
の
意
味
も
含
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(7) 
補
入
注
の
う
ちr

ィj 

r

摺
本
无
」
の
二
つ
の
典
拠
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
総
て
を
、
本
文
で
述
べ
た
⑴
⑵
⑷
(

⑶
(5)
は
夫
々
一
例
宛
で
あ 

る
の
で
、
既
に
例
と
し
て
挙
げ
て
あ
り
、
除
く
)
に
分
類
し
て
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴

(一
5
7
1

)
為

。
登

〔
補

入

注

君

|
本
无
〕

(
1
5
7
3
)
給

事

。
官

〔
補

入

注

中

5
本
无
〕
3

§

无「
」ィ
」̂

| ?
4

§
1 ?
" |
り
、
)

(

§

5

。



御

史

府

〔
補

入

注

故

I

本
无
〕

(一

5
7
6
)
可

使

。
命

〔
補

入

注

故

跑

本

无

〕

(
一

5
7
8
)

各

於

。
任

〔
補

入

注

其

5

本
无
〕
a

-

l7
」J

V

「s 

の
右
以
あ
り 

)

(
1
5
7
8
)

。
決

百

事

S

人

注

会

1

无
〕
(
1
3 

(
U

。
上

t；

補
入
注
其
1

〕
(

S1
本
は
」
「
^

か
每
の
の
右
右
に
下
ぁ
に
り
ぁ
り
、
)

-
I 
I 
°
 
1

SÂ 

-
I ^
 
°

以
下
〔補
入
注
商

I

本
无
〕

(一
5
9
4

)

四

州

刺

史

。
制

〔
補

入

注

同

|
本
〕

{

1 7
」ょ
；|

^

0
| 1
で
り
あ
ろ
稍
ぅ
"

)(一
5
9
4

)
。
課

前

詔
S

入

注 

理g

本
无
〕

(
一

5
9
5

)

可

守

依

。
兵

部

侍

郎

〔
補

入

注

前

尉

本

无

〕

(
一

5
9
8
)

澧

州

諸

軍

事

。
〔
補

入

注

守

指

本

无

〕

{

5 7
蘇

」「
« 2
更
の
に
右
そ
下
の§1
に
り
あ 

り

)
⑵

官

.一

5
S

S
通

事

舎

人

。
制

8

人

注

王

府

諮

議

尉

本

无

之

乂

| ^
觀

雜

)

(一

5
7
3
充

。

廻

鶄

8

入

注

人

？
本
无
〕

7 5
」」
! |
^
 

1 ?
に
太
「| 4
發

缝

l

a

所

。
急

賢

俊

S

入
注
以

5

本无
〕(

J9

/
I I
下
右
に
に
「
「
ィ

1 ;
ぁ
无
り
」
、
ぢ

(
1

5
9

6
)

而

。
一

心
S

入

注

竭
1

无
〕
(
!l
^ '

ll
i、
「

l§
无
の
」#

り
に
「ィ
」)

ハ
_

)

服

命

。
而

揚

之

〔
補

入

注

時

5
本
无
〕
(「下時に」

1§ 

戥

知

の

ぁ

右

り

に

)

a
5

9
6

)

而

揚

之

〔
「揚
」

の
校
注
(
ff

g
fl
a

)
 

®

r
无

〕
| 2
」
左

1 1
下

「に

摺
軺

ぁ

ぁ

り

；

)

—

依
摺
本
无
〕

(r
、
そ
の
右
に
「
ィ
」
あ

ぜ

)

⑷

(

|

)

通

事

舎

人

。
制

〔
補

入

注

王

府

諮

議

|

|

〕

(
一

5
8
9

)
可

華

。
陰

県

令

〔
補

入

注

州

華

^
本
无
〕
S

の
」
^

「
「

2I
1E
CTO
右
あ
下
り
)

(
一

5
9
7

)

公

侯

之

厚

〔
「
厚

」

の

校

注

後

f

本

无

〕

(
「

| ?
」
0

」
右
の

| |
下
』

「
摺

)

⑶

巻
三
十
一
に
つ
い
て
も
、
略
*
同
様
で
あ
り
、

同
じ
く爱

光
燈
の
光
を
通
し
て
墨
の
濃
淡
を
点
検
し
た
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
そ
の
後
精 

密
な
写
真
(
三
の
註
⑴
参
照
)
に
ょ
り
再
検
討
し
た
〕
(番
号
の
内
容
は
巻
三
十
三
の
場
合
に
同
じ
)

⑴
(

補
入
文
字
が
稍
，
淡
墨
、r

ィ
」
「摺
本
无
」
が
こ
れ
ょ
り
濃
墨
)
三
例 

⑵
(

補
入
文
字
、r

ィ
」
「摺
本
无
」
が
同
程
度
の
墨
色
)
三
例 

⑶
(

補
入
文
字
が
最
も
濃
墨
、
「
ィ
」
「摺
本
无
」
が
同
程
度
で
や
や
淡
墨
)
五
例

ニ

ニ

五



ニ
ニ
六

⑷
(

補
入
文
字
、r

ィ
」
が
同
程
度
の
墨
色
、
「
摺
本
无
」

の
み
が
こ
れ
よ
り
稍
*
濃
墨
)

ニ
例

(5)
(
補

入

文

字

、

r

ィ
」
が
同
程
度
の
墨
色
、
「
摺
本
无
」

の
み
が
淡
墨
)

一
〇
例

で
あ
り
、

こ
の
卷
で
も
、
補

入

文

字

と

「
摺
本
无
」

の
二
つ
が
同
色
の
墨
色
と
い
う
例
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
巻
三
十
三
と
同
様
、
 

r

ィ
」

の

方

が

「
措
本
无
」
よ
り
先
に
書
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三

筆
者
は
大
東
急
記
念
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
白
氏
文
集
金
沢
文
庫
旧
蔵
寛
喜
三
年
—
貞
永
ニ
年
写
本
十
九
軸
を
度
々
閲
覧
す
る
機
会
を
得 

た
。

そ
し
て
、
行
間
に
施
さ
れ
て
い
る
多
数
の
校
合
注
の
中
、
屢
々
そ
の
注
が
塗
抹
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
、
と
き
に
、

そ
の
胡
粉
が
剝 

落
し
て
、
塗
抹
さ
れ
た
文
字
が
明
瞭
に
読
み
得
る
状
態
の
も
の
も
多
く
、

な
か
に
は
、
胡
粉
が
尽
く
剝
落
し
て
、
唯

、
水
に
濡
れ
た
跡
の 

み
を
留
め
て
、
文
字
そ
の
も
の
は
、
曾
て
塗
抹
さ
れ
た
と
は
気
付
か
ぬ
程
に
、
他
と
全
く
同
様
に
み
え
る
も
の
も
、
多
数
認
め
ら
れ
た
。
 

こ
の
場
合
は
、

特
に
曇
っ
た
日
な
ど
、

そ
の
個
所
を
見
落
す
危
険
が
多
分
に
存
す
る
し
、

偶

>
料
紙
そ
の
も
の
も
汚
れ
て
い
る
時
な
ど 

は
、
曾
て
塗
抹
さ
れ
た
の
か
否
か
、
判
断
に
迷
う
個
所
も
尠
く
は
な
い
。

こ
れ
は
、
校
合
注
の
み
に
限
ら
ず
、
本
文
に
就
て
も
同
様
で
あ 

り
、
或
い
は
、
墨
筆
に
て
、
本
文
原
字
に
加
筆
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
を
改
め
た
為
、
他
に
比
し
て
著
し
く
肉
太
に
見
え
る
個
所
が
あ 

り
、
或
い
は
、
本
文
原
字
を
胡
粉
を
以
て
塗
抹
し
て
、

そ
の
上
に
、
新
た
に
別
の
文
字
を
書
加
え
て
あ
る
個
所
も
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の 

胡
粉
が
半
ば
剝
落
し
て
い
る
為
、

そ
の
上
に
書
加
え
ら
れ
た
文
字
の
墨
も
、

一
緒
に
剝
落
し
て
、
上
の
文
字
そ
の
も
の
が
殆
ん
ど
解
読
し 

得
ぬ
有
様
の
個
所
も
、
屢
々
認
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
或
る
時
に
は
、
写
真
と

照

合

し

つ

、
、
全
巻
に
直
り
、
朱

筆

の

ヲ

コ

ト

点

•
句
読
点
、
及

び

、
墨
筆
の
仮
名
を
確
認
し
よ
う
と



し
た
が
、

こ
の
訓
点
も
屢
々
胡
粉
を
以
て
塗
抹
さ
れ
、
ま
た
、

巻

に

よ

り

(
特
に
卷
十
七
に
於
て
願
著
で
あ
るy

朱

筆

の

ヲ
コ
ト
点

.
 

句
読
点
が
同
一
個
所
に
重
ね
て
打
た
れ
た
ら
し
く
、
朱
星
点
が
殊
更
大
き
く
な
っ
て
い
る
個
所
も
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、

二
種
の
点
本 

が
使
用
さ
れ
た
為
で
あ
ろ
ぅ
。
或
い
'は
、
朱
点
の
朱
色
が
稍
黒
味
を
帯
び
て
い
る
の
で
、
仔
細
に
点
検
す
る
と

、

ヲ

コ
ト
点

•
句
読
点
の 

何
れ
を
も
含
め
て
、
朱
筆
の
下
に
更
に
墨
筆
の
そ
れ
が
既
に
施
し
て
あ
る

個
所
も
認
め
ら
れ
た
。
逆
に
、

こ
れ
は
星
点
を
胡
粉
に
は
よ
ら 

ず
に
抹
消
し
た
の
で
あ
ろ
ぅ
が
、
朱
点
の
上
に
、
小
さ
く
墨
を
施
し
て
あ
る
場
合
も
屢
々
見
受
け
ら
れ
た
。

行
間
の
書
入
れ
で
塗
抹
さ
れ
た
も
の
は
、

こ
れ
ま
で
、
全
く
気
付
か
れ
ざ
る
ま

、
に
、
見
過
さ
れ
て
き
た
も
の
が
多
い
が
、
塗
抹
の
胡 

粉
の
下
に
隠
さ
れ
た
、
校
訂
上
の
幾
つ
か
の
貴
重
な
る
事
項
を
、
再
び
、
蘇

ら

せ

る
こ
と
が

出
来
た
。

こ
の
、
本

文

、
校
合
注
等
に
於
け
る
塗
抹
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
初
め
は
そ
の
真
意
を
充
分
理
解
し
得
な
か
っ
た
が
、
屢
々
実
物
を 

手

に

し
て
い
る
中
に
、
校

訂

の

一
方
法
と

し
て
筋
道
が
立
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
殊

に

、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
平

岡

武

夫 

氏
よ
り
、
文
集
金
沢
本
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
十
九
巻
及
び
天
理
図
書
館
蔵
本
一
巻
(
巻
三
十
三
)
計
二
十
巻
の
略
，
原
寸
大
に
近
い
引 

伸
写
真
の
贈
与
を
受
け
、
昭
和
四
十
六
年
春
よ
り
同
年
末
に
か
け
て
、
全
巻
に
亘
り
、
実
物
に
よ
っ
て
調
べ
得
る
こ
と
は
、

細
大
漏
ら
さ 

ず
、

こ
の
写
真
に
記
入
す
る
仕
事
を
続
け
る
過
程
に
於
て
、
金
沢
本
の
校
訂
の
仕
方
に
就
て
も
、

一
層
理
解
を
深
め
る
こ
と
が

出
来
た
。

校
合
注
に
つ
い
て
は
、
文
字
が
重
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
塗
抹
が
完
全
で
あ
っ
て
も
、
透
視
す
れ
ば
、
比
較
：

g

容
易
に
そ
の
文
字
を
確 

認
す

る

こ
と
が
出
来
る
。

た
だ
、
本
文
中
、
胡
粉
で
塗
抹
し
た
上
に
新
た
に
書
加
え
ら
れ
た
墨
筆
文
字
で
、
胡
粉
の
剝
落
に
伴
っ
て
解
読 

を
殆
ん
ど
不
能
に
し
て
い
る
個
所
や
、
本
文
の
原
字
の
字
画
が
多
い
場
合
な
ど
は
、
そ
れ
を
胡
粉
で
塗
抹
し
た
上
に
書
加
え
ら
れ
た
文
字 

と
が
重
な
っ
て
、
解
読
を
困
難
に
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
赤
外
線
写
真
等
、

よ
り
正
確
な
科
学
的
手
段
に
よ
り
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
要 

す
る
個
所
と
し
て
、
猶

、
推
定
の
域
に
留
ま
っ
て
い
る
。

か
な
り
詳
細
に
、

こ
れ
ら
校
訂
時
に
於
け
る
改
変
を
調
査
し
た
心
算
で
は
あ
る

ニ
ニ
七



ニ
ニ
八

が

、
時
に
疑
問
が
生
じ
て
、
改
め
て
、
実
物
に
当
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

も
あ
る
。

何
れ
に
せ
よ
、
塗
抹
に
よ
る
本
文
改
変
や
、
原
文
字
に
加
筆
す
る
な
ど
、
複

雑

な

校

訂

の

手

が

加

え

ら

れ

て

い

る

こ

の

金

沢

文

庫

本 

は
、
た
だ
、
実
物
の
実
地
調
査
の
み
が
、
研
究
を
推
進
さ
せ
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を

示
す
の
で
あ
る
。

こ
の
校
合
注
の
塗
抹
や
、
本
文
の
改
変
な
ど
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
操
作
は
既
に
前
章
に
於
て
数
多
く
例
示
し
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ 

ら
を
踏
え
て
、
先

ず

、
金
沢
本
に
於
け
る
校
訂
の
仕
方
に
就
て
、

こ
の
巻
三
十
三
を
通
し
て
即
物
的
に
考
察
し
、
併
せ
て
、

ヲ

コ

ト

点

.
 

訓
点
の
塗
抹
改
変
に
つ
い
て
も
若
干
言
及
す
る
。

金
沢
本
卷
三
十
三
本
文
行
間
の
校
行
注
の
う
ち
、
例
え
ば
、

(一
578

)
晉

魏

已

還

右

(
卑

)
於
左
^
>
减 

本

文

原

字

r

卑
」

に
見
せ
消
ち
を
施
し
、
後

、

こ
れ
を
塗
抹
す
。

そ
の
上
に
、
校
注 

に

拠

り

新

た

に

「
減
」

を
加
う
。
校
注
も
抹
消
す
。

こ
の
校
注
の
外
、
管

見

抄

本

•
文

苑

英

華

本

「
減

」

に
作
る
外
は
、
宋
刊
本
は 

じ
め
、
諸

本

r

卑
」

に
作
る
。

を
み
れ
ば
、
「
卑
」

に
作
る
本
と
、
「
減
」

に
作
る
本
と
は
、
明
ら
か
に
本
文
の
系
統
を
異
に
す
る
所
に
起
因
す
る
相
違
で
あ
る
。

そ
れ
に 

も
拘
ら
ず
、

そ
の
一
方
で
あ
る
原
本
文
の
字
を
抹
消
し
て
、
他
方
の
、
異
系
統
の
字
を
新
し
く
本
文
に
採
る
こ
と
は
、

二
種
の
本
文
の
混 

清
を
紹
く
結
果
に
な
る
が
、
こ
う
い
う

例
は
他
に
も
多
数
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
他
方
で
は
、

C
1
5
8
0
)

嗚
呼
歿
而
无
知
則
已
苟
有
知
者
則
顕
揚
之
孝
追
寵
之
栄
可
以
達
昊
天
而
貫
幽
穸
矣 

始

め

「者

」

に

見

せ

消

ち

を

施

す

?'
〕

も

、
後

、

こ
れ
を
抹
消
す
。

つ
ま
り
、
「
者
」

は
本
文
と
し
て
は
生
き
て
い
る
。

こ
の
校
注
の
外
、
管

見

抄

本

「
也
」

に
作
る
外
は
、
 

諸

本

「
者
」

に
作
る
。



、
白
ィ 

. 

"

(一
581

)
兵
後
人
困
乞
廉
貞
吏
以
撫
之 

「
白
」

に
作
る
の
は
こ
の
校
注
の
み
で
あ
り
、
(
尤
も
、

こ
の
篇
、
管
見
抄
に
は
収
め
ら
れ 

ず
、
又
、
文
苑
英
華
本
に
も
無
い
篇
で
あ
る
。
那

波

本

(
慶

応

)
書

入

「
貞
乍
白
ィ
」
)
諸

本

「
貞
」

に
作
る
。

(一
597

)
劉
約
故
大
保
済
之
子
大
尉
總
之
弟
也 

こ

こ

で

も

「
師
」

に
作
る
の
は
こ
の
校
注
の
み
で
あ
る
。

諸

本

「
保
」

に
作
る 

が

、

こ
れ
は
明
か
に
誤
り
で
あ
る
。
(
こ
れ
も
管

見

抄

•
文
苑
英
華
本
に
無
い
篇
で
あ
る
)

の
如
く
、
本

文

•
校
合
注
を
共
に
抹
消
せ
ず
、
単
に
併
記
に
留
め
る
例
も
あ
り
、

こ
れ
と
同
例
も
亦
尠
く
は
な
い
。

以
上
二
つ
の
例
は
、
校
訂
に
当
り
、
異
本
の
扱
い
方
に
二
つ
の
異
っ
た
仕
方
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を 

如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
巻
三
十
三
に
施
さ
れ
た
総
て
の
校
注
を
こ
の
二
つ
の
異
な
る
仕
方
に
従
っ
て
分
類
し
、
校
訂 

者

の

意

図

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

る

(
こ
の
場
合
、
補
入
注
は
除
外
す
る
)
。

S

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注 

こ
れ
は
、
既
に
確
認
し
た
通
り
、

貞
永
ニ
年
加
注
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

百

二

十

ヶ

所

の

注

の

う 

ち
、
塗
抹
さ
れ
て
い
る
も
の
百
四
ヶ
所
、
塗
抹
さ
れ
な
い
も
の
十
六
ヶ
所
で
あ
る
。
前
者
の
う
ち
、
稍 
> 

性
質
を
異
に
す
る
ニ
ヶ
所
を
除 

く
他
は
、
す
べ
て
、

こ
れ
に
拠
っ
て
本
文
も
改
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
校
注
に
従
っ
て
原
本
文
が
改
変
さ
れ
、
ば

、
そ
の
校
注
も
既
に
そ
の
役
割
を
果
し
た
こ
と
に
な
り
、
抹
消
さ
れ
.る
の
が
当
然 

で
あ
り
、

そ
の
場
合
、
注
の
み
抹
消
さ
れ
ず
に
行
間
に
残
さ
れ
て
い
る
事
が
あ
れ
ば
、

そ

れ

は

消

し

忘

れ

と

見

做

し

て

差

支

え

な

か

ろ 

う
。

ま
た
、
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
明
か
で
は
な
い
が
、
百
二
十
ヶ
所
の
う
ち
、
五
十
四
ヶ
所
の
注
に
合
点
が
施
さ
れ
、

三
ヶ 

所
の
朱
筆
の
外
は
、
総
て
墨
筆
で
あ
る
。

㈣

「
ィ
」

と
あ
る
校
注 

こ
れ
は
建
長
四
年
に
加
注
さ
れ
た
。
百
三
十
六
ヶ
所
の
う
ち
、
塗
抹
さ
れ
た
も
の
七
十
五
ヶ
所
、
さ
れ
な 

い
も
の
六
十
一
ヶ
所
で
あ
り
、S

と
比
較
し
、
抹
消
さ
れ
な
い
注
の
数
が
多
い
。
塗
抹
さ
れ
た
注
の
う
ち
、
特
例
三
ヶ
所
を
除
け
ば
、

こ

ニ
ニ
九



ニ
三
〇

れ
に
拠
り
本
文
も
改
め
ら
れ
て
い
る
点
で
はS

と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
塗
抹
さ
れ
な
い
注
に
よ
り
本
文
が
改
め
ら
れ
て
い
る
の
が
ー
ヶ 

所
あ
る
。S

と
同
じ
く
、
合
点
が
施
さ
れ
、
朱
筆
の
も
の
八
ヶ
所
を
除
き
、
他
の
七
十
ニ
ヶ
所
の
は
墨
筆
で
あ
る
。
合
点
の
数
はS

よ
り 

多

い

。

㈧

r

摺
本
」

と
あ
る
校
注 

こ
れ
は
、
嘉
禎
ニ
年
に
加
注
さ
れ
た
。

二
十
四
ヶ
所
の
う
ち
、
本
文
を
改
変
の
後
、
塗
抹
さ
れ
た
も
の 

九
ヶ
所
、
塗
抹
さ
れ
て
い
な
い
も
の
十
四
ヶ
所
で
あ
り
、
前
のs

㈣

の
場
合
と
は
逆
に
、
後
者
の
数
の
方
が
多
い
。

合
点
は
四
ヶ
所
に
施
さ
れ
、
う

ち

一
ヶ
所
は
朱
筆
で
あ
る
。
但
し
、
塗
抹
さ
れ
な
い
注
に
合
点
は
全
く
施
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
他
、
「
一
本
」
「
或
本
」

と
あ
る
校
注
が
、
夫

々

、

一
ヶ
所
宛
—

が

、
数
が
少
な
い
の
で
省
略
す
る
。

以
上
、s

㈣

㈧
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
校
注
と
し
て
行
間
に
施
さ
れ
て
い
る
半
数
以
上
は
、

こ
れ
に

拠
り
本
文
を
改
変
し
た
後
、
塗
抹
さ 

れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、

こ
の

巻
に
於
け
る
加
注
の
主
目
的
は
、

こ
れ
に
よ
り
、

先

ず

本

文

の

誤

字

•
脱
字
を
補
正
し
、
更
に
諸
本
を
校 

勘
し
て
、
新
し
く
、
曾
て
な
い
最
も
優
れ
た
校
定
本
を
作
る
に
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

こ

う

い

う

目
的
で
あ

る

に
も
拘
ら
ず
、
加
注
さ
れ
な
が
ら
、
塗
抹
も
さ
れ
ず
、
本
文
を
も
改
変
せ
ず
に
、
唯
行
間
に
並
記
さ
れ
て
い
る 

注
も
、
猶

、
尠
か
ら
ず
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、
塗
抹
さ
れ
た
注
と
如
何
様
に
相
違
し
、
塗
抹
さ
れ
な
い
明
確
な
理
由
が
存
す
る
の 

か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

先
ずs

 

(
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
)

に
み
ら
れ
る
十
六
ヶ
所
の
注
に
就
て
個
々
に
検
討
す
る
。

⑴

「
蕉

」(一
5
7
1
,
1
5
7
2
)
、

「
典

」(
一

5
7
7

)
、

「
傑

」(一
5
7
9
,

、こ

、

「
籠

」(
1
5
8
0
)

(
夫

々

「荒

」
「
典

」
「傑

」
「
寵
」

の
書
入
注
。
金
沢 

本
他
巻
を
含
め
、
当
時
の
$

に
一
般
に
み
ら
れ
る
)

な
ど
の
十
二
字
は
、

同
類
の
字
が
、
「
ィ
」

と
あ
る
注
に
於
て
は
、

塗
抹
さ
れ
、
 

本
文
を
も
改
め
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
の
例
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
、
特
に
塗
抹
し
な
い
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
。



⑵

「
綏
」(一

5
7
3
,

、、
)
、
「
貂

」(一
5
7
6
)

の
三
字
も
、

他
篇
で
は
塗
抹
さ
れ
、
本
文
を
も
改
め
て
い
る
の
で
、
⑴
と

同
様
で
あ
る
。

⑶

「
恩
」(

1
5
8
0
)

は
、
校
注
の
方
は
塗
抹
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
の
方
は
既
に
こ
れ
に
拠
っ
て
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
注
の
方
は 

塗
抹
漏
れ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、S
の
十
六
字
は
、
何
れ
も
、
塗
抹
せ
ず
に
残
す
だ
け
の
積
極
的
な
理
由
は
全
く
見
当
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
㈣

(
「
ィ
」

と
あ
る
注
)

の
う
ち
、
塗
抹
さ
れ
な
い
個
所
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
は
最
も
数
が
多
く
、

六

十

一

ヶ

所

(
重
複 

す
る
分
を
除
け
ば
、
実
際
は
五
十
七
ヶ
所
で
あ
る
)

に
み
ら
れ
る
。

そ
の
内
訳
を
整
理
し
て
分
類
す
れ
ば
、

⑴

「傺

」(一
571

)
、
「
典

」(一
573

)
、
「
礼
」
(
1

§
)

、
「
#
」
(
I

)
、
「
熏
」(一

571

)
、
「
撮
」(一

575

)
(
夫

々

「
傭
」
「
典

」
「
糾

」
「
昇
」

「
董

」
「
張
」

に
対
す
る
書
入
注
。

う
ち
、
「
張
」

の
み
は
既
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
)

の
六
例
は
、

既
述
の
通
り
、

同
類
の
注
は
多
く
塗 

抹
さ
れ
、

こ
れ
に
拠
り
本
文
も
改
め
ら
れ
て
い
る
。

⑵

「
綏
」
〔
三

ヶ

所
あ
り
(

™1
5
7
3

)
、
内

一

ヶ

所(一
573

)

は
、

こ
れ
に
拠
り
本
文
は
既
に
改
め
ら
れ
て
い
る
〕
「
昊
」(

F

 

1
5
9
0
)

は 

他
の
個
所
で
は
塗
抹
さ
れ
、
本
文
も
こ
れ
に
拠
り
改
め
ら
れ
て
い
る
。

⑶

こ
れ
は
、
次

の

「
摺
本
」

と
あ
る
注
に
つ
い
て
の
⑴

の
項
で
述
べ
る
の
と
類
似
し
、

(一
5
7
9

)
奉

其

上

莅

(
上

)
下
^

>

其 

本

文

原

字

は

「
上

」
、
恐
ら
く
は
第
一
次
の
校
訂
時
に
、
「
上
」

に

加

筆

し

て

「
其
，」

に
改 

め
ら
れ
た
。
原

文

字

が

「
上
」

で
あ
っ
た
事
を
表
示
す
る
為
に
、
朱

筆

で

「
上
ィ
」

と
傍
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
触
れ
る
が
、

こ
う 

い
う
例
は
多
い
。
或
い
は
、
「
ィ
」

本
と
校
比
し
、

こ

れ

が

「
上
」

で
あ
つ
た
の
で
、
朱
筆
に
て
書
加
え
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
、
 

と
い
う
例
で
あ
り
、
外
に
同
類
が
ニ
例
存
す
る
。

⑷

こ

れ

は

「
廻
鵂」

(
1
5
7
1

)
、
「
甚
開
朕
心
」(一

577

)
、
「
積
中
発
外
」(一

580)、

「
(
承

)
元

」(一
579

)
(
加
筆
し
て
「
丞J

に
改
む
)
、

「
薛
平

二
三
一



ニ
三
ニ

寸
ィ

等

」(一
5
9
1

)

の
五
例
で
、
明
か
に
校
注
そ
の
も
の
が
、
「
ィj

本
の
本
文
に
於
け
る
誤
写
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。

⑸

そ
の
他
、
「
瑕
」(一

5
7
00
)
、

「
■

」(一
5
8
5

.
題
)
と
い
ぅ

校
注
の
ニ
例
は
、
校
語
は
そ
の
ま

、
残
し
、
「
ィ
」

の
み
を
塗
抹
し
て
あ
る
。
 

後
者
は
⑴

に
準
じ
る
も
の
と
み
て
よ
く
、

前
者
は
、

こ
れ
に
拠
り
原
本
文
は
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

塗
抹
漏
れ
と
認
め
ら
れ
る
。

ま 

た
、
「
烏

」(
m
l
)

は

次

の

「
摺
本
」

の
項
⑶

で
触
れ
る
。

(6)
以
上
⑴

〜
⑸

ま
で
は
、
各
項
そ
れ
ぞ
れ
少
数
で
あ
り
、
次
の
、
こ
れ
ら
を
除
く

残
り
三
十
一
ヶ
所
が
、

こ
の
項
に
入
る
。

こ
れ
を

更 

に
区
分
す
れ
ば
、

④

「
九
二
十
八
道
」
(巻
頭
)
、
「
朕
在
東
宮
時
」(一
5
7
3

)
、
「
加
之
謹
敏
」(一

5
7
6
)

(慶
應
那
波
本
書
入
「謹
乍
以
」)
、
「
廉
貞
吏
^

J 

(一
5
8
1

.
)
、 

「
七
十
而
致
仕
」
(
S
8
)
、

「
大
保
済
士
之
子
」(一

5
9
7

)

な
ど
の
如
く
、

こ
の
校
注
以
外
に
、
同
じ
文
字
を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
の
存
し
な
い 

場

合

、
ま
た
は
、
「
尚
書
右
丞
」(

1
5
7
3

 .
英
華
本
同
)
、
「
照
燭
子
道
者
」(一

5
8
0
.

管
見
抄
本
同
)
、
「
歿
而
無
知
則
已
苟
有
知
！p

則

」(
1
5
8
0

 

•
管 

見
抄
本
周
)
、
「
其
弊
頗
甚
」(一

5
9
8
.

英
華
本
同
)
な
ど
、
古
鈔
本
系
の
管
見
抄
本
か

、

宋
刊
本
で
は
あ
る
が
、
古
鈔
本
に
比
較
的
近
い
と
考 

え
ら
れ
る
文
苑
英
華
本
の
み
に
同
じ
本
文
を
み
る
個
所
で
あ
り
、
す
べ
て
二
十
四
例
が
あ
る
。

こ
の
伊
の
中
に
は
、

(一
5
7
4

)
扼
淮
壓
湘
之
列
城
日
泗
与
岳 

初

め

「
湘

」

に
墨
筆
に
て
見
せ
消
ち
を
施
す
。

と
す
れ
ば
、
校

注

「
湖
」
が
本
文
に
な
る 

2

が
、
後

、

こ
の
見
せ
消
ち
を
塗
抹
す
。

公
綽
ィ

(一
5
9
5

)
勒
某
官
柳
某 

初

め

「
某

」

に
朱
筆
見
せ
消
ち
を
施
し
、
後

、

こ
れ
を
塗
抹
す
。

の
如
く
、

一
度
施
し
た
見
せ
消
ち
を
、
後
に
、
更
め
て
、
塗
抹
す
る
も
の
が
七
例
認
め
ら
れ
る
。

本
文
原
字
を
改
め
る
為
に
塗
抹
す
る
前
に
、

こ

れ

に

見

せ

消

ち

(
墨

又

は

朱

筆

「
そ
」

「
。
」
)
、

或
は
、

こ
れ
に
準
ず
る
朱
墨
の
斜
め



線
を
施
す
例
は
"
外
に
も
頗
る
多
く
認
め
ら
れ
る
が
"
そ
れ
を
改
め
て
塗
抹
す
る
例
は
"
外
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。

た

、
'
 

極
端
な
例
と 

し
て
、

こ
れ
も

「イ
」
と
あ
る

注
で
あ
る
が
、

之
ィ/

ィ
无

(一
595

)
財

終

事

集

時

乃

。

知

功
 

初

め

「
知
」

に
墨
筆
見
せ
消
ち
を
施
し
、
後

、

こ
れ
を
塗
抹
す
。
更

に

、

こ
れ
に
朱
筆
見
せ 

T

〕

消

ち

(
同

じ

く

「
ミ
」
)
を
施
す
。
諸

本

「
知
」
無

し

。

の
如
き
、

ニ
転
三
転
の
例
も
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
本
文
に
留
め
る
か
、
抹
消
す
る
か
の
、
校
訂
上
の
！f

断
に
迷
っ
た
こ
と
に 

起
因
す
る
例
と
い
え
よ
ぅ
。

®
前
項
の
©

を
除
い
た
残
り
は
、

冢
ィ

(
一
—

重

煩

耆

徳

入

領

家

郷

 

原

本

文

「
家
」

に
作
る
も
、
諸

本

「
家
」

に
作
る
。

母
ィ

(一
594

}

安
得
循
吏
俾
父
子
吾
人
乎 

原

本

文

「
子
」

に
作
る
も
、
諸

本

「
母
」

に
作
る
。
校

注

「
母
」

に
施
す
墨
筆
合
点
の
み
を 

塗
抹
す
。

な
ど
の
如
く
、
恐
ら
く
は
本
文
の
誤
写
と
思
し
く
、
校
注
に
よ
り
本
文
を
改
め
る
こ
と
に
、
校
訂
上
、
.

断
に
際
し
さ
し
た
る
困
難
を
伴 

わ
な
い
と
思
わ
れ
る
例
ば
か
り
で
あ
る
。

以
上
、
校
合
注
の
ぅ
ち
、
塗
抹
も
さ
れ
ず
、
従
っ
て
原
本
文
を
も
改
め
る
こ
と
な
く
、
行
間
に
並
記
さ
れ
て
い
る
注
に
つ
い
て
、
そ
の 

理
由
を
逐
一
吟
味
し
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
〔
「
ィ
」

と
あ
る
注
〕

の
中
、

(6)
の
©

に
入
る
ニ
十
四
例
に
、
校
合
時
に
於
て
、
何
れ
を
本
文 

に
す
る
か
の
判
断
を
下
し
得
ず
に
、
並
記
に
留
め
た
理
由
を
認
め
得
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
他

は

、
特
に
塗
抹
さ
れ
ず
に
留
め
ら
れ
た
積
極 

的
理
由
は
認
め
難
い
。

最
後
に
、
2
:
(
「
摺
本
」

と
あ
る
注
)

の
ぅ
ち
、
塗
抹
さ
れ
な
い
十
四
字
に
就
て
で
あ
る
。

二
三
三



二
三
四

U

こ
れ
は
例
え
ば
、

(一
571

)
威

綏

仁

熏

罔

不

(
響

)
化

^
>
嚮 

本

文

原

字

「
響

」
、

こ

れ

を

右

注

に

従

い

「
嚮
」

に
改
め
た
が
、

第
二
次
校
合
に
よ

響
摺
本

り
、
唐

本

は

そ

の

塗

抹

さ

れ

た

「
響
」

と
同
じ
で
あ
る
の
で
、
加
注
さ
れ
た
。

の
如
く
、
本
文
を
如
何
に
改
め
る
か
で
は
な
く
、
唯

、
塗
抹
さ
れ
た
本
文
原
字
と
同
一
の
字
を
も
つ
本
文
が
外
に
も
存
す
る
こ
と
を
示
す 

こ
と
に
止
ま
る
。
同
一
の
例
は
外
に
九
ヶ
所
あ
り
、
何
れ
も
塗
抹
す
る
必
要
の
な
い
例
で
あ
る
。

⑵

「
朕

」(一
596

)
。

こ
の
字
は
、

こ
れ
に
拠
り
既
に
本
文
原
字
は
改
め
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
塗
抹
漏
れ
で
あ
ろ
う
。

⑶

「
體

」

(
目

.
1S

)
、
本

文

は

「
廻
鶴
」

で
正
し
く
、
注

の

「
體

」

は
誤
字
で
あ
る
。
「鸯

」
(
目

.15
9
1

)
、

こ

れ

は

「
s
i
t

胤
」
(
但

烏
ィ

し
、
「
摺
本
」

に

「鸯

」

と
あ
る
の
は
稀
で
、

恐
ら
く
、

「
摺
本
」r

ィ
」
が
左
右
逆
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、r

ィ
」 

本
に
よ
る
校
訂
時
に
、

「
摺
本
」r

ィ
」

本
が
、

ニ
本
を
撤
え
て
校
合
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
。
)

と
い
う
個
所
で
、

無
論
、

本 

文
は
誤
り
、

注
は
何
れ
も
正
し
い
。

同

篇

本

文

は

「烏

」
(
1
5
9
1
)
に
作
る
。
外

に

「
(
鳴
)
呼

」
(
1
5
8
0
)
は

「
_
」

に
改
め
ら
れ
て
い
る 

例
が
あ
る
。
「聋

」

「
烏

」

の
何
れ
と
も
決
し
難
く
、
塗
抹
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

榮
摺
本

⑷
残

る

の

は

唯

一

つ

「
滎

」(
1
5
8
5
)

で
あ
る
。
「
栄
陽
県
」

の
個
所
で
、
「
榮
」

に
誤
る
の
は
、

こ
の
外
、
文

苑

英

華

本

•
馬
元
調
校
本 

に
み
ら
れ
る
。

こ
れ
も
、
何
れ
と
も
決
し
難
く
、
塗
抹
に
至
ら
な
か
っ
た
個
所
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
十
四
ヶ
所
の
総
て
を
吟
味
し
た
が
、

⑷

の
一
ヶ
所
を
除
け
ば
、
す
べ
て
、
特
に
塗
抹
し
得
な
い
よ
う
な
問
題
を
含
む
個
所
は
全 

く

見

当

ら

な

'
い

。

と
す
れ
ば
、
最
後
に
、
校
合
時
に
於
て
、

本
文
に
採
り
入
れ
る
こ
と
を
保
留
し
た
、
问

(
「
ィ
」

と
あ
る
注
)

の
(6)
の
ニ
十
四
例
、
及 

び
、

：！
：

(
「
措
本
」

と
あ
る
注
)

の
^)
の
一
例
、
計
二
十
五
例
に
就
て
、

こ
れ
と
同
程
度
•
同
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
に
、

校
注
を
塗
抹



し
、
そ
れ
に
拠
っ
て
本
文
を
改
め
て
い
る
例
が
、
他
の
個
所
で
全
く
認
め
ら
れ
な
い
か
否
か
を
検
討
す
る
点
が
残
る
。

こ
の
巻
の
本
文
は
、

こ
れ
迄
の
諸
例
の
校
比
か
ら
す
れ
ば
、
宋
刊
本
に
近
い
本
文
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
疑
う
余
地
は
存
し
な
い
。
巻 

三
十 

一
•
三

十

三

•
五
十
四
の
三
巻
を
除
く
他
の
巻
に
於
て
は
、
刊
本
よ
り
の
校
注
が
可
成
多
数
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
第
二
次
校
訂 

後

は

、
校
訂
者
も
既
に
こ
れ
は
承
知
の
答
で
あ
る
。

こ
う
い
う
性
質
の
本
文
に
対
し
、
第

三

次

校

訂

に

使

用

さ

れ

た

「
貴
所
之
御
本
」

と 

い
わ
れ
、
校

訂

上

「
ィ
」
本
と
し
て
扱
わ
れ
る
本
は
、

明
か
に
古
鈔
本
系
の
一
本
で
あ
っ
て
、
刊
本
系
本
文
と
の
間
に
は
、
本
文
上
か
な 

り
著
し
い
相
違
が
み
ら
れ
る
。
校
訂
に
際
し
、
若

し

r

ィ
」

本
に
最
初
か
ら
優
位
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
事
は
頗
る
簡
単
で
あ
り
、
唯
、
 

単

に

r

ィ
本
」

に
従
っ
て
、
本
文
を
改
め
れ
ば
よ
い
。

わ

れ

く

は

、

わ
が
国
に
伝
わ
る
古
鈔
本
系
の
本
文
が
、
宋
刊
本
系
の
本
文
よ
り 

も
良
質
で
あ
る
こ
と
を
、
既
に
、
承
知
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
金
沢
本
校
訂
の
時
代
に
於
て
、
当
時
甚
だ
稀
覯
に
属
す
る
宋
刊
本
、
 

或
い
は
そ
の
系
統
の
本
に
も
増
し
て
、

わ
が
古
鈔
本
の
優
れ
た
価
値
を
、
果
し
て
ど
の
程
度
認
識
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

若
し
、
両
本
を
相
対
的
に
、
同
程
度
に
認
め
得
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
著
し
く
存
す
る
相
違
個
所
を
、
校
注
と
し
て
行
間
に
並
記
す
る
こ 

と
は
容
易
に
出
来
て
も
、
最
終
的
に
本
文
を
決
定
す
る
校
定
作
業
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
程
短
期
間
に
は
達
成
し
得
な
い
の
で
は
な 

か
ろ
う
か
。

こ
う
い
う

事
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
校
合
注
に
よ
り

本
文
を
改
変
し
、
後

、
校
注
を
も
塗

抹

し

て

い
る

個
所
、

つ
ま
り
、
既
に
校
訂
の 

終
了
し
た
個
所
を
、
改
め
て
、
見
直
す
こ
と
に
す
る
。

〔餘
ィ
〕

(一
5
7
1

)
唐

有

天

下

(
垂

)

二
百
載
^
.
餘 

本

文

原

字

「
垂
」

を
塗
抹
し
、
「
餘
」

に
改
む
。

後

、
校
注
を
も
抹
消
す
。

こ
の
注

の
外
は
、
各

本

r

垂
」

に
作
る
。I：

奠
ィ
〕

(
1
5
7
2

)
北

方

之

強

代

有

君

長

作

(
殿

)
玄
朔
^
>
奠 

本

文

原

字

「
殿
」

を
塗
抹
し
、r

奠
」

に
改
む
。

後

、
校
注
も
抹
消
す
。

二
三
五



二
三
六

こ
の
注
の
外
は
、
各

本

「
殿
」

に
作
る
。

(一
5
8
0
)

孝

恩

之

罔

極

者

非

(
是

)
典
也
^
>
吾 

本

文

原

字

「
是
」
を
塗
抹
し
、
「
吾
」

に
改
む
。

後

、
校
注
を
も

抹
消
す
。

こ 

の
注
及
び
管
見
抄
本
の
外
は
、
各

本

r

是
」

に
作
る
。

〔恩
ィ
〕

(一
582

)
可

延

(
賞

)
於
弟
姪
^

>

恩 

本

文

原

字

「賞

」

を
塗
抹
し
、
「
恩
」

に
改
む
。
後

、
校
注
を
も
抹
消
す
。

こ
の
注
の
外
、
 

各

本

「
賞

」

に
作
る
。

〔
然
ィ
〕

(一
591

)
必

待

我

哀

栄

之

恩

(
方

)
成尔

始
終
之
孝
1

然 

本

文

原

字

「
方
」
を
塗
抹
し
、r

然
」.
に
改
む
。

後

、

校
注
を
も
抹 

消
す
。

こ
の
注
、
及
び
、
管
見
抄
本
を
除
き
、
各

本

「
方
」

に
作
る
。

〔
之
ィ
〕

(一
595

)
今

方

其

時

司

馬

武

(
卿

)
佐
乎
邦
国
^

>

之 

本

文

原

字

「
卿
」

を

「
之
」

に
改
め
、
後

、
校
注
を
も
抹
消
す
。

こ
の
注 

の
外
は
、
諸

本

「
卿
」

に
作
る
。

こ

、
に
挙
げ
た
例
を
み
れ
ば
、
若
し
初
め
か
ら
、

r

ィ
」
本
に
優
位
を
認
め
て
い
れ
ば
別
で
あ
る
が
、

本
文
と
校
注
と
を
対
等
に
置
て
校 

訂
を
行
い
、
本
文
を
定
め
る
と
な
れ
ば
、

こ

の

例

の

校

訂

•
改
変
の
作
業
は
そ
れ
程
容
易
で
は
な
い
箸
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
校

訂

者

は

r

ィ
」
本
に
優
位
を
認
め
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、
若
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
、
抹 

消
さ
れ
ず
に
残
っ
た
二
十
五
例
も
、

こ
の
例
の
如
く
に
、
処
理
出
来
た
で
あ
ろ
う
。
若
し
、
特

に

r

ィ
」
本
に
優
位
を
認
め
て
い
な
い
と 

す
れ
ば
、

二
十
五
例
と
同
程
度
の
個
所
が
、
既
に
塗
抹
さ
れ
た
個
所
に
も
多
く
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
中
に
、
も
う
少
し
、
本
文
の
決
定 

に
躊
躇
を
示
す
よ
う
な
例
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
答
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
疑
問
が
残
る
。

つ
い
で
に
、

こ
れ
迄
述
べ
た
中
で
、
疑
問
と
し
て
残
る
点
若
干
を
、

こ
こ
に
纏
め
て
挙
げ
れ
ば
、

⑴
既
に
挙
げ
た
通
り
、
巻

頭

、
篇
数
記
述
の
個
所
に
、



中
書
制
誥
三 

舊

体

凡

二

十

八

道

と
あ
る
。

こ
の
本
文
は
無
論
二
十
八
篇
で
あ
る
が
、r

ィ
」
本
は
三
十
篇
を
も
つ
本
文
で
あ
っ
た
。

若
し
、

第

三

次

校

合

時

にr

ィ
」
本 

と
校
比
し
て
、
実
際
に
ニ
篇
多
い
こ
と
が
分
れ
ば
、
当

然

、
そ
の
ニ
篇
は
、
増
校
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
行
わ 

れ
ず
に
、
う

ち

一

篇

の

み

が

「
或
本
」

か
ら
補
わ
れ
て
、
当
該
篇
裏
に
書
加
え
ら
れ
た
。
他
の
巻
に
於
て
も
、
継
足
し
や
裏
書
の
形
で
増 

校
は
行
わ
れ
、
現
に
、

こ
の
巻
で
も
一
篇
は
補
わ
れ
て
い
る
。

と

す

れ

ば

r

卅
ィ
」

と
い
う
校
注
は
、
校
訂
に
当
っ
て
、
実
際
に
三
十
篇 

を
も
つ
本
に
拠
っ
て
加
え
ら
れ
た
校
注
で
あ
る
か
、
稍

>
疑
問
が
残
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、

こ
の
本
文
の
底
本
と
な
り
、
第
一
次
校
合
時
に
使
用
さ
れ
た
鈔
本
、
及
び
第
三
次
校
合
時
の
鈔
本
に
も
、
夫
々
の 

本
文
に
校
注
は
加
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
校
注
は
、
第
一
.次

•
第
三
次
校
合
時
に
、
如
何
に
処
理
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と 

分
る
よ
う
な
、
特
別
な
表
記
で
明
示
す
る
処
置
は
認
め
ら
れ
な
い
。

「
ィ
」
「
摺
本
」

と
あ
る
注
に
し
て
も
、

実
は
、

内
容
上
夫
々
異
る
二
種
が
あ
り
、
普
通
の
校
注
の
外
に
、
塗
抹
さ
れ
、
本
文
は
既
に 

改
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
原
字
と
同
じ
文
字
を
も
つ
本
文
が
あ
る
と
、

そ

れ

に

「
ィ
」

や

「
措
本
」

を

附

し

て

校

注

と

す

る

場

合

が

あ 

る
。

こ
の
二
つ
の
区
別
は
、
外
形
上
は
全
く
識
別
出
来
ず
、
唯

、
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
る
外
に
手
段
は
な
い
。
校
注
の
拠
る
と
こ 

ろ
の
本
文
の
表
記
の
仕
方
が
こ
の
程
度
に
曖
昧
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

r

ィ
」
本
の
本
文
自
体
に
施
さ
れ
て
い
る
校
注
を
も
、
 

同

じ

く

「
イ
」

と
し
て
書

入
れ
る
こ
と
は
あ
り

得

る

こ
と
、

思
わ
れ
る
。

(一
573

)
朕
在
東
宮
時
先
皇
帝
垂
慈
聖
之
徳

(一
579

)
今
仍
古
制
亦
命
領
征
鎮
者
必
先
礼
胰
而
後
升
聞

、
奢

、
東
ィ

に
み
ら
れ
る
、
「
ィ
」

と
あ
る
夫
々
ニ
つ
の
校
注
は
、
或
い
は
、

こ
の
表
わ
れ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

ニ
三
七



二
三
八

⑵

こ
う
い
う

見
方
に
立
て
ば
、

こ
の

巻

に

於

け

る
、

第
一
次
の
典
拠
の
示
さ
れ
て
い
な
い

校
注
の
中
に
交
る
、
誤

字

•
脱
字
の
訂
正
の 

範
囲
を
越
え
る
、
系
統
の
相
違
の
明
か
な
本
文
に
よ
る
校
注
も
、
校
注
上
の
表
記
の
仕
方
は
同
様
で
あ
っ
て
も
、
或
い
は
、
別
種
の
本
文 

を
示
す
校
注
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
根
拠
を
知
る
手
懸
り
は
な
い
。

い
ま
は
、
疑
問
と
し
て
残
す
外
は
な
い
。

⑶

そ
の
他
、
極

く

少

数

の

校

注

「
或
本
」
「
一
本
」
が
如
何
な
る
本
で
あ
る
か
、

及
び
、

校

注

に

施

さ

れ

て

い

る

合

点

(
塗
抹
さ
れ
た 

校
注
の
場
合
は
よ
り
多
く
施
さ
れ
、
塗
抹
さ
れ
な
い
校
注
に
は
こ
れ
よ
り
少
な
い
)
が
何
を
意
味
す
る
か
、
何
れ
も
明
か
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
疑
問
点
か
ら
み
れ
ば
、

こ
の
巻
の
本
文
と
対
校
さ
れ
た
本
は
、

一
応
、
校
合
識
語
に
み
ら
れ
る
通
り
で
は
あ
ろ
う
が
、

そ
の 

本
文
に
は
、
更
に
、

そ
の
名
を
識
語
に
留
め
な
い
別
の
本
も
、
実
際
に
は
、
幾
本
か
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
巻
三
十
三 

に
於
て
は
、
校
合
に
使
用
さ
れ
た
本
と
校
注
と
が
略
i
対
応
す
る
が
、
他
の
巻
で
は
、
例

え

ば

r

江
本
」

な
ど
と
、
校
合
識
語
に
は
示
さ 

れ
て
い
な
い
も
の
が
、
数
多
く
弓
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
事
は
推
察
さ
れ
る
。

以
上
、
巻
三
十
三
に
み
ら
れ
る
校
注
の
塗
抹
、
そ
れ
に
伴
う
本
文
原
字
の
改
変
を
中
心
に
し
て
、
校
訂
の
仕
方
に
就
て
述
べ
た
。

最
後
に
、
参
考
の
た
め
に
、

こ
の
巻
三
十
三
に
み
ら
れ
る
校
訂
作
業
の
仕
方
が
、
金
沢
文
庫
本
現
存
の
巻
す
ベ
て
の
巻
に
同
様
に
行
わ 

れ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
、
各
巻
の
底
本
の
性
質
に
従
っ
て
、
夫
々
に
相
違
が
み
ら
れ
る
の
か
、

つ
ま
り
、
校
訂
者
が
各
巻
本
文
の
相
違 

を
ど
の
程
度
理
解
し
て
い
た
か
を
み
る
為
に
、
若
干
の
検
討
を
加
え
よ
う
。

一
、
巻
三
十
一
に
つ
い
て 

こ
の
巻
が
巻
三
十
三
と
、

そ
の
底
本
の
性
質
、
そ
の
他
全
般
に
亘
り
、
極
め
て
近
い
こ
と
は
既
に
屢

 々

述
べ
た
。

こ
の
巻
に
加
え
ら
れ
た
校
訂
の
仕
方
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
は
巻
三
十
三
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

校
注
の
種
類
も
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
も
の
、

「
摺
本
」

と
あ
る
も
の
、

「
ィ
」

と
あ
る
も
の
、

の
三
種
が
大
部
分
で
あ
り
、

外
に
、
 

r

ィ
本
」
(
三
ヶ
所
)
、
「
或
本
」
(
ニ
ヶ
所
)
、
「
一
本
」
(
一
ヶ
所
)

と
あ
る
も
の
が
あ
る
。



こ
れ
ら
の
校
注
の
塗
抹
、
本
文
改
変
の
有
無
、
併
記
な
ど
の

状
態
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
の
う
ち
、
八
十
八
ケ 

所
は
塗
抹
さ
れ
、
そ
の
う
ち
六
ケ
所
を
除
き
、

こ
れ
に
拠
り
本
文
原
字
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。
塗
抹
さ
れ
な
い
も
の
は
、
十
四
ケ
所
に
過 

ぎ
ず
、
そ
の
大
部
分
は
、
卷
三
十
三
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
憙

」

「
典

」

な
ど
と
、

本

文

の

正

字

(
「
憲

」
「
典

」
)

に
対
し
、

当
時
通
用
の 

文
字
を
注
記
し
た
も
の
が
多
く
、
結

局

、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
塗
抹
さ
れ
、
且
つ
、

こ
れ
に
拠
り
本
文
原
字 

を
改
変
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

次
に
、
「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
巻
三
十
三
の
場
合
と
同
じ
く
、

そ
の

数
は
少
な
く
、

う
ち

十
ケ
所
は
塗
抹
さ
れ
、
 

本
文
原
字
も
こ
れ
に
拠
り
改
変
さ
れ
て
い
る
。
塗
抹
さ
れ
ず
に
、
行
間
に
併
記
さ
れ
る
も
の
は
十
八
ケ
所
あ
り
、
う
ち
、

六
ケ
所
は
既
述 

し
た
、
塗
抹
さ
れ
た
本
文
原
字
を
、
改
め
て
行
間
に
留
め
る
た
め
の
注
で
あ
る
。

ま
た
、

ニ
ケ
所
の
校
注
は
、
注
字
の
方
が
誤
写
さ
れ
た 

と
覚
し
き
も
の
で
あ
り
、
結

局

、
行
間
に
併
記
さ
れ
る
だ
け
の
意
味
を
も
つ
校
注
は
十
ケ
所
で
あ
る
。

次
に
、r

ィ
」

と
あ
る
校
注
で
あ
り
、
う
ち
、

五
十
五
ケ
所
は
塗
抹
さ
れ
、

こ
れ
に
拠
て
、
本
文
も
す
ベ
て
改
変
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
 

塗
抹
さ
れ
ず
に
行
間
に
併
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
五
十
ニ
ケ
所
で
あ
る
が
、
前
記
、
卷
三
十
三
の
場
合
と
同
じ
方
法
に
従
っ
て
、

こ
の
内 

容
を
個
々
に
吟
味
し
て
ゆ
く
と
、

二
十
五
ケ
所
が
、
併
記
さ
れ
る
だ
け
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

以
上
、
卷
三
十
一
の
校
注
を
検
討
し
た
結
果
、
「
摺
本
」r

ィ
本
」

と
あ
る
校
注
の
う
ち
、
塗
抹
さ
れ
ず
に
併
記
さ
れ
る
も
の
が
、
卷
三 

十
三
に
比
し
て
若
干
そ
の
数
が
多
い
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
校
定
さ
れ
た
新
し
い
本
文
を
作
ろ
う
と
す
る
意
図
に
於
て
は
、
全

く

同
様 

の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
卷
三
十
一
と
三
十
三
が
、

そ
の
底
本
の
性
質
に
於
て
も
極
め
て
近
い
こ
と
を

考
え
れ
ば
、

こ
の
結
果
は
蓋
し
当 

然
で
あ
ろ
う
。

一
、
卷
五
十
四
に
つ
い
て 

底
本
が
刊
本
で
あ
る
点
で
、
卷

三

十

一

•
三
十
三
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
比

較

の

意

味

か

ら

取

上

げ

二
三
九



ニ
四
〇 

る
。こ

の
巻
の
校
注
の
種
類
は
、
典

拠

の

示

さ

れ

な

い

も

の

(
但
し
、

こ
の
巻
は
本
文
も
奉
重
の
筆
に
成
り
、
誤
写
が
少
な
い
事
も
あ
っ
て 

か
、

そ
の
数
は
比
較
的
少
な
い
)
、r

菅

」
或

は

r

菅
大
府
卿
本
」

と

あ

る

も

の

(
底
本
が
刊
本
で
あ
る
旨
が
校
合
識
語
に
明
記
さ
れ
て
い 

る
の
で
、
「
措
本
」

よ
り
の
校
注
は
な
く
、

そ
の
代
り
に
菅
家
本
に
よ
る

校
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
)
、

及

び

r

ィ
」

と
あ
る
も
の
と
ニ 

種
類
が
主
要
な
も
の
で
あ
り
、

外
に
、

「
唱
和
集
」

と

あ

る

も

の

(
こ
れ
は
、
或
い
は
、
菅
家
本
々
文
に
施
さ
れ
て
い
る
校
注
の
転
写
か 

も
知
れ
な
い
)

三
ヶ
所
、
「
或
本
」
「
一
本
」

と
あ
る
も
の
夫
々
一
ヶ
所
が
あ
る
。

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
も
の
の
中
、
塗
抹
さ
れ
、
本
文
原
字
も
こ
れ
に
拠
り
改
変
さ
れ
て
い
る
個
所
、

三
十
八
ヶ
所
、
塗
抹
さ
れ
ず
行
間 

に
併
記
さ
れ
て
い
る
も
の
、

十
七
ヶ
所
で
あ
る
が
、
う
ち
、

七
ヶ
所
は
こ
れ
り
拠
り
本
文
原
字
が
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
塗
抹 

に
準
ず
る
も
の
と
見
做
せ
ば
、
実
際
は
十
ヶ
所
と
な
る
。

「
菅

」

と
あ
る

校
注
の
う
ち
、
塗
抹
さ
れ
、

こ
れ
に
拠
り
本
文
原
字
も
改
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
三
十
九
ヶ
所
で
あ
る
が
、
塗
抹
さ
れ 

ず
に
行
間
に
併
記
さ
れ
る
の
は
七
十
三
ヶ
所
で
あ
り
、
う
ち
、

ニ
ヶ
所
は
こ
れ
に
よ
り
本
文
原
字
が
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
塗 

抹
に
準
ず
る
も
の
と
見
做
せ
ば
、

七
十
一
ヶ
所
と
な
り
、
何
れ
に
せ
よ
、
後
者
の
数
の
方
が
遙
か
に
多
い
。

こ
の
傾
向
は
次
の
、
「
ィ
」

と
あ

る

校

注

に

於

て

も

同

様

で

あ

り

(
但
し
、

r

菅
本
」

と

r

ィ
」
本

と

は

共

に

古

鈔

本

で

あ

る

と

思

わ 

れ
、
前
者
よ
り
の
校
注
が
既
に
多
く
施
さ
れ
た
後
で
あ
る
の
で
、
そ
の
数
は
多
く
は
な
い
。
)
、
塗
抹
さ
れ
、

こ
れ
に
拠
り
本
文
原
字
が
改 

変
さ
れ
た
も
の
八
ヶ
所
で
あ
る
の
に
対
し
、
塗
抹
さ
れ
ず
、

行
間
に
併
記
さ
れ
る
も
の
二
十
七
ヶ
所
が
あ
る
。

(
外
に
、
同
じ
く 

r

ィ
」 

と

し

て

、
塗
抹
さ
れ
た
本
文
原
字
を
行
間
に
残
す
為
に
、
校
異
注
が
書
入
れ
ら
れ
た
も
の
二
十
一
ヶ
所
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
無
論
数
に
入 

れ

な

い

。
)



以
上
で
明
か
な
如
く
、
同

じ

く

刊

本

を

底

本

に

し

な

が

ら

(
尤
も
、
卷
五
十
四
は
刊
本
を
底
本
と
し
て
本
文
を
書
写
し
た
人
自
身
が
校 

訂
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
卷
三
十
一
本
文
は
、
何
れ
か
の
段
階
に
於
て
刊
本
を
底
本
と
し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
巻
三
十
一
現
存 

本
々
文
の
書
写
者
及
び
校
訂
者
は
、

こ
の
事
を
充
分
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
に
述
べ
る
が
、

こ
れ
は
巻
三
十
三
に
於
て
も 

全
く
同
様
で
あ
る
。y

校
訂
の
仕
方
に
於
て
、
巻
五
十
四
は
、
巻
三
十 

一
*
一一
十
三
と
は
相
違
し
、
新
し
く
校
訂
さ
れ
た
本
文
を
作
る
と 

い
う
ょ
り
も
、
校
合
注
を
施
す
こ
と
に

主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
、
其
の
他
の
巻
に
つ
い
て 

巻
三
十 

一
•
三

十

三

•
五
十
四
と
い
の
文
集
金
沢
本
の
う
ち
で
は
稍
>
特
異
な
巻
に
限
ら
ず
、
古
鈔 

本
系
の
卷
々
の
校
訂
の
仕
方
に
も
若
干
触
れ
る
た
め
に
、
卷
十
二
を
取
上
げ
る
。

こ
の
巻
に
は
、
唐
紗
本
の
重
鈔
で
あ
る
こ
と
を
示
す
わ 

が
国
入
唐
僧
恵蓦

の
本
奥
書
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
文
が
由
緒
深
い
巻
で
あ
る
。

校
注
の
種
類
と
し
て
は
、
他
の
多
く
の
巻
と
同
様
に
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
も
の
、
「
摺
本
」

と
あ
る
も
の
、
「
イ
」

と
あ
る
も
の
の
三 

種
が
主
要
な
も
の
で
あ
り
、
他
に
、r

ィ
本
」
(
四
ヶ
所
)

「
一
本
」
(
五
ヶ
所
)

「
或
本
」
(
三
ヶ
所
)

「
或

」
(
一
ヶ
所
)

「
本

」
(
一
ヶ
所
)

「
江 

本

」
(
一
ヶ
所
)
と
あ
る
も
の
が
、
夫
々
若
干
み
ら
れ
る
。

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
の
う
ち
、
百
十
七
ヶ
所
は
塗
抹
さ
れ
、

そ
の
う
ち
五
ヶ
所
を
除
き
、

こ
れ
に
ょ
り
本
文
原
字
も
改
変
さ
れ
て 

い
る
。
塗
抹
さ
れ
ず
に
、
行
間
に
校
合
注
と
し
て
併
記
さ
れ
る
も
の
は
、
十
九
ヶ
所
と
極
め
て
少
な
く
、
然

も

、
そ
の
う
ち
五
ヶ
所
は
こ 

れ
に
拠
り
本
文
原
字
が
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
、
塗
抹
に
準
ず
る
と
見
做
せ
ば
、
十
四
ヶ
所
が
残
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
の
う
ち
、
塗
抹
さ
れ
、

こ
れ
に
拠
り
本
文
原
字
も
改
変
さ
れ
て
い
る
の
は
、

三
ヶ
所
に
過
ぎ
な
い
が
、

こ
れ
に 

反
し
、
塗
抹
さ
れ
ず
、
校
合
注
と
し
て
行
間
に
併
記
さ
れ
る
も
の
は
百
九
ヶ
所
の
多
き
に
の
ぼ
る
。

「
ィ
」

と
あ
る
校
注
は
比
較
的
少
な
く
、
塗
抹
さ
れ
た
も
の
は

一
ヶ
所
も
見
当
ら
ず
、
塗
抹
さ
れ
ず
、
校
合
注
と
し
て

行
間
に
併
記
さ

ニ
四
一



ニ
四
ニ

れ
る
の
も
三
十
三
ヶ
所
で
あ
り
、
う
ち
、

ニ
ヶ
所
は
塗
抹
さ
れ
た
本
文
原
字
を
留
め
る
為
に
注
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

一
ヶ
所 

は
こ
れ
に
拠
り
本
文
原
字
が
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
、
塗
抹
に
準
ず
る
も
の
と
す
れ
ば
、
実
際
は
三
十
ヶ
所
と
な
る
。

以
上
か
ら
み
て
、

こ
の
巻
十
二
は
、
先
ず
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
に
於
て
の
み
は
、

こ
れ
を
塗
抹
し
て
こ
れ
に
拠
り
本
文
を
改
め
て 

は
い
る
が
、
他

の

「
摺
本
」r

ィ
」

と
い
う
校
注
の
大
半
は
、

こ
れ
を
行
間
に
併
記
す
る
に
留
め
る
の
み
で
あ
っ
て
、

新
し
い
校
定
本
文 

に
ま
で
纏
め
る
意
図
は
み
ら
れ
な
.い
。

と
い
う
の
は
、

こ
の
本
文
自
体
が
比
較
的
良
質
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
本
文
と
摺
本
の
そ
れ
と
が
大 

き
く
相
違
し
、
飽
迄
も
、
現
本
文
が
主
、
校
注
は
従
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

い
ま
、
巻
三
十
三
の
校
訂
の
仕
方
に
対
す
る
参
考
と
し
て
、
巻

三

十

一

•
五
十
四
の
外
に
、
巻
十
二
を
取
上
げ
た
。
巻
十
二
以
外
の
巻 

も

、

詳
細
に
検
討
す
れ
ば
各
卷
夫
々
校
訂
上
相
違
す
る
点
は
み
ら
れ
る
が
、

略
そ
こ
れ
と
傾
向
を
同
じ
く
す
る
。

と
す
れ
ば
、

卷
三
十 

一
•
三
十
三
の
両
巻
の
校
訂
の
仕
方
は
、
他
巻
と
若
干
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
は
、

一
部
全
巻
が
揃
っ
た
本
を
底
本
と
し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
文
上
系
統
を
異
に
す
る
も
の
、
 

系
統
は
同
じ
で
あ
る
が
、
既
に
本
文
上
若
干
相
違
を
生
じ
た
も
の
、

こ
れ
ら
諸
種
の
本
が
取
合
せ
ら
れ
て
成
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
各 

巻
の
校
訂
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
夫
々
詳
細
に
検
討
し
、

そ
の
相
違
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
巻
三
十
三
の
校
訂
に
関
す
る
検
討
の 

結
果
、

こ
の
卷
が
卷
三
十
一
と
共
に
、
現
存
金
沢
本
の
中
で
、
特
異
な
卷
で
あ
る
こ
と
を
、
校
訂
者
自
か
ら
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

校
合
注
の
塗
抹
や
、

そ
れ
に
伴
う
本
文
の
改
変
の
問
題
に
附
随
し
て
、
最
後
に
、

ヲ
コ
ト
点
や
訓
点
の
改
変
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
置 

き
た
い
。

こ
れ
は
校
訂
者
が
校
訂
に
使
用
し
た
本
文
を
如
何
に
評
価
し
て
い
た
か
を
、
異
る
側
面
か
ら
知
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
巻
の
校
合
識
語
に
、

貞
永
ニ
年
正
月
五
日
校
合
了\

同
十
七
日
朱
了\

同
二
月
廿
八
日
委
点
了



建
長
四
年
四
月
十
五
日
伝
下
貴
所
御
本
重
移
点
了

と
あ
る
の
で
、
少
く
と
も
、
点
本
か
ら
二
度
移
点
が
行
わ
れ
て
い
る
。
他
の
巻
に
於
て
も
、
若
干
の
例
外
の
巻
を
除
け
ば
、

こ
れ
は
同
様 

で
あ
る
。

例
え
ば
巻
十
二
な
ど
は
、

ニ
本
の
点
本
に
、
詩

文

の

切

り

方

•
ヲ

コ

ト

点

(
星
点
)
の
位
置
の
相
違
、

つ
ま
り
読
み
方
の
違
い
や
、

送 

仮
名
の
相
違
な
ど
、
多
く
の
相
違
点
が
み
ら
れ
、

恐
ら
く
は
、

後
に
施
さ
れ
た
点
本
に
従
っ
て
、

塗
抹
や
書
加
え
が
随
所
に
行
わ
れ
て 

い
る
。

ま
た
前
述
の
如
く
、
巻
十
七
に
特
に
顕
著
で
あ
る
が
、
同

一

の

ヲ

コ

ト

点

•
訓
点
が
二
度
重
ね
て
打
た
れ
て
い
る
個
所
も
屢
々
み 

ら
れ
る
。

こ
れ
に
比
す
れ
ば
、

こ
の
巻
に
対
す
る
二
種
の
点
本
(
貞
永
ニ
年
書
写
の
本
文
及
び
建
長
四
年
書
写
の
本
文
の
点
)

に
は
、

そ
れ
程
著 

し
い
相
違
は
存
し
な
い
ら
し
く
、
従
っ
て
、
改
変
は
他
巻
に
比
し
て
極
め
て
少
な
い
。

ヲ
コ
ト
点
は
星
点
•
線
点
を
含
め
て
訓
読
に
必
要 

な
最
少
限
は
施
さ
れ
て
い
る
が
、
送

仮

名

•
読
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
個
所
は
比
較
的
少
な
い
。
仮
名
に
は
、
細
筆
と
稍
肉
太
と
の
二
種 

が
あ
り
、
校
注
の
筆
致
な
ど
と
も
比
較
す
れ
ば
、
前
者
が
第
一
次
、
後
者
が
第
三
次
校
合
時
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
但
し
、
こ

の

両
筆 

は
、
元
来
同
一
人
の
筆
で
あ
る
の
で
、

こ
の
総
て
を
第
一
.
三
次
に
厳
密
に
区
分
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
程
容
易
で
は
な
い
。

い
ま
、
第
三
次
、r

ィ
」
本
に
よ
り
、

こ
れ
よ
り
前
の
訓
点
を
改
変
し
て
い
る
若
干
の
例
を
挙
げ
る
。
(
ヲ

コ
ト

点
は
平
仮
名
に
翻
記

。
) 

(一
573

)
蓋

•
欲
四
表
ニ
三
子
道
•
不
虚
1
行

而

明

，％
 

•
一
 

人

徳

•
无

，
ー
不
レ
報
,
也 返

点

「
四
」

は

も

と

「
三
」

(
「
三
」

は
細 

筆

)
を
改
む
。
「
三
」

は

も

と

「
一
一
」
(
下

の

「
ニ
」

は
細
筆
、
上

の

「
一
」

は
稍
i
肉
太
筆
)
、
「
ニ
」

は

も

と

r
一

」
。r

一

」

は
も 

と
無

く

、

新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
明
」

に

ヲ
コ
ト

点

「
こ

と

を

」
あ
る
を
塗
抹
す
。
「
人
」
に

ヲ
コ
ト

点

「
か
」 

あ

る

を

墨「
•
」

に
て
抹
消
し
、
更
に
こ
れ
を
塗
抹
す
。

二
四
三



ニ
四
四

(

1

)

欲

レ

使

ァ

天

-
下

知

ホ
尔

父

•
兄

•
忠

-
順

之

若

レ

彼

•
而

国

-
家

•
報

—
施
之
如
レ
此
上
。

可

依

前

件 

「
上

」
「下
」
が

細
筆
で

ラ

あ
る
の
に
比
し
、
「
中
」

の
み
稍
肉
太
、
「
知
」

と

訓

「
ラ
」

の
間
に
無
理
に
書
加
ぇ
た
風
に
み
ぇ
る
。
第
三
次
に
追
加
か
。

(一
590

)
区
-
区

万

州

.
豈

•
尽

所

用 

も

と

「
区
区
」

と

い

う

朱

ヲ

コ

ト

点

(
「
ユ

は

淡

朱

筆

)
の

上

に

更

に

朱

「
た
る
」
〈
濃 

朱

筆

)
を
加
う
。
朱
筆
の
色
等
よ
り
、
同
時
期
に
於
て
訂
正
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
第

三

次

点

に

於

て

「
た
る
」

に
訂
正
さ
れ
た 

も
の
と
思
わ
れ
る
。

(一
595

)
昔

•
先

—
皇

—
帝

•
知
尔

有

材

元

—
和

已

1
来

•
応

丨

用

不

暇

 

「
不
」

の

「
シ
ム
」
が
塗
抹
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
恐
ら
く 

第
三
次
校
訂
時
で
あ
ろ
う
。

(

、こ

今

•
方

其

時

•
司

馬

.
武

(
卿

)

佐

(
平

)

邦
国 

原

本

文

r

武
卿
」
「
佐

平

」
に
作
る
を
、
第
三
次
校
訂
時
に
、r

ィ
」

〔
乎
ィ
〕

本
に
拠
り
、
「
武
之
」

「
佐
乎
」

に
改
む
。

(
「
之
」

に
作
る
の
は
金
沢
本
の
み
で
あ
る
。

「
乎
」

に
作
る
本
は
、
他

に

宋

刊

本

.
朝
鮮 

3̂
-本

.
那
波
本
が
あ
る
。
)

は

じ

め

「佐
平
」

と
い
う
||
を
施
し
て
あ
っ
た
が
、
「
ィ
」
本

に

よ

り

「
佐

乎

邦

国

」

と
い
う
ヲ
コ
ト 

点
を
施
し
、
「
タ
リ
」

は
塗
抹
す
。

以
上
が
訓
点
に
於
け
る
改
変
の
主
要
な
個
所
で
あ
り
、

そ
の
数
は
他
の
巻
に
比
し
て
極
め
て
少
な
い
。

こ
れ
は
、

こ
の
巻
に
於
け
る
訓 

点

(
ヲ

コ
ト
点
を
除
き
)
そ
の
も
の
が
少
な
い
こ
と
と
、

点
本
ニ
本
の
間
の
相
違
が
余
り

み
ら
れ
な
い
こ
と
と
の

二
つ
に
起
因
す
る
と
い 

え

よ

う

。

二
種
の
点
本
か
ら
、

時

を

距

て

、
移
点
す
る
に
当
っ
て
、

読
仮
名
等
は
併
記
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、

(
一
5
7
3

)

(
1
5
8
2
)

の
如 

く
、
返
点
に
相
違
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、
後
の
訓
点
に
従
う
の
は
止
む
を
得
な
い
し
、

こ

、
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
が
、
句
読
点
の
打
ち
方 

が
相
違
す
る
場
合
な
ど
も
、
併
記
す
る
こ
と
は
寧
ろ
混
乱
を
招
く
こ
と
に
も
な
る
。

こ
れ
も
、
後
の
本
に
従
う
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま



た
、(一

5
9
5

)

の

第

二

例

の

ご
と
く
、

本

文

が

改

変

さ

れ

V

ば
、

訓
も
こ
.れ

に

従

っ

て

変

る

の

は

当

然

と

い

え

る

- 

用

例

が

少

な

い

の

で

、
断

定

的

に

は

い

え

な

い

が

、

こ

の

巻

に

於

け

る

二

種

の

点

本

よ

り

の

移

点

に

関

し

て

は

、

特

に

後

の

本

、
即
ち 

「ィ

J

と

あ
る
本

を

よ

り

尊

重

す

る

と

い

ぅ

、

明

確

な

態

度

が

あ

っ

た

と

み

る

よ

り

は

、
校

訂

者

が

二

種

の

訓

を

処

理

し

易

い

方

法

に

従 

っ
て
、

整

理

し

た

と

み

る

の

が

穏

当

で

あ

ろ

ぅ

。

こ
の
卷

の

ヲ

コ
ト
点

を

帰

納

し

、

ま

た

、
訓

の

仮

名

を

表

示

す

れ

ば

、
図

版

9 

(
三
ー
〇
頁
)

の

如

く

に

な

る

。

(
註
)

星
点
は
、
無
論
、
す
べ
て
朱
筆
に
よ
る
が
、
線
点
は
、
「
ョ
リ
」r

モ
」
「
セ
リ
」
(
右

.
中
央
)r

ク
」
を
除
き
、
朱
墨
両
様
で
あ
る
。
音
.
 

訓
読
符
、
音

.
訓
合
符
も
朱
墨
両
様
で
あ
る
。

築

島

裕

編r

點

圖

集

(
稿
本
)
」
(
昭
和
四
七
年
)
に
拠
り
、
こ
、
に
施
さ
れ
た
点
は
「
九
、

古
紀
伝
点
(
丙
点
図
)
」
に
該
当
す
る
。

但
し
、
 

若
干
、
点
図
に
合
わ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。
声
点
は
稀
に
施
さ
れ
、
濁
音
符
は
認
め
ら
れ
な
い
。

白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
各
巻
の
ヲ
コ
ト
点
は
、
古
記
伝
点
で
は
あ
る
が
、
線
点
に
は
巻
に
よ
り
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、
 

各
巻
、
ニ
本
の
点
本
よ
り
移
点
さ
れ
、
ま
、
、
ヲ
コ
ト
点
が
重
ね
て
打
た
れ
て
い
る
。
こ
の
事
に
関
し
て
は
、
全
巻
に
亘
る
精
査
が
終
了
し
て 

い
な
い
の
で
、
別
の
機
会
に
一
括
し
て
述
べ
る
。

註

⑴

筆
者
は
®
^
四
十
八
年
度
、
財
団
法
人
三
島
海
雲
記
念
財
団
よ
り
「
白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
の
赤
外
線
写
真
に
よ
る
復
元
的
研
究
」
に
対
し
、
学 

術
奨
§

を
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
申
請
の
た
め
の
基
礎
的
調
査
と
し
て
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
登
石
健
三
.
橋
本
弘
次
両
氏
の
御
協
力
を
得
て
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵 

白
氏
文
集
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
#
三
十
一
に
つ
き
、
同
文
庫
当
局
の
御
厚
意
に
よ
り
、
再
度
に
亘
り
、
赤
外
線
フ
ィ
ル
ム
を
始
め
、
パ
ン
ク
n

s

s 

(
パ
ッ
ク
)
等
を
使
用
し
て
、
巻
子
本
で
あ
る
同
巻
を
ガ
ラ
ス
の
台
上
に
載
せ
、
透
過
光
線
を
利
用
す
る
な
ど
、
種
々
の
方
法
に
よ
り
実
験
的
撮

ニ
四
玉
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六

影
を
行
い
、
金
沢
本
に
対
す
る
略
，
妥
当
な
撮
影
方
法
を
見
出
し
た
。
こ

の

実
験
結
果
に
つ
い
て
は
、
大
東
急
記
念
文
庫
刊
「
か
が
み
」

一
九 

号
所
載
予
定
原
稿
「古
鈔
本
の
調
査
と
特
殊
撮
影
写
真
——

白
氏
文
集
金
沢
本
卷
三
十
一
に
よ
る
——

」
に
報
告
し
た
。

昭
和
四
十
八
年
七
月
三
日
、
天
理
図
書
館
当
局
の
御
厚
意
に
よ
り
、
同
館
蔵
卷
三
十
三
を
、
橋
本
氏
に
依
頼
し
、
パ
ン
ク
ロ 
S

S 

(
パ
ッ
ク
)
の 

フ
ィ
ル
ム
を
使
用
し
て
、
同
じ
く
ガ
ラ
ス
台
上
に
載
せ
て
撮
影
し
た
。
出
来
上
っ
た
焼
付
写
真
を
み
る
と
、
行
間
校
合
注
で
塗
抹
し
た
個
所
で
、
 

従
来
の
写
真
で
は
文
字
と
し
て
識
別
し
得
な
い
個
所
も
、
充
分
に
判
読
出
来
、
ま
た
、
何
人
の
筆
で
あ
る
か
も
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
小
論
の
初
稿
は
昭
和
四
十
七
年
末
に
、

一
応
、
脱
稿
し
た
が
、
印
刷
に
附
す
る
迄
に
、
猶
、
時
間
が
存
し
た
の
で
、
新
し
く
撮
影
し
た
写
真 

に
よ
り
、
全
篇
に
亘
り

、

総
点
検
す
る
こ
と
が
出
来
、
こ

れ

に

よ

り

、

従
来
推
定
に
止
ま
っ
て
い
た
個
所
を
、
確
認
し
得
た
個
所
も
存
す
る
。

四

前

章

に

於

て

、
金

沢

本

に

施

さ

れ

た

校

訂

の

仕

方

に

つ

い

て

み

て

き

た

。

そ

し

て

、

そ

の

校

合

注

に

は

、
校

注

と

し

て

行

間

に

併

記

す 

る

仕

方

と

、

一

旦

は

行

間

に

併

記

し

た

後

、

そ

れ

に

拠

っ

て

本

文

を

改

め

る

た

め

に

、
本

文

該

文

字

を

塗

抹

し

、

そ

の

上

に

校

注

の

文

字 

を

改

め

て

書

き

加

え

、

そ

の

後

、

校

注

を

も

、
改

め

て

塗

抹

す

る

と

い

ぅ

仕

方

と

の

、

二

方

式

の

存

す

る

こ

と

が

明

に

な

っ

た

。

そ
し
て
、

後

者

の

場

合

、

こ
の
方

法

に

よ
っ
て
、

誤

字

が

改

め

ら

れ

る

程

度

の

こ
と
は
無
論
極
め
て

多

い

が

、
単

に

そ

れ

に

留
ら

ず

、
 

本

文

の

系

統

を

異

に

す

る

、

異

種

の

本

文

の

文

字

に

改

め

ら

れ

て

い

る

個

所

も

尠

く

な

い

こ
と
が

分

っ

た

。

ま

た

、

校

合

注

は

施

さ

れ

て

い

な

い

が

、
或

る

文

字

に

加

筆

し

て

、

こ
れ
も
、
本

文

の

系

統

か

ら

す

れ

ば

、
異

種

の

本

文

の

文

字

に

書 

き

改

め

ら

れ

る

こ
と
も

あ

る

こ
と
も

認

め

ら

れ

た

。

い
ま
、

こ

の

巻

の

本

文

が

、
唯

寂

房

の

手

に

よ

り

書

写

さ

れ

た

「
寛

喜

三

年

四

月

十

八

日

」

直

後

の

、

つ
ま
り
、
校

訂

作

業

の

手

が一



切
加
え
ら
れ
て
い
な
い
本
文
を
卷
三
十
三
原
本
文
と
名
付
け
る
と
す
れ
ば
(
こ
の
個
所
よ
り
以
前
の
、
及
び
、

こ
れ
以
後
の
使
用
例
の
意 

味
も
こ
れ
に
同
じ
)
、
現
在
み
ら
れ
る
本
文
は
、
誤

字

•
脱
字
等
も
補
正
さ
れ
る
と
同
時
に
、

系
統
の
異
る
本
文
に
よ
っ
て
、

か
な
り
改 

変
が
加
え
ら
れ
、

こ
れ
ま
で
に
曾
て
存
在
し
な
い
、
新
し
く
校
定
さ
れ
た
本
文
と
な
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
前

稿

(
巻
三
十
一
を
対
象
と
す
る
)

に
於
て
行
っ
た
と
同
様
の
手
続
き
に
よ
り
、

こ
の
巻
三
十
三
の
、
校
訂
以
前
の
、
原
本 

文
に
復
元
し
、

そ
の
本
文
が
如
何
な
る
系
統
に
近
い
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
を
加
え
る
。

初
め
に
、

こ
の
巻
の
実
例
を
以
て
、

一
応
、
改
変
の
操
作
、
並

び

に

そ

の

過

程

を

説

明

す

れ

ば

(
他
巻
の
例
に
つ
い
て
は
前
稿
参
照
)
、

〔将
ィ
〕

(
一

5
7
8
)

而

不

致

於

急

官

要

職

者

(
安

)
(
司

)
以
紀
綱
庶
政
而
羽
儀
朝
廷
焉 

原

本

文

「
安
」

「
司
」
(
「
司
」

は

「
可
」

の
誤
写
で 

あ
ろ
う
)

に
作
る
。
「
安
」

を

塗

抹

し

r

将
」

に
改
め
、
校

注

r

将
ィ
」
を
も
塗
抹
す
。
「
司
」
に

加

筆

し

て

(
但
し
、
「
何

」
に
改
め 

る
前
に
、
「
司
」
を

「
可
」

に
改
め
て
い
る
、
第
一
次
の
加
筆
が
認
め
ら
れ
る
。
「
何
」

に
改
め
る
に
当
り
、
「
一
」

を
も
う
一
度
書
き 

加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
)
、

「
何
」

に
改
む
。

こ
の
改
変
個
所
を
、
諸
本
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
南

宋

紹

興

年

間

刊

本

(
こ
れ
以
前
の
個
所
を
も
含
め
、

以

後

r

宋
本
」

と
略
称
す
)• 

朝

鮮

刊

本
(
こ
れ

以
前
の
個
所
も
含
め
、
以

後

「
麗
本
」

と
略
称
す
)
•
那

波

本

な

ど

の

刊

本

は

す

べ

て

「
安
」
「
可
」

に
作
り
、

こ
の
金 

沢
本
校
注
の
外
に
も
、
管

見

抄

•
文

苑

英

華

本

は

夫

々r

将
」
「
何
」

に
作
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
個
所
は
、

刊
本
系
本
文
か
ら
古
鈔
本
系 

本
文
に
改
変
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、

(一
592

)
勉
思
所
立
各
服
乃
官
可
依
前
件 

前
述
の
如
く
、
「
可
依
前
件
」

の
四
字
は
、
本
文
書
写
者
の
筆
で
は
な
く
、

奉
重
の
筆 

で
あ
り
、
校
訂
時
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ニ
四
七



ニ
四
八

こ
の
四
字
に
つ
い
て
は
、
宋

本

•
麗

本

•
那
波
本
等
、
諸
本
何
れ
も
欠
い
て
い
る
。

こ

、
で
も
、
系
統
上
の
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

5.
 

〔琢
〕

〔筋
ィ
〕
 

才
摺
本

(一
579

)
而

傑

等

或

(
縁

)
(
節

)
詞

華

或

貯

畜

(
才

)
行

(
三
ヶ
所
の
う
ち
、

上
の
ニ
ヶ
所
の
改
変
個
所
は
前
々
項
と
同
様
で
あ 

り
、

省

略

す

る
)

原

本

文

「
才

」
、

こ

れ

に

加

筆

し

て

「
材
」

に
改
む
。

「
才
摺
本
」

は

「
才
」

を

「
材
」

に
改
め
た
後
に
、

「
摺
本
」 

は

原

字

に

同

じ

く

「
才
」

で
あ
る
こ
と
を

示

し

た

の
で
あ
ろ
う
。

改
変
以
前
に
、

こ
の
校
注
が
書
入
れ
ら
れ
る

箸
が
な
い
。

こ

の

「
材
」

に
つ
い
て
も
、
宋

本

*
麗

本

•
那

波

本

等

は

何

れ

もr

才
」

に
作
り
、

こ
の
金
沢
本
の
外
に
は
、
文

苑

英

華

本

が

「
材j 

に
作
る
。

こ
の

改
変
は
、
偏
が
加
筆
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
何
れ
の
本
に
拠
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ

、
で
も
、
系
統
上
の
改
変 

が
み
ら
れ
る
。

以
上
の
諸
例
か
ら
み
て
、
校
訂
時
に
於
け
る
改
変
の
手
の
加
え
ら
れ
て
い
な
い
、
原
金
沢
本
に
復
元
し
、

そ
の
本
の
系
統
上
の
検
討
を 

加
え
る
必
要
の
あ
る
理
由
が
明
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

い
ま
、
金
沢
本
卷
三
十
三
の
原
本
文
書
写
時
に
於
け
る
誤
字
•
脱
字
の
補
正
個
所
や
、
校
注
が
行
間
に
併
記
さ
れ
て
い
る
個
所
等
は
除 

き
、

そ
の
改
変
が
、
本
文
の
系
統
上
の
変
更
を
及
ぼ
す
迄
に
影
響
す
る
個
所
の
み
を
総
て
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
〔
表
中
、
(
宋

) 

は
南
宋
紹
興
刊
本
の
、
(
那

)

は
那
波
古
活
字
本
の
、
(
管

)

は
管
見
抄
本
の
、

(
英

)

は
文
苑
英
華
本
の
、

ま
た
、
最
下
段
所
々
に
記
入 

し

た

「
全
唐
文
」

は
清
嘉
慶
十
九
年
刊
全
唐
文
本
の
、
「
唐
詔
令
」

は
唐
大
詔
令
集
卷
一
百
三
十
卷
適
園
叢
書
第
四
集
本
の
、
「馬
本
」

は 

明
馬
元
調
校
本
の
夫
々
の
略
称
を
示
す
。

こ
れ
ら
、
校
勘
に
関
し
て
は
、
平

岡

武

夫

校

定

『
白
氏
文
集
』
(
二
)
(
京
都
大
学
人
文
科
学
研 

究
所
刊
)

に
負
う
処
が
大
き
い
。

「
——

」

は
そ
の
篇
を
欠
く
こ
と
を
示
す
。

「
*

」

印
の
施
さ
れ
た
個
所
は
、

後
に
註
記
を
附
し
た
。 

尚

、
校

注

に

ま

、
施
さ
れ
た
訓
は
す
べ
て
省
略
し
た
。

ま
た
、
以
下
の
表
中
の
例
は
、
既
に
、

こ
れ
ま
で
の
記
述
の
中
に
出
た
も
の
も
あ
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塗
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文

行

。
器
能 

(一
5
9
1

)
学

文

武

之

道

以

。
飾
厥
躬 

(
1
5
9
2
}

但

問

所

務

者

何

。
従
者
誰
耳

、商
イ
摺
本
无

(
、、
)
故

。
以

。尜

其
選
焉

下

同
ィ
摺
本

(
1
5
9
4
}

ハ
題
}
授

四

州

刺

史

。
制

依
イ
前
イ
摺
本
无

(
§

5
)

可

守

。
兵
部
侍
郎

等
イ
摺
本
无

(
1
2
6
)
(
題
)
韋

弘

景

。
賜
爵
制

8郎
ナ
シ

会
ナ
シ

其
ナ
シ

故
ナ
シ

也
ナ
シ

可
ナ
シ

三
字
ナ
シ 

当
道
東
西

華
州
ナ
シ 

勤露
ナ
シ

修
ナ
シ

所
ナ
シ

商
下
ナ
シ

同
ナ
シ

依
前
ナ
シ

等
ナ
シ

(
管
)

郎
ア
リ 

会
ア
リ

(
那
)

郎
ナ
シ

会
ナ
シ

其
ナ
シ

故
ナ
シ

也
ナ
シ

可
ナ
シ

三
字
ナ
シ 

丨 

当
道
東
西 

—

華

州

ナ

シ

ー
 

勤 

I 

露
ナ
シ 

— 

修
ナ
シ 

修
ア
：
 

所
ナ
シ 

商
下
ナ
シ 

同
ナ
シ 

衣
前
ナ
シ

ニ
五
六 

(英
)

会
ナ
シ 

其
ア
リ

(全
唐
文
)

可
ア
リ 

可
ア
リ

三
字
ア
リ 

当
道
東
西

勘同
ア
リ

(「
可
」
以
下
八
字
ヲ
)

可
依
前
件

等
ナ
シ 

等
ア
“



(
宋
)

(
那
)

(
管
)

(
英
)

竭
ィ
摺
本
无
必
信
必
ィ
摺
本
无

(
1
5
9
6
)

展

四

体

而

。

一

心

。
誠

時
ィ
摺
本
无

(
、、
)
爾

宜

疏

封

服

命

。

並
ィ
摺
本
无

(
1
5
9
8
}

 C
題
)
…
…
朗

州

刺

史

温

造

。
可
朝
散
大
夫

守
イ
摺
本
无

(

、ヽ
)
澧

州

諸

軍

事

。
澧
州
刺
史

竭
ア
リ 

竭
ナ
シ 

竭
ア
リ 

I 

下
、
三
字
ナ
シ
下
、
三
字
ナ
シ
下
、
三
字
ア
リ
ー

時
ナ
シ

並
ナ
シ

守
ナ
シ

時
ナ
シ

並
ナ
シ 

— 

守
ナ
シ 

丨 時
ア
リ 

I,並
ア
リ

(
但

、
下

ノ

「
可

」
ナ

シ

) 

守
ア
リ

以
上
の
表
示
に
よ
り
、
明
か
な
如
く
、

「
竭

」(一
596) 

(
ノ
ニ
)
が
宋
本
々
文
に
あ
る
外
は
、
金
沢
本
卷
三
十
三
本
文
は
、
補
入
注
の
文 

字
が
無
い
本
文
で
あ
る
点
で
、
宋

本

•
那

波

本

と

殆

ん

ど

完

全

に

.一
致
す
る
。

こ

、

で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ

の

補
入
注
は
、
「
于

J

 

(一
573

)
(
ノ
ー
)
「
勸

」(一
590

)
(
ノ
ー
)

「
所

」(一
592

)
(
ノ
ー
)
「
下
」
(

、、
) 

(
ノ
ニ
)
の
四
ケ
所
を
除
き
、

他

は

す

べ

て

「
ィ
」

と
あ
る
補
入
注
で
あ
り
、

巻
三
十
三
本
文
が
、
宋

本

•
那
波
本
を
も
含
め
て
、
古
鈔 

本

系

統

の

「
イ
」
本

、

つ
ま
り
建
長
四
年
の
校
合
に
使
用
さ
れ
た
本
と
、
系
統
上
の
相
違
を
明
か
に
示
し
て
い
る
。

尚

、
補
入
注
に
つ
い
て
は
、

こ
の
外
に
も
、

(
目

.
—

)王
元
輔
可
左
羽
林
衛
将
軍
。
事

制

(「は
知
? ?
の
の
S
)

、府
少
摺
本

(
1
5
7
1
}

副
使
朝
議
大
夫
守
少
。
監

史
ィ
摺
本
无

(
1
5
7
4
}

張

愉

可

岳

州

刺

。
同
制

以
イ
摺
本
无

(
1
5
7
8
)

蓋

所

〇

急
賢
俊

、其
イ
摺
本
无

(

、、
)
各

於

。
任
皆
有
可
称

(
宋
) 

S
) 

8
 

知

軍

ア

リ

知

軍

ア

リ

一

 

府
少
ア
リ 

府

少

ア

リ

—

史
ア
リ 

史
ア
リ 

—

以
ア
リ 

以
ア
リ 

以
ア
リ 

其
ア
リ 

其
ア
リ 

其
ア
リ

(
英
)

ニ
五
七



(一
583}

生

敷

伐

之

家

通

吏

。
之
事 

(
一

5
8
4
}

勉

哉

是

。
佇
聞
報
政 

(
一

5
8
6
)

宣

。
拝
起
之
儀
引
而
賛
之

開
別
ィ

a
—

 

(
題
)
朝

散

大

夫

行

。
開
江
県
令 

(
1
5
9
4

)
諒

之

。
課
前
詔
詳
也 

(
1
5
9
5
}

時

乃

。
功
宜
有
転
移

依
イ
摺
本
无

(
1
5
9
6
)

宜

疏

封

服

命

時

而

揚

之

可

。
前
件

(
宋
)

理
ア
リ 

行
ア
リ 

揚
ア
リ 

開
州
ア
リ 

理
ア
リ 

之
ア
リ 

农

ア
リ

(
那
)

理
ア
リ 

行
ア
リ 

揚
ア
リ 

開
州
ア
リ 

理
ア
リ 

之
ア
リ 

农

ア
リ

(
管
)

ニ
五
八

(
英
)

衣
ア
”

の
諸
例
が
あ
り
、
「
ィ
」
本
よ
り
の
補
入
も
み
ら
れ
る
が
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
何
れ
も
、

本
文
の
系
統
に
関
す
る
こ
と
で
は 

な
く
、
脱
字
を
補
足
し
た
も
の
と

思
わ
れ
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
宋

本

•
那
波
本
の
み
な
ら
ず
、
管
見
抄
本
々
文
も

同
じ
く
こ
の
文
字
を
有
す 

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
復
元
に
よ
る
原
本
文
と
諸
本
と
の
校
比
、

及
び
、
校

合

注

•
補
入
注
が
施
さ
れ
て
い
る
個
所
の
本
文
々
字
を
諸
本
の
そ
れ
と
の 

比
較
か
ら
す
れ
ば
、

巻
三
十
三
原
本
文
は
、

何
れ
も
、

宋

本

•
那
波
本
に
極
め
て
近
く
、

古

鈔

本

系

の

r

ィ
」
本
と
は
大
き
く
相
違
す 

る
。
従
っ
て
、
こ
の

原
本
文
は
宋
fl
本

を

底
本
と
す
る
こ
と
は

最
早
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
と

い
え
る
。

伹

し

、
恐
ら
く
は
、
巻
三
十
三
の
底
本
そ
の
も
の
が
刊
本
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
巻
五
十
四
に
於
て
は
、
底
本
が
刊
本
で 

あ
る
旨
、
校
合
識
語
に
明
記
し
て
あ
る
。
若
し
巻
三
十
三
の
底
本
も
刊
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
そ
の
旨
が
識
語
に
書
加
え
ら
れ
た 

で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
事
に
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
若
し
底
本
が
刊
本
と
す
れ
ば
、

校
合
に
際
し
、

「
摺
本
」
が
使
用
さ



れ
た
嘉
禎
ニ
年
の
校
訂
作
業
自
体
が
行
わ
れ
る
答
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
校
訂
者
も
こ
の
本
文
が
摺
本
に
近
い
こ
と
は
、
既
に
気
付
い
て 

い
た
で
あ
ろ
う
が
、

底
本
そ
の
も
の
が
刊
本
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

少
し
く
前
の
段
階
に
於
て
、

刊
本
が
底
本
と
し
て
使
用
さ
れ
た
鈔 

本

が
あ
り
、

そ
れ
に
依
っ
て
、
更
に
転
写
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
巻
の
本
文
に
は
、
 

刊
本
自
体
の
種
々
の
特
徴
が
か
な
り
よ
く
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
刊
本
が
底
本
に
使
用
さ
れ
た
段
階
も
、

そ
う
旧
く
遡
っ
た
も
の
で
は 

な
い
と
推
測
さ
れ
る
。

巻
三
十
三
の
原
本
文
が
刊
本
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
略
>
明
か
に
な
っ
た
が
、
前
述
の
如
き
、
本
文
原
字
の
塗
抹
、
改
変
等
の
操 

作
に
よ
り
、
こ
の

原
本
文
が
如
何
に
変
貌
し
、
結
果
的
に
み
て
、
現
在
み
る
本
文
が
実
際
に
は
ど
の

系

統

の

本

文

に

近

く

な
っ
て
い
る
の 

か
。
こ
れ
を

吟
味
す
る
こ
と
は
、
原
本
文
の
復
元
と
は
正
し
く
逆
の
方
向
に
な
る
が
、
最
後
に
、
改
め
て
、
こ
の

点
を
検
討
し
て
、
校
訂 

者
の
目
指
す
所
を
明
に
す
る
こ
と
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

校
合
が
行
わ
れ
た
順
序
に
従
っ
て
、

こ
れ
を
、
典
拠
の
な
い
校
注
、
「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
、
「
ィ
」

と
あ
る
校
注
の
三
項
に
分
け
て
述 

ベ
る
。

U

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
は
、
前
述
の
如
く
、
原
本
文
と
は
別
の
一
本
か
ら
校
合
注
と
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
原
本 

文
の
書
写
者
に
よ
る
誤
字
•
脱
字
等
を
、
校
訂
者
が
補
正
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
謂
わ
ば
、
底
本
の
整
理
や
再 

確
認
の
作
業
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
然
、
原
則
的
に
は
本
文
の
系
統
上
の
改
変
は
み
ら
れ
な
い
答
で
あ
る
。

但
し
若
干
の
例
外
が
あ
り
、

こ
れ
は
既
に
、

ニ
に
於
て
、

典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
を
吟
味
し
た
際
⑶
⑷
(

ニ
〇
七
〜
八
頁
)
に
挙
げ 

た
例
が
こ
れ
に
該
当
し
、
ま
た
、

こ
の
章
の
原
本
文
の
復
元
に
つ
い
て
の
表
中
、
そ
の
他
に
も
数
例
挙
げ
て
あ
る
。

つ
ま
り
、
単
な
る
誤 

字

•
脱
字
の
補
正
に
止
ま
ら
ず
、
本
文
の
系
統
上
の
相
違
を
も
つ
注
も
交
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
文
の
系
統
上
の
改
変
に
迄
及
ぶ
訂
正

ニ
五
九



ニ
六
〇

が
加
え
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

こ

の

中

に

は〔
「
-->」

は
、
(

)

内
の
原
字
を
矢
印
の
次
の
字
に
改
め
た
こ
と
を
示
す
〕
、

〔
、
潰
〕

(一
571

)
裔

(
清

)

風

沢

^

，
漬

〔
、
嘗
〕

(
1
5
8
6
)

(
常

)

中

此

選

-
-
-

>
嘗

〔
、
鉛

〕

(一
592

)
(
玄

)

黄

之

著

述

^

>

鉛

(s
 

S)
清 

清 

常 

常 

玄 

玄

な
ど
の
例
は
、

校
合
注
の
文
字
が
、

宋

本

•
那
波
本
と
い
う
、

刊
本
と
相
違
す
る
こ
と
は
分
っ
て
も
、

他
本
に
同
例
が
見
当
ら
な
い
為 

に
、

そ
の
系
統
は
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
が
、

(
S 

(那
)
 

(管
)

(英
)

〔、減
〕

(一
5
7
8
)

右

(
卑

)
於

左

^

，减 

卑 

卑

减

减

: 

〔鑒
〕
 

-
 

-

(一

5
S
)
来

者

(
監

)
予
心
—

^
璧 

監

監

璧

 

I 

(
1
5
9
0
)

稍

展

(
奇

)
才

-
->

其 

奇
奇
—
其

の
例
を
み
れ
ば
、
校
合
注
の
文
字
が
、
唐
鈔
本
に
連
な
る
わ
が
国
古
鈔
本
系
の
管
見
抄
本
や
、
刊
本
で
は
あ
る
が
、
唐
鈔
本
に
比
較
的
近 

い
と
さ
れ
る
文
苑
英
華
本
に
も
同
例
が
み
え
る
の
で
、
先
の
三
例
を
も
含
め
て
、
刊
本
類
と
相
違
す
る
文
字
は
、
恐
ら
く
は
わ
が
国
古
鈔 

本
系
の
一
本
に
拠
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
ぅ
。

こ
れ
は
、
補
入
注
に
関
し
て
も
略
ミ
同
様
で
あ
り
、



(宋
>
 

S
)
 

(管
)
 

(英
)

(一
573

)
予

。
今 

于
ナ
シ 

于
ナ
シ 

— 

于
ア
リ

#
勒摺本

(一
590

)

。
於
為
政 

勤
ア
リ 

勤
ア
リ 

— 

勸
ア
リ 

な
ど
の
例
が
み
ら
れ
る
。

但
し
、
既

に
こ
の

点
に
は
触
れ
た
通
り
、

校
定
者
は
校
合
識
語
で
挙
げ
た
三
種
の
本
文
以
外
に
は
全
く
触
れ
る
所
が
な
い
。

と
すれ 

ば

、
第
一
次
校
訂
時
、

つ
ま
り
、
寛
喜
三
年
に
、
書
写
者
の
手
に
な
る
原
本
文
の
基
礎
的
補
正
の
時
に
当
っ
て
も
、
底
本
以
外
に
、
他
の 

何
種
か
の
本
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
は
な
い
。

校
合
注
は
施
す
こ
と
な
く
、
本
文
原
字
を
塗
抹
後
改
め
る
か
、
或
い
は
墨
筆
に
て
加
筆
し
て
原
字
を
改
め
る
例
も
、
.既
述
の
如
く
、
典 

拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
、

こ

、
に
入
れ
て
扱
っ
た
。
但
し
、

こ
の
場
合
に
は
、
実
は
典
拠
の
示
し
よ
う
が

無
い
も 

の
で
あ
り
、
系
統
を
改
め
る
改
変
と
な
れ
ば
、

実
際
に
は
、r

ィ
」

と
あ
る
注
の
中
に
入
る
べ
き
例
も
あ
り
得
る
箸
で
あ
る
。

い
ま
は
、
 

便
宜
的
に
、
同

じ

く

こ

、
に
入
れ
て
扱
う
。

こ

、
で
も
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
の
場
合
と
同
じ
く
、

(来
)
 

(那
)

(
目

)
崔

元

(
備

)—
>

略 

備 

備 

(一
571

)
没

(
密

)

-
->

蜜密.密

の
如
く
、
宋

本

•
那
波
本
と

相
違
す

る
こ
と
は

分

っ

て

も

〔
但
し
、
(
目
)

の

「
傭
」

は

(
一

5
9
6

)

で

は

「略
ィj

と

校
注
が
施
さ
れ
て

い 

る
の
で
、
寧

ろ

r

ィ
」

と
あ
る
校
注
の
中
に
入
れ
て
扱
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
〕
、
他
に
同
例
が
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
同
時
に
、

ニ
六
一



ニ
六
ニ

(一
579

)
貯

畜

(
才

)
行
-
-
>材

(一
591

)
所

以

(
刑

)
国
^

>

形 

(
1
5
7
1

)
以

(
託

)
于
今
^

，訖 

(
i

)
会

有

(
政

)
一

故̂

(宋
)

才刑託政

(那
)
 

(管
)

才 

— 

刑 

形 

託 

— 

政 

I

(英
)

故

(唐
詔
)
 

(全
唐
文
)

故

の
例
を
み
れ
ば
、
刊
本
類
と
同
じ
文
字
に
加
筆
し
て
改
め
た
の
は
、

わ
が
国
古
鈔
本
系
の
一
本
に
拠
っ
た
も
の
と
見
做
し
て
差
支
え
な
い 

で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
第
一
次
校
訂
時
に
於
て
、
誤

字

•
脱
字
の
補
正
に
交
っ
て
、
本
文
原
字
を
系
統
上
異
る
本
文
へ
の
改
変
に
ま
で
改
め
た
個 

所
は
、
原
本
文
の
刊
本
系
か
ら
、

わ
が
国
古
鈔
本
系
に
改
変
さ
れ
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

⑵

次

に

第

二

次

校

訂

の

際

施

さ

れ

た

「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
に
つ
い
て
ゾ
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
巻
三
十 

一
•
三

十

三

•
五
十
四
以 

外
は
、
各
卷
、
底
本
が
わ
が
固
古
鈔
本
系
で
あ
る
の
で
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

「
措
本
」

と
い
う
校
合
注
が
そ
れ
ら
の
巻
で
は
、
最
も 

数
多
く
施
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
巻
三
十 

一
•
三
十
三

(
巻

五

十

四

に

は

「
摺
本
」

と
あ
る
校
合
注
は
全
く
無
い
)

に
は
、

こ
れ
が 

他
に
比
し
て
遙
か
に
少
な
く
、
そ
れ
も

、
誤

字

•
脱
字
の
補
正
か
、
不
明
確
な
文
字
の
確
認
の
た
め
の
校
注
に
限
ら
れ
、
原
本
文
の
系
統 

を
改
変
す
る
性
質
の
も
の
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
原

本

文

と

系

統

を

同

じ

く

す

る

「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
と
し
て
は
、
至
極
当
然
の
こ
と 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
二
次
校
訂
に
於
て
は
、
原
本
文
に
対
す
る
系
統
上
の
改
変
は
全
く
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

⑶

次
に
第
三
次
校
訂
時
、

つ
ま
り
、
建

長

四

年

に

施

さ

れ

たr

ィ
」

と
あ
る
校
合
注
に
つ
い
て
ゾ
あ
る
。

こ
の
巻
に
施
さ
れ
た
校
合 

注
の
う
ち
、
第
一
次
の
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
、
及
び
、

こ
の
第
三
次
の
校
注
が
数
の
上
で
多
い
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
前



者
は
本
文
の
系
統
の
改
変
に
及
ぶ
も
の
は
極
め
て
少
な
い
の
に
対
し
、

r

ィ
」

と
あ
る
校
注
は
、

本
文
そ
の
も
の
が
わ
が
古
鈔
本
系
の
も 

の
で
あ
り
、
そ
の
点
、
こ

の

巻
の
原
本
文
I

刊
本
系
統
——

と
大
き
く
相
違
し
、
従
っ
て
、
校
注
の
大
半
は
本
文
の
系
統
上
の
相
違
を 

示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
巻
三
十
三
原
本
文
の
改
変
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
第
一
次
に
比
し
て
遙
か
に
大
き
い
。

既
に
諸
所
に
挙
げ
た
例
が
あ
る
が
、
改

め

て

こ

、
で
整
理
し
て
、

こ

の

r

イ
」

と
あ
る
校
注
が
、

わ
が
古
鈔
本
系
で
あ
る
こ
と
を
、
他 

本
と
の
比
較
に
於
て
実
際
に
示
せ
ば
、

〔
、
玄

ィ

〕

(一
5
7
7

)
思

(
求

)
図

^

，玄

〔
、
将

ィ

〕

(

I
 

(
安

)
(
司
)
以
紀
綱
-

〔
、
吾

ィ

〕

(一
5
8
0

)
非

(
是

)
典—

，吾

〔
、
然

ィ

〕

(一
5
9
1

)

(
方

)
成

一

>然

〔
、
略

ィ

〕

(一
5
9
7

)
崔

元

(
備

)—
>

略

(宋
)
 

(那
)
 

(管
)
 

(英
)

永

永

 

玄

Y将
何
安
可
安
可
将
何
将
何

 

是是
 
吾

 
—

 

方方
 
然

 
—

 

備
備
咨 
—

の
如
く
、
刊
本
と
は
相
違
し
、

わ
が
国
古
鈔
本
系
の
管
見
抄
と
は
一
致
す
る
。
 

こ
れ
は
、
塗
抹
、
本
文
の
改
変
を
伴
わ
な
い
、
併
記
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
り
、

也
ィ

(
一

5
8
0
}

苟

有

知

者

則

イ
巳

(
I

当

扶

政

教 

イ
*

(
I

禄
養
之
不
逮
者

(宋
)

者

(那
)

者

(管
)

也

教
ア
リ
教
ア
リ
教
ナ
シ 

之
ア
リ
之
ア
リ
之
ナ
シ

(英
)

ニ
六
三



ニ
六
四

な
ど
が
あ
り
、
更
に
、
補
入
注
に
関
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
"

(
S 

(那
)
 

(管
)
 

(英
)
 

会
ナ
シ
会
ナ
シ
会
ア
リ
会
ア
リ 

郎
ナ
シ
郎
ナ
シ
郎
ア
リ
丨 

修
ナ
シ 

_

ナ

シ

修

ア

リ

I

会
ィ
摺
本
无

C
1
5
7

O0}
尚

書

丞

掌

。
決
百
事

郎
ィ
摺
本
无

(一
577

)
員

外

。

修
ィ
摺
本
无

(
I

)
以

〇

飾
、
必
信
必
ィ
摺
本
无

譯

三
字 

— 

ア
リ 

—

な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

(1
)

筆
者
は
管
見
抄
の
本
文
が
、
唐
鈔
本
の
本
文
を
伝
え
る
わ
が
国
古
鈔
本
と
同
系
統
で
あ
る
こ
と
を
曾
て
述
べ
た
。

以

上

の

比

較

に

よ 

り
、r

ィ
」

と
あ
る
校
注
は
、

こ
の
古
鈔
本
系
の
一
本
で
あ
る
こ
と
が
一
層
明
か
に
な
っ
た
。

前
項
に
於
て
、
校
訂
者
は
校
合
注
を
施
す
る
当
り
、
単
に
行
間
に
併
記
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
校
行
注
に
よ
り
原
本
文
を
改
変
し
、
 

そ
の
作
業
は
、
結

局

、

一
種
校
定
本
る
作
る
方
向
に
動
い
て
い
た
旨
を
述
べ
た
。

こ
の
校
訂
者
の
仕
方
を
ふ
ま
え
、

r

ィ
」

と
あ
る
補
入 

注
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

既

に

挙

げ

た

r

ィ
」

と
あ
る
同
類
の
補
入
注
の
数
は
か
な
り
多
く
、
然

も

、

そ
の
大
半
に
、
同

時

「
摺
本
无
之
」
(
又

は

「
摺
本
无
」
) 

と
付
注
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
如
く
、

そ
う
い
う
場
合
に
は
、
宋

本

•
那
波
本
等
の
刊
本
の
本
文
に
は
、

こ
の
補
入
の
文
字
は
無
い
。

こ
れ 

も
既
に
触
れ
た
が
、
恐
ら
く
は
、

r

ィ
」

と
あ
る
校
注
を
施
す
際
に
、

同
時
に
摺
本
を
も
手
元
に
置
い
て
参
照
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で 

あ
ろ
う
。

こ
の
補
入
注
を
、
校
訂
者
は
、
単

に

r

ィ
」
本

は

こ

、
に
文
字
が
入
る
と
い
う
程
度
に
扱
っ
た
の
か
、
或
い
は
、

こ
れ
を
本
文
に
入
れ



た
も
の
を
新
し
い
校
定
本
と
見败

そ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
何
れ
と
も
判
断
し
難
い
。

校
合
注
に
関
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、

こ
れ
を
本
文
と
し
て
取
扱
う
場
合
に
は
、
原
本
文
を
塗
抹
し
て
、
そ
の
上
に
新
し
く
書
き 

改
め
た
。
初
め
、
原
本
文
の
文
字
に
見
せ
消
ち
を
施
し
て
、
校
合
注
を
新
し
い
本
文
と
し
て
扱
う
方
式
も
採
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
途 

中
で
廃
め
、
従
っ
て
、
見
せ
消
ち
を
施
し
た
ま
、
の
文
字
を
も
塗
抹
す
る
例
は
か
な
り
多
い
。

こ
れ
は
塗
抹
の
方
式
に
ニ
つ
あ
っ
て
、
校 

訂
の
過
程
に
於
て
、
後
者
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
を
明
か
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

若
し
補
入
注
に
関
し
て
も
、

こ
れ
を
本
文
に
入
れ
る
意
嚮
が
明
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
校
合
注
の
場
合
と
同
じ
手
続
き
が
取
ら
れ
て
、
 

例
え
ば
、

(一
577

)
員
外

〔イ
摺
本
无
〕

と
い
う
よ
う
に
、
「
ィ

摺
本
无
」

の
個
所
は
、
寧
ろ
塗
抹
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
う
い
う
塗
抹
の
方
式
で
は
、

(一

S
2
)
以

0T衮

其
選
焉

の
例
に
み
ら
れ
る
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
補
入
注
と
の
区
別
が
無
く
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
校
合
注
の
場
合
と
て
も
同
様
で 

あ
っ
て
、
最
終
的
に
本
文
が
改
変
さ
れ
る
際
に
は
、

こ
こ
で
も
、

そ
の
文
字
が
如
何
な
る
本
に
拠
る
の
か
は
、
最
早
問
題
で
な
く
な
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
れ
は
補
入
注
に
関
す
る
限
り
、
原
則
論
に
過
ぎ
ず
、
実

際

に

は

「
ィ
」
或

は

「
ィ

摺

本

无

」

の
個
所
の
み
を
塗
抹
す 

る
手
続
き
は
全
く
と
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
校
訂
者
が
こ
の
種
の
補
入
注
を
、
本
文
に
本
当
に
入
れ
よ
う
と
の
意
嚮
で
あ
る
の
か
否 

か
、
形
式
上
か
ら
み
れ
ば
不
明
と
い
う
外
は
な
い
。

こ
れ
を
校
合
注
に
例
え
れ
ば
、
校
合
注
と
し
て
、
行
間
に
並
記
す
る
の
と
、
本
文
に 

対
し
て
、
変
更
を
及
ぼ
さ
な
い
点
で
、
同
一
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

然
し
な
が
ら
、
校
合
注
の
場
合
に
は
、
既
に
前
章
に
述
べ
た
如
く
、
特

に

「
ィ
」

と
あ
る
校
合
注
に
関
し
て
は
、
本
文
原
字
を
塗
抹
し

ニ
六
五



ニ
六
六

て
、
校
合
注
を
本
文
に
新
し
く
入
れ
る
か
、
校
合
注
と
し
て
行
間
に
併
記
す
る
に
留
め
る
か
、

そ
う
い
う
個
所
に
そ
れ
程
多
く
な
い
に
し 

て
も
、
最
終
的
に
決
定
す
る
ま
で
に
、
校
訂
者
に
は
若
干
の
動
揺
、
換
言
す
れ
'は
、
決
定
を
若
干
禱
踏
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
ご
と
く
み 

え
る
。
見
せ
消
ち
を
一
度
は
抹
消
し
、
後

、
更
に
改
め
て
施
す
個
所
が
あ
る
こ
と
な
ど
は
、

こ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
補
入
注
に
関
し
て
は
、

こ
う
い
う
動
揺
の
跡
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
補
入
注
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
、
新
し
い 

本
文
と
し
て
扱
っ
て
然
る
べ
き
か
否
か
の
判
定
を
迫
ら
れ
る
所
ま
で
い
っ
て
い
な
い
と
も
解
し
得
よ
う
が
、

補
入
の
個
所
は
、

実
際
に 

は
、

わ
が
古
鈔
本
系
と
刊
本
系
の
本
文
の
相
違
に
よ
っ
て
、
文
字
の
有
無
は
截
然
と
区
別
さ
れ
、

校

合

注

の

場

合

と

や

、
趣
を
異
に
す 

る
。
従
っ
て
、

こ
れ
は
私
見
で
あ
る
が
、
補
入
注
と
し
て
挿
入
す
る
手
続
き
を
取
っ
た
こ
と
自
体
が
、
既
に
新
し
い
本
文
と
見
敉
し
た
こ 

と
を
意

味

す

る
も
の
と
解
し
た
い
。

こ
れ
を
認
め
し
め
る
例
証
を
、
巻

三

十

一

か

ら

挙

げ

る

(
こ
の
巻
は
卷
三
十
三
に
準
じ
て
取
扱
う
こ
と
の
出
来
る
巻
で
あ
る
)
。

十
人
〔十
人
ィ
摺
本
无
〕
 

或
摺
本
无 

？

(
1
3
6
)
予

有

侍

臣

。
咸

。
士
之
秀
者
或
左
右
以
書
吾
言
動
。
前
後
以
補
吾
闕
遺 

こ

、
で
、
「
十

人

ィ

摺

本

无

」

と
い
う
補
入
注
を
、

は
じ
め
、r

咸
」

と

「
土
」

の
間
に
入
れ
た
が
、

こ
れ
は
、
無
論
、

挿
入
個
所
を
誤 

っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
気
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
補

入

注

を

塗

抹

し

(
但
し
、
「
咸
」

の

下

の

「
。
」

は
そ
の
ま
、
残
っ
て
い
る
)
、
 

改

め

て

r

臣
」

と

「
威
」

と
の
間
に
挿
入
し
直
し
て
あ
る
。

ニ

個

所

の

「
十
人
」

は

同

筆

と

認

め

ら

れ

る

(
こ
の
場
合
、
上

の

「
十
人
」 

を
先
に
揷
入
し
た
と
み
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
)
。

こ

、
で
、

上
に
移
す
時
、

r

ィ

摺

本

无

」

が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し 

た
い
。

省
略
さ
れ
た
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

補

入

注

「
十
人
」

の
す
ぐ
下
に
、

も

と

の

補

入

注

「
十

人

ィ

摺

本

无

」

が
塗 

抹
さ
れ
て
い
る
の
で
、
書
入
れ
易
く
な
か
っ
た
事
も
あ
ろ
う
。
然

し

、

そ
れ
よ
り
も
、

補

入

注

と

し

て

「
十
人
」

と
す
る
の
と
、
「
十
人 

ィ

摺

本
无j

と
す
る
の
と
で
、
ど

れ

だ
け
の
相
違
が
意
識
さ
れ
た
か
ゾ
問
題
で
あ
ろ
う
。

厳
密
に
い
え
ば
、

補
入
注
を
上
に
移
す
時
も



r
ィ

摺

本

无

」
は
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
程
重
大
に
考
え
て
い
な
い
為
に
省
略
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
 

r
ィ

摺

本

无

」

と
い
う
典
拠
そ
の
も
の
は
そ
れ
程
問
題
で
は
な
く
、
唯

、
「
十
人
」

の
二
字
が
、
本

文

に

補

入

さ

れ

、
ば
事
足
り
た
と
み 

て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
を
傍
証
す
る
事
と
し
て
、
更
に
、
次
の
事
例
を
挙
げ
る
。

こ
の
巻
に
施
さ
れ
て
い
る
校
注
や
、
典
拠
の
な
い
補
入
注
の
う
ち
、
必 

要
な
場
合
に
は
、

ヲ
コ
ト
点
や
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
無
論
、
校

訂

の

も

と

に

な

っ

て

い

る

点

本

か

ら

移

点

し

た

の

で

あ

ろ

う 

が

、

そ
の
事
は
、

そ
の
校
注
や
補
入
文
字
を
新
し
く
本
文
と
し
て
扱
う
意
識
が
存
す
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ

れ

はr

ィ

摺

本

无

」
の
つ
い
た
補
入
の
文
字
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

(
1
5
7
1
}

亘

。
■人
•■

有

て

士

^

f
天

百

禄

•

中
ィ
摺
本
无

(
1
5
7
3

) 

為

丞

—
郎

-

給

事

。
官

•
雖

…

…

をシの史にィ摺本无

(
1
5
7
4
)

 

張

丨

愉

-
可

岳

州

刺

。
同

制

入
丨
ィ
措
本
无 

に 

(
1
5
7
6
}
充

。
廻

-
鵲

。
弔

祭

冊

立

使

制

(一
578)

蓋

•
所

—

。
急

？

賢

—
俊

を

扶

政

—
教

.

てに
 

に

 

王
府
の
諮
—
議
•
ィ

摺
本
无

(一
586

)
重

授

李

晟

-
•
通

事

•
舎

—
人

•

。
制

な
ど
の
例
を
み
れ
ば
、
本
文
と
同
じ
く
、
訓

点

(
ヲ
コ
ト
点
)
や
句
読
点
等
が
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、

補
入
個
所
と
し
て
別
格
に
扱 

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
本
文
と
同
等
に
、

つ
ま
り
、
最
早
本
文
並
に
見
做
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
れ
迄
に
述
べ
て
き
た
通
り
、r

ィ
」

と
あ
る
校
合
注
に
よ
っ
て
、
本
文
を
こ
れ
に
改
め
た
個
所
は
、

相
当
の
数
に
上
る
。

こ

、
で
、
 

「
ィJ

或
は
「ィ
措
本
无

J

と
あ
る
補
入
注
も
、
か
く
解
す
れ
ば
、
既
に
本
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
う
い
う

ニ
六
七



ニ
六
八

個
所
は
、

こ
れ
亦
、

校
合
注
に
劣
ら
ず
、

か
な
り
多
数
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

第

三

次

校

合

に

使

用

さ

れ

たr

ィ
」

で
表
さ
れ
る
本
文 

が

、
卷
三
十
三
原
本
文
改
変
に
当
っ
て
、
及
ぼ
し
た
影
響
は
極
め
て
大
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
、
刊
本
を
底
本
と
す
る
卷
三
十
三
原
本
文
が
、

三
次
に
直
る
校
訂
に
よ
り
、
如
何
に
改
変
さ
れ
た
か
を
み
て
き
た
。

そ
の
結
果
を 

み
れ
ば
、
先

ず

、
本

文

書

写

者

に

よ

る

誤

写

•
脱
字
が
概
ね
訂
正
さ
れ
る
と
共
に
、
本
文
の
系
統
上
の
改
変
も
加
え
ら
れ
、
第
一
次
校
訂

時
に
於
て
も
、

わ
が
国
古
妙
本
系
本
文
に
よ
り
若
干
改
変
が
加
え
ら
れ
、
次
で
第
三
次
校
訂
時
に
於
て
、

こ
れ
亦
、

わ
が
国
古
鈔
本
系
の

(2
)

一

本

で

あ

るr

ィ
」

で
表
さ
れ
る
本
文
に
よ
り
、

か
な
り
大
幅
な
本
文
改
変
が
行
わ
れ
た
。

巻

三

十

一

•
三

十

三

•
五
十
四
の
三
巻
を
除
く
金
沢
本
各
本
の
校
合
注
を
み
る
と
、
「
摺
本
」

と
あ
る
校
注
が
多
く
、
「
ィ
」

と
あ
る
校 

注
は
少
な
い
。

こ
れ
ら
の
巻
は
、
摺
本
と
は
本
文
上
大
き
く
相
違
し
、

r

ィ
」
本
と
は
極
く
近
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

刊
本
を
底
本
と
す 

る
巻
三
十
三
が
、

三
次
に
亘
る
校
訂
を
経
て
、
金
沢
本
の
他
の
各
巻
並
み
に
、
「
ィ
」
本
に
近
づ
い
た
、

或
い
は
、

ど
れ
程
意
識
的
で
あ 

る
か
は
別
と
し
て
、
結
果
的
に
み
れ
ば
、
校

訂

者

は

少

く

と

も

こ

の

本

文

を

「
ィ
」
本
に
近
づ
け
る
努
力
を
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
 

つ
い
で
に
附
加
す
れ
ば
、
前
述
の
如
く
、
訓
点
を
も
多
く
は
、r

ィ
」
本
の
そ
れ
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

平
岡
武
夫
氏
は
、
白
氏
文
集
の
校
定
に
当
り
、
金
沢
文
庫
本
巻
三
十
一
に
つ
い
て
、

金
沢
文
庫
本
と
は
、
第
一
に
、
「
金
沢
文
庫
」

の
蔵
書
印
を
持
つ
図
書
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、

金
沢
文
庫
本
と
い
う
名
は
、
特 

に
今
の
場
合
、
単
に
蔵
書
印
を
持
つ
と
い
う
外
形
的
な
条
件
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
的
に
そ
れ
が
善
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味 

す
る
。
白
氏
文
集
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
金
沢
本
」

は
常
に
唐
鈔
本
に
近
接
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
期
待
さ
せ
て
い
る
。

卷
三
十
一
の
場
合
、
宋
刊
本
を
う
つ
し
た
も
の
が
本
文
で
あ
り
、
恵
萼
本
に
つ
ら
な
る
も
の
は
校
記
さ
れ
て
い
る
異
本
の
方
で
あ 

る
。
第
一
義
の
蔵
書
印
を
条
件
と
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、

こ
の
巻
の
現
実
に
本
文
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
金
沢
文
庫
の
名
に
お



い
て
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
唐
鈔
本
へ
の
近
接
と
い
う
立
場
か
ら
い
え
ば
、
異
本
を
却
っ
て
金
沢
文
庫
本
と
呼
ぶ
べ
き
で 

あ
る
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
他
の
諸
巻
に
お
い
て
、
「
金
沢
本
」

と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
、

そ
の
名
の
概
念
が
通
じ
合
わ
な
い
。

〔前 

掲
書
(
ニ
)
序
十
一
頁
〕

と
い
わ
れ
た
。

こ
れ
は
巻
三
十
一
に
限
ら
ず
、
巻
三
十
三
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
。

そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
校
訂
者
豊
原
奉
重
の
意
嚮
も

こ

こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
、

こ
の
巻
の
校
訂
操
作
の
全
体
の
経
過
か
ら
窺
い
知 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
校
訂
者
が
意
図
し
つ
つ
、
例
え
ば
、
原
本
文
に
入
れ
ず
に
、
行
間
に
併
記
す
る
に
留
め
た
個
所
が
ま
、
残 

存
す
る
よ
う
に
、
全
面
的
に
は
果
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
、
昭
和
の
校
定
本
に
於
て
、
初
め
て
、
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
 

新
校
定
本
が
、
金
沢
本
現
存
巻
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
校
訂
本
と
し
て
の
金
沢
本
の
比
類
な
き
価
値
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

註

⑴

拙

稿

「
内
閣
文
庫
蔵
管
見
抄
に
つ
い
て
」
(
「斯
道
文
庫
論
集
」
第
九
輯
)

⑵

卷
三
十
三
本
文
の
校
訂
作
業
の
う
ち
、
猶
残
存
す
る
失
校
と
思
わ
れ
る
個
所
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
目

)
王

元
辅

(一
5

00
3
)
(
題
)
に

「
王
元
輔J
と
校
注
が
あ
る
。
本

文

は

「
輔
元
」
に
改
変
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
編
目
の
同
二
字
に
対
し 

て
も
、
少
く
と
も
校
注
は
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ィ
无

C
1
5
7
S
)

教
厚
風
俗
之
選
也 

宋

本

.
那
波
本
は
「教
」

「
俗
」
あ
る
も
、
管

見

抄

「
厚
風
之
選
也
」
に
作
る
。

わ
が
国
古
鈔
本
系
本
文
を
註
記

ィ
无

す
る
と
す
れ
ば
、
当

然

「
風
俗
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

ィ
无

(一

5
8
S
孝
思
之
罔
極
者 

刊

本

「
之
」
あ
る
も
、
管
見
抄
は
無
し
。
「之
」
と
あ
る
べ
き
か
。

(一

5
00
1
)
官
寮
郡
印 

刊
本
類
す
ベ
て
「官
」
に
作
る
。
管
見
抄
を
は
じ
め
、
古
鈔
本
系
本
文
に
徴
す
べ
き
な
し
。
い
ま
、
平
岡
氏
校
定
本
校
記 

忆

r

官
療
謂
太
子
司
議
郎
」
(
三
一
四
頁
)
と
あ
り
。
こ
の
篇
の
題
名r

授
駱
峻
太
子
司
議
郎
梧
州
刺
史
…
…
」
と
あ
り
、r

官
」
は

r

宮
」
の
誤

ニ
六
九



写
で
あ
ろ
う
。

之
ィ

(一

5
00
2
)
念
其
義
方
。
訓
而
不
堕
居
貴
介
之
地
而
不
驕 

宋

本

.
那

波

本

「
其
」
あ
り
、

「
之
」
無
し
。

わ
が
古
鈔
本
に
徴
す
べ
は
無
い
が
、
馬

ィ
无

本

•
全
唐
文
本
「
其
」
な
く
、
「
之
」
あ
り
。
ニ
句
対
偶
、
「
其
」
と
あ
る
べ
き
か
。

(一
595

)
郊
兵
之
礼 

諸

本

「
丘
」
に
作
る
。
「
兵
」
は
誤
写
で
あ
ろ
う
。

莫
ィ

(
1
5
9
6
)

礼
尊
重
於
復
土 

宋

本

.
那

波

本

「
尊
」
に
作
る
も
、

管
見
抄
本
及
び
馬
本
.
全
唐
文
本
「
莫
」
に
作
る
。

「
尊
」
と
す
べ
き
個
所
。

(一
598

)
漕
州
刺
史 

「
漕
」
は

「
澧
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

五

前
章
に
於
て
は
、
巻
三
十
三
の
原
本
文
を
検
討
し
、

こ
の
本
文
の
底
本
が
刊
本
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
。

こ
の
事
の
傍
証
に
も
な 

る
が
、

こ
こ
で
は
、
書
写
さ
れ
た
本
文
の
中
に
、
猶
含
ま
れ
て
い
る
刊
本
的
要
素
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
若
干
触
れ
る
。

こ
れ
は
本
文
と
し
て
略
ミ
同
様
の
条
件
を
も
つ
巻
三
十
一
に
も
、
同
様
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
既
に
前
稿
に
於
て
述
べ
た
通
り
、
そ 

れ
は
、
次
の
ニ
点
に
現
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
金
沢
本
の
他
巻
を
も
含
め
、
平

安

朝

ょ

り

こ

の

当

時

に

於

け

る

鈔

本

に

普

雪

か

れ

る

字 

体
が
使
用
さ
れ
ず
に
、

そ
の
個
所
に
、
殊

更

、
刊
本
の
文
字
と
同
じ
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
唐
鈔
本
系 

統
の
本
文
に
は
み
ら
れ
る
箸
の
な
い
、
宋
朝
皇
帝
の
諱
に
該
当
す
る
文
字
に
み
ら
れ
る
欠
筆
の
事
実
で
あ
り
、

こ
れ
は
、

こ
の
巻
の
底
本 

た
る
刊
本
の
刊
年
を
検
討
す
る
手
懸
り
に
も
な
り
得
る
。

先

ず

、
刊
本
の
文
字
と
同
様
の
字
体
使
用
に
つ
い
て
述
べ
る
。
〔
前

稿

(
「
白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
私
見
」
史
学
四
四
丄
ー〇

巻
三
十
一 

の
場
合
と
同
じ
項
目
と
順
序
に
す
る
。

重
複
事
項
は
省
略
す
る
か
、
簡
略
に
述
べ
る
の
で
、
前
稿
を
参
照
さ
れ
る
と
便
利
で
あ
る
。
文
字



の
種
類
は
前
稿
に
比
べ
、
若
干
増
補
を
加
え
た
。
〕

一
、

こ

の

巻

の

首

題

は

「
文
集
巻
第
三
十
三
」

と
あ
り
、
尾
題
も
——

前
述
の
如
く
、
本
文
と
筆
を
異
に
し
、
豊
原
奉
重
自
身
の
筆
で 

は
あ
る
が
I

同

様

に

書

か

れ

て

い

る

(
卷
卅
一
も

首
題
は
同
様
で
、

「
文
集
巻
三
十
一
」
と
あ
る
が
、

尾

題

は

「
文

集

卷

第

卅
一」
と 

あ
る
)
。

と
こ
ろ
が
、
現
存
金
沢
本
卷
二
十
以
下
の
他
巻
を
み
る
と
、
首

.
尾

題

共

何

れ

も

卷r

廿
一
」

「
廿
ニ
」

「
甘
四
」r

廿
八
」r

卅 

八
」
「
卅
九
」
「
冊
一
」r
册
七
」

の
よ
ぅ
に
、

合
字
で
書
か
れ
、

宋
刊

本

を

底

本

と

す

る

巻

三

十

一

•
三
十
三
の
ニ
巻
の
み
が
異
例
で
あ 

る
。
刊

本

類

は

無

論

す

ベ

て

「
三

十

一
」

「
三
十
三
」

に
作
る
。

ま
た
、

こ
の
巻
の
本
文
を
み
て
も
、

中
書
制
誥
三 

旧
体
凡
二
十
八
道 

の
如
く
、

わ
が
国
古
鈔
本
系
の
校
注
に
は
合
字
が
使
用
さ
れ
、
ま
た
、

C
1
5
S
S
C

題
)
韓
愈
等
二
十
九
人
亡
母
追
贈
…
…

の

「
二
十
九
」

の
個
所
を
、
管

見

抄

は

r

廿
九
」

に

作

る

(
管
見
抄
は
、
卷

次

を

卷

「
卅
一
」
「
卅
三
」
の
如
く
、
す
べ
て
合
字
に
作
る
)
。

二
十
か
ら
四
十
ま
で
の
数
字
に
合
字
を
使
用
す
る
こ
と
は
、

わ
が
国
鈔
本
類
一
般
に
普
通
み
ら
れ
る
所
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
 

こ
の
卷
並
び
に
卷
卅
一
の
卷
次
の
書
き
方
は
、
刊
本
類
の
そ
れ
が
伝
存
し
た
も
の
と
見
做
し
得
よ
ぅ
。

ニ
、
次
に
、
塗
抹
或
い
は
加
筆
さ
れ
た
原
本
文
の
文
字
を
復
元
し
た
結
果
、
原
本
文
の
文
字
は
刊
本
と
同
様
で
あ
り
、

そ
れ
が
、

わ
が 

国
古
鈔
本
に
普
通
み
ら
れ
る
書
き
方
に
改
め
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
(
作
品
番
号
の
次
の
数
字
は
、
金
沢
本
の
行
数
を
示
す
)
。

s

 

r

職
」

原

字

「
職
」

に

加

筆

し

て

「
職
」

に
改
め
ら
れ
て
い
る
例
。

わ
が
国
の
古
鈔
本
一
般
•
古
辞
書
類
、
及
び
金
沢
本
の
他
巻 

も

「
職
」

と
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

白

氏

文

集

刊

本

(
朱
本
を
使
用
す
る
。
以
下
同
じ
)

は

す

べ

て

「
職

」

に
作
る
。

こ
の
巻
の
改

ニ
七
一



ニ
七
ニ

変

個

所

は

(一
5
7
3

の
5

)

(
1
5
7
4

の
7 

.
8
)(

1
5
7
8

の
3

.
6
)(

1
5
8
4

の
4

)

(
1
5
9
0

の
2

.
6
)(

1
5
9
2

の
4
)

(
1
5
9
5

の
5

.
6
)
の
十
ヶ
所
で
あ 

り
、
「
職
」
と

い

ぅ

文

字

は

す

べ

て

加

筆

•
改
変
さ
れ
て
い
る
。

巻
三
十
一
で
は
、
加

筆

し

て

「
職

」
或
い
は
、

数

は

少

い

が

「
職

」

に 

改
め
ら
れ
る
の
と
、

二
種
類
が
あ
る
が
、

こ
の
巻
は
後
者
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
(
中
国
に
於
て
も
、
宋

以

前

は

「
職
」

に
作
る
の
が
普 

通
で
あ
る
が
、
「
唐
玄
宗
鶴
鴒
頌
」

に

は

「
職

」

と
み
え
る
)
。

尚
、

こ

の

巻

の

「
王
元
輔
可
左
羽
林
衛
将
軍
知
軍
事
制1

5
8
3

」

の
裏
に
、

「
或
本
」
(
古
鈔
本
と
思
わ
れ
る
)
か
ら
、

「
盧
元
輔
可
吏
部 

郎

中

制3
7
5
9
」

ー
篇
が
増
校
さ
れ
、

こ
の
本
文
に
み
ら
れ
る
ニ
例
は
、
何
れ
も
、

は

じ

め

か

ら

「
職
」

に
作
ら
れ
て
い
る
。

㈣

「
亡
」

巻
三
十
一
に
於
て
は
、
原

字

が

宋

刊

本

類

と

同

じ

字

体

「
亡
」

に
作
る
の
を
塗
抹
し
て
、

更
め
て
、

「
日
」

に
改
め
た
例 

が
多
く
み
ら
れ
る
が
、

こ
の
巻
で
は
、
改
変
さ
れ
た
例
は
な
い
。
従
っ
て
、

こ
の
項
の
該
当
例
は
な
い
が
、
前
稿
と
の
関
係
上
、
関
連
す 

る
文
字
に
つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
る
。

白

氏

文

集

宋

刊

本

は

す

べ

て

「
亡
」
又

は

「
亡

」

に
作
り
、

こ

の

卷

で

は

同

じ

く

「
亡

」
〔
(
目
の
12
)
〕
又

は

「
玄

」
〔
(
目
の
27
)
(
1
5
8
0
の 

題
)(一

5
9
1

の
題
)
〕
に
作
る
。

金

沢

本

の

他

巻

及

び

わ

が

古

鈔

本

一

般

は

「
日
」

に
作
る
の
に
、

こ
の
巻
の
如
く
、
刊
本
に
似
た
字
は
、
比 

較
的
稀
な
例
で
あ
る
。
同
様
に
、
「
忘

」
も

、

わ

が

国

で

は

普

通

「
忌
」

と
書
か
れ
る
の
に
、

こ
の
巻
で
は
、
総
て
、
刊

本

に

近

い

「
忘

」 

〔
(一

5
9
4

の
7

)

(
1
5
9
6

の
3
)
〕
又

は

「
忘

」〔
(一

500
0
の
5

)

(
1
5
9
5

の
6
)
〕

に
作
る
。

同

様

に

「
荒

」
も
、
宋

刊

本

は

「荒

」

に
作
り
、
こ
の 

巻
に
於
て
も
、
こ

れ

に

類
似
し
、
「
荒

」(
1
5
7
1

の
2
)
「
荒

」(一
5
7
2

の
7
)
に

作
る
。

但

し

、

こ
の
二
字
共
に
、
行

間

に

「蔫

」

に
作
る
校 

注
が
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
古
鈔
本
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

わ

が

国

及

び

中

国

(
宋
以
前
)

で
は
、
「
亡
」

を

r
m
」

に
作
る
の
は
一
般
に
認
め
ら
れ
、

そ
の
他
、

「
妾

」

「
荒

」r

茫
」
「
盲
」r

忙
」 

等
も
、
夫

々

、
「
長
」
「
荒

」r

疟

」
「
冒
」
「
桕

」

に
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
伹
し
、
「
忘

」

に
限
り
、

日
中
両
国
と
も
、

正
字
の
こ
と
が



比
較
的
多
い
。

㈧

「
賞

」

本

文

原

字

「
賞

」

に

加

筆

し

て

「
賞

」

に
改
め
ら
れ
た
例
。

こ
の
巻
に
一
例
あ
り
、
「
(

«§
) 

i

賞

1
5
9
6

の
3
」
と
い
ぅ
例
、
 

つ
ま
P

、
原

字

は

「賞

」
、

こ
れ
に
校
合
注
を
施
し
、

こ
れ
に
拠
っ
て
原
字
に
加
筆
し
て
改
め
て
あ
る
。

白

氏

文

集

宋

刊

本

は

「
賞

」

の 

外

に

「
賞

」
も
若
干
認
め
ら
れ
る
が
、
金

沢

本

の

他

巻

は

多

く

「
賞

」

に
作
る
。

日
中
両
国
と
も
、

こ
の
字
は
正
字
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
、

ま

、

「賞

」
が
認
め
ら
れ
る
。

唐
紗
本
王
勃
集
数
種
に
は
、

正
字
の
外 

に
、
「
賞

」
「
賞

」
も
共
に
認
め
ら
れ
る
。

「
糾J 

こ
の
巻

に

「
糾
」

に
作
る
例
は
無
く
、
「
糾

」
ハ
)—15

7
8

の
9
)
が
ー
例
あ
り
、

塗

抹

•
改
変
は
さ

れ

て

い
な
い
が
、

校
合
注
と 

し

て

「轧

ィ
」

が
施
さ
れ
て
い
る
。

「
亂J

は
金
沢
本
他
の
巻
、

及
び
古
鈔
本
に
普
通
に
行
わ
れ
た
字
体
で
あ
る
。

白
氏
文
集
宋
刊
本
は 

「
糾
」

又

は

「
料

」

に
作
る
。r

糾

」

は

観

智

院

本

名

義

抄

にr

轧

」

の
古
字
と
し
て
載
せ
る
。

「
悉j 

f

平

一
に
は
、
起

筆

の

「
ノ
」
を

塗

抹

し

て
S

」

に
改
め
た
例
が
み
え
る
が
、

こ
の
#

に
は
^:
^

の
例
は
見
自
ら
ず
、
 

原

字

「态

」
(
1
5
9
5
の
5
)
及
び
、

こ

れ

に

準

ず

る

「
蟋

」
(
1
5
00
2
の
6
)
に
作
る
ニ
例
が
あ
る
。

『
干
禄
字
書
』

に

r

宏态

悉
上
俗
中
通
下
正
」

と
あ
る
。

『
新
撰
字
鏡
』
(
天
治
本
)
に
は
、

「
患
俗
作
也态

悉
正
作
」

と
あ
る
。

日
中
両
国
と 

も

、
宋
版
本
以
前
に
は
、
「患

」r

悉

」

に
作
る
場
合
が
極
め
て
多
い
。

「
京

」

宋

刊

本

類

は

多

く

「
京
」

に
作
る
が
、

卷

三

十

一

に

は

こ

れ

に

加

筆

し

て

「
京

」

に
改
め
た
例
が
み
え
る
。

「
京

」

は
金
沢 

本
他
の
巻
、

及
び
古
鈔
本
一
般
に
普
通
み
ら
れ
る
。

こ
の
巻

で

は

「
京

」(一
587

の
1
)
の

ま

、
の

も

の

一
例
、

「
京

」(一
571

の
5
)
に
改 

め
た
も
の
一
例
が
あ
る
。

『
干
禄
字
書
』
に

「
京
京

T±
s
l
と
あ
る
。

同
類
の
文
字
を
こ
、
に
挙
げ
れ
ば
、

「
諒
」

は
、

こ
の
ま
ま
で
加
筆
さ
れ
な
い
も
の
三
例
〔(
目
の
5
)
(
目
の
35

)
(
1
5
7
4
の
6
)
〕
、

加
筆

ニ
七
三



ニ
七
四

し

て

「
諕

」

に

改

め

た

も

の

十

一

例
〔
(
^
公
の
題
.
3 

• 

5
)
(
1
$'
4
の
題
.
1

.

2

.
3
.
3
.

6
.
7
.
8
)
〕
が

あ

る

。

ま
た
、
「
景

」
は

、
 

改

変

さ

れ

ぬ

も

の

三

例

〔
(
目
の
3 7

〕
(
1
5
7
1
の
1
.
1
)
〕
、

加

筆

し

て

「
景

」

に

改

め

ら

れ

た

も

の

ニ

例

〔
(
1
5
9
6
の
題
)
(
1
5
9
00
の
2
〕〕
が
あ 

る
。
『
干
禄
字
書
』

に

「
景
景
T - h
I E a

」

と
あ
る

。

更
に
、

「
就

」

に
つ
い
て
も
、

加

筆

し

て

「就

」

に

改

め

た

も

の

一

例(一
598

の
5
)
、

ま 

た
、
初

め

か

ら

「
環

」

に
作
る

も

の

：一
例(一

585

の
8
)
が

あ

る

。

こ
れ
ら
の
文
字
に
関
し
て
は
、

わ

が

古

鈔

本

•
古
辞
書
類
、
ま
た
、
中
国
に
於
て
も
、
宋
版
本
以
前
で
は
、

正
字
に
書
か
れ
る
方
が
寧 

ろ
稀
で
あ
る
。

㈡

以
下
の
項
は
、
前
稿
卷
三
十
一
に
つ
い
て
は
挙
げ
な
か
っ
た
文
字
を
増
補
す
る
。

「
典

」

宋

刊

本

類

は

「
典

」

に
作
る
。
金
沢
本
他
の
巻
、
及

び

わ

が

古

鈔

本

は

「
典

」
が
通
行
す
る
。

こ
の
巻
で
は
、
原

字

「
典
」 

の

「
一
」

の
両
端
を
塗

抹

し

て

「
典

」

に

改

め

た

も

の

一

例

(
m
co
oの
1
)
、
「
(
典

)
-
^
典

」

と

あ

る

如
く
、

校
合
注

に

従

っ

て

原
字
を 

「
典

」

に

改

め

た

も

の

ー

例

(
1
5
8
5
の
7
)
が
あ
る
。

外

に

「
典

」
(
1
5
7
3
の
9
)
「
典

」
(
1
5
7
7
の
5
)
と
、

校

合

注

に

「
典

」
が
併
記
さ
れ 

る
も
の
ニ
例
が
あ
り
、
ま
た
、
初

め

か

ら

「
典

」

に

作

る

も

の

ー

例

(
1
5
7
1
の
7
)
、

「
典

」

の

ま

ま

の

も

の

ー

例

(
1
5
8
0
の
3
)
が
あ
る
。
 

尚

、

わ
が
国
古
鈔
本

の

一

本

(
或
本
)
ょ
り
裏
に
増
校
さ
れ
た
ー
篇
に
は
、
初

め

か

ら

「
典

」

に

作

る

も

の

一
例(

3
7
5
9

の
3
)
が
み
ら
れ 

る
0

『
干
禄
字
書
』

に

「
典
典
^

」

と
あ
り
、

わ

が

国

の

古

鈔

本

.
古
辞
書
類
、

及
び
、

中
国
宋
版
本
以
前
は
、

「
典
」
が
普
通
に
み
ら 

れ
る
。

§

「
寛

」

宋

刊

本

類

は

「
寛

」

に
作
る
。
金
沢
本
他
の
巻
、
及

び

わ

が

古

鈔

本

で

は

「
寛

」
が
通
行
す
る
。

こ
の
巻
で
は
、
「
寛
丄
莧
」 

と
、
原

字
が
校
合
注
に
従
っ
て
改
め
ら
れ
た
も
の
一
例(一

5
00
5
の
4

)
が
あ
る
。



『
干
禄
字
書
』
に

「宽

寬
^

」

と
あ
り
、

わ

が

古

鈔

本

.
古
辞
書
類
、
及
び
、
中
国
宋
版
以
前
に
は
、
俗
字
が
普
通
に
認
め
ら
れ
る
。 

r
修」

刊本は

r

修
」

に
作
る
。
金
沢
本
他
の
巻
、
及

び

古

鈔

本

は

「
終

」
「
終

」
が
通
行
す
る
。

こ
の
巻
で
は
、
「
(资

)
i

(
終

)
」 

の
如
く
、
校
合
注
に
従
い
、

原

字

を

「
終

」

に
改
め
た
も

の

一
例(一

5
9
0

の
6
)
が

あ
る
。

外
に
、

「
修
」

に
作
る
も

の

一
例(一

584

の
4
) 

「
修
」

に
作
る
も
の
ニ
例

〔
(一

5
9
1

の
2
)(

1
5
9
5

の
6
)
〕
が
あ
り
、
ま
た
、
「
修

」

に
作
る
も

の

ニ

例

〔
(一

5
8
00
の1

X
1
5
9
0

の
2)〕
が
あ
る
。

「罔
」

宋
刊
本
類
は
「罔
」
に

作
る
。

金
沢
本
他
の
巻
、

及

び

古

鈔

本

は

「
図
」
が
通

行

す

る
。

名

義

抄

(観
智
院
本
)
に

「
司
司 

ー
ー
正
」

「
苣闻

一一今
」「

E

谷
」

と
あ
る
。

こ
の
巻

で

は

「
(
罔

)
—

図
」

の
ご
と
く
、
「
罔
」

に

加

筆

し

て

「
図
」

に
改
め
た
も

の

一
例(一

5
8
0

 

の
3
)
、
原

字

「
囘

」
を

「
図
」

に
改
め
た
も

の

一
例(一

5
7
1

の
3
)
が

あ
り
、

外
に
、
原
字
の
誤
字
を
、
校

合

注

「
同
」

に
よ
り
改
め
た 

も

の

一
例(一

5
9
0

の
5
)
が
あ
る
。

「
張
」

宋

刊

本

類

は

多

く

「
張
」

に
作
る
。
金
沢
本
他
の
巻
、
及

び

古

鈔

本

は

「
脹

」
が
通
行
す
る
。

こ
の
巻
で
は
、
原

字

「
張
」 

を
、

校

合

注

に

従

い

「
旖

」

に
改
め
た
も

の

一
例(一

5
7
5

の
1
)
が

あ
る
。

外
に
。

原

字

が

「
張
」

の
も
の
ニ

例

S
5
00
5
の
8
)(

1
5
9
6

の 

題
)
〕
が

み
ら
れ
る
。

「
底
」

白

氏

文

集

宋

刊

本

は

「
底
」

に
作
る
。
金
沢
本
他
の
巻
、
及

び

古

鈔

本

は

「
皮

」
が
通
行
す
る
。

こ
の
巻
に
は
、
原

字

「
底
」 

を

「
ィ
」
と

あ
る
校
合
注
に
従
い
、
「
皮

」

に

改

め

た

一

例(一
590

の
6
)
が
あ
る
。

同
様
に
、

正

字

「
祇
」
を

校

注

に

従

い
「
径

」

に
改

め
た
も
の
ー
^
(
1
5
7
6
の
2
)
が
あ
る
。

「
嗚
」

宋

刊

本

類

は

「
鳴
」

に
作
る
。
金
沢
本
他
の
巻
、
及
び
、

わ
が
古
鈔
本
•
古

辞

書

類

に

「
鳴
」

と
あ
る
は
極
く
稀
で
あ
っ
て
、
 

「
時
」
が
通
行
す
る

。

こ
の
巻
の
書
写
者
も
、
寧
ろ
正
字
を
見
慣
れ
ぬ
為
か
、

ニ

例

と

も〔
(一

580

の
6
)(

1
5
8
2

の
6
)
〕
「
鳴
」

に
誤
る
。
 

こ
れ
を
、
共
に
、
典
拠
の
示
さ
れ
な
い
校
注
に
従
い
、
「
時
」

に
改
め
て
い
る
。

同
様
に
、

「
烏

」

を

「
鳥
」

に

誤

っ

た

ー

例

(
目
の
28
)

ニ
七
五



ニ
七
六

が
あ
り
、
外
に
、

こ
れ
は
誤
用
で
は
な
く
、
原

字

を

「烏

」
に
作
る
も
の
一
例

(一
5
9
1

の
題
)
が
あ
る
。

そ
の
他
、

r

歿
」
「散
」
等

の

「几
」

の
部
分
を
、

わ
が
国
で
は
普
通
「
ロ
」

に

し

「

殁

」

「散
」

等
に
す
る
例
が
多
い
。

こ
の
巻
で 

も
、
正
字
に
加
筆
し
て
改
め
た
個
所
が
夫
々
一
例
づ
つ

(一

5
00
0
の
6
)(

1
5
9
7

の
5
)
み
ら
れ
る
。

三
、
以
下
は
、

こ
の
巻
の
本
文
原
字
に
、
塗
抹
後
、
或
い
は
加
筆
に
よ
る
改
変
は
特
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
金
沢
本
の
他
巻
及
び 

当
時
の
鈔
本
類
で
は
一
般
的
に
余
リ
使
用
さ
れ
ず
、
底
本
と
し
て
の
刊
本
の
文
字
が
、
そ
の
ま
、
、
伝
存
し
た
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。

「等
」
「節
」

こ
の
二
字
、
宋
刊
本
類
で
は
無
論
「等
」
「節
」
が
使
用
さ
れ
る
が
、
金
沢
本
他
の
巻
、
及
び
、
当
時
の
古
鈔
本
•
古 

辞
書
類
並
び
に
、
中
国
に
於
て
も
、
宋
版
本
以
前
で
は
、
古
く
か
ら
、
正
字
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、

r

荨

」
或
い
は
「等
」、
「
茚

」
 

節
な
ど
と
、
草
冠
に
作
る
こ
と
が
甚
だ
多
い
。
『
干
禄
字
書
』
に

も

「専
等

T±
IE a
」
「茚

節

T±
確
」
と
あ
る
。

処
が
、

こ
の
巻
、
及
び
前
稿
卷 

三
十
一
に
於
て
は
、
正
字
に
作
ら
れ
て
い
る
例
が
著
し
く

目
立
つ
。

先

ず

「
等
」

に
つ
い
て
は
、

正

字

通

り

「
等
」

に

作

る

も

の

ニ

十

ー

例

〔
(
目
の
1
5
7
9
.
1
5
〇〇
0
.
1
5
8
2
.
1
5
9
2
)
(
1
5
7
1
の
14

)
(
1
5
7
2
の
12
)

(一
5
7
3

 
の
1
)(

1
5
7
9

 
の
題
.
4
)(
1
5
8
0

 
の
題
)(一

5
8
2

 
の
題
.
1

.

3
)(

1
5
9
0

 
の
1
)(

1
5
9

一
の
題
.
1
)(

1
5
9
2

 
の 
2
)(

1
5
9
4

 
の
1
)(

1
5
9
4

 
の
1
) 

(一
5
9
6

の
1
)
(
1
5
9
00
の
2

.
2
)
〕
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
等

」
に

作

る

も

の

は

僅

か

に

三

例

〔
(
目
の1

5
9
1

)(
1
5
7
9

の
1
)
(
1
5
00
0
の
4
)
〕

に
過 

ぎ
な
い
。

外
に
、

「
ィJ

本
よ
り
の
校
合
注
、
或
は
補
入
は
、
三

例

〔
(
目
の1

5
8
2
)
(
1
5
8
2

の
題
)(一

5
9
6

の
題
)
〕
す

べ

て

「
等

」

に
作
る
。 

ま
た
、
「
等

」

に

「
寸
ィ
」

と

校

記

す

る

も

の

一

例(一
591

の
題
)
が
あ
る
。

こ

の

傾

向

は

「
節

」

に
関
し
て
も

同
様
で
あ
り
、

正

字

通

り

「
節

」

に
作
る
も
の

十

二

例

〔
(
目
の15

7
9
.
1
5
9
2

)(
1
5
7
1
の

14)
(
1
5
7
2
の

 

12

)(
1
5
7
5

の 
3
)(

1
5
7
6

 
の
6
)(

1
5
7
9

の
題
)(一

5
00
2
の
2
)(

1
5
8
5

の
7
)(

1
5
8
6

の 
3
)(

1
5
9
2

の
題
)(一

5
9
7

の
5
)
〕

で
あ
る
の
に
対
し
、

「茚

」 

に
作
る
例
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
外
に
、
書

写

者

が

誤

っ

て

「即
」
と
書
い
た
の
を
、
校
訂
者
が
補
筆
し
て
「鄭
」

に
改
め
た
個
所
が

一



例
(一

5
7
9

の
5
)
で
あ
る
。
更
に
、
原

字

の

冠

が

不

明

の

文

字(一
5
7
9

の
3
)
に
、
加
筆
し
て
竹
冠
に
し
た
も
の
一
例
が
あ
る
。

宋
刊
本
白 

氏

文

集

の

「
節

」
の
ぅ
ち
、

ー

例

(
目
の
1
5
7
9
)
の

み

は

「茚

」

に
作
り
、
他
は
す
べ
て
正
字
で
あ
る
。
竹
冠
の
字
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
 

「
篤
」

「
符

」
等

も

、

正
字
の
竹
冠
を
草
冠
に
す
る
の
が
、

わ
が
国
及
び
中
国
で
も
同
じ
く
通
行
す
る
が
(
『
干
禄
字
書
』

に

「
薦
篤
T±
IEa

J
 

と
あ
る
)
、

こ

の

巻

で

は

「
篤
」(一

582

の
7

)

「
符

」〔
(一

582

の
5

)

(
1
500
4
の
7

〕

〕

と
、
何
れ
も
正
字
に
作
る
。

「
凡
」

白

民

文

集

宋

刊

本

及

び

宋

刊

本

類

は

「
凡
」

に
作
る
。
『
干
禄
字
書
』

に

も

「
九
凡
^
勝
」

と
あ
る
。

金
沢
本
他
の
卷
、
及
び 

古

$

 

•
古

字

書

類

は
「
九

」

が
通
行
し
、

こ
の
巻
の
使
用
例
は
多
く
は
な
い
が
、
「
凡
」
が

ニ

例

〔
(
1
5
8
5

の
2
)(

1
5
9
5

の
5

)

〕

、

「
九

」 

が
ー
例
(目
の
1
)
で
あ
る
。

r

憲

」

白
氏
文
集
宋
刊
本
及
び
宋
刊
本
類
は
正
字
に
作
る
。

金
沢
本
他
の
巻
、
及

び

古

鈔

本

類

は

「
〖愚
」
が
通
行
す
る
。

『
千
禄
字 

書
』

に

r
M
憲

T±
g
」

と
あ
る
如
く
、
中
国
で
は
、

こ
の
俗
体
、
及
び
、

r

憲
」
が
一
般
的
で
あ
り
、

「
憙
」

は
稀
に
認
め
ら
れ
る
。

わ
が 

古

鈔

本

•
古
辞
書
類
も
こ
の
両
様
、
更

に

「
憝

」

な
ど
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
巻
で
は
、

正
字
に
作
る
も
の
四

例

〔
(一

573

の
8
)(

1
5
8
4

の 

6
)
(
1
5
8
00
の
1
)(

1
5
9
4

の
5
)
〕
が

み
ら
れ
、

こ
れ
に
反
し
、
通
行
の
字
体
に
作

る

も

の

は

一
例
も
無
い
。

外
に
、
原
本
文
の
欠
字
の
個
所 

を
校
訂
者
が
補
校
し
た
個
所
に
、
通

行

の

字

体

の

使

用

例

「
蒽
」(一

574

の
6
)
が
認
め
ら
れ
る
。

以
下
は
、
前
稿
巻
三
十
一
に
関
し
て
は
挙
げ
な
か
っ
た
文
字
例
に
つ
い
て
増
補
す
る
。

先
ず
、
主
と
し
て
正
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
挙
げ
る
。

「傭
」

宋
刊
本
類
は
無
論

正
字
が
使
用
さ
れ
る
。

金
沢
本
他
の
巻
、
及
び
、
古

鈔

本

類

に

は

「
僑

」
が
通
行
す
る
。

『
干
禄
字
書
』 

に

は

「倏
條
£

碟

」

と
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ

の

卷

で

は

ニ

例

〔
(
1
5
7
1
の
14

)
(
1
5
7
2
の
9
)
〕
が

「
備
」

に
、

四

例

〔
一5

7
7

の
7
)(

1
5
8
3

 

のC
O
X
1
5
9

一
の
5 

)
(
1
5
9
6

の
1
〕
〕
は
正
字
が
使
用
さ
れ
る
。

前
一
一
例
も
正
字
に
準
ず
る
と
見
做
せ
ば
、

鈔
本
類
に
多
く
使
用
さ
れ
る
通
.

ニ
七
七



?
 

ー
ー
セ
八 

俗
字
の
例
は
皆
無
と
な
る
。

た
だ
、r

備

」(一
571

)
が
僅
か
一
例
み
ら
れ
る
。

「
屬
」

宋
刊
本
類
に
は
正
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

『
千
禄
字
書
』

に

「属
屬
S

」

と
あ
る
。

わ

が

古

鈔

本

類

は

普

通

「
肩

」

「
属

」 

が
み
ら
れ
る
が
、

こ
の
巻
で
は
、
「
屬
」(一

595

の
2
)
「
屬
」(一

576

の3
)
、

及
び
、

正

字

(一
579

の
1
)
と
、

何
れ
も
正
字
、

或
い
は
こ
れ 

に
準
ず
る
字
体
が
使
用
さ
れ
る
。

外
に
、(一

5
7
6
)

に
は
、
「
肩
」
が
校
合
注
と
し
て
僅
か
に
一
例
み
ら
れ
る
。
尚

、
前

述

の

裏

書(
3
7
5
9
)

 

の

ニ

例

は

何

れ

も

「
肩

」

に
作
る
。

「
傑
」 

{木
刊
本
類
は
正
字
を
使
用
す
る
。

こ
の
巻
も
、

ニ

例〔
(一

571

の
4
)(

1
5
7
9

の
3
)
〕
は
正
字
に
作
り
、

ニ

例(一
5
7
9

の
1

.

5
) 

は
、
本
文
は
正
字
の
個
所
に
、
校
注
と
し
て
、

わ

が

国

で

通

行

の

「
傑

」

を
施
し
、

ニ

例

〔
(一

5
7
2
の
10
)
(
1
5
7
9
の
1
)
〕
は
、

正
字
に
加
筆 

し

て

「
傑

」

に
改
め
て
い
る
。

「
唐

」 

宋
刊
本
類
は
正
字
を
使
用
す
る
。

こ
の
卷
も
、

正

字

に

作

る

も

の

六

例

〔
(
目
の
1
5
9
0
.
1
5
9
0
)
(
1
5
7
1
の
1
)
(
1
5
7
2
の
14

)
(
1
5
9
0

の
題
•
同
)
〕
が
あ
り
、
金
沢
本
他
卷
も
含
め
、
古

鈔

本

類

に

通

行

の

「
0

」

に

作

る

も

の

は

一

例(
一

5
7
2

の
2
)
に
過
ぎ
な
い
。

中
国
で
は
、

正
字
に
作
る
も
の
が
多
く
、

「
唇

」

は
比
較
的
稀
で
あ
る
が
、

こ

の

字

体

及

び

「
唐

」

に

;̂.る
も
の
が
唐
初
鈔
本
に
み
ら 

れ
る
。

「
盲

」 

宋
刊
本
類
は
正
字
に
作
る
。

こ
の
卷
で
も
、

五

例
〔
(一

577

の
3
)
(
1
5
7
00
の
5

.
8
)
(
1
5
00
4
の
4
)(

1
5
8
5

の
7
)
〕
す
べ
て
正
字 

に
作
る
。
前
述
の
裏
書
の
ニ
例
の
み
、
当

時

わ

が

国

に

通

行

の

「
曹

」

に
作
る
。
『
干
禄
字
書
』

に

「
曹
曹
S

」

と
あ
り
、

中
国
で
も
、
 

「
曹

」

は
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
類
例
と
し
て
附
言
す
れ
ば
、

「
漕
」
も
、

一

例(一
595

の
2
)
あ
り
、

正
字
に
作
る
。

以
上
は
、

正
字
が
比
較
的
多
く
使
用
さ
れ
る
例
で
あ
る
が
、

次
は
、

当
時
通
行
の
字
体
の
方
が
よ
り
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
例
で
あ 

る
。



「
雨
」 

{木
刊
本
類
は
、

多

く

「
雨
」

に
作
る
。

こ
の
卷
も
、

八

例

〔
(一

574

の
7

.

8

)(
1
5
7
5

の
3
)(

1
5
7
7

の
5

.

7

)(
1
5
8
5

の
9

)
 

(一
5
8
8

の
3
)
(
1
5
00
9
の
4
)
〕

は
正
字
に
作
る
が
、
他

の

十

一

例〔
(一

5
7
1

の 
8
)(
1
5
7
2

の
4
)(

1
5
8
2

の
1

.

3

.
9
)(

1
5
8
4

 
の 
6
)(

1
5
9

一
の
4
) 

(一
5
9
5

の
1

.
6
)(

1
5
9
6

の
3
)
(
1
5
9
00
の
6
)
〕
は
、

当

時

通

行

の

「尔

」

に
作
る
。
尚

、
裏

書

の

篇(
3
7
5
9
)

の

一

例

は

「氽

」

に
作
る
。

「
籠
」

宋

刊

本

類

は

正

字

「
籠
」

に
作
る
。

こ

の

卷

も

ニ

例〔
(一

572

の
9
〕(一

580

の
7
)
〕
は
正
字
に
作
り
、
後

例

に

は

校

注

「
寵J 

を
施
す
。

他

の

七

例
〔
(一

5
7
3

の
5
〕(一

577

の
7
)(

1
5
8
2

の
7
)(
1
5
8
3

の
4
)(

1
5
8
4

の
4
)(

1
5
9
4

の
5
)(

1
5
9
7

の
3
)
〕

は
、

当
時
通
行
の 

r

寵

」

に
作
る
。

「
當
」

宋

刊

本

類

は

正

字

の

「
當

」

に
作
る
。

こ
の
巻
で
は
、

正

字

に

作

る

一

例

(
目
の1

5
7
4

)
を
除
け
ば
、
当

時

通

行

の

「當

」 

に

作

る

も

の

三

例〔
(一

593

の
6
)(

1
5
9
7

の
3

)

(
1
5
9
00

の
6
)
〕
、

ま
た
、

原
本
文
の
欠
字
を
校
訂
者
が
補
っ
た
個
所
の
一
例(一

589

の
3

)

、 

「
ィ
」
本

よ

り

の

校

合

注

の

一

例(一
5
7
8
の
7
)
が

、
同

じ

く

「
當

」

に
作
る
。

外
に
、

ニ

例〔
(一

574

の
題
)(一

5
9
00
の
4
)
〕
は

「
當
」
「當

」 

何
れ
と
も
解
し
得
る
が
、
稍
ミ
後
者
に
近
い
。
但

し

、
同
様
な
例
と
し
て
、
「
常
」

を
挙
げ
れ
ば
、

正
字
に
対
し
、

当
時
通
行
の
も
の
は 

「筒

」

に
作
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
巻
で
は
、

正

字

に

作

る

も

の

四

例

〔
(
目
の1

5
8
4

)(
1
5
7
6

の
題
)(一

5
00
2
の
2
)(

1
5
8
6

の
4
〕
〕
の
外
、

正 

字

と

認

む

べ

き

も

の

五

例

〔
(
目
の1

5
7
6

)(
1
5
7

一
の
6 

.
11

)(
1
5
8
5

の
1

)(
1
5
9
7

の
2
)
〕
と
、

何
れ
も
正
字
に
作
る
こ
と
も
あ
り
、
刊
本
の 

字
体
の
保
存
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
書

写

者
の
書

き

癖
と
い
う
要
因
を
も
認
む
べ
き
を
思
わ
し
め
る
。

「
往

」

宋

刊

本

類

は

正

字

の

「
往
」

に
作
る
。

こ
の
卷
で
は
、
正

字

に

作

る

ー

例

(
1
5
00
1
の
5
)
が
あ
る
が
、
そ

れ

に

「
牲
歟
」

と
い 

う
校
注
が
施
さ
れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
正
字
は
、
或
い
は
使
用
が
稀
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
他

の

六

例〔
(一

500
0
の
1

.

7
x

1
5
8
4 

の
6
)
(1

S
9
の
3
)(

1
5
9
4

の
1
.
1
)
〕
は

何

れ

も

当

時

通

行

の

「
牲
」

に
作
る
。

外
に
、

原
本
文
の
誤
字
を
改
め
る
た
め
の
校
注
一
例 

(一
587

の
3

)

、

及
び
、
裏

書

の

篇(
3
7
5
9
)

に

あ

る

一

例

も

「
性
」

に
作
る
。

ニ
七
九



二
八0

こ
の
外
に
も
、
挙
げ
る
べ
き
例
は
多
い
が
、
主
要
な
も
の
は
略
>
挙
げ
た
の
で
、
大
概
は
こ
れ
で
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
よ
ぅ
。

以
上
、
宋
fi
本
を
底
本
と
し
た
鈔
本
が
重
妙
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
卷
三
十
三
に
於
て
、
刊
本
に
使
用
さ
れ
た
ま
ま
の
字
体
の 

保
存
と
、
当
時
通
行
の
字
体
へ
の
改
変
と
を
、
原
本
文
書
写
時
の
現
状
と
、
校
訂
時
に
み
ら
れ
る
改
変
情
況
を
併
せ
み
な
が
ら
、
実
例
を 

以
て
示
し
た
。

こ
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
通
行
の
字
体
の
混
入
も
顕
著
に
み
ら
れ
は
す
る
が
、
流
動
し
易
い
鈔
本
の
割
に
は
、
比
較
的
よ
く
刊
本 

の
文
字
の
原
形
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
ぅ
。

そ
の
意
味
か
ら
み
て
、

こ
の
巻
の
底
本
の
祖
本
が
、
刊
本
か
ら
紗
本
へ
と
移
っ
た
時 

期
は
、
底
本
を
そ
れ
程
遡
っ
た
も
の
で
は
な
い
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
外
に
、
更
に
附
言
す
る
。

こ
れ
も
元
来
は
、
原
本
文
に
加
筆
し
て
改
変
さ
れ
た
例
に
入
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

稍

>
特
殊
の
例 

で
あ
る
の
で
、

一
括
し
て
述
べ
る
。
前
稿
卷
三
十
一
に
も
同
様
の
こ
と
が
あ
り
、
宋

皇

帝

の

講

に

警

す

る

文

字

に

対

す

る

欠

筆

の

問

題 

で
あ
る
。

既
に
、
前
稿
に
於
て
述
べ
た
如
く
、
白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
各
卷
の
ぅ
ち
、
唐

@>
本
を
承
け
る
わ
が
国
古
紗
本
を
祖
本
と
す
る
卷
々
に 

は
、
唐
朝
の
皇
帝
、
朝

廷

、
詔
勅
な
ど
に
関
す
る
文
字
の
上
一
格
を
空
け
て
い
る
。
勿

論

、

こ
れ
は
そ
れ
程
厳
格
な
も
の
で
は
な
く
、
当 

然
空
格
に
す
べ
き
個
所
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
例
も
少
く
は
な
い
が
、
全
体
を
観
れ
ば
、
原
則
は
貫
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
宋
刊
本
系
統
の
本
文
を
も
つ
こ
の
巻
、
及
び
、
巻

三

十

一

•
五
十
四
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
空
格
は
全
く
み
ら
れ
ず 

(
尤

も

、
巻
三
十
一
に
み
ら
れ
る
、
唐
鈔
本
系
の
わ
が
国
古
鈔
よ
り
の
継
足
分
に
は
空
格
が
認
め
ら
れ
る
)
、

そ
の
代
り
に
、

前
稿
に
述 

ベ
た
如
く
、

こ
の
巻
と
卷
三
十
一
の
両
巻
に
限
り
、
数
文
字
に
於
て
、
欠
筆
が
認
め
ら
れ
る
。

い
ま
、

同

じ

く
欠
筆
の
認
め
ら
れ
る
南
宋
紹
興
年
間
刊
白
氏
文
集
巻
五
十
(
金
沢
本
卷
三
十
三
に
当
る
)
(
文
学
古
籍
出
版
社
印
本
に



拠
る
)
に
ょ
り
、
欠
筆
の
ぁ
る
文
字
を
宋
皇
帝
の
年
代
順
に
挙
げ
'

こ
れ
と
'

こ
の
卷
に
諶
め
ら
れ
る
欠
筆
と
を
比
較
す
れ
ば
、
次
の
通 

り

で

あ

る

〔
表

中

「
〇
」
は
欠
筆
し
、
「
X
」
は
欠
筆
せ
ず
。
(
宋
)
は
南
宋
刊
本
、
(金
)
は
こ
の
巻
を
示
す
〕
。

⑴始祖玄 
⑵

"

朗
 

⑶祖
 

敬
 M

父
 

弘
 

⑸太祖胤

(
朱
)

(

金
) 

〇 

〇 

〇 

X

 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X

a

木
)

(

金
)

(6) 
太

宗

耿
 

〇 

X

(7) 
仁

宗

徽

貞

〇

〇

XX

(8) 
英

宗

父

譲 

〇 

X

(9) 
踅

ホ

煦
 

〇 

X

(10) 

高

宗

媾

 

〇
 X

(
註
)
当
該
文
字
の
所
在
を
示
せ
ば
次
の
通
り
。
(

)

内
、
後
の
数
字
は
各
本
の
行
数
を
示
す
。

一
、

(
宋
本
)

⑴

(
目
の1

5
8
1
.
1
5
8

一
の
題
)
(
运

名

巳

ハ

昆

另

巳

⑵

官

の

惡

⑦
-
运
沈
の
呂
)

⑶

(一
5
7
3
の

12)
(
1
5
7
6

 

の 
8 

.
12
)(
1
5
7
7

 
の
8
)
(
1
5
8
4
の
10
)
(
1
§
の
2
)
(
1
5
9
6
の
12
)

⑷

(

目
の1

5
9
6

 .
1
5
9
6
の

11)
(
1
5
7
5
の

2
)

(5)
(
目
の 

15
9
1
.

1
5
9
1
の11
) 

§
(
1
5
7
3

 
の
8

)

(71
徽

(一
5
7
3

の 
9
)
(
1
5
9
8
の
13
)
貞

(
1
5
7
3
の
13
)
(
1
5
7
5
の
1
.
2
)
(
1
5
7
〇0
の
3
) 

(一
5
8
1
の

10)
^
(
1
5
7
3
の

3
)
(
1
5
7
8
の

9
(
1
5
8
6
の

10)
§

(
1
5
7
4
の

8
)

(1〇)(
1
5
7
1
の

5
)
(
1
5
7
2
の

5
)

ー
、
(10)
「
媾
」
は
、
宋
本
ニ
例
と
も
、
該

文

字

に

«
嫌
名
」
と
註
す
。

一
、
巻
三
十
一
に
て
欠
筆
の
「
殷
」
、
こ
の
巻
本
文
中
に
使
用
例
は
な
い
。
金
沢
本
裏
書
の
ー
篇(

3
7
5
9
)

(
こ
の
篇
宋
本
は
収
録
せ
ず
)
に 

使
用
例
あ
る
も
欠
筆
は
し
な
い
。

一
、

r

懸j 

r

義
」r

懲
」

の
三
字
、
宋
本
欠
筆
は
し
な
い
。



二
八
ニ

ー
、
宋
刊
本
の
刊
年
と
さ
れ
る
「
紹
興
」
は
(10)

の
高
宗
の
年
号
で
ぁ
る
。

次

に

、

こ

の

巻

の

原

字

に

認

め

ら

れ

る

欠

筆

、

並

び

に

、

そ

の

欠

筆

個

所

に

対

す

る

加

筆

の

有

無

を

検

討

す

れ

ば

、

玄(
目
.lg

一
)…

賜

緋

魚

袋

兼

改

名

玄

休

制

(
親
f

p

ァ」
n

f

) 

(
1

5
8

1
)

//
(
欠筆ナ
シ)

(一
572

)
作

奠

玄

朔

賓

于

皇

唐

(欠
筆
ア
リ
)

〔鉛
〕

(一
592

)
輟

(
玄}

黄

之

著

述

(
塗
抹
以
前
ノ
原
字
、
欠
筆
ア
リ
} 

敬

(一
573

)
公

著

検

敬

規

度

(欠
筆
ナ
シ
)

(一
576

)
除

検

校

左

敬

騎

常

侍

(欠
筆
ナ
シ
)

(
"
)
温
敬
忠
実
(欠
筆
ア
リ
)

(一
576

)
益

敬

吾

使

(
原
字
欠
筆
ア
リ
。
加
筆
シ
テ
「
敬
」
ニ
改
ム
) 

(一
577

)
敬

終

如

初

(
原
字
欠
筆
ア
リ
。
加
筆
シ
テ
「
敬
」
ニ
改
ム
) 

(一

5
00
4
}
三

命

益

敬

(欠
筆
ナ
シ
)

(一

5
00
9
)
敬

長

長

法

(欠
筆
ナ
シ
)

(一
596

)
以

孝

敬

之

誠

(欠
筆
ア
リ
)

弘(
目
.1 S

6
)

韋

弘

景

(欠
筆
ナ
シ
)

(一
5
9
6
)

 

" 

(

〃

)

(一
575

)
弘

貞

観

之

風

(
欠
筆
ナ
シ
)

(
註
)

現
に
欠
筆
の
あ
る
文
字
に
は
問
題
は
な
い
が
、
本
文
原
字
に
欠
筆
が
あ
り
、
末
画
の
み
を
加
筆
し
た
場
合
は
、
写
真
で
は
無
論
の
こ
と
、
実 

物
を
み
て
も
、
判
定
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
該
当
文
字
す
べ
て
を
螢
光
燈
の
光
線
に
よ
り
透
視
し
、
そ
の
結
果
認
め
ら
れ
る
、
 

墨
色
の
相
違
を
以
て
判
定
の
規
準
と
し
た
。
そ
の
後
、
三
の
註
⑴
に
於
て
述
べ
た
精
密
な
四
ッ
切
写
真
に
よ
り
、
再
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
 

各
文
字
に
対
す
る
結
論
に
至
る
迄
の
検
討
過
程
を
こ
こ
に
示
す
。

玄

(
目

.1

5
00
1
)
末
画
の
み
淡
墨
で
あ
り
、
従
っ
て
、
加
筆
は
明
か
で
あ
る
。 

(一

5
00
1
)
末
画
、
他
の
画
に
比
し
稍
，
肉
太
。
但
し
、
墨
色 

同
じ
。

欠
筆
個
所
に
対
す
る
加
筆
に
よ
る
も
の
に
非
ず
と
判
定
す
。 

(一
57
2

)
末
画
に
似
た
る
画
様
の
も
の
あ
る
も
、

「一
J

を
留
め
る
際
、



上

に

少

々

は

ね

た

も

の

。

末

画

に

は

非

ず

。

欠

筆

あ

り

と

断

定

す

。 

(
一
5
9
2

)

原

字

「
玄

」

は

明

か

に

末

画

を

欠

く

。

こ

れ

に

校

訂

時

に

稍

丨
 

肉

太

の

編

「
全

」

(
金

に

同

)

を

加

え

、

後

に

こ

の

字

を

塗

抹

し

て

「
餡

」

に

改

む

。

透

視

す

れ

ば

原

字r

玄

」

の

欠

筆

は

明

に

認

め

ら

れ

る

。

敬
(
一
5
7
3

)

末

画

を

含

め

、

墨

色

.
筆

致

同

じ

。

欠

筆

な

し

と

判

定

す

。 

(
一
5
7
6
)

末

画

稍

，

肉

太

な

る

も

、

墨

色

同

じ

。

欠

筆

な

し

と

判
 

定

す

。 

(
一
5
7
6

の

3

)

外

形

上

は

加

筆

と

は

み

え

ず

。

但

し

、

墨

色

、

他

の

画

に

比

し

て

明

か

に

淡

墨

。

原

字

欠

筆

あ

り

、

末

画

を

補

っ

た

も
 

の

と

判

定

す

。 
(
一
5
7
7

)

他

画

に

比

し

、

末

画

の

み

稍

*

肉

太

。

墨

色

も

淡

墨

。

原

字

欠

筆

あ

り

、

末

画

を

補

っ

た

こ

と

は

明

瞭

で

あ

る

。

(
一
5
8
4
)

外

形

か

ら

す

れ

ば

、

末

画

を

補

っ

た

か
と
も

み

え

る

が

、

全

体

と

し

て

墨

色

が

稍

-

淡

墨

で

同

じ

で

あ

る

の

で

、

原

字

に

欠

筆

な

し

と
 

認

め

た

。

但

し

、

若

干

疑

問

の

余

地

あ

り

。

(
一
5
8
9

)

末

画

の

墨

色

、

他

画

と

同

じ

。

原

字

の

欠

筆

認

め

ら

れ

ず

。

弘

(
目

•
一

5
9
6

)

(
1
5
9
6
)

 

(
1
5
7
5
)

三

字

と

も

、

末

画

の

墨

色

、

他

画

と

異

ら

ず

。

何

れ

も

、

原

字

の

欠

筆

は

認

め

ら

れ

ず

。

巻

三

十

一

に

関

す

る

前

稿

で

触

れ

た

如

く

、

巻

三

十

一

に

て

使

用

の

「
弘

」

は

す

べ

て

「
肌

」

に

作

る

。

宋

版

本

に

は

欠

筆

の

あ

る

「
弘

」

が
 

使

用

さ

れ

る
と
共

に

、

「
肌

」

も
ニ

ケ

所

認

め

ら

れ

る
の
で
、
前

稿

で

は

、

欠

筆

に

準

ず

る

も
の
と
し

て

扱

っ

た

。

ま

た

、

こ

の

字

は

、

同

学

尾

崎

康

氏

の

調

査

に

依

れ

ば

、

書

陵

部

蔵

通

典

北

宋

刊

本

等

を

は

じ

め

、

南

宋

刊

本

に

は

屢

々

使

用

さ

れ

て

い

る

由

。 

版

本

以

外

に

も

、

例

え

ば

、

欧

陽

脩

の

自

筆

「
集

古

録

跋

尾

」

治

平

元

年

(
一
0
6
4
}

(
平

凡

社

『
書

道

全

集

』

所

載

)

に

も

認

め

ら

れ

た

。

と

こ

ろ

が

、

巻

三

十

三

で

は

、

す

べ

て

「
弘

」

に

作

ら

れ

て

い

る

。

と

す

れ

ば

、

巻

三

十

一

.

三

十

三

の

両

卷

が

、

共

に

宋

版

本

を

底

本

と

し
 

な

が

ら

も

、

そ

れ

が

、

同

じ

版

で

あ

る

か

否

か

、

無

論

、

刻

エ

者

の

こ

と

も

あ

る

が

、

疑

問

を

差

し

挾

む

べ

き

資

料

と

な

り

得

る

。

こ

の

巻

に

於

け

る

、

欠

筆

に

係

わ

り

の

あ

る

文

字

は

以

上

の

通

り

で

あ

る

。

こ

れ

を

整

理

す

れ

ば

、

原

字

に

欠

筆

の

認

め

ら

れ

る

の 

は
、

「
玄

」

は

四

ヶ

所

中

の

三

ヶ

所

、

「
敬

」

は

八

ヶ

所

中

の

四

ヶ

所

、r

弘

」

は

三

ヶ

所

の

中

、
結

局

一

ヶ

所

も

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

。

こ

の

中

で

、

例

え

ば

r

玄

」

な

ど

は

、

欠

筆

と

は

無

関

係

に

、
末

画

が

省

か

れ

て

い

る

例

が

往

々

み

ら

れ

る

が

、

こ
れ
だ
け
の
個
所
に 

欠

筆

が

認

め

ら

れ

る

と

す

れ

ば

、

こ

の

欠

筆

が

、
{木

刊

本

系

の

底

本

に

従

ぅ

も

の

で

あ

っ

て

、
書

写

者

の

書

癖

等

、
偶

然

な

ど

に

よ

る

も

二
八
三



二
八
四

の

で

な

い

こ

と

は

明

か

で

あ

ろ

う

。

但

し

、

原

本

文

の

書

写

者

及

び

校

訂

者

が

、

欠

筆

に

対

し
ど

の

程

度

意

識

的

で

あ

り

、

こ
れ
に
つ
い 

で

如

何

程

の

認

識

を

持

っ

て

い

た

か

は

、

知

る

由

も

な

い

。

明

か

に

欠

筆

の
あ

る

文

字

が

存

す

る

と

同

時

に

、

前

表

の

ご

と

く

、

原

字

の

欠

筆

に

対

し

、

加

筆

し

て

末

画

を

補

っ

た

例
も

少

な

か

ら
 

ず
あ

り

、

こ

の

加

筆

は

、

当

然

、

校

訂

者

に
よ

る

も

の

と

み

る

べ

き

で

あ

ろ

う

か

ら

、

こ

れ

は

唐

鈔

本

系

の

わ

が

古

鈔

本

——

r

ィ

」

と
 

あ

る

校

注

の
原

本

で

あ

ろ

う

——

と

の

校

比

に
よ

り

補

筆

さ

れ
た

も

の

と

見

做

し

て
よ

い

で

あ

ろ

う

。

と

す

れ

ば

、
欠

筆

の

儘

に

残

さ

れ 

た

個

所

は

、

或

い

は

、

校

訂

者

の

見

逃

し

た

貴

重

な

失

校

個

所

と
い

う

べ

き

か

も

知

れ

な

い

。

結

局

、

厳

密

に

い

え

ば

、

こ

の

巻

の

欠

筆

の
あ

る

文

字

は

r

玄

」

「
敬

」

の

二

字

に

な

る

。

前

述

の

如

く

、

巻

三

十

一

に
も

同

様

欠

筆 

の

あ

る

文

字

が

存

し
、

そ

れ
は

「
敬

」

(
「
敵
」
を
含
む
)
「
弘

」

(
但

し

、
何

れ

も

「矶

」

と
あ

り

、

宋

本

の

中

に
も

こ

の

字

が

使

用

さ

れ 

て

い

る

の

で

、
欠

筆

に

準

じ

て

扱

っ

た

)r
殷

」
(
「
澱
」
を
含
む
)
の

三

字

で

あ

る

。

但

し

、

こ

の

巻

三

十

三

に

は

、
本

文

に

「
傲

」

r

殷

」 

「
馼

」

の

使

用

例

が

な

い

の

で

、
実

質

的

に

は

巻

三

十

一

に

比

し

て

、
特

に

少

い

わ

け

で

は

な

い

。

巻

三

十

一

の

場

合

も

同

様

で

あ

る

が

、

こ

の

巻

の

欠

筆

の

あ

る

文

字

は

、
宋

代

極

初

期

の

も

の

に

限

る

。

前

述

の

如

く

、

こ
の
巻
の
底 

本

は

何

れ

の

段

階

に

於

て

か

、
宋

f

本

を

底

本

と

す

る

重

紗

本

で

あ

る

。

加

う

る

に

、
宋

代

極

初

に

属

す

る

避

講

に

よ

る

欠

筆

が

み

ら

れ 

る
。

宋

刊

本

の

年

代

判

定

に

は

、
欠

筆

の

有

無

の

み

で

は

、

到

底

正

確

さ

を

期

し

難

く

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

刻H

者

名

が

よ

り

重

要

で 

は

あ

る

が

、

い

ま

の

場

合

は

、

そ

れ

は

望

み

難

い

。

こ

こ

で

、

宋

刊

本

を

底

本

と

し

、

宋

極

初

に

該

当

す

る

避

講

字

に

欠

筆

が

存

す

る

と 

す

れ

ば

、

そ

の

底

本

と

な

っ

た

刊

本

を

、
北

宋

刊

本

と

推

定

す

る

に

足

る

一

資

料

は

提

供

さ

れ
た

と

い

え

よ
う
。

こ

れ

亦

、

既

に

前

稿

で

述

べ

た

如

く

、

わ

が

国

に

は

藤

原

道

長

の

頃

白

氏

文

集

刊

本

が

少

く

と

も

二

度

将

来

さ

れ

た

こ

と

が

『
御

堂

関 

白

記

』

に

記

録

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

将

来

年

代

の

寛

弘

年

間

は

、

中

国

で

は

真

宗

の

代

に

相

当

し

、
前

表

で

い

え

ば

、

(6)
太

宗

と

(7)
仁
宗



の
間
に
あ
る
。

そ
の
時
将
来
さ
れ
た
宋
本
は
何
れ
も
現
存
し
な
い
が
、

こ
の
卷
の
祖
本
と
し
て
の
刊
本
と
同
様
の
条
件
を
具
備
し
て
い
る 

と
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
{木
代
極
初
期
の
避
諱
字
を
も
つ
刊
本
を
祖
本
と
す
る
鈔
本
が
わ
が
国
に
存
す
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
唐
突 

な
事
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

金
沢
文
庫
本
の
現
存
す
る
巻
は
三
十
巻
に
足
り
な
い
。

し
か
も
、
当
初
、
全
巻
揃
っ
て
書
写
さ
れ
た
と
い
う
証
拠
が
無
い
の
み
か
、
そ 

の
書
写
奥
書
、
校
合
識
語
の
年
月
日
を
綿
密
に
迎
れ
ば
、
全
巻
が
書
写
さ
れ
た
と
す
る
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
従 

っ
て
、
^
述
の
如
く
、
私
見
で
は
、
入
手
し
得
た
卷
か
ら
順
次
本
文
を
書
写
し
、
校
.訂
を
行
っ
た
も
の
の
、

七
十
ー
卷
全
卷
を
書
写
す
る 

迄
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
も
推
定
さ
れ
る
。
本
文
の
書
写
、
及
び
、
そ
の
校
訂
作
業
が
、
共
に
巻
次
と
は
関
係
な
く
行
わ
れ
て
い
る 

の
も
こ
の
為
め
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
'は
、
そ
の
本
文

も
、
唐
鈔
本
に
近
い
重
鈔
本
か
ら
宋
刊
本
を
底
本
と
す
る
鈔
本
に
至
る
ま
で
、
異
種 

の
も
の
、か
取
合
せ
ら
れ
た
の
は
止
む
を
得
な
い
事
と
い
え
る
。

白
氏
文
集
金
沢
本
卷
三
十
一
•
三

十

三

•
五
十
四
は
宋
刊
本
を
底
本
と
す
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
類
似
し
、

そ
れ
だ
け
、
他
の
巻
と 

相
違
点
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
巻
三
十
一
に
続
い
て
、

こ
の
巻
三
十
三
の
本
文
、
校
合
注
等
を
検
討
し
た
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
両
卷 

は
種
々
の
共
通
点
を
も
っ
と
同
時
に
、

こ
の
巻
特
有
の
特
徴
も
み
ら
れ
た
。
各
巻
毎
に
、
本
文
の
系
統
や
特
徴
な
ど
に
っ
い
て
、
今
後
、
 

更
に
綿
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

筆
者
は
前
稿
文
集
巻
三
十
一
に
っ
い
て
の
結
語
と
し
て
、

原
金
沢
本
卷
三
十
一
は
宋
刊
本
系
統
の
一
本
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

し
か
も
そ
れ
は
、

欠
筆
か
ら
判
断
す
れ 

ば

、

北
宋
刊
本
で
あ
る
可
能
性
も
か
な
り
の
確
実
度
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
宋
刊
本
白
氏
文
集
は
記
録
の
上
で
こ
そ
存
在
す 

る
が
、
実
物
は
現
存
せ
ず
、

こ
れ
ま
で
、

い
わ
ば
幻
の
刊
本
あ
っ
た
。
北
宋
刊
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
若
し
こ
の
卷
三
十

二
八
玉
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八
六

一
が
そ
の
本
に
拠
っ
た
と
す
れ
ば
、t

是
に
貴
重
な
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

と
述
べ
た
が
、

こ
れ
は
そ
の
ま
、
、

こ
の
卷
三
十
三
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

系
統
の
異
な
る
本
文
が
取
合
せ
ら
れ

て
い
る
白
氏
文
集
金
沢
本
の
う
ち
、
卷

三

十

一

•
三
十
三
と
い
う
ニ
卷
が
北
宋
刊
本
を
祖
本
と
す 

る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
取
合
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
の
実
態
を
示
す
と
共
に
、
取
合
せ
本
で

あ
る
と
は
い
え
、
各
卷
が
由
緒

あ 

る
本
に
拠
っ
て

い
る
こ
と
を
明
か
に
示
し
、
金
沢
文
庫
本
の
、

そ
の
点
で
の
貴
重
さ
を

も
改
め
て
確
認
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

以
下
は
、
卷
三
十
三
の
み
に
係
わ
る
問
題
で
は
な
い
が
、

こ
れ
迄
述
べ
て
き
た
事
と
も
密
接
な
関
連
が
あ
る
二
つ
の
点
に
就
て
、
更
に 

こ
の
機
会
に
附
言
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
一
つ
は
、
文
集
金
沢
本
の
校
訂
者
豊
原
奉
重
そ
の
人
に
就
て
ゾ
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
建

長

四

年

の

校

合

に

使

用

さ

れ

た

「
貴
所 

之
御
本
」

の

「
貴
所
」

に
就
て
の
検
討
で
あ
る
。

初
め
に
、
豊
原
奉
重
に
つ
い
て
、
先
ず
そ
の
名
前
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
金
沢
本
各
巻
々
末
識
語
に
み
ら
れ
る
そ
の
名
は
、
何
れ 

も

「
奉
重
」

で
あ
り
、
大

矢

透

『
假
名
遣
及
假
名
字
體
沿
革
史
料
』
(
明
治
四
十
ニ
年
刊
)
を
は
じ
め
、
|1:
效
|
記
貴
重
書
解
題
』
第
ー
卷
(長 

沢
規
矩
也
氏
解
題
.
昭
和
三
十
一
年
刊
)
所
載
の
文
集
解
説
で
も
、

共
に
、

「
奉
重
」

に
翻
字
さ
れ
て
い
る
が
、
金

子

彦

ニ

郎

『
平
安
時
代
文 

学
と
白
氏
文
集
臟
真I

文
鮮
』

(
第
一
冊
)

所

収

「
金
沢
文
庫
旧
蔵
本

白
氏
文
集
に
関
す
る
研
究
」

に
於
て
、

同

氏

は

総

て

「
泰
重
」

と
読 

ま
れ
、
ま
た
、

そ
の
人
に
関
す
る
同
篇
中
の
論
考
に
於
て
も
、
総

て

「
泰
重
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

金
子
氏
の
引
か
れ
た
資
料
は
、
近

藤

守

重

「
金
沢
文
庫
考
卷
之
ニ
」
所
引
の
も
の
と
あ
る
が
、

い
ま
、
守
重
の
文
庫
考
、
及
び
、

そ
の

(2
)

中
に
引
か
れ
る
資
料
そ
の
も
の
に
も
直
接
当
っ
て
検
討
し
よ
う
。



国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
律
江
戸
初
金
沢
文
庫
本
摸
写
ニ
軸
(
「
国
史
大
系
」

に
収
む
)

の
ぅ
ち
、

卷
ー
奥
書 

律
卷
第
一
名
例

文
永
十
年
蒙
越
州
使
君
尊\

闇
厳
命
移
點
畢
于
時
蕤
實\

初
律
芨
人
後
朝
而
已

音
博
士
清
原
俊
隆

此
書
先
年
受
教
隆
真\

人
之
説
了
而
件
書
回
禄
成
\

孽
化
灰
燼
仍
重
以
俊
隆
之\

本

| |
8
5
|
書
写
校
\

合
了
于
時
文
永
十
年
九
月
\

廿
八
日

越

州

刺

史

平

(
花
押
)

文

永

十

年

十

一

月

十

九

日

以

右

金

吾

校

尉

奉

重

遺

本

/

裏

書

頭

書

以

下

多

潤

色

畢

彼

本

奥

云
 

嘉

禄

武

年

仲

冬

晋

書

写

畢

1

sl
s
li
承

〔
「以
」
以
下
九
字
朱
筆
〕 

t

s

u

以
家
，
秘
本
聊
比
校
畢
土 
S

所

—

奉
重

于

時

任

官

依

當

道

之

挙

拝

秘

書

浴

無

堀

之

恩

遷

監

門

畢

\

以

家

説

授

原

右

金

吾

校

尉

畢

明

法

博

士

中

原

在

判
 

以

大

理

卿

中

基

光

律

学

博

士

中

明

継

右

金

吾

録

事

中

明

方

\

等

家

本

令

校

合

之

畢
 

と
あ
る
。

ま
た
、
同
文
庫
蔵
令
義
解
江
戸
初
金
沢
文
庫
本
摸
写
本
十
軸
(
「
国
史
大
系
」
に
収
む
)

の
ぅ
ち
、
令
義
解
七
尾
に
、

令
卷
第
十

當
卷
故
清
大
外
史
之
本
/

令
紛
失
之
間
以
原
武
衛
\

奉
政
之
本
書
写
點
校
了\

二
八
七



二
八
八

于
時
文
永
三
年
黄
鐘
晦
日 

越
州
刺
史
平 

0

3 

本务

之安

貞

ニ

年

九

月

十

一

日

書
写
了

同
十

四

日

委
点
了

貞

永

元
年
八

月

下
旬
以
或
儒
\
家
本
重
見
合
了

右
衛
門
豊
原
重 

安
貞
第
三
之
天
狭
鐘
中
旬
之
候
以
/

家
説
授
原
右
金
吾
校
尉
了 

抑
金
吾
者
依
禀
庭
訓
於
累
葉
之\

風
可
瑩
鑽
仰
於
玉
条
之
露
而
中
\

古
以
降 

家
門
悉
廃
学
久
昧
仙
砌
\

之
月
父
祖
共
忘
道
徒
翫
宮

(
懇
力
) 

、

樹
之
花
\

爰
校
尉
学
始
勤
学
也
志
元
愁
\

志
也
因
之
武
部
書|

併
授
之
而
已 

修
理
左
官
^
判
官
明
法
博
士
兼
左
衛
門
少
尉
備
中
権
拯
章
久
在
裏
判 

と
ぁ
る
。

ま
た
、
東
山
御
文
庫
蔵
類
従
三
代
格
第
五
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
末
尾
(
未
見
、

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
フ
ィ
ル
ム
に
拠
る
。

「
国
史 

大
系
」

に
収
む
)
に
は
、

類
従
三
代
格
第
五

文
永
三
年
十
月
三
日
以
原\

內

武
衛
之
本
書
写
校
合
\

畢 

越

州

刺

史

平

(
花
押
)

本
奥
云

安
貞
ニ
年
四
月
九
日
書
写
了 \

図
書
允
豊
原
奉
重
同
十
三
日
委
点
了 

(金
沢
文
庫
印
)

と

あ

る

。

以
上
は
、
金
子
彦
ニ
郎
氏
が
金
沢
文
庫
考
よ
り
引
か
れ
た
奥
書
類
の
、
原
本
に
よ
る
再
検
討
で
ぁ
る
が
、
類
聚
三
代
格
に
つ
い
て
は
、



(尾
〕

類
聚
三
代
格
第
三

以
上
の
外
に
も
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
に
、
江
戸
中
期
頃
の
、
金
沢
文
庫
本
ょ
り
の
転
写
本
で
、
鹰

司

家

旧

蔵

本

六

冊

(
巻
一
、
三
、
五
、
 

七
、
八
、
十
二
)
が
あ
る
。

(尾
)
(
首
題
は
「類
聚
三
代
格
」)
 

， 

，

三
代
類
聚
格
巻
第
一 

金
沢
文
庫 

文
永
三
年
二
月
廿
八
日
\

以
原
武
衛
奉
政
之
本
書
写
點
校
了 

本
奥
云

安
貞
ニ
年
正
月
七
日
書
写
了\

図
書
少
允
豊
原
奉
重\

同
十
日
委
點
了 

金
沢
文
庫

文
永
三
年
正
月
十
九
日
以
原
武
衛
奉
政
之
本
書
写
點
校
畢\

越

州

刺

史

平

判
 

本
奥
云

安
貞
ニ
年
三
月
十
五
日
書
写
了

(尾
)
 

印

類
聚
三
代
格
卷
第
八 

金
沢
文
庫 

文
永
六
年
六
月
十
七
日
以
原
武
衛
奉
政
之
本
書
點
校
合
了\

越

州

刺

史

平

判
 

本
奥
云

安
貞
ニ
年
十
一
月
十
三
日
書
写
了\

右
衛
門
小
尉
豊
原
奉
重\
同
十
二
月
九
日
委
點
了 

(巻
七
は
奉
重
の
本
奥
書
の
記
入
無
く
、
巻
十
二
は
奥
書
の
記
入
無
し
)

以
上
の
識
語
類
に
み
え
る
本
奥
書
か
ら
す
れ
ば
、

金

子

氏

が

r

泰
重
」

と
解
さ
れ
た
の
は
明
か
に
誤
り
で
あ
り
、

「
奉
重
」
が
正
し
い 

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
八
九



ニ
九
〇

と
こ
ろ
で
、
「
奉
重
」

を

r

泰
重
」

と
見
做
し
た
古
い
例
が
あ
り
'
 

こ
れ
が
、

或
い
は
、

他
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
も
思
わ
れ
る
の 

が
林
羅
山
の
場
合
で
あ
る
。

国

立

東

京

博

物

館
蔵
那
波
古
活
字
本
は
羅
山
(
及
び
鵞
峰
)
校
本
で
あ
り
、

元
和
四
年
、

羅
山
の
校
合
識
語 

が
み
え
る
。

こ
の
巻
九
末
尾
に
、
金
沢
本
卷
九
の
校
合
識
語
が
転
記
さ
れ
て
い
て
、
明

か

に

「豊
原
泰
重
」

と
移
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
の 

外
、
那
波
本
に
校
注
、
|]|
点

、
金
沢
本
奥
書
等
を
書
入
れ
た
も
の
が
少
く
と
も
十
数
部
は
存
し
、
金
沢
本
の
奉
重
に
よ
る
校
合
識
語
を
転

(
4
)

記
し
た

も
の

、
中

、
管
見
に
入
っ
た

も
の
で
、
「
奉
重
」

と
明
記
し
た

も
の
は
比
較
的
稀
で

あ
る
。

律
令
研
究
の
家
系
と
し
て
の
豊
原
家
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
乏
し
く
、
ま
た
豊
原
奉
重
の
閲
歴
に
つ
い
て
も
知
る
所
は
極
め
て
少
な
い 

が

、

い
ま
、

こ
こ
に
挙
げ
た
本
奥
書
に
記
さ
れ
た
事
実
か
ら
、
豊
原
奉
重
に
就
て
少
し
く
述
べ
る
。

こ
の
資
料
の
範
囲
内
で
、
奉
重
の
律
令
の
書
写
活
動
を
み
れ
ば
、
嘉

禄

ニ

年

(一
226

)
か

ら

貞

永

元

年(一
232

)
ま

で

、
あ
る
。
明
法
博 

士

中

原

章

久

が

「
勤
学
」r

懇
志
」

と
讚
え
て
述
べ
て
い
る
如
く
、
例

え

'は
、

令
第
十
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

安
貞
ニ
年
九
月
十
一
日
に
こ 

れ
を
書
写
し
、
同
十
四
日
に
委
点
を
施
し
た
後
、

四
年

後

の

貞

永

元

年

八

月

下

旬

に

は

「
或
儒
家
本
」

に
よ
り
校
合
を
行
っ
て
い
る
し
、
 

律
第
一
に
つ
い
て
も
、
嘉
禄
ニ
年
仲
冬
に
こ
れ
を
書
写
し
、
更

に

「
家

>
秘
本
」

を
以
て
、
校
合
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
律
令 

の
修
学
に
熱
心
で
あ
っ
た
北
条
実
時
は
、
文
永
十
年
九
月
廿
八
日
に
、
校
合
の
終
っ
た
そ
の
本
文
に
、
更
に
、
奉
重
の
本
か
ら
、
十
月
十 

九

日

に

「
裏
書
頭
書
以
下
多
潤
色
畢
」

と
あ
る
如
く
、
奉
重
の
本
か
ら
補
っ
て
い
る
。
内
閣
文
庫
本
を
み
る
と
、
上

欄

に

「
犯
罪
時
雖
未 

老
疾
条
」

と
い
う
類
の
朱
書
見
出
し
が
数
多
く
施
さ
れ
、
或
い
は
、
裏

書

に

「
癡
疾
事\

戸
令
云
癡痖

侏
儒
腰
背
折
一
支
癡
如
此
之
類
皆 

為
——

」

と
い
う
類
の
注
が
所
々
に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
奉
重
の
本
に
拠
て
補
わ
れ
た
個
所
で
あ
ろ
う
。
奉
重
の
手
校
本 

が
実
時
に
尊
重
さ
れ
た
こ
と
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
奉
重
が
諸
本
を
以
て
校
合
を
重
ね
る
仕
方
な
ど
は
、
同
じ
く
、
白
氏 

文
集
金
沢
文
庫
本
に
み
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
「
委
点
了
」

な
ど
は
、
書
き
方
ま
で
そ
の
ま
、
全
く
同
じ
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、

こ
の
本
奥
書
に
み
え
る
奉
重
の
校
訂
活
動
の
最
後
の
年
、
貞

永

元

年

八

月

下

旬

(
律
第
十
校
訂
時
)

は
、
実

は

、
白
氏
文 

集
の
校
訂
作
業
と
、
併

行

•
重
複
し
て
い
る
。

金
沢
本
校
合
識
語
の
う
ち
、

こ
の
前
後
の
年
月
日
を
み
る
と
、

(巻
四
四
)
(
本
文
書
写
ハ
七
月
二
七
日
)

貞

永

元

年

八

月

八

日

自

校

朱

了

右

金

吾

校

尉

(巻
四
七
)
(
八
月
)

貞

永

元

年

同

十

日

自

校

了

右

金

吾

校

尉

奉

重

(巻
五
ニ
)
(
八
月
)

貞

永

元

年

同

廿

八

日

校

点

了

右

衛

門

少

尉

豊

原

奉

重

な
ど
が

あ
り
、
こ
れ
か
ら

み
れ
ば
、
こ
の

年
八
月
下
旬
に
は
、
明
か
に
文
集
と
律
の
本
文
校
訂
が
重
複
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

文
集
金
沢
本
現
存
本
に
よ
っ
て
、
校
訂
の
日
付
を
迎
る
限
り
で
は
、

卷
十
四
本
文
が
但
馬
房
に
よ
り
書
写
さ
れ
、

こ
れ
に
、
「
同
二
月 

二
日
加
点
了
」

と
あ
る
の
が
、
奉
重
の
校
訂
作
業
と
し
て
は
最
も
早
い
年
月
で
あ
り
、
恐
ら
く
、
実
際
に
は
こ
れ
よ
り
も
早
く
か
ら
、
既 

に
、
作
業
は
始
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
奉

重

の

律

令

の

書

写

•
校
合
の
作
業
は
、
貞
永
元
年
八
月
下
旬
以
後
、
更
に 

継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
当
然
推彻

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ニ
つ
の
作
業
が
併
行
し
て
な
さ
れ
た
時
期
は
、
現
在
知
ら
れ
る
年 

月
よ
り
も
長
期
に
亘
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
論
二
つ
の
作
業
が
実
際
に
は
同
等
の
比
重
に
於
て
行
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
て
は
な
く
、
 

恐
ら
く
、
文
集
の
校
訂
に
重
点
が
置
か
れ
た
に
は
相
違
な
い
。

た
^
、
奉
重
の
律
令
に
対
す
る
関
心
が
こ
の
時
期
に
至
っ
て
も
、
猶

、
並

(
5
)

々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。

奉
重
が
律
令
の
研
学
に
異
常
な
熱
意
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
明
法
博
士
中
原
章
久
が
律
令
二
部
の
書
を
併
せ
授
け
た
こ
と
に
よ
っ
て 

も
窺
わ
れ
、
ま
た
、
白
氏
文
集
に
対
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
そ
の
校
訂
作
業
に
、
少
く
み
て
も
延
べ
二
十
年
の
歳
月
を
費
す
こ
と 

を
敢
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
九
一



ニ
九
ニ

と
す
れ
ば
、
奉
重
に
と
っ
て
は
、
律
令
に
対
す
る
関
心
と
、
白
氏
文
集
の
そ
れ
と
が
両
立
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。

白
氏
文
集
の
校
訂
作
業
を
奉
重
が
如
何
な
る
動
機
か
ら
始
め
た
の
か
、

こ
れ
を
知
る
に
足
る
資
料
は
こ
れ
迄
見
出
し
て
は
い
な
い
。
或 

い
は
、
実
際
に
は
、

人
に
依
頼
さ
れ
て
始
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
動
機
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
少
く
と
も
、
校
訂
作
業
の
全
経

過

-
-&

K

際
に
は
、
現
在
迎
り
得
る
歳
月
よ
り
も
更
に
長
期
に
亘
る

-
-
を
み
れ
ば
、
単
に
こ
れ
を
他
律
的
に
実
行
し
た
と
は
到
底
考
え

る
こ
と
は
出
来
な
い
。

中

原

章

久

が

奉

重

の

父

祖

に

対

し

「
忘
道
徒
翫
宮
樹
之
花
」

と
評
し
た
こ
と
は
、
奉
重
の
律
令
の
学
が
、

父
祖
の
そ
れ
と
は
全
く
趣
を

異
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
共
に
、

こ
れ
は
、
そ
の
儘
、
白
氏
文
集
に
対
す
る
態
度
に
も
通
じ
る
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

平
安
朝
以
来
、
白
氏
文
集
が
盛
行
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
美
的
な
文
学
的
受
容
の
外
に
、
例
え
ば
、
明
法
の
家
に
よ

る
、
法
制
上
の
謂
わ
ば
実
用
面
か
ら
の
文
集
受
容
や
、

こ
れ
を
教
訓
と
す
る
受
容
例
も
み
ら
れ
る
。

惟

宗

允

亮

撰

『
政
事
要
略
』
(
「
国
史

大
系
」
本
に
拠
る
)
に
は
、
文
集
よ
り
策
三
篇
、
判
ー
篇
、
新
楽
府
ー
篇
の
、
夫
々
略
そ
全
篇
が
収
め
ら
れ
、
そ
の
外
に
も
、
「
白
居
易
伝
」

「
蘇
州
禅
院
白
氏
文
集
記
」

の
全
文
が
引
か
れ
、

そ
の
後
に
、

文
集
鑒
誡
触
類
載
之
仍
抄
其
伝
兼载

此
説 

(6
)

と
、
加
え
ら
れ
て
い
る
。

近
時
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

『
政
事
要
略
』

は

長

保

四

年

(
1
0
0
2
)
に
編
纂
が
終
了
し
た
と
み
ら
れ
、

も
と
百
三
十
卷
で
あ
っ
た
が
、

現 

存
す
る
の
は
二
十
六
巻
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
文
集
の
引
用
も
元
来
は
更
に
多
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
允
亮
は
明
法
博
士
で
あ
る
の
で
、
 

文
集
の
判
や
策
は
実
務
上
の
参
考
に
も
供
さ
れ
た
に
相
違
な
く
、
ま
た
、r

鑒
誡
」

と
も
見
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
文
集
に
対
す
る
関
心
は
、
無
論
、
従
来
通
り
の
、
文
芸
的
に
こ
れ
に
接
す
る
こ
と
も
特
続
さ
れ
て
は
い
る
が
、



同
時
に
、
新
し
い
傾
向
が
現
わ
れ
、
例
え
ば
、

説
教
の
そ
め
に
、

そ
の
教
訓
的
要
素
を
強
調
す
る
扱
い
を
す
る
な
ど
も
顕
著
に
な
っ
て

(
7
)

き
た
。

ま
た
、
政
治
或
い
は
法
制
的
見
地
か
ら
文
集
を
受
容
し
よ
ぅ
と
す
る
立
場
は
一
層
明
か
に
み
ら
れ
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
は
、
文
集
金
沢
本
校
合
識
語
の
中
に
、

(巻
四

一
)

嘉
禎
ニ
年
四
月
一
日
比
校
唐
本
訖 

(

1¢!

ン

此

帙

嘉

植

三

年

十

一

月

十

日

申

請

吉

田

諫

議

桑

門g

御
本
加
点
了

(巻
四
四
)

嘉
禎
ニ
年
四
月
四
日
比
校
与
唐

喜
禎
三
年
十
一
月
十
七
日
申
請
諫
議
桑
門
之
御
本
校
點
了

(巻
四
七
)

嘉
禎
ニ
年
四
月
五
日
比
校
唐
本
訖 

同
三
年
十
ー
月
十
九
日
申
吉
田
大
武
入
道
殿
_
御
本
委
點
了

と
、
卷
四
十
一
、

四
十
四
、

四
十
七
の
三
巻
に
限
り
、
第
二
次
校
合
時
、

つ
ま
り
、
唐
本
と
の
比
校
の
後
、
更
に
、
吉
田
資
経
本
と
の
比 

校
が
行
わ
れ
て
い
る
。
白

氏

文

集

は

巻

四

十

一

ー

四

十

四

がr

奏
状
」
巻
四
十
五
—

四

十

八

が

「
策
林
」

に
当
る
。
現
存
金
沢
本
卷
三
十 

九
、
及
び
、
巻
四
十
九
に
は
、

こ
の
吉
田
本
と
の
校
合
識
語
は
無
い
の
で
、
元
来
、
吉
田
本
は
、
或
い
は
、
巻
四
十
一
ー
四
十
八
ま
で
の 

八
卷
が
揃
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

吉
田
資
経
は
藤
原
高
藤
流
で
あ
り
、
『
尊
卑
分
脉
』

に
拠
れ
ば
、
「
正
三
位
、
大
宰
大
武
、
参
議
左
大
弁
、
号
吉
田
大
武
、
建
長
ニ
七
十 

三
薨
」

と
あ
る
。
『
吉
続
記
』

の
著
者
吉
田
経
長
は
そ
の
孫
に
、
ま
た
、
南
朝
側
で
活
躍
す
る
定
房
は
そ
の
玄
孫
に
当
り
、
『
吉
記
』

の
著 

者
吉
田
経
房
、
『
経
俊
卿
記
』

の
著
者
吉
田
経
俊
等
も
、
何
れ
も
一
門
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
資
経
の
と
こ
ろ
に
、
白

氏

文

集

の

「
奏
状
」 

や

「
策
林
」
を
収
め
る
巻
が
、
蔵
さ
れ

る
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
ろ
ぅ
。

ニ
九
三



ニ
九
四

更

に

、

こ
れ
以
上
に
適
切
な
例
と
し
て
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
管
見
抄
+
卷

(
内
、I

巻
欠
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

管

見

抄

は

白

氏

文

集

七

十

一

巻

の

全

巻

か

ら

、

適
宜
詩
文
を
選
抄
し
た
も
の
で
あ
り
、

正

元

元

年(一

2
S
)
に
成
立
し
、

永
仁
三
年

(一
295

)
書
写
本
が
現
存
す
る
。
詩
文
が
選
抄
さ
れ
て
は
い
る
が
、

従
来
の
こ
の
種
の
本
に
比
し
て
、

「
中
書
制
誥
」

「
翰
林
制
詰
」

「
奏

(8
)

状

」

「
策

」

「
判
」

な
ど
の
、
政
治
実
務
上
の
文
が
数
多
く
抄
出
さ
れ
て
い
る
点
は
、
従
来
に
比
し
、
稀
な
選
出
の
仕
方
で
あ
る
。

そ
の
巻 

末
識
語
の
中
に
、

古
今
之
間
緇
素
之
類
抄
出
此
集
雖
多
其
人
皆
為
春
花
事
抄
出
之
為
秋
実
事
不
抄
之 

と

い

、
、
更

に

、

於
今
抄
者
指
帰
\

異
之
先
抽
治
政
之
要
是
依
可
補
私
務
也
次
採
斎\

物
之
詞
是
依
可
養
己
志
也
後
拾
風
月
之
章
是
/
依
可
悦
我
目
也 

と
あ
る
文
集
観
と
、
そ
の
諸
篇
の
抄
出
態
度
は
正
し
く
一
致
す
る
。

(
9
)

管
見
抄
の
撰
者
に
つ
い
て
は
、
未
だ
定
説
は
な
い
が
、
北
条
実
時
説
が
か
な
り
有
力
で
あ
る
。
筆
者
は
未
だ
実
時
と
断
定
は
し
て
い
な 

い
が
、
先
に
挙
げ
た
資
料
に
よ
り
、
奉
重
と
実
時
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
よ
ぅ
。

律

巻

第

一

に

み

え

る

実

時

の

文

永

十

年(一
273

)
十

月

十

九

日

の

識

語

の

中

に

「
奉
重
遺
本
」

と
あ
る
の
で
、

こ
の
年
は
、

既
に
奉
重 

の
歿
後
で
あ
る
。
現
存
金
沢
本
に
み
え
る
奉
重
の
校
合
識
語
の
中
、

最
後
の
年
月
日
は
、

巻

五

十

四

に

み

え

る

建

長

四

年(一
252

)
三
月 

五
日
で
あ
り
、
文
永
十
年
は
、

こ
れ
よ
り
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
実
時
が
古
代
法
と
し
て
の
律
令
や
格
式
に
関
心
を
持
ち
、

そ
の
勉 

学
の
跡
を
実
時
使
用
の
現
存
本
識
語
類
に
求
め
れ
ば
、

律

第

七

の

正

嘉

元

年(一
257

)
に
始
ま
り
、

既
に
挙
げ
た
律
第
一
の
文
永
十
年
九 

月
廿
八
日
に
終
る
。

ま
た
、
奉
重
の
歿
年
は
当
然
建
長
四
年
三
月
以
降
で
あ
る
の
で
、
両
者
の
距
り
は
四
、
五
年
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
但 

し
、

こ
れ
は
律
令
関
係
の
み
に
つ
い
て
の
事
で
あ
り
、
両
人
は
無
論
同
時
代
に
共
に
生
存
し
て
い
た
。
実
時
、
奉
重
が
生
前
、
相
会
ぅ
こ



と
は
、
恐
ら
く
は
期
し
難
い
が
、
前
述
、
明
法
博
士
中
原
章
久
の
奉
重
評
や
、
そ
の
律
令
校
合
の
仕
事
に
っ
い
て
は
、
実
時
は
、
少
く
と 

も

、
本
奥
書
を
通
し
て
、
既
に
充
分
承
知
し
て
い
た
答
で
あ
る
。
文
集
の
奉
重
校
訂
本
に
対
す
る
当
時
の
反
響
の
資
料
は
未
だ
見
出
し
て 

い
な
い
が
、
個
人
的
に
も
、
ま
た
、
学
問
上
で
は
、
そ
の
師
清
原
教
隆
を
通
し
て
、
京
都
と
も
密
接
な
連
絡
の
あ
っ
た
実
時
に
と
っ
て
、
 

こ
の
校
訂
本
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
充
分
可
能
性
が
あ
る
。

管

見

抄

成

立

の

正

元

元

年(一
2
5
9

)
と
、

現
存
金
沢
本
識
語
類
最
後
の
歳
、

建

長

四

年(
1
2
5
2

)
三

月

と

は

か
な
り
近
く
、

前
述
の

如 

く
、
実
際
に
は
、

こ
の
距
り
は
更
に
縮
少
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
金
沢
本
々
文
と
管
見
抄
の
そ
れ
と
は
、
共
に
、
唐
鈔
本
を
承
け
る
わ 

が
国
古
鈔
本
の
系
統
で
あ
り
、
従
っ
て
極
め
て
近
く
は
あ
る
が
、
若
干
の
相
違
が
あ
り
、
管
見
抄
が
金
沢
本
を
底
本
と
し
て
使
用
し
た
と 

は
見
做
し
難
い
。
若
し
、
管
見
抄
が
、
金
沢
本
を
底
本
と
し
た
と
す
れ
ば
、
管
見
抄
は
白
氏
文
集
七
十
一
巻
全
巻
か
ら
詩
文
の
抄
出
が
行 

わ
れ
て
い
る
の
で
、
金
沢
本
も
原
は
全
巻
揃
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
確
認
し
難
い
し
、
両
本
々
文
の
相
違
は
、
筆
者
に
、

こ 

の
金
沢
本
を
底
本
と
す
る
と
い
う

点

に

関

し

て

は

否

定

的

な

ら

し

め

る

。

た
だ
、
そ
れ
が
何
時
、
如
何
な
る
経
路
を
迎
っ
て
で
あ
る
か
は
明
か
で
は
な
い
が
、

そ
の
後
、

こ
の
白
氏
文
集
奉
重
校
訂
本
が
、
実
時 

創

設

に

か

、
る
金
沢
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

「
宮
樹
之
花
」

を
翫
ぶ
こ
と
を
屑
し
と
し
な
か
っ
た
奉
重 

と
、
「
春
花
」

の
事
を
の
み
文
集
に
求
め
、

秋
の
実
り
の
事
を
求
め
な
か
っ
た
と
述
懐
し
た
管
見
抄
撰
者
と
が
、

平
安
時
代
に
は
比
較
的 

稀
な
同
種
の
文
集
観
を
共
に
懐
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

若
し
、
管
見
抄
の
撰
者
を
北
条
実
時
と
す
れ
ば
、
白
氏
文
集
豊
原
奉
重
校
訂
本
は
、

正
し
く
、
納
ま
る
べ
く
し
て
、
金
沢
文
庫
に
納
め 

ら
れ
た
と
い
え

よ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、

こ
の
奉
重
校
訂
本
そ
の
も
の
が
、
管
見
抄
と
如
何
な
る
内
的
関
連
を
も
っ
か
、

こ
れ
を
今
遽
に 

実
証
的
に
説
明
す
る
迄
に
は
至
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
因
縁
浅
か
ら
ざ
る
こ
と
を
、
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

ニ
九
五



ニ
九
六

次
に
、
建
長
三
—

四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
第
三
次
校
訂
に
用
い
ら
れ
た
本
の
校
合
識
語
の
注
記
に
み
ら
れ
る
(
前
述
の
ご
と
く
、

こ 

の

本

に

よ

る

校

注

を

「
ィ
」
本
と
し
て
施
し
て
あ
る
)
、
「
貴
所
之
御
本
」

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

金
沢
本
各
巻
の
第
二
次
校
訂
は
、
唐
本
を
以
て
、

嘉

禎

ニ

年(一
236

)
三

月

八

日

(
巻
六
)
か

ら

同

年

四

月

二

十

五

日

(
巻
六
十
八
)
ま 

で
の
間
に
行
わ
れ
、
別
に
、
巻

五

十

四

(唐
本
を
底
本
と
す
る
巻
)
の
み
は
、
寛

元

五

年(一
247

)
に
菅
家
本
と
比
校
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
後 

四

年

を

距

て

、
、
建

長

三

年(
1
2
5
1

)
十
二
月
二
日
よ
り
、

同
四
年
三
月
八
日
ま
で
に
、

こ

の

「
貴
所
之
御
本
」

に
よ
る
第
三
次
校
訂
作 

業
が
各
巻
に
行
わ
れ
た
。

こ

の

「
貴
所
之
御
本
」

に
つ
い
て
の
手
懸
り
と
し
て
、
巻

四

十

七

•
五
十
二
の
ニ
巻
の
識
語
に
、
夫

々

「
冷
泉
宮J

と
い
う
朱
書
の
旁 

注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
図
版

10
の
示
す
如
く
、

こ

の

「
宮

」

と
い
う
字
は
、
卷

五

十

ニ

の

方

は

明

に

「
宮

」

で
あ
り
、
卷
四
十
七
の
方 

は
、

小
松
茂
美
氏
の
如
く
、

「
家
」

と
解
読
さ
れ
る
見
方
も
あ
ろ
う
が
、

こ

れ

も

「
宮
」

と
読
む
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

巻

四

十

七

の

こ

の

旁

注

個

所

の

前

三

行

(
校
合
識
語
の
う
ち
)

は
同
じ
く
朱
書
で
あ
る
が
、

旁
注
三
字
の
朱
の
色
は
こ
れ
に
比
し
て 

稍

< 

黒
味
を
帯
び
筆
致
も
異
る
の
で
、
前
三
行
と
同
時
に
書
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
巻
五
十
二
の
旁
注
三
字 

は
鮮
か
な
朱
色
で
あ
り
、

こ
の
巻
の
校
合
識
語
に
は
、
朱
書
の
個
所
は
な
い
が
、
本
文
に
施
さ
れ
て
い
る
朱
書
校
合
注
や
、
句
読
点
の
朱 

色
と
一
致
す
る
。

ニ
個
所
の
朱
書
三
字
は
一
筆
と
認
め
ら
れ
る
が
、
奉
重
の
筆
か
否
か
、
遽
に
断
定
し
難
い
。

こ
の
旁
注
三
字
を
金
子
彦
ニ
郎
氏
は
前
掲
書
に
於
て
、
共

に

「
冷
泉
家
」

と

さ

れ

た

が

(
大

東

急

記

念

文

庫

『
貴
重
書
解
題
』

で
は 

「
冷
泉
宮
」

に
翻
字
)
、
従
い
難
い
。

こ
れ
は
、
旁
注
の
文
字
か
ら
判
断
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、

建
長
三
年
—

四
年
は
冷
泉
為
相
の
出
生 

以
前
の
年
で
あ
り
、
従
っ
て
、
同
家
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
。

よ
し
ん
ば
一
歩
譲
っ
て
、

こ
の
旁
注
を
奉
重
の
頃
の
も
の
と
せ
ず
、
冷 

泉
家
成
立
以
後
の
筆
と
認
め
る
と
し
て
も
、
「
冷
泉
家
」
を

「
貴
所
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
吉
田
資
経
本
を
借
り
る
場



合

に

は

「
申
請
」
(巻

四一

•
四
四
.
四
七
)
と

い

、
、

菅

家

本

の

場

合

に

は

「
借
請
」
(卷
五
四
)
と
い
ぅ
の
に
対
し
'
「
貴
所
之
御
本
」

の 

場

合

に

は

「
伝
下
」

と
貴
所
の
御
本
に
応
ず
る
表
現
を
し
.て
い
る
こ
と
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次

に

「
冷
泉
宮
」

に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』

に
ょ
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
の
皇
子
に
、

頼

仁

親

王

无

品

、
号
冷
泉
宮
又
児
嶋
宮
、
母
内
大
臣
信
清
女

建

仁

元(一
201

)

一
一
.
ニ

御

百

日

承

元

四(一
210

)
三

.
ニ

「
皇
子
被
+
,
|
親
王
富
日
，
|
ぢ
子
」
(
『
百
錬
抄
』
)

と
み
え
る
。

『
愚
管
抄
』
(
巻
六
順
徳
岩
波
大
系
本
に
拠
る
。
以
下
同
)
に
、

信
清
ノ
ヲ
トV

 

ノ
ム
ス
メ
ニ
西
ノ
御
方
ト
テ
、
院
ニ
候
ヲ
パ
卿
二
位
子
ニ
シ
タ
ル
ガ
腹
ニ
、
院
ノ
宮
ゥ
ミ
マ
イ
ラ
セ
タ
ル
ヲ
、

ス
グ 

ル
御
前
ト
名
付
テ
、
卿
二
位
ガ
ヤ
シ
ナ
イ
マ
イ
ラ
セ
タ
ル
、

ハ
ジ
メ
ハ
三
井
寺
へ
法
師
ニ
ナ
シ
マ
イ
ラ
セ
ン
ト
テ
ア
リ
ケ
ル
、
猶
御 

元
服
有
テ
親
王
ニ
テ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
ヲ
、

モ
テ
ア
ツ
カ
イ
テ
位
ノ
心
モ
深
ク
、

サ
ラ
ズ
ハ
将
軍
ニ
マ
レ
ナ
ド
思
ニ
ヤ 

と
あ
り
、
ま
た
、

院
ノ
御
ア
ト
ヲ
当
今
ノ
外
ニ
ツ
ガ
バ
ヤ
ト
思
ハ
セ
給
フ
官
ダ
チ
ナ
ド
ヲ
ハ
シ
マ
ス 

と
も
み
え
、

こ

の

r

宮
ダ
チ
」

は
、
主
と
し
て
頼
仁
親
王
を
指
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
卿
二
位
と
は
言
ぅ
迄
も
な
く
、
院
の
乳
母
兼
子
で 

あ
り
、

慈

円

を

し

て

「
京
ニ
ハ
卿
二
位
ヒ
シ
ト
世
ヲ
取
タ

リ

」

(
同
)
と
い
わ
し
め
た
実
力
者
で
あ
る
。

実
朝
の
室
と
し
て
、

同
じ
く
、
 

信
清
女
を
推
し
た
の
も
兼
子
で
あ
り
、
承
久
ノ
変
以
前
、
実
朝
に
嗣
子
な
き
た
め
、
京
ょ
り
親
王
を
将
軍
と
し
て
迎
え
る
密
議
が
政
子
と 

兼
子
と
の
間
で
交
さ
れ
た
際
、
結
局
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、
こ

の

頼
仁
親
王
は
最
も
有
力
な
候
補
者
と
し
て
推
さ
れ
た
こ
と
が
、
同
じ

ニ
九
七



ニ
九
八

く
愚
管
抄
同
巻
に
み
ぇ
る
。

ま
た
、

『
明
月
記
』
建

暦

ニ

年(一
212

)
十
二
月
二
日
条
に
、

伝

聞

、
第
四
親
王
御
元
服
来
廿
二
日
云
々
、
此
言
年
来
有
稽
古
之
心
、
殊
富
文
章
才
名
之
誉
遍
天
下
、
而
自
去
夏
之
比
、
称
上
皇
之 

厳
訓
、
偏
好
弓
馬
事
、
又
水
練
角
力
、
惣
以
如
此
、
不
善
之
陪
臣
等
添
色
激
励
、

已
抛
好
文
之
思
之
由
、
人
以
歎
息
、
而
昨
日
上
皇 

召
為
長
卿
、
偏
不
奉
勤
文
道
之
由
、
被
仰
含
之 

と
も
み
え
る
。

承
久
ノ
変
後
、
同

三

年

(一
221

)
六
月
十
五
日
に
、

冷

泉

宮

令

遷

于

備

前

国

豊

岡

庄

児

嶋

(
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
)

と
あ
る
如

く

、
以
後
配
所
に
あ
り
、
文

永

元

年(一
264

)
五
月
二
十
三
日
同
所
に
薨
じ
た
。

承
久
三
年
、
親
王
謫
遷
以
後
、

「
貴
所
之
御
本
」
が
校
訂
に
使
用
さ
れ
始
め
る
建
長
三
年
ま
で
、

三
十
年
を
距
て
、
い
る
。

従
っ
て
、
 

恐
ら
く
は
、

こ

の

「
貴
所
之
御
本
」
が
校
訂
の
為
に
奉
重
の
手
に
渡
る

こ
と
に
関
し
て
は
、
親
王
は
直
接
に
は
無
関
係
で
あ
っ
た

と
見
做 

し
て
よ
か
ろ
ぅ
。

そ
こ
で
次
に
、

そ
の
御
子
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
必
要
が
生
ず
る
。

そ
の
一
子
が
仁
和
寺
の
道
乗
で
あ
る
。

『
仁
和
寺
諸
院
家

E g
(
恵
山
書
写
本
)
』
上

(
『
仁
和
寺
史
料
寺
誌
編
一
』
所
収
)
「
上
乗
院
」
の
項
に
、
 

宮

大

僧

正

道

乗

宮

、
冷
泉
宮
頼
仁
御
子1

1

羽
前
大
僧
正
良
恵
付
法
上
足
、
又
号
小
嶋
宮

一
長
者
、
嘉
禎
k

¥ s
三
月
十
八
日
、
直
任
権
大
僧
都
、
仁
治
元
年
十
二
月
卅
日
、
任
権
僧
正
、
宝
治
元
年
七
月
五
日
、
転
正
、
建
長 

三i
f

五
月
卅
日
、
直
任
一
長
者
并
法
務
、
去
廿
六
日
、
転
大
僧
正
、
同
六
月
日
、
護
持
僧
、
同
八
月
十
九
日
、
拝

堂

、

正
嘉
ニ
年
ニ



月
二
日
、
辞
寺
務
、
文
永
十
年
十
二
月
十
一
日
、
入
滅
！̂
十 

と
あ
る
。

こ

、
に
み
え

る

「
良
恵
」

は
九
条
兼
実
の
息
で
あ
る
。

ま

た

『
血
脉
類
集
記
』

十
に
も
、
良
恵
の
付
法
者
の
中
に
、

道

乗

1 1
-±
| |
、
冷
|

嘉

植

ー

ー

ー

年

土

月

ニ

士

ー

月

己

已

| 1
於

ニ

観

音

院

ー

受

レ

之

^

と
あ

り

、

明

か

に

「
冷
泉
宮
」

と
み
え
る
。

こ
の
外
、
『本
朝
高
僧
伝
』
巻
五
十
五
に
も
そ
の
伝
が
記
載
さ
れ
、
中

に

「
嫌
有
為
世
相
、
求
無
上
菩
提
」

「
従
良
慧
僧
正
受
灌
頂
法
、
 

生
器
完
固
、
任
荷
真
教
」

や

「
文
永
十
年
、
修
大
仏
頂
法
、

降
於
蒙
古
、

朝
家
喜
賞
」

と
も
み
え
る
。
(
他
の
一
子
に
つ
い
て
は
詳
か
で 

は
な
い
。
)

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
奉

重

が

「
貴
所
之
御
本
」

を
使
用
し
て
校
訂
を
始
め
た
建
長
三
年
は
、
道
乗
三
十
七
歳
の
年
に
当
る
。
従
っ
て
、

こ 

の
本
が
冷
泉宫

か
ら
若
宮
の
道
乗
に
伝
え
ら
れ
、

こ
の
時
期
に
奉
重
の
手
に
渡
る
と
い
ぅ
こ
と
は
充
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、

従
つ

ヲ

ク

リ

(14
)

て
、

こ
の
本

を

「
伝

下

」
さ
れ
た
当
事
者
を

こ
の
道

乗

に

充

て

、
も

、
強
ち
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。

以
上
の
事
か
ら
す
れ
ば
、

前 

記

朱

書

三

字

の

注

記

を

「
冷
泉宫

」

と
解
し
て
も
、
特
に
支
障
は
無
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
承
久
年
間
の
頃
に
於
け
る
文
集
受
容
の
有
様
を
瞥
見
す
る
。

大
東
急
記
念
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
白
氏
文
集
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
に
取
合
せ
ら
れ
て
い
る
文
集
巻
三
•
四
は
、

正

保

ニ

年(一
645

)
藤
資
慶 

の
書
写
奥
書
を
も
つ
江
戸
時
代
の
写
本
で
あ
る
が
、
そ
の
本
奥
書
に
は
、

弘

安

五

年

四

月

九

日

受

菅

家

之

秘

説

畢

実

秀 

と
あ
り
、

こ
の
中
に
菅
家
本
の
本
奥
書
が
記
さ
れ
、

ニ
九
九



三

〇

〇

承
久
元
年
九
月
廿
四
日
申
出
厳
本
移
点
畢
\

散
位
菅

建

永

元

年

者

聖

主

嗣

宝

暦

之

第

八

年

微

官

侍\

御
読
之
第
三
年
也
今
奉
授
此
書
故
所
写
此
本
以
。
/

親

侍

家

之

訓

備

今

日

授

君 

之

説

抑

亦

藤

黄

門

者

累

代

師

於

天

子

自

昔

親

於

我

家

借\

其
証
本
重
所
見
合
也
為
我
後
伝
此
本
之
者
努
(
力
)\

勿
許
他
見
而
已
黄 

門

奥

書

侍

読

正

家

以

此

本

奉

授

主

上

左

中

丞

俊

経

以

此

書

侍

読

左

中

弁

親

経\

公
良
授
澄
胤
法
橋
奥
書
日
披
唐
白
之
集
授
魯
丹\

 

之
説

と
あ
り
、
建

永

.
承
久
の
頃
、
文

集

巻

三

•
四
が
書
写
さ
れ
、
或
い
は
今
上
へ
の
文
集
の
講
書
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
建

久

九

年

(
ロ 
9
00
)
に

「
講
詩
賦
文
集
七
徳
舞
也
」
(
『
猪
限
関
白
記
』
五
月
ニ
六
日
条
)
が
、
承

元

四

年(一
2
1
0

)
に

「
於

，一
高
陽 

院

殿一
有
，

一
楽
府
問
答
五
番
こ
(
『
一
代
要
記
』
三
月
一
五
日
条
)

が

、

建

保

六

年(一
21 S

)

に

「
於

，一禁
裡
一
有
，一
白
氏
文
集
論
義
一
六
番
云
々
」 

(
『
百
錬
抄
』
六
月
三
日
条
)
が

、

夫
々
行
わ
れ
た
記
事
と
も
接
を
一
に
す
る
し
、

更

に

、

和
歌
に
つ
い
て
は
そ
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
が
、
 

例
え
ば
、
『
夫
木
和
歌
抄
』

に
み
ら
れ
る
、

(車
後
鳥
羽
院
〕

人

こ
、
ろ
ぅ
し
と
も
い
は
し
昔
よ
り
く
る
ま
を
く
た
く
み
ち
に
た
と
へ
て 

S

定
家
)
 

;

年
を
へ
て
な
れ
け
ん
官
の
つ
は
く
ら
め
ぅ
ら
や
み
た
え
て
の
ち
も
い
く
春

前
者
は
、
文
集
巻
三
「犬
行
路
」
の
、
後
者
は
同
「
上
陽
白
髪
人
」
の
、
夫
々
一
句
を
踏
ま
え
て
い
る
。
佚
書
と
な
っ
た
『
楽
府
和
歌
』
は
こ
れ

(
U
04)

よ
り
、
少
々
後
の
撰
で
あ
る
。
尚
、
新
楽
府
を
和
歌
の
題
に
す
る
例
は
、
既
に
、
長
治
元
年
の
大
江
道
国
序
(
『
朝
野
群
載
』

一
)
に
み
え
る
。

を
始
め
と
す
る
新
楽
府
の
一
句
を
踏
え
た
多
く
の
和
歌
も
み
ら
れ
る
。

更

に

、

新
楽
府
の
み
に
限
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

同
じ
く
定
家
の 

『
拾
遺
愚
草
』
(
員
外
)
に

「
文
集
百
首
建
保
六
年
」
が
あ
り
、

そ
の
序
に
、

或
上
人
文
集
の
詩
を
題
に
て
哥
よ
ま
む
と
お
も
ひ
た
つ
こ
と
あ
り
結
縁
す
へ
き
よ
し
す
、
め
申
さ
れ
し
か
は
老
て
後
の
い
た
つ
ら
こ



と

か

き

つ

け

て

つ

か

は

し

、

と

あ

り

、

そ

の

日

記

に

、

「
終

日

蟄

居

、

握

翫

文

集

」

(
『
明
月
記
』
正

治

ニ

.
三

.
十
日
条
)
と

も

あ

る

。

し

か

し

、
 

白

氏

文

集

第

ー

第

ニ

快

常

可

1,握

^

? |
:玲

(
『
詠
歌
大
概
』
)

に
、

定

家

の

、

白

氏

文

集

に

対

す

る

、
更

に

明

確

な

意

嚮

は

示

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

「
第

一

第

二

帙

」

を

、
第

一

•
ニ

巻

と

す

る

見

解

も

あ

る

が

、

筆

者

は

こ

れ

を

白

氏

文

集

巻

二

十

ま

で

と

解

し

て

い

る

。

白
氏
が 

詩

作

に

於

て

、
最

も

力

を

注

ぎ

、

一

時

期

を

画

す

る

も

の

と

し

て

、
白

氏

長

慶

集

五

十

巻

が

あ

り

、

そ

の

巻

二

十

ま

で

に

そ

の

時

期

迄

の 

詩

作

全

部

が

収

め

ら

れ

て

い

る

。
巻

五

十

以

後

の

作

は

、

そ

の

数

こ

そ

多

い

が

、

幾

分

惰

性

的

性

質

が

あ

り

、
巻

二

十

ま

で

に

、

そ
の
精 

髓

は

殆

ん

ど

含

ま

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

後

鳥

羽

院

に

近

い

歌

人

と

し

て

の

慈

円

は

、

そ

の

歌

集

『
拾

玉

集

』
第

二

冊

所

収

「
詠

百

首

和

歌

」

に

於

て

、
白

詩

の

ー

聯

百

首

を

並 

ベ

て

、

そ

れ

を

和

歌

に

詠

じ

、

そ

の

末

尾

に

(
多
賀
宗
隼
編
著
に
ょ
る
)
、

楽

天

者

文

殊

之

化

身

也

当

和

彼

漢

字

和

歌

者

神

国

之

風

俗

也

須

述

此

懐

因

妓

翫

百

句

之

玉

章

愁

綴

百

首

之

拙

什

法

楽

是

北

野

之

社

祈 

願

彼

南

無

之

誠

定

翻

今

生

世

俗

文

字

之

業

為

当

来

讃

仏

法

輪

之

縁

者

歟

写
本
云

承

久

三

年

後

十

月

廿

五

日 

と

述

べ

て

い

る

。

以

上

挙

げ

た

諸

例

は

、
何

れ

も

、

「
冷

泉

宮

」

に

の

み

係

わ

る

も

の

で

は

な

く

、
無

論

、

「
冷

泉

家

」

に

も

そ

の

ま

、
同

様

に

関

連

が

あ 

る

。

た

ゾ

、

こ

れ

に

ょ

り

、

「
冷

泉

宮

」

家

に

白

氏

文

集

が

蔵

さ

れ
る

と

い

ぅ

こ

と

は

、

後

鳥

羽

院

に

連

な

る

環

境
や

、

こ

、
に
示

さ

れ
 

た

時

代

の

趣

向

か

ら

み

て

、
極

め

て

自

然

の

こ

と

、
い

え

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

三
〇
一



三
〇

ニ

と

同

時

に

、
白

氏

文

集

を

所

蔵

す

る

宮

家

側

と

、

こ

れ

を

校

訂

に

使

用

す

る

豊

原

奉

重

の

側

に

み

ら

れ

る

文

集

観

が

、

必

ず

し

も

同

種 

で

な

い

こ

と

も

明

か

で

あ

ろ

ぅ

。

後

鳥

羽

院

を

中

心

と

す

る

当

時

の

宮

廷

に

は

、
猶

、

平

安

時

代

以

来

の

、
文

学

と

し

て

の

文

集

に

対

す 

る

態

度

が

、

そ

の

ま

、
継

承

せ

ら

れ

て

い

た

。
管

見

抄

撰

者

の

い

ぅ

「
春

花

之

事

」

が

こ

れ

に

相

当

す

る

。

と

こ

ろ

が

、
管

見

抄

撰

者

を

も

含

め

て

、
奉

重

に

よ

っ

て

示

さ

れ

た

文

集

観

は

、

文

集

に

収

め

ら

れ

て

い

る

白

氏

の

他

の

側

面

、

わ
け 

て

も

そ

の

政

治

的

•
法

制

的

側

面

に

比

重

を

置

か

し

め

た

こ

と

は

、

こ

れ

迄

の

記

述

に

照

せ

ば

、
否

定

し

得

な

い

。

無

論

、
奉

重

の

律

令 

修

学

の

成

果

に

つ

い

て

は

知

る

所

が

余

り

に

も

少

な

く

、

ま

た

、
修

学

の

動

機

等

に

つ

い

て

も

明

か

で

は

な

い

が

、

少

く

と

も

、

明

法

家 

と

し

て

は

特

に

著

名

で

な

い

者

と

し

て

、

特

に

こ

れ

程

の

熱

意

を

示

し

た

こ

と

に

は

、

前

述

、

『
政

事

要

略

』

撰

者

な

ど

に

よ

っ

て

示

さ 

れ

る

文

集

観

を

継

承

し

つ

、
も

、

必

ず

や

、
新

し

い

時

代

の

中

か

ら

生

ま

れ

た

要

因

が

作

用

し

た

こ

と

は

想

像

に

難

く

は

な

，1

。

そ

の

意

味

か

ら

す

れ

ば

、
豊

原

奉

重

に

よ

る

白

氏

文

集

の

校

訂

本

は

、
校

訂

作

業

自

体

と

し

て

も

画

期

的

で

あ

る

ば

か

り

で

な

く

、

こ 

の

長

期

に

亘

る

校

訂

作

業

を

支

え

得

た

も

の

は

、

鎌

倉

時

代

の

、

武

家

社

会

を

中

心

に

し

て

生

れ

、

や

が

て

、

京

都

に

も

反

映

し

た

、

真 

摯

な

精

神

で

あ

っ

た

と

見

做

す

こ

と

が

出

来

る

の

で

あ

る

。 

(
昭
和
四
十
七
年
士
一
月
十
五
日
稿
.
同
四
十
八
年
七
月一一

十
日
補
訂
)

註

⑴

以
下
に
挙
げ
る
文
字
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
金
沢
文
庫
本
以
外
の
使
用
例
を
、
わ
が
国
及
び
中
国
の
古
辞
書
•
古

鈔

本

.
刊
本
類
に
於
て
実
地
に 

求
む
べ
く
、
各
種
の
影
印
本
や
書
道
全
集
類
を
努
め
て
当
っ
て
み
た
。

わ
が
国
に
現
存
す
る
も
の
に
例
を
と
れ
ば
(
含
唐
鈔
本
)
、

古
辞
書
と
し
て
篆
隸
万
象
名
義
.
天
治
本
新
撰
字
鏡
.
書
陵
部
並
旧
観
智
院
蔵
類
聚 

名

義

抄

•
玉
篇
零
本
六
種
を
は
じ
め
、
延
喜
十
三
年
写
の
花
厳
経
音
義
私
記
、
ま
た
、
古
鈔
本
と
し
て
は
、
伝
聖
徳
太
子
御
筆
法
華
義
疏
、
奈
良 

時
代
写
石
山
寺
蔵
漢
書
、
成

簀

堂

.
尊
経
閣
両
文
庫
蔵
秘
府
略
、
唐
鈔
本
王
勃
集
零
卷
数
種
、
文
選
五
臣
注
平
安
中
期
写
三
条
家
旧
蔵
本
等
を
は 

じ
め
、
守
屋
氏
旧
蔵
奈
良
時
代
写
経
類
(
『
古
経
図
録
』
)
等
を
点
検
し
た
。



次
で
、
同
じ
く
、
中
国
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
金

石

文

.
漢
木
簡
類
以
下
、
各
時
代
の
墓
誌
銘
、
碑
文
等
に
も
、
ニ

玄

社

『
書
跡
名
品
叢
刊
』
を 

は
じ
め
、
各
種
書
道
全
集
を
中
心
に
、
可
及
的
に
点
検
を
加
え
た
。

そ
の
結
果
、
わ
が
古
鈔
本
に
普
通
み
ら
れ
る
、
「
職
」
を

「
職
」
に
作
り
、

「
典
」
を

「
典
」
に
作
り
、
或
い
は
、

「
亡
」
を

r
E

」
に
作
る
類
の 

正
字
を
俗
.
通
字
に
作
る
例
は
、
中
国
に
於
て
も
、
か
な
り
早
く
か
ら
同
様
の
例
が
み
ら
れ
、
特
に
、
わ
が
国
に
現
存
す
る
前
述
の
唐
鈔
本
王
勃 

集
数
種
の
如
き
は
、
該
当
文
字
の
書
き
様
が
、
全
体
と
し
て
、
わ
が
古
鈔
本
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

『
干
禄
字
書
』

の 

類
の
字
書
は
、
こ
れ
ら
、
永
年
に
亘
る
中
国
に
於
け
る
俗
.
通
字
の
使
用
を
ふ
ま
え
て
、
整
理
が
行
わ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
白
氏
文
集
宋
紹
興
年
間
刊
本
や
、
文

苑

英

華

(
宋
刊
本
白
居
易
詩
文
の
巻
)
に
於
て
は
、
以
上
、
普
通
に
認
め
ら
れ
た
俗
.
通
字
が 

大

部

分

正

字

(
ま
ま
、
俗

.
通
字
が
交
る
)
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
無
論
、
未
だ
甚
だ
不
充
分
で
は
あ
る
が
、
更
に
、
宋
各
時
代
の
刊 

本
影
印
を
多
く
収
め
る
『
金
沢
遺
文
』
『金
沢
文
庫
図
録
』

の
該
当
写
真
等
に
当
っ
た
が
、
こ
の
範
囲
で
は
、
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
改
め
て
、
 

書
道
全
集
類
の
宋
人
の
筆
跡
類
に
も
当
っ
て
み
た
が
、
こ
こ
に
於
て
も
、
略

>
同
様
の
傾
向
が
観
取
さ
れ
た
。

以
上
の
こ
と
は
、
白
氏
文
集
巻
三
十
三
の
底
本
を
、
宋
刊
本
と
し
て
推
定
す
る
傍
証
の
一
部
に
は
な
り
得
よ
う
。
以
下
、
各
字
に
つ
い
て
、
具
体 

的
に
述
べ
る
。

⑵

内
閣
文
庫
蔵
金
沢
文
庫
考
卷
之
ニ
「
好
書
故
事
附
録
卷
ー
現
存
真
本
」

〔
『
近
藤
正
斉
全
集
』
(
国
書
刊
行
会
刊
)
で

は

「
右
文
故
事
附
録
卷
ー
金 

沢
本
題
跋
」

の
条
〕
に

は

r

豊
原
奉
重
」
に
作
り
、
こ

れ

を

校
訂
に
用
い
た
近
蔵
正
斎
全
集
本
も
同
じ
く
「
奉
重
」
に
作
る
。
内
閣
文
庫
蔵
写
本 

は
正
斎
の
自
筆
本
で
は
な
い
が

、

同
文
庫
福
井
保
氏
の
示
教
に
よ

れ

ば

、

こ

の

写
本
は
正
斎
の
添
削
の
多
い
稿
本
で
あ

る

由
で
あ

る

の

で

、

当
然 

正

斎

も

「
奉
重
」
を
承
認
し
て
い

た

も
.の
と

い

え

る

。

と

す

れ

ば

、

金
子
氏
は
ど

の

本
を
根
拠
に
し
て
「
泰
重
」
と

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

⑶

こ

の

「
奉
」
に
つ
い
て
は
、
「
奉
重
」

の
外
に
も
、

前
記
令
第
十
奥
書
の
中
に
「
奉
政
之
本
」
と
も
み
え
、

一
族
に
多
く
「
奉
」
が
使
用
さ
れ
た 

の

で

あ

ろ

う

。

三
〇
三



三
〇

四

ま
た
、
こ
の
外
に
も
、
『
太
平
記
』
卷

ニ

十

四

(
天
龍
寺
供
養
事
付
大
仏
供
養
事
)
に

r

豊
原
泰
長
」
な
る
人
物
が
み
え
、
下
北
面
に
属
し
、
階
層 

的
に
も
奉
重
の
そ
れ
に
近
い
の
で
、
こ

の

r

泰
」
を

「
奉
」
に
作
る
本
は
な
い
か
と
、
神
田
本
の
影
印
本
を
調
べ
た
が
、
こ
れ
も
同
じ
く 

r

泰
」 

で
あ
る
。
と

こ

ろ

が

、

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
当
該
個
所
(
『
太
平
記
』

ニ

.
四
三
六
頁
頭
註
)
に

、

『
園
太
暦
』

『
師
守
記
』

『
結
城
文 

書
』
を
引
い
て
、
何

れ

も

「
奉
長
」
に
作
る
由
、
註
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ

の

「
奉
長
」
も
、
恐
ら
く
同
じ
く
豊
原
の
一
族
と
み 

ら

れ

よ

ぅ

。

⑷

那
波
本
に
金
沢
本
校
合
識
語
を
移
写
し
た
中
で
、r

奉
重
」
の
名
ま
で
記
入
さ
れ
た
本
は
比
較
的
少
な
い
。

(
巻
九
)r

泰
重
」
に
作
る
も
の
東
京
国
立
博
物
館
蔵
林
羅
山
手
校
本
。
官
内
庁
書
陵
部
水
野
家
旧
蔵
本
。
大
垣
市
立
図
書
館
本
。
東
大
東
洋
文 

化
研
究
所
蔵
本
。
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
。

(卷
ニ
十
二
)
「
奉
重
」
に

作

る

も

の

水

野

家

旧

蔵

本

。
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
。

(
巻
二
十
四
)
「
奉
重
」
に

作

る

も

の

水

野

家

旧

蔵

本

。
陽
明
文
庫
蔵
本
。

(巻
三
十
三
)r

泰
」
に

作

る

も

の

水

野

家

旧

蔵

本

。
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
は
「
奉
」
に
見
せ
消
ち
を
施
し
、
「
泰
」
に
改
む
。

(巻
六
十
一
)
「
奉
」
に

作

る

も

の

大

垣

図

書

館

本

。
早
大
図
書
館
蔵
深
田
氏
旧
蔵
本
。

「
素
」
に
作
る
も

の

水

野

家

旧

蔵

本

。
慶
応
義
塾 

図
書
館
蔵
本
0

以
上
を
み
る
と
、
金
沢
文
庫
本
か
ら
直
接
転
記
し
た
本
は
稀
の
よ
ぅ
で
、
同
一
の
本
で
も
、
巻
に
よ
り
、

一
貫
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
「
奉
」 

r

泰
」

の
区
別
に
対
し
、
左
程
意
識
的
で
は
な
い
。
た
だ
、

陽
明
文
庫
本
は
巻
二
十
四
の
一
ヶ
所
で
は
あ
る
が
、

「
奉
」
に
作
る
と
と
も
に
、
唐 

鈔
本
よ
り
の
重
鈔
本
に
よ
る
継
足
し
篇
卷
三
十
一
「
郭
豊
貶
康
州
端
溪
尉
制(

4
0
0
4
〕
」

の

「
豊
」
(
本
文
に
も

一
ヶ
所
あ
り
)
を
羅
山
校
本
を
始 

め
、
多
く 

r

景
」
に
誤
る
の
に
、
こ
の
個
所
も

、
同

文

庫

本

は

r

豊
」
に
作
り
、
比
較
的
正
確
で
あ

る

と

い
え
る
。

(5)
い
ま
、
第
一
、
ニ
、
三
次
の
校
訂
時
の
各
ゝ
に
於
て
、
或
る
巻
の
校
合
年
月
と
次
の
巻
の
そ
れ
と
の
間
隔
を
、
校
訂
時
毎
に
表
示
す
れ
ば
次
の
通



り

で

あ

る

。

ニ
ヶ
月
以
上 

一
ヶ
月
以
上 

ニ
〇
日
~
三
〇

日

o

五
日
〜
一
〇

日 

五
日
以
下 

同
日

8

一
〇
日
~
ニ
〇

日 

4 

1

こ
の
ぅ
ち
、
二
次
の
ニ
ヶ
月
以
上
の
二
回
は
、
嘉
摘
三
年
の
吉
田
資
経
本
よ
り
、

及
び
、

寛
元
五
年
の
菅
家
本
よ
り
の
も
の
で
あ
り
、

共
に
、
 

稍
> 

性
質
を
異
に
す
る
。

第
一
次
校
訂
は
寛
嘉
三
年
二
月
二
日
か
ら
、
天
福
元
年
五
月
十
三
日
ま
で
、
延
べ
ニ
年
三
ヶ
月
を
要
し
、
第
二
次
校
訂
は
嘉
禎
ニ
年
三
月
八
日
よ 

り
同
四
月
二
十
五
日
ま
で
、

一
ヶ
月
十
七
日
の
短
期
間
(
吉
田
本
、
菅
家
本
の
校
訂
期
間
を
除
く
)
で
あ
り
、
第
三
次
校
訂
は
建
長
三
年
二
月
ニ 

日

よ

り

同
四
年
三
月
八
日
ま
で
の
三
ヶ
月
で
、
こ

れ

も

短
期
間
で
あ

る

。

こ
れ
は
、
第
一
次
校
訂
時
の
時
期
は
、
奉
重
が
白
氏
文
集
の
校
訂
の
外
に
も
、
他
に
多
く
の
仕
事
—
律
令
類
の
—
を
並
行
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と 

を
推
定
せ
し

め

る

に
足

り

る

で

あ

ろ

ぅ

。

(6)
白
氏
詩
文
の
引
用
個
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
。

文

集

卷

四

五(
2
0
3
5
)

策
林
一
八
弁
水
旱
之
災
〔
『
政
事
要
略
』
巻
六
〇
交

替

雑

事

(
損
不
堪
佃
田
)
〕

文
集
巻
三
新
楽
府(

0
1
3
6
)

捕

蝗

〔
『
同
』
同

(
"
)
〕

文

集

卷

四

八(
2
0
7
3
)

策
林
五
六
論
刑
法
之
弊
〔
『
同
』
巻
六
ー轧

弾
雑
事
(
検
非
違
使
)
〕

文

集

卷

六

ー(
2
9
5
5
)

蘇
州
禅
院
白
氏
文
集
記
〔
『
同
』
同

(
〃
)
〕

三
〇
五



三
〇
六

白

居

易

伝

〔
『
同
』
同

(
"
)
〕

文

集

卷

四

八(
2
0
7
2
)

策
林
五
五
止
獄
措
刑
〔
『
同
』
巻
八
ー轧

弾
雑
事
(
断
罪
)
〕

文

集

卷

四

九(
2
0
9
5
)

判

.
得
こ
与
丁
俱
応
抜
萃
(
下
略
)
〔
『
同
』
卷
九
五
至
要
雑
事
(
学
校
)
〕

尚

、
拙

稿

「
政
事
要
略
所
引
の
白
氏
文
集
に
つ
い
て
」
(
「
史
学
」
四
五
—

四
)
参
照 

S

拙

稿

「
真
福
寺
蔵
新
楽
府
注
と
鎌
倉
時
代
の
文
集
受
容
に
つ
い
て
—
付

•
新
楽
府
注
翻
印
—
」
(
「
斯
道
文
庫
論
集
」
七
輯
)

⑶

卷
三
十
一
〜
五
十
ま
で
の
、

こ
の
種
の
文
が
各
卷
所
収
の
篇
中
、
ど
の
程
度
に
抄
出
さ
れ
て
い
る
か
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
分
母
が
各 

巻

総

数

(
那
波
本
に
拠
る
)
、
分
子
が
管
見
抄
々
出
数
を
示
す
〕

(
こ
の
表
は
、

既

に

拙

稿

「
内

閣

文

庫

蔵

『
管
見
抄
』

に
つ
い
て
」

(
「
斯
道
文 

庫
論
集
」
九
輯
)
に
も
載
せ
た
が
、
便
宜
の
た
め
そ
の
一
部
を
再
録
す
)

31
中
書
制
誥
ー 

2 
127 

32

"

ニ 

4
1
30 

33
"

三

 

7
128 

34
"

四

 

5
150 

35
"

五

 

5
150

3 6

中

書

制

誥

六
7

4 8 

37
翰

林

制

誥

ー

14
134 

38
//
ニ

10
|43 

39
〃 

三 

9

155 

40
" 

四

18
|6 8

41
奏

状

一 

42
"

ニ 

43
//
三 

44
〃 

四 

45
策

林

一

3
1
13 

4
1
25 

2

11 

6
1
17 

23
123

46

策

林

ニ

47
び

8 

/

4
 

/

49
半

o 

,

5
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三四

7
 

1
7

IX 
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1 
j
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o
 lo5
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1
5

こ
の
中
、
特

に

「
策
林
」
及

び

「
判
」
は
、
共
に
全
篇
抄
出
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

(9)
は
じ
め
阿
部
隆
一
氏
が
「
北
条
実
時
の
修
学
の
精
神
」

(
「金
沢
文
庫
研
究
」

一
四
—
六
)
に
於
て
、

北
条
実
時
撰
者
説
を
出
さ
れ
、

次
で
拙
稿 

「
内
閣
文
庫
蔵
管
見
抄
に
つ
い
て
」
(
「
斯
道
文
庫
論
集
」
九
輯
)
に
於
て
、
若
干
の
異
見
を
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
管
見
抄
の
別
名
が
「
越
抄
」 

で

あ

る

と

判
明
し
た
こ

と

か

ら

〔
拙

稿
r
l
l
mx

管

見

抄

と

「
越
抄
」
に
つ
い
て
」
(
「金
沢
文
庫
研
究
」

一
八
—

一
一
)
参
照
〕
、
改
め
て
、

北
条 

実
時
説
が
有
力
に
な
っ
て
き
た
。



尚
、
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
那
波
古
活
字
本
に
は
、
管
見
抄
よ
り
の
校
合
注
が
加
え
ら
れ
、
巻
七
十
一
末
尾
に
、

校
訂
者
新
見
正
路
の
識
語
が
あ 

り
、
管
見
抄
を
「
一
縉
紳
」
の
撰
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、
幕
末
に
至
る
迄
、
撰
者
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(10)
実
時
の
律
.
令

•
格
の
修
学
年
月
を
識
語
よ
り
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑶
類
従
三
代
格
第
三
文
永
三
年
正
月
十
九
日 

(9)
" 

第
五
文
永
三
年
十
月
三
日

(10) 

令
義
解
第
七

(合
本
書
読
了
)

(11) 

"

第
一

(12) 

律

第

一

文
永
三
年
黄
鐘
晦
日 

文
永
六
年
三
月
二
日 

文
永
十
年
九
月
廿
八
日

⑴
律
第
七 

正
嘉
元
年
十
一
月
廿
九
日 

⑵
令
義
解
第
一 

正
嘉
ニ
年
五
月
十
日 

⑶

"

第三
 

正
元
元
年
十
月
十
四
日 

⑷

"
第五

 

文
応
元
年
八
月
十
六
日

(5) 

" 

J

 

文
応
ニ
年
二
月
八
日

(6) 

"

第
二 

弘
長
元
年
五
月
十
四
日

(
重
読
合
)

(7) 

"

第
一 

弘
長
三
年
十
二
月
廿
六
日

(11) 
拙

稿

「内
閣
文
庫
蔵
管
見
抄
に
つ
い
て
」
(
「斯
道
文
庫
論
集
」
九
輯
ニ
四
九
頁
参
照
)

(12) 

『
大
日
本
史
料
』
(第
四
編
之
七
)
所

収

「伏
見
宮
御
記
録
」
に
も
同
様
の
記
載
が
存
す
る
。

(13) 

『
東
寺
長
者
補
任
』
に
も
略
そ
同
様
の
記
載
が
あ
る
。

(14) 

「
ヲ
ク
ル
」
は
類
聚
名
義
抄
に
よ
り
、
私
に
施
し
た
。
漢

字

の

「
伝
」
に

はr

授
也
」
「送
也
」
(
共

に

『
呂
氏
春
秋
』
)
の
意
味
が
あ
る
。
 

g

白
氏
文
集
那
波
古
活
字
本
に
こ
の
奥
書
が
転
写
さ
れ
て
い
る
例
は
多
く
、
ま
た
、
単
行
で
書
写
さ
れ
た
も
の
に
官
内
庁
書
陵
部
蔵
本
が
存
す
る
。
 

(16)
岩

波

『
* 0
#
#
|
歌
論
集
能
楽
論
集
』
所

収

『
毎
月
抄
』
に
は
、
前

記

『詠
歌
大
概
』
と
同
趣
旨
の
、

又
古
詩
の
心
詞
を
と
り
て
よ
む
事
、
凡
そ
哥
に
い
ま
し
め
侍
る
な
ら
ひ
と
ふ
る
く
も
申
し
た
れ
ど
も
、
い
た
く
に
く
か
ら
ず
こ
そ
。
し
け
ぅ
こ
の 

ま
で
、
時
々
ま
ぜ
た
ら
ん
は
、

一
ふ
し
あ
る
事
に
て
や
侍
ら
ん
。

〔
つ
ね
に
〕
白
氏
文
集
の
第
一
第
二
の
帙
の
中
に
大
要
侍
り
。
か
れ
を
被
見
せ

三
〇
七



三
〇
八

よ
と
ぞ
申
し
を
き
侍
り
し
。

と
あ
り
、
こ

の

「
第
ー
第
ニ
の
帙
」
の
頭
注
に
「
特
に
定
家
は
第
ー
.
ニ
卷
を
重
ん
じ
て
い
る
」
と
あ
る
。

『
政
事
要
略
』
(
国
史
大
系
)
卷
六
十
ー
所
引
白
氏
文
集
に
「
文
集
^
^
蘇
州
禅
院
白
氏
文
集
記
」
と
あ
り
、
当
時
の
文
集
の
編
成
か
ら
い
え
ば
、
 

こ
れ
は
巻
六
十
一
に
当
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
白
氏
文
集
巻
五
十
一r

後
序
」
に
白
氏
長
慶
集
五
十
巻
を
「
凡
五
帙
毎
帙
十
巻
」
に
み
ら
れ
る 

如
く
、

一
 

帙
を
十
巻
と
見
做
せ
ば
、
計
算
は
合
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
前
記
定
家
の
「
第
一
第
二
帙
」
は
巻
二
十
迄
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

尚
、
佐
藤
恒
雄
氏r
定

家

.
慈
円
の
白
氏
文
集
受
容
——

第
一
第
二
帙
の
問
題
と
採
句
傾
向
の
分
析
か
ら
——

j 

(
「
中
世
文
学
」
第
十
八
号
)
に 

も
、
総
括
的
に
こ
の
問
題
が
採
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

官
内
庁
書
陵
部
蔵
片
玉
集
(
後
集
卷
九
五
)
に
、
冷
泉
為
村
が
明
和
八
年(一

771

)
に
白
楽
天
九
百
二
十
五
年
の
遠
忌
に
当
り
、
祭
奠
を
行
っ
た 

記

録

(
「冷
泉
宗
匠
家
為
村
卿
白
楽
天
祭
奠
記
」
)
が
み
え
、
そ
の
序
の
一
節
に
、

夫
白
楽
天
者
傑
出
於
晚
唐
而
詩
家
之
英
雄
也
、
其
詩
一
句
含
許
多
旨
趣
、

一
首
尽
千
万
義
理
、
麗
句
雅
懐
実
応
吾
磯
城
嶋
之
大
道
、
故
曩
祖 

黄
門
卿
日
、
欲
詠
和
歌
則
当
握
翫
白
氏
文
集
矣

と
あ
る
。
先

の

『詠
歌
大
概
』

の
旨
趣
か
ら
す
れ
ば
、r

曩
祖
」
と
は
恐
ら
く
定
家
を
指
す
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

何
れ
に
せ
よ
、

文
集
に 

対
す
る
尊
重
.
愛
好
の
遺
志
が
、
江
戸
時
代
に
迄
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

g

筆
者
は
、
奉
重
の
律
令
修
学
の
結
果
が
、
具
体
的
に
は
公
家
側
の
発
布
し
た
新
制
に
反
映
し
て
は
い
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
、
承
久
の
変
以
後
も
、
公
家
側
で
は
、
太
政
官
符
、
宣
旨
、
官
宣
旨
或
い
は
院
宣
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
、
新
制
が
公
布
さ
れ
、
建
暦 

一
一
(一

212)
.

三

.
ニ
ニ
新
制
、
嘉
禄
元(

1
2
2
5
)
.
一

〇

•

一
九
新
制
、
寛
喜
三(一

231

)
.
一
一
.
三
新
制
、
延
応
一1

(
1
2
4
0
)
.

三

.
一
二
新
制
、
 

建
長
五(一

253

)
.
七

.
一
二
新
制
、
弘
長
三(一

2
S
)
.
八

.
一
三
新
制
、
文
永
一〇

(
1
2
7
3
)

九

.
ニ
七
新
制
等
が
あ
る
。

奉
重
が
こ
れ
ら
の
案
文
作
製
に
何
等
か
の
形
で
参
与
し
た
事
を
示
す
確
実
な
資
料
は
見
出
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
中
、
寛
喜
三
年
十
一
月
三
日



宣

旨

(
「
続
々
群
書
類
従
」
第
七
法
制
部
所
収
)
第
十
条
は
、

一
、可

；，

令X

停F

止
図
書
察
破一一

古
経
書
〖
漉
*
宿
紙
等
i
事

仰
、
日
貢
宿
岳
者
雲
上
要
枢
也
、因

：，

玆
貢
進
暫
滞
、
奉
行

易
k
怠
、
是
以
為
，一
造
課
無
之
貢
；

還
渉
，

一

不
法
之
義
一
或
破
，

一

経
典
(

或
漉
，一
書
巻
；
 

春
之
蔡
臼
、
代
，一
之
義
牋1、

自
今
以
後
、
永
従
，

一

停
止
一
但
又
有
k
限
寮
役
勿X

令
，

I

闕
怠
，

と
あ
り
、
水

戸

部

正

男

『
公
家
新
制
の
研
究
』

に

「
本
条
の
如
き
は
他
に
全
く
類
を
み
な
い
事
項
で
、
当
時
の
実
情
に
も
と
づ
く
禁
令
で
あ
っ
た 

と
思
わ
れ
る
」
(
同
書
一
八
五
頁
)
と
あ
る
。

さ
き
に
挙
げ
た
東
山
御
文
庫
蔵
類
聚
三
代
格
第
五
(
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
)

の
本
奥
書
に
よ
れ
ば
、
安
貞
ニ
年
四
月
九
日
に
は
奉
重
は
図
書
允
で
あ 

り
、
こ
の
職
は
こ
の
時
以
後
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。
そ
し
て
、
新
制
公
布
の
寛
喜
三
年
は
、
安
貞
ニ
年
よ
り
三
年
後
に
当
る
。
と
す
れ 

ば
、
こ
の
第
十
条
に
奉
重
等
の
意
嚮
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
可
能
性
は
存
す
る
。

白
氏
文
集
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
の
調
査
.
研
究
に
関
し
て
は
、
天
理
図
書
館
.
大
東
急
記
念
文
庫
当
局
の
御
厚
情
を
辱
く
し
、
ま
た
、
本
文 

中
に
挙
げ
た
貴
重
な
書
籍
類
の
閲
覧
に
関
し
て
は
、
所
蔵
者
各
位
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
平

岡

武

夫

.
橋
本
不
美
男
の
両
氏
に
は
示
教
を
賜

っ
た
。

加

筆

.
訂
正
等
複
雑
な
校
訂
操
作
の
加
え
ら
れ
て
い
る
白
氏
文
集
金
沢
文
庫
本
に
対
し
、
精
密
な
写
真
撮
影
に
関
し
て
は
、
財
団
法
人
三 

島
海
雲
記
念
財
団
の
御
援
助
を
得
た
。
各
位
に
対
し
、
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
。

〔
附
〕

本
文
中
に
記
し
た
図
版
1

~

10

の
ぅ
ち
、
写
真
に
つ
い
て
は
、
都
合
に
よ
り
、
今
回
は
総
て
掲
載
を
中
止
し
た
。
図
版
9
に
該
当
す
る
点 

図

•
仮
名
字
体
表
の
み
を
次
に
載
せ
る
。
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人
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レ へ ネ 亍 セ_ X ,

Bt レ
し

レ
U
レ

人
ハ

へ

へ

f
- t t

it
也

ケ

r

X.

4 - ヲ a 3 =L 汁' / 卜 7 ZX 才

7

1

1
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フ

色
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9

f

/ K
1

b
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/

プ

ブ
才

才

三
一
〇

〔
注
〕

(
右
点
図
)
線
点
の
ぅ
ち
、
「
ョ 

リ
」r

ナ
リ
」
「
タ
リ
」
は
、
鉤
形
と
単
な 

る
線
状
の
も
の
と
、
二
種
が
あ
り
、
後
者 

は
、
朱
筆
に
限
ら
れ
る
。
音

.
訓
合
符
、
 

音

.
訓
読
符
は
、
共
に
、
朱
墨
両
様
で
あ 

る
。
第
五
壷
の
「
/
」
は
、
「
通
吏
丨
理
之 

事
」
の

「
通
」
に
施
さ
れ
、
「
セ
リ
」
と
読 

む
べ
き
か
。

(
左
片
仮
名
字
体
表
)本
文
中
に
も
述
べ 

た
如
く
、
片
仮
名
は
、
細
筆
と
、
稍

*
肉
太 

の
筆
と
二
種
が
認
め
ら
れ
る
が
、

一
筆
と 

み
て
よ
く
、
明
か
に
別
筆
と
覚
し
き
も
の 

は
認
め
ら
れ
な
い
。
畳
符
の
あ
る
語
は
、
 

上
に
挙
げ
た
三
例
の
外
、r

シ
ハ
<

」 

「コ
モ
が
あ
り
、
畳
符
は
、夫
々
、
 

「
ハ
」
の
右
肩
辺
、
及
び
、
「
モ
」
の
右
中 

程
か
ら
起
筆
さ
れ
て
い
る
。


